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○ 大学の概要 

 

 

（１）現 況 

① 大学名 

国立大学法人山梨大学 

② 所在地 

甲府キャンパス（本部、教育人間科学部、工学部、教育学研究科、 

医学工学総合教育部・研究部） 

山梨県甲府市武田 

医学部キャンパス（医学部、医学工学総合教育部・研究部） 

山梨県中央市下河東 

③ 役員の状況 

学長 吉 田 洋 二（平成16年 4月 1日～平成16年9月30日） 

貫 井 英 明（平成16年10月1日～平成21年3月31日） 

理事 4人 

監事 2人 

④ 学部等の構成 

学 部 教育人間科学部、医学部、工学部 

研究科 教育学研究科、医学工学総合教育部・研究部 

⑤ 学生数及び教職員数 

学生数 学部 3,832人(うち留学生79人) 

大学院 835人(うち留学生91人) 

教員数 582人 

職員数 745人 

 

（２）大学の基本的な目標等 

○ 山梨大学の現状 

山梨大学は、平成14年10月に旧山梨大学と旧山梨医科大学を統合し、新た

に、山梨大学として発足した。 

山梨大学は、教育人間科学部、医学部及び工学部の３学部から構成され、あ

わせて全国でも唯一の医学、工学の領域を融合した大学院(医学工学総合教育

部・研究部)を有する特色ある大学である。 

統合による成果を活かし、21世紀ＣＯＥプログラムやリーディングプロジェ

クトなどの大型研究事業の推進に加え、地域との連携による産学官連携促進事

業や共通教育の充実に積極的に取り組み、キャッチ・フレーズ「地域の中核、

世界の人材」を体現すべく、教育・研究活動を展開している。 

また、継続した点検・評価によって、組織の見直しや教職員の意識向上策を

展開し、学長がリーダーシップを発揮できる業務運営を目指している。 

○ 山梨大学の基本的な目標 

上記の現状を踏まえ、「地域の中核 世界の人材」を山梨大学のキャッチ・

フレーズとし、学則に定める本学の目的及び使命実現のために以下の目標を定

めている。 

１ 幅広い教養と深い学識と創造性、自律性、倫理観をもつ知識人、科学者、

専門的職業人や 21 世紀における国際人として様々な課題に対処でき実行能

力を持つ人材を育成する。 

２ 各学部、大学院における個別的な研究教育に加え諸学の融合による新領域

の研究教育を拓き推進する。特に医工教融合の研究教育における拠点大学と

しての充実を図る。 

３ 開かれた大学として、地域の様々な要請に応える学術文化のセンターとな

ると同時に国際的な要請にも応えるべく世界に向けて積極的に進出する。 

４ 上述の大学の事業において国際水準を凌駕することを追求する。 

５ 特に大学統合を先駆けた大学として、上述の目標達成のための附属施設を

含める全学的な取組みを通じて全学の一体感を構築する。 

６ これらの目標達成のため、その達成状況や取組み状況を点検し、改善の仕

組みや改善の結果を明確にするとともに、学生及び社会のニーズを反映でき

る柔軟な組織を構築する。 
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（３）大学の機構図 

  平成１８年度

学　　長 役員支援室　

　　秘書課

　　企画・評価課

理事（企画・研究）

　情報推進室

研究支援・社会連携部

　　研究協力課、知的財産経営戦略本部事務室

理事（教学） 教学支援部

　　教務課、学務課、学生支援課、入試課、図書課、進路支援室、国際交流室

理事（財務・医療） 財務管理部

　　財務管理課、会計課

施設・環境部

　　施設企画課、施設管理課

理事（総務・労務） 総務部

　　総務・広報課、人事課、教育人間科学部支援課、工学部支援課

学校教育課程

生涯学習課程

国際共生社会課程

ソフトサイエンス課程

附属小学校

附属中学校

附属養護学校

附属幼稚園

附属教育実践総合センター

医　　学　　部 医学科

看護学科 医学部事務部(総務課、管理課、医事課、経営企画室)

附属病院

工　　学　　部 機械システム工学科

電気電子システム工学科

コンピュータ・メディア工学科

土木環境工学科

応用化学科

生命工学科

循環システム工学科

附属ワイン科学研究センター

附属クリスタル科学研究センター

附属ものづくり教育実践センター

大　　学　　院 教育学研究科

医学工学総合教育部・研究部

専　　攻　　科 特殊教育特別専攻科

附属図書館 本　館

医学分館

クリーンエネルギー研究センター

地域共同開発研究センター

機器分析センター

総合分析実験センター

総合情報処理センター

留学生センター

大学教育研究開発センター

保健管理センター

　監査室

監　　事

教育人間科学部

学内共同教育
研究施設

 

 平成１９年度

学　　長 役員支援室　

　　秘書課、総務総務総務総務・・・・広報課広報課広報課広報課（（（（再掲再掲再掲再掲））））

　　企画・評価課

理事（企画・研究）

　情報推進室

研究支援・社会連携部

　　研究協力課、知的財産経営戦略本部事務室

理事（教学） 教学支援部

　　教務課、学務課、学生支援課、入試課、図書課、進路支援室、国際交流室

理事（財務・医療） 財務管理部

　　財務管理課、会計課

施設・環境部

　　施設企画課、施設管理課

理事（総務・労務） 総務部

　　総務・広報課、人事課、教育人間科学部支援課、工学部支援課

学校教育課程

生涯学習課程

国際共生社会課程

ソフトサイエンス課程

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校附属特別支援学校附属特別支援学校附属特別支援学校

附属幼稚園

附属教育実践総合センター

医　　学　　部 医学科

看護学科 医学部事務部

附属病院 　　総務課、管理課、医事課、病院経営企画室病院経営企画室病院経営企画室病院経営企画室

工　　学　　部 機械システム工学科

電気電子システム工学科

コンピュータ・メディア工学科

土木環境工学科

応用化学科

生命工学科

循環システム工学科

附属ワイン科学研究センター

附属クリスタル科学研究センター

附属ものづくり教育実践センター

附属国際流域環境附属国際流域環境附属国際流域環境附属国際流域環境センターセンターセンターセンター

大　　学　　院 教育学研究科

医学工学総合教育部・研究部

専　　攻　　科 特別支援教育特別専攻科特別支援教育特別専攻科特別支援教育特別専攻科特別支援教育特別専攻科

附属図書館 本　館

医学分館

クリーンエネルギー研究センター

地域共同開発研究センター

機器分析センター

総合分析実験センター

総合情報処理センター

留学生センター

大学教育研究開発センター

キャリアセンターキャリアセンターキャリアセンターキャリアセンター

保健管理センター

　監査室

監　　事 　

教育人間科学部

学内共同教育
研究施設

学長特別補佐学長特別補佐学長特別補佐学長特別補佐
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○  全体的な状況  

 

 

山梨大学は「地域の中核・世界の人材」をキャッチフレーズに、幅広い教養と深い

学識、創造性、自立性、倫理観を持つ人材の育成や、諸学の融合による新領域の教育

研究の推進等の実現を目指し、その精神を明確な形で社会にＰＲするため、「山梨大

学憲章」を17年10月に制定し、目標達成に向け取り組んでいる。 

    

ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況        

(1)(1)(1)(1)    業務運営業務運営業務運営業務運営のののの改善及改善及改善及改善及びびびび効率化効率化効率化効率化    

①①①①    学長学長学長学長ののののリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップにににに基基基基づくづくづくづく経営体制経営体制経営体制経営体制のののの確立確立確立確立    

法人化当初から、役員、教職員が一体となった管理運営体制の確立を目指し、経営

協議会、教育研究評議会及び理事直轄の常置委員会への事務系職員の参加や、事務局

を廃止し事務組織の担当理事直属化を行い、学長のリーダーシップの下、迅速な意思

決定と事業実施システムを確立した。また、学長直轄組織として「大学評価」「大学

入試」「知的財産戦略」「労働安全衛生」「ＩＴ推進」に関する本部及び「人事委員会」

「公平委員会」「広報室」を設け、重要事項の戦略的展開を機動的に図る体制とした。 

さらに、事業の取組を強化し、迅速、効率的な実施を行うために「施設環境部「情

報推進室」「病院経営企画室」を独立させ、「知的財産経営戦略本部」と「研究協力課」

を包括する「研究支援・社会連携部」を新設し、19年度には地域共同開発研究センタ

ーと(株)山梨ＴＬＯも包括した「産学官連携・研究推進機構」の設置を決定した。 

さらに、19年度には産学官連携推進と外部資金獲得のために、学長裁量定員を用い

学長特別補佐を招聘した。 

②②②② 大学運営方針大学運営方針大学運営方針大学運営方針のののの迅速迅速迅速迅速なななな伝達伝達伝達伝達とととと情報情報情報情報のののの共有共有共有共有    

大学運営を円滑にし、活性化を図るためには、情報の共有、意思決定過程の透明化、

広範な意見聴取が重要と考え、主要会議資料の迅速な開示及び学長メッセージの配信

を行っている。学長メッセージは、大学運営上の問題点、検討課題等について学長と

しての方針、対処法等を学内外に示して意見聴取を行っている。19年度からは、毎月

「月間活動報告」を配信して大学の活動状況を迅速に伝えており、結局、19 年度は

31件、16年度からの合計では97件を発信した。 

また、理事、事務系部長を交えた打合せ会を毎週月曜日に開催し、学内各部署に対

する情報伝達と意見交換を行い、同日に「学長オフィスアワー」を設置するとともに、

時間の許す限り、学長が一般教職員、学生、マスコミと直接面談する機会を作り、意

見を聴取し、情報を伝えている。 

③③③③        教教教教育研究組織育研究組織育研究組織育研究組織のののの充実充実充実充実    

学長直属の「学生教育の在り方検討ＷＧ」を設置し、社会ニーズに関するアンケー

ト調査を実施、分析して、19年度に新学部構想や教職専門職大学院設置の検討を開始

し、大学院修士課程工学領域の改組を決定した。 

また、大学教育研究開発センター専任教員を中心に、共通教育、基礎教育の充実を

図る組織を設置し、19年度にはキャリアセンターを新設した。 

④④④④    戦略的戦略的戦略的戦略的なななな資源配分資源配分資源配分資源配分のののの実現実現実現実現    

効果的資源配分のため、重点的経営戦略経費として「大学高度化推進経費」を、毎

年節減率を課さずに確保し、「学長裁量経費」「戦略的プロジェクト経費」等として学

長判断により配分している。学長裁量経費は、教育・研究環境整備等に、「戦略的プ

ロジェクト」は、外部資金獲得のための学内公募による競争的資金として配分し、成

果発表及び評価・検証を行っており、実際に外部資金獲得への貢献が証明されている。    

人事面では、学長裁量定員(教授6名分)を確保して新規に創設する全学的教育・研

究支援組織に配属し、成果を挙げており、外部有識者も積極的に活用している。19年

度においては、特別教育研究経費の新規採択課題に対し新たに全学的経費を措置した。 

 

(2)(2)(2)(2)    財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改改改改善善善善    

①①①①    財務基盤財務基盤財務基盤財務基盤のののの確立確立確立確立    

財務運営の基盤強化のため、必要事業の厳選や光熱水料削減、アウトソーシング等

による経費削減及び自己収入増加や外部資金獲得による収入増加の対策を積極的に

実行した結果、全年度で決算剰余金を計上でき、18 年度までに約 10.6 億円の目的積

立金を確保した。19年度はこれを原資とし、年度予算では対応できない大規模整備事

業の計画を立て、20年度に学生及び職員の宿舎の新築・改修等を行うことを決定した。 

②②②②    財務内容財務内容財務内容財務内容のののの充実充実充実充実    

17 年度から財務分析を行い、年度計画を財政面から検証している。特に、19 年度

においては 18 年度の財務報告書を作成し、学内外に公表して教職員の理解を促し、

社会への説明責任を果した。また、18年度の財務分析において、他大学との比較から、

財務の健全性において上位に位置していることが確認された。この結果は国立大学マ

ネジメント研究会による報告においても立証されている。    
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(3)(3)(3)(3)    自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価及評価及評価及評価及びびびび情報提供情報提供情報提供情報提供    

①①①①    認証評価認証評価認証評価認証評価    

 「認証評価に併せて行う自己点検・評価方針」を策定して学内の自己点検・評価を

行い、19年度に受審した大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価において、大

学評価基準はすべて満たしているとされたが、改善点も指摘されており、今後改善に

取り組むこととした。 

②②②②    教員評価教員評価教員評価教員評価のののの実施及実施及実施及実施及びびびび反映反映反映反映    

「教員の個人評価方針」及び「評価実施要領」を策定し、「新・教育研究業績データ

べース」「教員評価支援システム」を構築し、18 年度から教員個人評価を実施した。               

19年度には、優秀教員への表彰、教育研究経費の配分、勤勉手当への反映、活動不十

分な教員へのＦＤ研修等の研修会への参加の義務化等の反映方針を定め、20年度に実

施することにした。 

③③③③    教員以外教員以外教員以外教員以外のののの職員職員職員職員のののの評価評価評価評価のののの実施実施実施実施    

事務系職員の人事評価について、「職員の人事評価に関する規程」を策定し、自己

評価と上司評価に加え、管理職員には複眼的視点として部下評価を追加して実施し、

19年度から勤勉手当、昇給に評価結果を反映した。 

④④④④    戦略的広報体制戦略的広報体制戦略的広報体制戦略的広報体制    

18年度に学長直属の「広報室」を設置し、専従職員２名を配置して情報発信を活発

に行い、「広報戦略」と「マスコミ対応マニュアル」を策定して大学のイメージアッ

プを図った。さらに、県内マスコミの支局長等との懇談会や学長オフィスアワーでの

意見交換及び個別取材への積極的対応を通じ、大学情報の能動的提供を行っている。 

19年度はマスコミ主催の大学ブランド品展示会に大学ワインを出展したほか、マス

コミとの共催で、本学教員による環境に関する県民公開講座の開催を決定した。 

 

(4)(4)(4)(4)    そのそのそのその他業務運営他業務運営他業務運営他業務運営にににに関関関関するするするする重要事項重要事項重要事項重要事項    

①①①①    施設施設施設施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの充実充実充実充実    

施設機能の維持・向上、安全確保、環境配慮、スペース及びコストマネジメントの

項目ごとの「施設整備基本方針」を策定し、計画的な整備を進めた。 

また、学内すべての施設を対象に申請・許可による有期貸与制度を設け、施設の有

効利用と学長裁量スペースの確保の方策を確立した。 

19年度は、スペースの利用実態調査、有効利用実態判定を行って結果を公表し、有

効利用に向けた再編計画案を策定した。 

    

②②②②    危機管理対応危機管理対応危機管理対応危機管理対応のののの整備整備整備整備    

「防災」「実験・実習の安全」「危機管理」等のマニュアルを策定して、教育・研修の

実施、及び教職員と学生が一体となった総合防災訓練を行っている。また、附属病院

では、教職員、学生、地域住民も参加し、トリアージ訓練、防災訓練を実施しており、

さらに、井戸水の飲用化設備を整備し、災害時のライフライン確保を図った。 

19年度には、甲府キャンパスに構内一斉放送設備を新たに整備した。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況    

((((1)1)1)1)    教育教育教育教育のののの充実充実充実充実    

①①①①    教育方法等教育方法等教育方法等教育方法等のののの改善改善改善改善((((学部生学部生学部生学部生))))    

共通教育・基礎教育の充実のために「大学教育研究開発センター」を設置し、学長

裁量定員による専任教授を中心に人間力充実と基礎学力向上のための「共通教育カリ

キュラム」を策定して、19年度から「人間形成科目」「レベル別語学科目」「自発的教

養科目」等による新しい共通教育を開始した。また、19年度に各学部の共通教養担当

教員を「大学教育研究開発センター」に登録し、共通教育充実を図ることを決定した。 

さらに、学生による授業評価を教員にフィードバックして授業法の工夫や改善点を

電子シラバスで公開しているほか、ＦＤ研修も内容の充実を図っており、19年度には

ＣＡＰ制、ＧＰＡ制の導入を決定した。 

②②②②    教育方法等教育方法等教育方法等教育方法等のののの改善改善改善改善((((大学院生大学院生大学院生大学院生))))    

博士課程に 21 世紀ＣＯＥプログラムによる教育研究拠点「国際流域総合水管理特

別コース」を設置し、11ヶ国から30人の学生を受入れ高水準の教育を行っている。 

修士課程では、「教育・研究レゾナンス連携」を活用した長期インターンシップ実

施による実践能力向上を目指した。19年度からは、本学独自の特色ある教育を実施す

るために、学部・修士一貫教育を行う「ワイン科学特別教育プログラム」と「クリー

ンエネルギー特別教育プログラム」を設置したほか、工学領域修士課程の一部を改組

することを決定した。 

また、大学院修了時と一定期間後に教育成果等のアンケートを実施しており、19年

度に修了生が就職した企業へのアンケートを実施し、大学院教育の在り方を検証した。   

さらに 19 年度に博士課程大学院生に対する経済支援制度の新規導入に向けた検討

を行い、20年度から実施することで財源を確保した。 

③③③③    入試体制改革入試体制改革入試体制改革入試体制改革    

大学及び学部のアドミッションポリシーを明確にして、本学が求める人物像を明示

するとともに、入試広報、高校訪問、オープンキャンパス、進学フェアを通じ、本学
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の情報を提供し積極的に学生確保に取り組んだ。 

19年度には、工学部が名古屋での入試を実施し、医学部では地域枠を設置した。 

④④④④    学生支援学生支援学生支援学生支援のののの充実充実充実充実    

クラス担任制、オフィスアワーによる学習相談体制及び学生相談室と保健管理セン

ターの連携による学生相談体制の充実を図っており、19年度には学長裁量定員を活用

して２名のキャリアアドバイザーを増員して、キャリア教育の早期開始と内容の充実

を図った。また、授業料免除を行う「特別待遇学生制度」、学生の課外活動に対し活

動資金を支給する「奨励賞」を設置し、19年度にはボランティア活動に対し、表彰と

活動資金支援を行なう「学生課外活動支援プロジェクト」及び「貢献賞」を創設、実

施した。 

⑤⑤⑤⑤    修学環境修学環境修学環境修学環境のののの整備整備整備整備    

学生、教職員の情報伝達共有のための新しい電子掲示板システムを構築し、19年度

には医学部キャンパスに拡大した。また、出席統計調査システム及びＣＡＬＬシステ

ムの設置や情報処理センター分室の整備を行った。さらに、講義室の改修・整備を引

き続き行い、更衣室、ロッカー室、自習室の整備、相談室と情報交換スペースを備え

たコンビニエンス・ストアの福利厚生施設としての誘致等、修学環境の充実を図った。 

⑥⑥⑥⑥    教育関係外部資金教育関係外部資金教育関係外部資金教育関係外部資金のののの獲得方策獲得方策獲得方策獲得方策    

学長、理事、事務系部長からなるアドバイサリーボードを設置し、19年度からは学

長特別補佐も加え、教員のプロジェクトチームとともに教育関係外部資金の獲得に全

力で取り組んでいる。 

 

(2)(2)(2)(2)    研究活動研究活動研究活動研究活動のののの推進推進推進推進    

①①①①    研究活動研究活動研究活動研究活動のののの推進推進推進推進のためののためののためののための資源配分資源配分資源配分資源配分    

「戦略的プロジェクト経費」「学長裁量経費」及び「大型設備等整備費」を、研究

活動推進のために継続的に予算配分した結果、多くの外部資金を獲得でき、国内外の

様々な賞を受賞した。また、19年度には医工融合プロジェクトが特別教育研究経費を

措置された。    

②②②②    研究活動研究活動研究活動研究活動のののの推進推進推進推進のためののためののためののための組織体制強化組織体制強化組織体制強化組織体制強化    

研究支援・産学官連携を強化するために、18年度設置の研究支援・社会連携部、(株)

山梨ＴＬＯ、地域共同開発研究センターをワンフロアに配置し、19年度には同３部門

を統合して機能強化と効率化を図るため「産学官連携・研究推進機構」の設置を決定

し、学内予算から必要経費を措置した。さらに、19年度には学長裁量定員を活用して

「学長特別補佐」を招聘し、研究支援・社会連携の推進を図った。 

③③③③    国際的水準国際的水準国際的水準国際的水準のののの研究研究研究研究推進推進推進推進    

21世紀ＣＯＥプログラム「アジアモンスーン域流域総合水管理研究教育(15～19年

度)」による世界的教育研究拠点が形成された。 

19年度には「国際流域環境研究センター」を設置し、研究の継続体制を整えるとと

もに「グローバルＣＯＥ」の採択に向け精力的に取組んだ。 

また、リーディングプロジェクトによる「水素燃料電池の研究」が、19年度にＮＥ

ＤＯによる「固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発」に採択され、国家プロジ

ェクトとして燃料電池の実用化に向けた国際拠点の形成が加速された。 

さらに、19年度には新潟大学とともに申請した「国際大学知財本部コンソーシアム」

が採択され、知財事業の国際的な展開が行われている。 

 

(3)(3)(3)(3)    社会連携社会連携社会連携社会連携・・・・地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献、、、、国際交流等国際交流等国際交流等国際交流等のののの推進推進推進推進    

①①①①    社会連携社会連携社会連携社会連携・・・・地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献のののの推進推進推進推進    

山梨県を始めとする 14 機関と包括的連携協定等を締結し、山梨大学の人的・知的

資源を用いた地域の活性化を図っている。特に岡谷市、山梨県とは特別教育研究経費

を得て「地域社会連携プロジェクト」を実施している。さらに、都市エリア産学官連

携促進事業「山梨くになかエリア分散型クリーンエネルギーシステムの構築」及び科

学技術振興調整費「ワイン人材生涯養成拠点」を山梨県及び企業体と連携して行って

いる。 

19年度からは、総務省プロジェクト「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」を中央市

と行う一方、山梨市と「バイオマス利用プロジェクト」を開始した。また、東京エレ

クトロン(株)による寄附講座「有機ロボティクス講座」が工学部内に設置された。 

さらに、地域に対しては、300 以上の講義を一般開放しており、大学内施設・設備

を利用する仕組みも構築した。 

②②②②    留学生施策留学生施策留学生施策留学生施策のののの充実充実充実充実    

職員宿舎を留学生宿舎に用途変更して改修したほか、留学生宿舎の設備を年次計画

で更新しており、19年度には全室の冷蔵庫の更新を行った。また、女子留学生も入居

可能な女子学生宿舎の建設を決定した。 

さらに、留学生支援のため、教育研究支援基金及び留学生後援会の経費を用い、奨

学金、賃貸料の支給や有償ボランティア制度等の支援を行なっている。 

③③③③    教育研究活動教育研究活動教育研究活動教育研究活動をををを通通通通じたじたじたじた国際貢献国際貢献国際貢献国際貢献    

これまで、15 の大学間国際交流協定及び 14 の部局間交流協定を締結して、学術の

交流を行ってきたが、さらに、19年度は、工学部においてインドネシアのブラヴィジ
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ャヤ大学工学部と部局間交流協定を締結し、一層の推進を図ったほか、日本学術振興

会の二国間交流事業による共同研究を進めている。また、本学に国際交流基金を設立

し、国際的教育・研究活動の支援を継続して図ってきた。 

    

(4)(4)(4)(4)    附属病院機能附属病院機能附属病院機能附属病院機能のののの充実充実充実充実    

①①①①    運営状況運営状況運営状況運営状況のののの概括概括概括概括    

地域の拠点病院として様々な事業を実施して地域貢献を行うとともに、増収及び経

費削減に努めた結果、運営状況も良好で、毎年収入目標額を上回っており、大学の最

大の自己収入源として財務基盤の安定に大きく貢献している。 

②②②②    機能充実機能充実機能充実機能充実にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等    

緊急医療体制充実のための救急部専任教授のポスト新設、血液疾患治療確立のため

県内初の血液内科の設置を行い、不妊治療体制強化のために全国に先駆けて「生殖医

療センター」を開設した。また、18年度には腫瘍センターを設置して、地域がん診療

連携病院の指定を受け、がん登録部門を設置した。19年度には北里大学等と連携して

がん治療専門医養成プロジェクトを開始し、さらに肝疾患診療連携拠点病院に指定さ

れた。一方、医療スタッフの充実のために年俸制のシニアレジデントや有期雇用看護

師及びナースアシスタントの雇用を促進し、特に、19年度は、医師不足分野のシニア

レジデントを増員した。また、県内初の助産師外来を開設するとともに、山梨県の補

助により助産師養成のための寄附講座を設置することが決定された。 

さらに、19年度には７：１看護実現のための看護師募集活動を活発化し、医学部キ

ャンパス内に保育所を開設するとともに、看護師宿舎の新築も決定した結果、計画通

りに看護師確保が図れた。 

③③③③ 効率的経営効率的経営効率的経営効率的経営ととととサービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実    

経営効率の観点から病院財務状況を詳しく分析して会議で詳しく説明して職員の

コスト意義向上を促し、平均在院日数の短縮、手術件数の増加に努め、分娩料、特別

個室料等を見直して増収を図った。患者待遇面では、給食の特別メニューや選択メニ

ューの導入、セカンドオピニオン担当の設置、クレジットカード決済の導入、コーヒ

ーショップの設置等を行って患者サービスの向上を実現した。また、物流管理システ

ム導入による経費節減も行った。19年度には、患者満足度調査を外来患者まで拡大し

て病院運営の参考とし、病院内の売店の拡充・整備を行った。 

 

(5)(5)(5)(5)    附属学校附属学校附属学校附属学校のののの充実充実充実充実    

学部との連携・協力により、各種公開研究会へ学部教員が参加するなど、附属学校

の教育体制の充実を図るとともに、教育相談事業を一体的に継続実施している。 

また、「附属学校運営協議会」に学部教員が参加することにより、組織体制の強化

を図っている。さらに、附属学校園間では、主任連絡協議会において教育に関する意

見交換を積極的に行うなど、連携強化を図っている。 
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項項項項    目目目目    別別別別    のののの    状状状状    況況況況 

 

ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((1111))))    業務運営業務運営業務運営業務運営のののの改善及改善及改善及改善及びびびび効率化効率化効率化効率化 
①①①①    運営体制運営体制運営体制運営体制のののの改善改善改善改善にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○効果的な組織運営に関する基本方針 
・学長のリーダーシップの発揮する仕組みと迅速な意思形成の体制作りを検討する。 
○戦略的な学内資源配分の実現等に関する基本方針 
・戦略的研究への重点的学内資源配分を目指す。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○全学的な経営戦略
の確立に関する具体
的方策 

○全学的な経営戦略の
確立に関する具体的方
策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学長のリーダーシップを発揮するため、学長直属の組織として８つの本部等
と、理事の下に４つの常置委員会を設置し、意思決定の迅速化や効率化を図る
ため継続してその見直しを行った。 
・教育に関する企画立案体制を整備するため、平成17年度に大学教育研究開発
センターを設置し、平成16年度に設置した教学常置委員会を発展的に廃止し
た。 
・事務組織の見直しを進め、研究支援・社会連携部、施設・環境部、情報推進
室を新たに設置するとともに、担当理事に直結した事務組織を構築した。 

 【1】学長を補佐する
体制を見直し、企画・
立案機能の充実・強化
を図る。 

【1】学長を補佐する体
制の見直しを更に進
め、学長・各理事と事
務組織の連携の充実・
強化を図る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【1】・産学連携の充実・強化を図るため、学長裁量定員を活用して学長特別
補佐ポストを新設し、学外から専任の教授を採用した。役員支援室に総務・広
報課を加え、意思決定の迅速化、効率化を進め、学長補佐体制をさらに強化し
た。 
・産学官連携におけるワンストップサービスの実現のため、研究支援・社会連
携部と地域共同開発研究センターを一体化し、さらに㈱山梨ティー・エル・オ
ーを内部組織化してその技術移転部門とする「産学官連携・研究推進機構」を
学長直属の組織として新たに設置し、平成20年度当初から稼動することを決定
した。 

・学長を補佐する体制の整
備を進め、事務組織と連動
した管理運営体制の充実を
図る。 

 

 



山 梨 大 学 

 - 8 - 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・経営協議会の学外委員から、会議以外にも大学の経営方針などについて意見
を聴取した。 
・学外有識者に名誉顧問・名誉参与・名誉博士・校友の称号授与制度を新設し、
名誉教授を含めた有識者懇談会を定期的に開催した。 
・名誉顧問・名誉参与・名誉博士・校友の称号授与者や、学生への実験・実習
などへの協力者を登録し活用するため、人材バンクを設置した。 

 【2】学外の有識者の
意見等を反映させる
ための仕組みを検討
する。 

【2】有識者懇談会や
各学部同窓会の代表者
との懇談、経営協議会
での意見聴取により、
広く学外有識者の意見
等を聴き、大学運営に
反映させる。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【2】・有識者懇談会を開催し、学外有識者の意見等を聴取し、大学運営に反
映させた。 
・経営協議会の学外委員に、学長自ら作成した月間活動報告書等を毎月配布す
ることで大学の近況を周知し、大学運営に対する意見を求めた。 

・学外有識者からの意見聴
取の取組を継続して実施
し、大学運営や教育研究へ
の活用を図る。 

 

 

○学部長等を中心と
した機動的・戦略的な
学部等運営に関する
具体的方策 

○学部長等を中心とし
た機動的・戦略的な学
部等運営に関する具体
的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・教育人間科学部では、５人の教員を学部長補佐とした。 
・医学部では、経営検討会を設置し、医学部長、病院長を補佐する体制を整備
した。 
・工学部では、工学系学域調整会議（教育部長・評議員３・事務部長）を設置
したほか、全ての委員会を見直し、学部長直属のプロジェクトチームを設置し
た。 

 【3】学部長を補佐す
る体制の充実・強化を
図る。 

【3】学部長を補佐する
体制の整備・充実を引
き続き図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【3】・教育人間科学部では、４人の教員を学部長補佐に任命し、新たに学部
評価委員会の評価業務に携わらせた。 
・医学部では、学部長補佐体制の構成員を見直し、意思決定の迅速化を図った。 
・工学部では、学部長直属のＷＧを整備し、広範かつ大量の諸課題に対し、即
断即決を行える仕組みを構築した。 

・引き続き、学部長を補佐
する体制の整備・充実を図
り、学部の管理運営体制を
強化する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・教育人間科学部では、定期的に学外教育関係者の意見を聴取する教育研究協
議会を開催した。 
・医学部では、附属病院の医療事故調査委員会に学外有識者を加えたほか、病
院経営に関する意見交換を実施した。 
・工学部では、定期的に工学部卒業生との意見交換会を開催し、その成果を生
かすための具体的な取組みの検討を開始した。 

 【4】学外の有識者の
意見等を反映させる
ための仕組みを検討
する。 

【4】学外の有識者の意
見等を聴取する場を引
き続き設け、意見の反
映を促進する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【4】・教育人間科学部では、学外の教育関係者と協議する新課程研究協議会
の運営方法等を見直し、学外の有識者の意見等を聴取することとした。 
・医学部では、附属病院の経営分析に関し、他機関との相互比較を行うために
信州大学との意見交換会を実施した。 
・工学部では、同窓生との意見交換会の討議結果を踏まえ、当該意見の反映方
法の仕組み構築に向けた検討を行った。 

・引き続き、学外の有識者
の意見等を聴取する場を設
け、意見を学部運営に反映
させることにより、この仕
組みの充実を図る。 
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○運営組織の効果的
・機動的な運営に関す
る具体的方策 

○運営組織の効果的・
機動的な運営に関する
具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・各理事の下に常置委員会を設置し、学長の指示に基づく業務のほか、役員会
等からの要請により議決事項、審議事項、発議事項に関する現状分析や必要な
情報取得、原案の作成、助言等を行った。 
・より一層の意思決定の迅速化、学部等間の連絡調整の円滑化、関係する委員
会等の役割の明確化と効率化を図るため、教学常置委員会を発展的に廃止して
理事直轄の委員会を設置するなどの見直しを行い、大学教育研究開発センター
と連携して教育に関する企画立案体制を整備した。 

 【5】機動的な大学運
営を行うために、理事
の下に委員会を常置
し、役員会、経営協議
会及び教育研究評議
会の審議の円滑化を
図る。 

【5】より機動的な大学
運営を行うために、役
員会、経営協議会、教
育研究評議会の審議の
円滑化のための体制を
強化する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【5】・意思決定の迅速化、効率化を図るため、ペーパーレスでの映像資料化
による会議運営を取り入れた。 
・教育研究評議会の審議の継続性を保ち円滑化を図るため、委員の任期終了時
に、一部の委員を継続指名とし、関連する委員会についても同様の方法に改め
た。 

・引き続き、機動的な大学
運営を行うために、役員会、
経営協議会、教育研究評議
会の審議の円滑化を図る。 

 

 

○教員・事務職員等に
よる一体的な運営に
関する具体的方策 

○教員・事務職員等に
よる一体的な運営に関
する具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・経営協議会、教育研究評議会、理事の下に置く常置委員会の構成員に事務職
員も参画し、教員と事務職員が一体となった管理運営を図った。 
・各事務組織が担当理事に直属する体制を整備したほか、役員及び事務系の部
長による役員等打合せ会を設置して意思疎通を図った。 
・より一層の教員と事務職員等が一体となった運営を推進するため、平成18年
度に研究支援・社会連携部、施設・環境部、情報推進室を新たに設置した。 

 【6】教員と事務職員
等が一体となった管
理運営体制の整備を
図る。 

【6】教員と事務職員等
が一体となった運営を
さらに推進するため、
前年度までに見直しを
行った事務組織を検証
し、さらなる管理運営
体制の充実を図る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【6】・産学官連携におけるワンストップサービスの実現のため、研究支援・
社会連携部と地域共同開発研究センターを一体化し、さらに㈱山梨ティー・エ
ル・オーを内部組織化してその技術移転部門とし、教員と事務職員が一体とな
った「産学官連携・研究推進機構」を学長直属の組織として新たに設置し、平
成20年度当初から稼動することを決定した。 

・教員と事務職員等が一体
となった運営を推進するた
め、前年度までに見直しを
行った事務組織を検証し、
引き続き管理運営体制の充
実を図る。 
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○全学的視点からの
戦略的な学内資源配
分に関する具体的方
策 

○全学的視点からの戦
略的な学内資源配分に
関する具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学内公募による戦略的プロジェクト経費を設け、拠点形成支援、融合研究、
基盤研究、特色ある萌芽的研究、若手教員等研究支援に区分して、資源を重点
的に配分した。 
・戦略的プロジェクト経費の予算を拡大し、科学研究費補助金の申請（採択）
件数増加を目指した若手教員対象のスタートアッププロジェクトを新たに設
け、教育研究の活性化を図った。 

 【7】戦略上重要な研
究プロジェクトに関
しては、重点的に学内
資源を配分する制度
を確立する。 

【7】教育・研究におけ
る戦略的な経費として
引き続き「戦略的(公
募)プロジェクト経費」
を前年度と同規模の予
算確保をし、プロジェ
クト区分に応じて重点
的に配分する。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【7】・戦略的（公募）プロジェクトを、拠点形成支援、融合研究、基盤研究、
特色ある萌芽的研究、若手教員等研究支援、スタートアッププロジェクトに区
分して公募し、対前年度280万円(＋３％)増の総額8,400万円を措置すること
で、重点化を推進した。 
・戦略的（公募）プロジェクト経費措置と競争的外部資金の獲得結果について
総合的に分析を行うとともに、申請者へのアンケート調査を実施し、学内資源
配分制度を検証した。 

・学内の戦略的プロジェク
トの見直しを行い、重点的
に学内資源を配分する制度
の充実を図る。 

 

 

○学外の有識者・専門
家の登用に関する具
体的方策 

○学外の有識者・専門
家の登用に関する具体
的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・コンサルタント会社と契約を締結し、人事・労務に関する相談・指導・助言
を依頼した。 
・知的財産経営戦略本部に、弁護士、弁理士、公認会計士等学外の専門家を本
部員として発令し、プロジェクトのメンバーとしての意見交換のほか、セミナ
ー講師として活動を行った。 

 【8】経営コンサルタ
ント・顧問弁護士等有
資格者の登用制度に
ついて検討する。 

【8】弁護士等専門家
を、引き続き必要に応
じて登用する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【8】・引き続き、弁護士等を専門家として登用し、人事・労務に関する相談
・指導・助言を依頼した。 
・平成20年度から新規設置する「産学官連携・研究推進機構」に、学長裁量定
員を活用して知的財産マネージャー２名を登用することを決定した。 

・引き続き、人事・労務に
関する相談・指導・助言を
依頼するため、コンサルタ
ント会社と契約を締結する
とともに、有資格者の登用
を行う。 
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○内部監査機能の充
実に関する具体的方
策 

○内部監査機能の充実
に関する具体的方策       

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・監査室を設置して、監事及び会計監査人と連携し、各学部等の業務内容等の
内部監査や外部資金の特別監査を行い、監査結果報告書を学長に提出するとと
もに、監事から適正かつ効率的な運営に資するよう助言を得た。 
・会計監査人との連携を図るため、学長・監事・監査室との四者協議会を定期
的に開催した。 

 【9】内部監査システ
ムを構築する。 

【9】内部監査の独立性
を維持しつつ、法人の
運営諸活動の遂行状況
を適法性と妥当性の観
点から内部監査を引き
続き行い、監事、会計
監査人との連携を図
り、法人の適正及び効
率的な運営に資する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【9】・監事及び会計監査人と連携し、各学部等の業務内容等の内部監査を行
い、監査結果報告書を学長に提出し、適正かつ効率的な運営が図れるよう当該
の監査結果を関係者に周知した。 
・学長、監事、会計監査人及び監査室による四者協議会を開催し、連携を図っ
た。 

・引き続き、監査室の独立
性を維持しつつ、法人の運
営諸活動の遂行状況を適法
性と妥当性の観点から、監
事、会計監査人との連携を
図り内部監査を行い、法人
の適正及び効率的な運営に
資する。 

 

 

○国立大学間の自主
的な連携・協力体制に
関する具体的方策 

○国立大学間の自主的
な連携・協力体制に関
する具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・国立大学協会や、所属する経営支援委員会、その下部の病院経営小委員会の
活動を通じて、他機関との連携を図っている。 
・大学技術移転協議会に加入し、全国の知財本部、ティー・エル・オーとの連
携を進めている。 
・国立大学法人ＧＬＯＶＩＡ連絡会（同一メーカーの財務会計システムを導入
している大学の連絡会）を通じ、財務会計システムの問題点や要望等を取りま
とめ、メーカーに要望事項として改善等を依頼している。 

 【10】業務運営に関
し、他の国立大学と連
携を図るシステムを
検討する。 

【10】国立大学協会を
通した会議やブロック
別研修等により、引き
続き他の機関との連携
を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【10】・国立大学協会や人事院等の研修、セミナー等に参加し、引き続き他機
関との連携を図った。 
・化学系研究設備有効活用ネットワークを活用し、近隣ならびに全国の国立大
学等との化学系研究機器の相互共同利用の試行に参画した。 
・国際的な産学連携を展開するため、新潟大学と共同して国際・大学知財本部
コンソーシアムを立上げ、国際的な産学連携と人材育成を開始した。 
・工学部の受験生確保のため、他大学と連携し、魅力ＰＲのための広報活動を
行った。 

・引き続き、研修、セミナ
ー等に参加して、他の国立
大学と連携を図ったり、新
潟大学と共同して、国際・
大学知財本部コンソーシア
ムを実施する。 

 

 

 ウェイト小計   
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((1111))))    業務運営業務運営業務運営業務運営のののの改善及改善及改善及改善及びびびび効率化効率化効率化効率化 
②②②②    教育研究組織教育研究組織教育研究組織教育研究組織のののの見直見直見直見直しにしにしにしに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直しに関する基本方針 
・新たな教育研究分野の創設を検討する。 
・教育研究組織の在り方についての検討を推進する。 

 
 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○教育研究組織の編
成・見直しのシステム
に関する具体的方策 

○教育研究組織の編成
・見直しのシステムに
関する具体的方策 

    
  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学長の下に「現代のニーズにマッチした学生教育のあり方に関する検討ＷＧ」
を設置し、大学のあり方や方向性を検討した。 
・今後のあり方や進むべき方向性を検討するための基礎データを得るため、県
内の高校生と保護者、企業や自治体等を対象にアンケート調査を実施した。 
・アンケート調査の結果を参考に、修士課程の専攻の改組を計画したほか、教
職大学院設置など、教育研究組織改革について検討した。 

 【11】教育研究組織は
学部の自主性を踏ま
えながら、全学的な視
野に立ち、大学全体の
課題として検討する。 

【11】県内高校生とそ
の保護者、県内企業等
へのアンケートの分析
結果を基に、新しい教
育研究組織を、学部の
自主性を踏まえなが
ら、大学全体の課題と
して検討する。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【11】・大学院医学工学総合教育部修士課程（工学領域）物質・生命工学専攻
を改組し、応用化学専攻及び生命工学専攻を設置することとした。 
・県内、関東地区の企業に対して実施したアンケート結果を踏まえて、大学院
医学工学総合教育部修士課程（工学領域）の改組・再編の検討を行った。また、
社会のニーズに応え、教職大学院や新学部設置など大学全体の構想について検
討を開始した。 

・大学院医学工学総合教育
部修士課程（工学領域）に
おいて改組・再編を実施す
ることとし、平成20年度に
応用化学専攻と生命工学専
攻を、平成21年度には人間
システム工学専攻を設置す
るなど、教育研究組織の充
実を図る。さらに、教育研
究組織について、学部の自
主性を踏まえつつ、大学全
体の課題として検討を進
め、新学部及び教職大学院
の設置構想の取りまとめを
行う。 
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○教育研究組織の見
直しの方向性 

○教育研究組織の見直
しの方向性 

    
  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学長の下に「現代のニーズにマッチした学生教育のあり方に関する検討ＷＧ」
を設置し、大学のあり方や方向性を検討した。 
・今後のあり方や進むべき方向性を検討するための基礎データを得るため、県
内の高校生と保護者、企業や自治体等を対象にアンケート調査を実施した。 
・アンケート調査の結果を参考に、修士課程の専攻の改組を計画したほか、教
職大学院設置など、教育研究組織改革について検討した。 
・医学工学総合教育部修士課程の研究機能の強化方法の検討を進めているほ
か、教員養成系の学部学生定員増を検討した。 

 【12】教育研究組織の
見直しについては、適
正規模、地域の要請及
び将来の方向を十分
配慮した改革を進め
る。 

【12】県内高校生とそ
の保護者、県内企業等
へのアンケートの分析
結果を基に、新しい教
育研究組織を、学部の
自主性を踏まえなが
ら、大学全体の課題と
して検討する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【12】中期（年度）計画【11】の『計画の進捗状況』参照 

・大学院医学工学総合教育
部修士課程（工学領域）に
おいて改組・再編を実施す
ることとし、平成20年度に
応用化学専攻と生命工学専
攻を、平成21年度には人間
システム工学専攻を設置す
るなど、教育研究組織の充
実を図る。さらに、教育研
究組織について、学部の自
主性を踏まえつつ、大学全
体の課題として検討を進
め、新学部及び教職大学院
の設置構想の取りまとめを
行う。 

 

 

 
ウェイト小計   
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((1111))))    業務運営業務運営業務運営業務運営のののの改善及改善及改善及改善及びびびび効率化効率化効率化効率化 
③③③③    人事人事人事人事のののの適正化適正化適正化適正化にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
 
期期期期 
 
目目目目 
 
標標標標 

○戦略的・効果的な人的資源の活用に関する基本方針 
・教員の流動性の向上と多様化に対応した選考を目指す。 
○男女共同参画と国際化に関する基本方針 
・男女共同参画と国際化を推進する。 
○柔軟かつ多様な人事システムの構築に関する基本方針 
・学内に客観的な評価組織を置き、教育、研究の適正な評価システムを導入し、時代に対応した人材の登用を目指す。 
・事務職員等の適正な評価を目指す（ＳＤ）。 
○事務職員等の採用・養成・人事交流・適正配置に関する基本方針 
・事務職員等の独自の任用制度の確立を目指す。 
・事務組織の円滑な運営のため、適正な人員配置を計画する。 
○「行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組みを行う。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○戦略的・効果的な人
的資源の活用に関す
る具体的方策 

○戦略的・効果的な人
的資源の活用に関する
具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学長の裁量によって配分できる教員定員を平成18年度から教授６名（助教で
は12名）を確保し、学内共通的な組織の設置や充実、発展的成果が期待される
研究プロジェクト等を推進するために、緊急度、重要度に応じて配置すること
とした。 
・学長裁量定員を活用し、共通教育の充実を図るため平成18年度に設置した大
学教育研究開発センターに専任教員を、平成19年４月に設置したキャリアセン
ターにキャリアアドバイザー２名を配置することとした。 

 【13】学長が計画的に
管理できる定員を確
保し、重点的に配置で
きるシステムを構築
する。 

【13】学長裁量として
確保した定員の適正配
置に務め、引き続き運
営体制の充実を図る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【13】・学長裁量定員を活用して、大学教育研究開発センター専任教員、キャ
リアアドバイザー２名、産学連携の充実・強化を図るため学長特別補佐（教授）
を採用した。 
・産学官連携、社会連携及び地域貢献の中核として平成20年度から設置する「産
学官連携・研究推進機構」に学長裁量定員による教員２名を知的財産マネージ
ャーとして配置することとした。 

・学長裁量定員の適正配置
に努め、引き続き運営体制
の充実を図る。 
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○柔軟で多様な人事
制度の構築に関する
具体的方策 

○柔軟で多様な人事制
度の構築に関する具体
的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・柔軟な給与設定を可能とする有期雇用制度を整備し、実質的に年俸制を導入
した。 
・有期雇用制度を活用し、平成17年度から医学部附属病院でシニアレジデント
を雇用した。 

 【14】優秀な教員を採
用するため、給与体系
の一部に年俸制の導
入を検討する。 

【14】（16・17年度に
実施済みのため、19年
度は年度計画なし） 

Ⅲ 

 （平成19年度の実施状況） 
【14】 

（16・17年度に実施済みの
ため、取組予定なし） 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・事務系職員の人事交流を図るため、文部科学省や関係法人等へ事務職員を派
遣（平成16年度８名、17年度10名、18年度５名）した。 

 【15】他大学及び民間
企業等との人事交流
体制の導入を検討し、
人事の活性化を図る。 【15】事務系職員の計

画的な人事交流を引き
続き行う。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【15】・研修のため文部科学省に１名の職員を派遣するとともに、平成20年度
に新たに１名加えて派遣することとした。また、人事交流により部長（１名）
及び課長（４名）を採用した。 

・引き続き、事務系職員の
計画的な人事交流を行い、
組織の活性化を図る。 

 

 

○任期制・公募制の導
入など教員の流動性
向上に関する具体的
方策 

○任期制・公募制の導
入など教員の流動性向
上に関する具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・教員や研究者の流動性を高めるため、有期雇用制度を新設した。 
・教育研究組織の活性化を図るため、平成19年度から医学系の現職教員を含め
た全教員を任期制の対象としたほか、学内共同教育研究施設の機器分析センタ
ーなどの教員には、平成16年度から任期制を導入した。 

 【16】特色ある研究プ
ロジェクト等を立ち
上げるため、教員の任
期制について検討す
る。 

【16】・医学系教員の
任期制を導入する。 
・テニュア・トラック
制度の導入が有効であ
るかどうか検討する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【16】・医学系の全教員に任期制を導入した。医学工学総合研究部工学学域で、
テニュア・トラック制の導入が有効であると判断し、科学技術振興調整費によ
る「若手研究者の自立的研究環境整備促進」プログラムへ申請した。 

・医学工学総合研究部工学
学域では、テニュア・トラ
ック制導入の促進を図る。 
・新エネルギー・産業技術
総合開発機構の事業採択を
受けて「固体高分子形燃料
電池実用化戦略的技術開
発」のプロジェクトを、平
成20年度から７年間実施す
る。このプロジェクトを実
施するにあたり燃料電池ナ
ノ材料研究センターを設置
し、有期雇用制度による教
員を採用する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・平成17年度から、全ての教員は原則公募制により選考することとし、さらに
平成18年度からは、事前に採用計画を学長承認とするなどの方法を取り入れ
た。 

 【17】教員公募を国
内、国外を対象に行う
ことを検討する。 

【17】教員採用を原則
公募制としたので、引
き続きその促進を図
る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【17】・教員については、公募を原則とした採用を行った。 
・医学部では、公募により外国人常勤教授を病理学教授として採用した。 

・引き続き、原則として、
教員採用は公募制とし、こ
の制度の促進を図る。 
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○男女共同参画と国
際化に関する具体的
方策 

○男女共同参画と国際
化に関する具体的方策       

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・男女共同参画を推進するため、「山梨大学男女共同参画の提言」をまとめて
女性教員の登用・育成を図り、基礎資料として女性教員の配置人数実績調査を
実施した。 
・これらの提言や資料を基に、平成18年度は10名の女性教員を採用した。 

 【18】女性教員の登用
と育成を推進する。 

【18】引き続き女性教
員の採用を促進する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【18】・採用時に積極的に女性教員を採用するよう努め、平成19年度は、１名
の教授登用と16名の教員を採用した。 

・引き続き、女性教員の採
用・育成を図る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・女性教職員の採用を促進するため、医学部キャンパス内に保育所を設置し、
平成19年度から運営を開始することとした。 

 【19】女性教職員採用
の促進と確保のため
の環境を整備する。 

【19】・４月設置の保
育所を活用し、女性教
職員の採用の促進と、
雇用の確保を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【19】・医学部キャンパス内保育所の運用開始により、平成20年３月現在、22
名の教職員の子供が入所している。うち、21名の女性職員の子供が入所してお
り、積極的に女性教職員の採用の促進と、雇用の確保を図っている。 
・育児休業又は介護休業を取得した職員がスムーズに職場に復帰できるよう、
育児・介護休業者職場復帰プログラムに基づき、７名を受け入れた。 

・看護部において、引き続
き育児休業者職場復帰教育
プログラムを実施する。ま
た、子育てと仕事の両立支
援を図るため設置した保育
所の運営を円滑に行い、女
性教職員採用の促進と確保
に努める。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・外国人教員の適正な配置を図るため、外国語特任教員取扱要項を定め、３名
の外国人教員を大学教育研究開発センターに所属させた。 

 【20】外国人教員の適
正な配置を推進する。 

【20】語学教育の充実
を図るために採用した
３名の外国語特任教員
を、引き続き専任教員
として配置する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【20】・語学教育の充実を図るために、大学教育研究開発センターの所属とし
て採用した３名の外国語特任教員を、引続き専任教員として配置した。 

・語学教育の充実を図り、
ネーティブによる語学教育
を提供するために、大学教
育研究開発センターに外国
人特任教員を専任教員とし
て引き続き配置し、適正な
配置を推進する。 

 

 

○人事評価システム
の整備・活用に関する
具体的方策 

○人事評価システムの
整備・活用に関する具
体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・教員の個人評価基本方針と実施要領を定め、これに基づいた各学部等での評
価方針などを定めた。 
・教育研究活動のデータベース化と、評価調査表作成システムを導入し、平成
16・17年度実績（研究領域は過去５年分）による評価を実施し、教員個人ごと
の平成18年度重点目標を定めた。 
・評価結果の反映を平成20年度に実施する方針を定め、具体的な方法の検討を
開始した。 

 【21】教員の教育・研
究等の業績評価を適
正に行えるシステム
の構築について検討
する。 

【21】教員の教育・研
究等の業績評価を含む
「教員の個人評価」を
引き続いて実施し、評
価基準を検証して、よ
り有効な評価システム
を構築する。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【21】・教育研究活動をデータベース化したシステムを活用して、教員の教育
・研究等の業績評価を含む「教員の個人評価」を引き続き実施するとともに、
評価結果を教員の処遇に反映する方針を決定し、平成20年度に実施することと
した。 
・より有効な評価を実施するため、評価実施組織の改正など、「教員の個人評
価方針」を見直した。 

・教員の教育・研究等の業
績評価を含む「教員の個人
評価」を引き続き実施し、
結果を処遇等に反映させ、
このシステムの充実を図
る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・事務職員等に対する多面的評価を試行的に行った後、平成18年度から事務職
員等の人事評価を実施し、評価結果は、平成19年６月の勤勉手当支給から反映
させることとした。 
・複眼的視点の評価として、上司からの評価だけでなく、部下からの評価も加
えた方法を取り入れた。 

 【22】事務職員等を客
観的に評価するシス
テムの構築について
検討する。 

【22】大学教員を除く
常勤職員の人事評価を
引き続き実施するとと
もに、評価結果を活用
して、処遇への反映を
図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【22】・引き続き大学教員を除く常勤職員の人事評価を実施した。また、評価
結果を勤勉手当及び昇給へ反映させた。 

・事務職員等の人事評価を
引き続き実施することによ
り、評価結果を処遇へ反映
し、このシステムの充実を
図る。 

 

 

○事務職員等の採用
・養成・人事交流・適
正配置に関する具体
的方策 

○事務職員等の採用・
養成・人事交流・適正
配置に関する具体的方
策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・事務職員等の新規採用は、国立大学法人等職員統一採用試験に参加し、その
合格者から選考（平成16年度５名、17年度３名、18年度４名）した。 

 【23】事務職員等の新
規採用については、原
則として公募制によ
る選考とする。 【23】事務職員につい

て引き続き公募制によ
る採用を促進する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【23】・国立大学法人等職員統一試験合格者から４名を採用した。 

・事務職員について引き続
き公募制による採用を促進
する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・放送大学の授業を職員研修として活用し、受講科目を一般教養科目から職務
上関連のある科目に移すことにより、専門的人材養成を図った。 
・衛生管理者の資格取得のため講習会に参加し、平成16年度10名、平成17年度
15名、平成18年度11名が資格を取得した。また、作業環境測定士の資格取得の
ための講習会の参加により、平成16年度に１名が資格を取得した。 

 【24】労務管理、財務
会計、サービス業務な
ど専門的能力を身に
つけるための各種研
修制度の導入を推進
する。 

【24】・衛生管理有資
格者を対象とした研修
会を開催する。 
・衛生工学衛生管理者、
放射線取扱主任者の資
格取得を推進する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【24】・衛生管理者及び職員を対象としたキャンパスハラスメント及びメンタ
ルヘルスに関する研修会を実施した。 
・衛生管理者は、医学部事業場で２名が資格を取得し、合計41名となった。ま
た医学部に放射線取扱主任者を１名配置した。 
・事務系職員人材育成計画(人材養成プログラム)を作成し、実施に向けての検
討を進めた。 

・医療従事者及び衛生管理
有資格者に対する研修会を
開催する。また、事務系職
員の専門的能力養成のため
の研修を実施する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・他機関との人事交流の中で国外の機関へ１名を派遣しているほか、日本学術
振興会国際学術交流研修制度により平成17年度に事務職員１名をイギリスに
派遣した。 
・これまでの研修報告を基に、海外に派遣する場合の問題点を整理し、海外派
遣研修制度の検討を開始した。 

 【25】国際化の推進に
向けて、事務職員等に
も長期の海外研修制
度の導入について検
討する。 

【25】事務系職員の海
外派遣の実施に向け、
制度の検討を行う。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【25】・事務系職員の海外派遣の実施に向け検討を行い、２名を海外研修(語
学研修)としてオックスフォード・ブルックス大学（イギリス）に派遣した。 

・引き続き、事務系職員の
海外研修（語学研修）を実
施する。また、必要な検証
を行い、充実を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・退職した事務職員の後任に教室付職員を充てるなどの方法により、教室付職
員に欠員が生じた場合は、その後任に非常勤職員を充てることとし、平成19年
度当初に４名を異動させた。 

 【26】事務職員等のう
ち学科・教室事務の配
置を見直し、業務の円
滑な運営を推進する。 

【26】学科・教室事務
職員を退職者の後任に
充て、そこを非常勤化
するなど、業務の円滑
な運営に配慮した見直
しを進める。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【26】・定年退職した３名の事務職員の後任に教室付職員を充て、その後任に
非常勤を充て業務の円滑な運営を行った。 

・退職者の後任に学科・教
室事務職員を充て、その後
任には非常勤職員を採用す
るなどにより、円滑な業務
運営を行う。 

 

 

人件費削減に関する
具体的方策 

○人件費削減に関する
具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・平成17年度に定めた定員削減計画に基づき、平成18年度に教員１名、事務系
職員３名の定員削減を実施した。 
・定年退職した事務職員の後任に教室付職員を充て教室付職員に欠員が生じた
場合は、その後任に非常勤職員を充てることとし、平成19年度当初に４名を異
動させることとした。 

 

【27】人件費削減に関
する具体的方策総人
件費改革の実行計画
を踏まえ、平成21年度
までに概ね４％の人
件費の削減を図る。 

【27】総人件費改革の
実行計画を踏まえ、概
ね１％の人件費削減を
図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【27】・定員削減計画に基づき、教員２名、事務系職員３名の定員削減を実施
したほか、定年退職した３名の事務職員の後任に教室付職員を充て、その後任
に非常勤を充て、概ね１％の削減を図った。 

・総人件費改革の実行計画
を踏まえ、引き続き概ね年
１％の人件費削減を行い、
平成18年度から通算して４
％の削減を図る。 

 

 

 ウェイト小計   
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((1111))))    業務運営業務運営業務運営業務運営のののの改善及改善及改善及改善及びびびび効率化効率化効率化効率化 
④④④④    事務等事務等事務等事務等のののの効率化効率化効率化効率化・・・・合理化合理化合理化合理化にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○事務処理の効率化・合理化に関する基本方針 
・効率的な意思決定が可能でかつ機動的である事務組織を構築し、合理的な業務体制を整備する。 
○事務組織の機能・編成の見直しに関する基本方針 
・事務組織の合理化を図る。 
・教員と事務職員等の責任体制の構築を図る。 
○職場環境の整備に関する基本方針 
・職場環境の適切な体制を目指す。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○事務処理の効率化
・合理化に関する具体
的方策 

○事務処理の効率化・
合理化に関する具体的
方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・財務会計システムの導入により会計事務処理の簡素化を図った。 
・教育研究の迅速化と事務処理の省力化のため、平成18年６月から教員や各課
等から直接発注できる範囲を拡大したほか、決裁責任者を限定して手続の簡素
化・迅速化を図った。 

 【28】意思形成のスピ
ードアップ、事務処理
の簡素化に相応した
事務組織体制を構築
する。 

【28】各部署の繁忙期
に対する支援体制の強
化を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【28】・各部署の繁忙期に対する支援体制の強化を図るため、人事課が窓口と
なる相談体制を整えた。 

・各部署の繁忙期に対する
支援体制の充実を図るほ
か、意思形成のスピードア
ップと事務処理の簡素化を
推進するため、各部署の業
務内容を見直し、イントラ
システムの活用を進める。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・平成18年１月に事務局を廃止し、担当理事に直結した事務組織に改め、継続
して見直しを進めた。 
・担当業務の流動化を推進するため、各部署の繁忙期調査を実施し、支援体制
を整えた。 

 【29】管理運営部門、
サービス部門の在り
方について検討する。 

【29】管理運営部門・
サービス部門の簡素化
・合理化目標に基づき、
引き続き合理化、簡素
化を進める。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【29】・各部署の繁忙期において、他部署からの支援体制が必要な場合の人事
課への相談体制を整えた。 
・学内共同教育研究施設としてキャリアセンターを設置し、教学支援部の進路
支援室と一体的に運営することにより、学生の進路支援サービスの充実、合理
化を図った。 

・管理運営部門・サービス
部門の簡素化・合理化目標
に基づき、医事課の診療報
酬請求を通して人員配置の
適正化を図り合理化、簡素
化を進める。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・継続的な組織の見直しを進め、福利厚生部門を総務・広報課と人事課に移行、
研究支援・社会連携部、施設・環境部、情報推進室、病院経営企画室を設置し
た。 

 【30】柔軟な人員管理
を行い、新規事業に対
し、人員の特別配置に
ついて検討する。 

【30】事務系各部署の
所管業務及び配置人員
の再確認を行い、人員
の効率的な配置を進め
る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【30】・事務系各部署の所管事務及び配置人員の再確認を行い、役員支援室に
総務・広報課を加えたほか、研究支援・社会連携部の業務の拡充のため１名を
増員した。さらに、産学官の更なる連携のために産学官連携・研究推進機構を
学長直属の組織として立ち上げ、増員することを決定した。 

・事務系各部署の所管業務
及び人員を検証し、人員の
効率的な配置を引き続き推
進する。また、新規事業に
対応した人員の配置を図
る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・事務情報化推進員会議を設置し、電子事務局（イントラネット）システムの
推進・機能強化を図った。 
・平成17年度は教員勤務報告書作成支援システムや財務会計システム、平成18
年度は文書収受システムの改良や中期計画作成支援システムを稼動させた。 
・平成19年度には出勤簿・休暇簿の電子化の導入、科研費システムの更新、人
事・給与関係の独自システム採用に向けた検討を進めた。 

 【31】電子事務局構想
の具体化を検討し、全
学的な情報化を推進
する。 

【31】事務基幹システ
ムの新科研システムを
導入し、財務会計シス
テムとの連携強化を図
る。また、出勤簿と休
暇申請の電子化を事務
部門から順次展開し、
超過勤務報告の電子化
も実施する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【31】・事務基幹システムの新科研システムを導入し、財務会計システムとの
連携強化を図った。また、事務部門の出勤簿と休暇申請を電子化し、４月から
運用を開始した。超過勤務報告の電子化を試行した。   

・学内電子申請を円滑かつ
一元的に行うため、申請・
調査支援システムを構築
し、各事務システムとの連
携を図り、電子事務局の強
化を図る。 

 

 

○業務のアウトソー
シング等に関する具
体的方策 

○業務のアウトソーシ
ング等に関する具体的
方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・アウトソーシングが可能な業務について毎年見直しを行い、可能なものから
順次移行し経費の節減を図った。 
（守衛業務と清掃業務の一部、構内環境整備） 

 【32】アウトソーシン
グが可能な業務につ
いて、整理検討し、可
能な業務はアウトソ
ーシングを行い、経費
の節減を図る。 

【32】アウトソーシン
グ実施計画に基づき、
削減効果等の影響を検
討しながらアウトソー
シングを進める。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【32】・アウトソーシング実施計画に基づき、附属病院事務当直業務（宿日直
業務）と中央機械室の管理当直業務を廃止し、宿日直業務と中央機械室の電気
主任技術者業務をアウトソーシングした。 

・経費削減効果に配慮しつ
つ、アウトソーシング実施
計画を踏まえ、病院の外来
窓口等業務に関するアウト
ソーシングを進める。 
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○事務組織の機能・編
成の見直しに関する
具体的方策 

○事務組織の機能・編
成の見直しに関する具
体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・平成16年度から柔軟かつ機動的な事務処理を行うためにグループ制を導入し
た。 
・継続的な組織の見直しを進め、福利厚生部門を総務・広報課と人事課に移行、
研究支援・社会連携部、施設・環境部、情報推進室、病院経営企画室を設置し
た。 

 【33】機能的・効率的
な事務組織に再編す
る。 
 

【33】より機能的・効
率的な事務組織とする
ため、所掌業務の見直
しを行う。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【33】・事務系各部署の所管事務及び配置人員の再確認を行い、役員支援室に
総務・広報課を加えたほか、研究支援・社会連携部の業務の拡充のため１名を
増員した。さらに、産学官の更なる連携のために「産学官連携・研究推進機構」
を学長直属の組織として立ち上げ、増員することを決定した。 

・より機能的・効率的な事
務組織とするため、産学官
連携・研究推進機構に事務
職員を増員するとともに、
燃料電池ナノ材料研究セン
ターを設置し事務職員を配
置する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学長や担当理事に直結した事務体制を構築し、教員と事務職員の連携を図り
つつ、業務分担の明確化を図った。 
・教員に対する物品等の発注権限基準額を拡大し、併せて会計的責任を明確化
した。 

 【34】教員と事務職員
等の業務の分担と責
任の明確化を図る。 

【34】各理事に直結し
た事務体制について、
検証を行う。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【34】・監事の各部署へのヒアリングによる事務体制等の検証を実施した。 
・産学官連携におけるワンストップサービスの実現のため、「産学官連携・研
究推進機構」を学長直属の組織として新たに設置し、理事を機構長として教員
と事務職員が一体となった体制を構築した。 

・教員と事務職員の業務分
担の検証を行い、責任の明
確化を図り、業務を円滑に
進める。 

 

 

○職場環境の整備に
関する具体的方 

○職場環境の整備に関
する具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・保健管理センターに産業医によるメンタルヘルス相談窓口を設けるなど体制
を整備し、メンタルヘルス講習会の実施や、事務系職員を対象としたストレス
チェックを実施した。 

 【35】良好な職場環境
を構築するため保健
管理センターにおい
て、心身の問題に関す
る相談体制の充実を
図る。 

【35】引き続きメンタ
ルヘルスに関する相談
体制の充実を図るとと
もに、職員への周知を
図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【35】・新採用職員研修において、産業医によるメンタルヘルスに関する講義
を実施した。 
・職員、学生を対象にキャンパス・ハラスメント及びメンタルヘルスに係る研
修会を実施し40名が参加した。 
・メンタルヘルスに関する相談活動を実施したほか、全学生を対象に心理教育
プログラムを実施し、認知行動療法に関する講演会のほか、グループワーク、
セミナー、実技指導を実施した。 

・引き続き、保健管理セン
ターを中心に心身の問題に
関する相談体制を充実させ
るとともに、職員への周知
を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・ハラスメント防止のパンフレットを職員、学生に配付し、相談体制の周知を
図った。 
・新採用職員研修会のテーマに服務と倫理を取り上げ、トラブルに対する相談
体制や対処方法を説明した。 
・医学部附属病院の看護師に、患者からのハラスメントに対する実態調査を実
施し、平成19年度にハラスメント対策ＷＧを設置して対策を検討することとし
た。 
・キャンパス・ハラスメント防止・対策委員会を設置し、関係規程を整備した
ほか、毎年、相談員に対する研修会を実施した。 
・各学部教授会でキャンパス・ハラスメントに対するビデオ研修のほか、相談
員や学生、職員などの対象者別に講演会を実施した。 

 

【36-1】「ハラスメン
ト防止に関するガイド
ライン」の周知と、学
生・職員に対するハラ
スメント防止のための
講演会を実施する。 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【36-1】・「ハラスメント防止に関するガイドライン」を作成し、全構成員に
配布したほか、ＨＰに掲載し周知した。 

 

【36】職場内の問題、
トラブル解決のため
の体制を整備する。 

【36-2】キャンパスハ
ラスメント防止・対策
委員会委員及び相談員
の研修会を実施する。 

Ⅲ 

Ⅲ 【36-2】・学生・職員を対象にキャンパス・ハラスメント及びメンタルヘルス
に係る研修会を実施し40名が参加した。 

・キャンパス・ハラスメン
ト相談員に対する研修を実
施するとともに、引き続き
学生、職員に対するハラス
メント防止のための講演会
を実施する。 

 

 

ウェイト小計    
 
 

ウェイト総計   

 
    〔〔〔〔ウェイトウェイトウェイトウェイト付付付付けのけのけのけの理由理由理由理由〕〕〕〕 
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(１) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

 

 

１１１１．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    学長学長学長学長メッセージメッセージメッセージメッセージのののの配信配信配信配信    

業務運営の改善や効率化を図るため、情報の共有化や広範な意見聴取、意思決定過程

の透明化を基本に据えて、学長自らが学内外に「学長メッセージ」を発信している。 

メッセージ内容は、重要事項やその時々の検討課題等を臨機に捉え、人件費削減、学

長裁量経費等の財務関連事項や、修学環境整備、教育改革等の教学関連事項など多岐に

亘り、学内ホームページの利用により迅速に発信しており、平成18年度末までに66件

に及んでいる。メッセージに対する意見や質問に対しては、学長自らの言葉で返信する

ことにより、各階層からの意見聴取や意思疎通に非常に有用なものとなっている。 

○○○○    山梨大学憲章制定山梨大学憲章制定山梨大学憲章制定山梨大学憲章制定、、、、アドミッアドミッアドミッアドミッシシシションポリシーョンポリシーョンポリシーョンポリシーのののの公表公表公表公表    

本学のあり方、目指すべき目標、その精神をより明確にするために、教職員のほか、

経営協議会委員、同窓会関係者、マスコミ関係者、県内高等学校長など学外者に広く意

見を求め、さらに学生との意見交換会を開きその意見も加えた上で、平成17年10月に

「山梨大学憲章」を制定し、全学が一丸となって目標達成に向け努力することを、ホー

ムページ、ポスター、携帯用カードを用い内外に表明した。また、本学が求める人・養

成する人材については「アドミッションポリシー」として定め、大学憲章に基づく各学

部の理念・目標と併せて公表した。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    学長裁量定員学長裁量定員学長裁量定員学長裁量定員のののの有効活用有効活用有効活用有効活用によるによるによるによる活性化活性化活性化活性化等等等等 

キャリア教育の企画・運営体制の整備が、喫緊の課題であることに鑑み、新たに『キ

ャリアセンター』を設置し、学長裁量定員により外部有識者２名をキャリアアドバイザ

ーとして配置した。 

また、学長裁量定員を用い学長特別補佐を招聘し、産学官連携及び外部資金獲得を重

点化したほか、20年度からは、研究支援・社会連携部、地域共同開発研究センター及び

(株)山梨ＴＬＯを一元化した「産学官連携・研究推進機構」を設置し、研究成果の社会

還元の効率化や関係者へのワンストップサービスの更なる強化を図ることを決定した。 

○○○○    戦略的戦略的戦略的戦略的なななな大学経営大学経営大学経営大学経営をををを目指目指目指目指したしたしたした取組取組取組取組みみみみ 

リーディングプロジェクトによる研究受託など、国際的先駆者としての役割を果たし

てきた燃料電池研究について、更なる飛躍のための事業獲得施策が結実し、ＮＥＤＯに

よる「固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発」に新規採択された。これにより、

山梨県の支援を受ける中で、20 年度から７年間(事業費概算約 70 億円)、燃料電池の早

期実用化に向けた国家的プロジェクトの拠点を担うこととなった。 

 また、これまで遂行してきた「21世紀ＣＯＥプログラム(15～19年度）」の実績、成果

を基に、総合水管理に関する国際的な人材養成拠点を担うべく、20年度からの「グロー

バルＣＯＥ」の採択に向け、精力的な取組みを行い申請に繋げた。 

 

２２２２．．．．共通事項共通事項共通事項共通事項にににに係係係係るるるる取組状況取組状況取組状況取組状況 

①①①①    戦略的戦略的戦略的戦略的なななな法人経営体制法人経営体制法人経営体制法人経営体制のののの確立確立確立確立とととと効果的運用効果的運用効果的運用効果的運用にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    学長学長学長学長をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした強強強強固固固固なななな経営体制経営体制経営体制経営体制    

組織の有効活用について、随時検証を行い、次のとおり体制整備を図ってきた。  

学長の指示、役員会、経営協議会、教育研究評議会等の要請に基づき、意思形成の迅

速化、部局間の連絡調整の円滑化、関係する委員会等の役割の明確化を図る中で、大学

の「シンクタンク」の役割を果たし、学長を補佐する組織として、企画・研究、財務、

総務の各理事の下に常置委員会を設置し、教学関係については、理事直轄の全学委員会

を整備することで、企画・立案機能の充実・強化を図っている。 

また、学長及び各理事がリーダーシップを発揮し、迅速かつ効果的な意思決定を行う

ため、事務局を廃止し担当理事の直属に事務組織を配置する改編を行うとともに、主要

会議の構成員に事務職員を加えたほか、学長直轄の組織として８本部(「大学評価本部」、

「大学入試本部」、「知的財産経営戦略本部」、「労働安全衛生本部」、「人事委員会」、「公

平委員会」、「広報室」、「ＩＴ推進本部」)を設置し、懸案事項の検討、重点施策の戦略的

展開を機動的に図る体制を構築した。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    学長特別補佐学長特別補佐学長特別補佐学長特別補佐のののの新設新設新設新設    

競争的外部資金の獲得に向けての対策を練る中で、専門的識見を取り入れた上での全

学的なサポート体制の構築が必須であるとの結論に至ったことから、当該対策に学長裁

量定員を用い、外部から教授１名を学長特別補佐として招聘した。 

○○○○    キャリアキャリアキャリアキャリアセンターセンターセンターセンターのののの新設新設新設新設    

 キャリアセンターを新設し、民間機関からの登用によるキャリアアドバイザー（専任
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教員２名)を学長裁量定員により配置の上、低年次からのキャリア教育を企画・運営する

体制を整備したほか、環境整備(建物改修、設備更新)を行った。 

○○○○    学内支弁学内支弁学内支弁学内支弁によるによるによるによる知的財産経営戦略本部知的財産経営戦略本部知的財産経営戦略本部知的財産経営戦略本部のののの継続継続継続継続 

知的財産経営戦略本部に対する補助事業費の交付期間が、19年度末で満了となること

への対応策として、20年度から新組織となる「産学官連携・研究推進機構」の枠組みの

中での学内経費による運営継続を決定し、更なる強化のため、知的財産マネージャー２

名に関しては、学長裁量定員を用い配置することを決定した。 

    

②②②②    法人法人法人法人としてのとしてのとしてのとしての総合的総合的総合的総合的なななな観点観点観点観点からからからから戦略的戦略的戦略的戦略的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな資源配分資源配分資源配分資源配分にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

毎年度、学長裁量による経費や定員措置のほか、戦略的な予算配分方法や経費を設け、

戦略的な資源配分に取り組んだ。 

○○○○    経費面経費面経費面経費面でのでのでのでの取組取組取組取組みみみみ    

経費面では、他事項に優先して財源確保する経営戦略経費の「大学高度化推進経費」

を確保し、重点的配分事項として主に戦略的プロジェクト経費と学長裁量経費に充てた。 

 戦略的プロジェクト経費は、競争的外部資金獲得のための戦略資源として、①研究、

②教育関連、③在外研究員派遣、④地域連携、⑤スタートアップの区分を設け、学内公

募による競争的経費として実施し、研究成果発表会を開催し活動内容の検証を行った。 

 学長裁量経費は、①学長自らが判断する学長裁量経費、②学部長・病院長が判断する

学部・病院運営充実経費、③附属病院の経営改善に充てる病院経営改善経費に区分し、

措置しており、①の経費は、各学部との連携を図る中で、修学環境の整備、留学生支援

事業、学内共同教育研究施設の設備整備などの学内インフラ整備を中心に実施したほか、

外部への大学アピールのため、大学イメージアップ事業、広報活動事業にも投資した。 

 その他、大規模事業に計画的な投資を行い、施設マネージメント計画に基づき整備す

る施設環境整備費や、設備マスタープランに基づき整備する大型設備等整備費を、長期

的な視点を加える中で十分な精査を行い、大学高度化推進経費で整備してきた。 

○○○○    人員面人員面人員面人員面でのでのでのでの取組取組取組取組みみみみ    

 人員面では、新規に創設する学内組織や、充実、発展的成果が期待される研究プロジ

ェクトの推進等、重要施策として行う事業への人的資源を確保するため、本学の教員数

約500名(病院を除く)の2.4％にあたる12名（助手相当、教授の場合６名に相当）を学

長裁量定員として確保し、機動的、戦略的な対応を図っており、18年度に共通教育の充

実を目指し創設した大学教育研究開発センターの専任教員を配置した。 

  また、中期計画における総人件費改革を踏まえた人件費削減目標値達成のため、常勤

教職員削減計画を盛込むことを18年度予算編成方針において明確にし、当該計画により

実施している。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    経費面経費面経費面経費面でのでのでのでの取組取組取組取組みみみみ    

効果的な資源配分を積極的に推進する旨を19年度予算配分基準に明記し、その実施策

として、従前は事業実施学部等において捻出することとされていた、文部科学省からの

特別教育研究経費採択事業に係る学内負担額について、全学経費からの拠出に変更した。   

また、戦略的プロジェクト経費の研究プロジェクトについて、前年度に対し増額措置

(＋3％)し、競争的外部資金の獲得強化を図った。 

○○○○    人員面人員面人員面人員面でのでのでのでの取組取組取組取組みみみみ    

 学長裁量定員の活用による戦略的対応として、学長特別補佐１名、キャリアアドバイ

ザー２名の採用を行ったほか、知的財産マネージャー２名の20年度当初採用を決定した。   

また、常勤教職員削減計画に基づき、教員２名と事務系職員３名の定員を削減した。 

    

③③③③    中間評価中間評価中間評価中間評価・・・・事後評価事後評価事後評価事後評価にににに応応応応じたじたじたじた資源配分資源配分資源配分資源配分のののの修正修正修正修正にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    資源配分資源配分資源配分資源配分にににに関関関関するするするする評価実施状況及評価実施状況及評価実施状況及評価実施状況及びびびび評価結果評価結果評価結果評価結果をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた見直見直見直見直しししし状況状況状況状況    

毎年度、予算編成方針及び予算配分基準を制定しており、平成18年度からは『機動的

で戦略的な大学運営を目指すため、外部評価や情報開示等への対応も視野に入れ、予算

の効率化や重点化を図り、健全な大学運営を進める』ことを定義し、特に同配分基準に、

①すべての事業に関し、スクラップアンドビルドの観点から検証すること、②学長のイ

ニシアチブに基づく戦略的判断に立った資源配分を図ること、について明記し、従前の

予算執行状況の検証を行った上での、予算配分の見直しを行った。 

 特に、戦略資源の中枢である戦略的プロジェクト経費の主要研究事業については、報

告書の提出に併せ成果発表会を実施し、当該評価結果を予算配分への反映項目に含めた。 

○○○○    附属施設附属施設附属施設附属施設のののの時限時限時限時限のののの設定状況設定状況設定状況設定状況    

本学には、法人化前にクリーンエネルギー研究センター(平成13年度)と工学部附属ク

リスタル科学研究センター（平成14年度）が10年の時限で設置されているが、両セン

ターとも、教育研究活動は順調に推移し、多くの外部資金を獲得するなど、成果を挙げ

ている。法人化後の施設の改廃は法人の責任と判断で行うこととなったが、両センター

の研究推進状況について、18年度に中間評価として自己点検・評価を実施することによ

り、部門の編成及び組織位置付け等を含めて検討を行った。 
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【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    教員評価教員評価教員評価教員評価のののの反映方針反映方針反映方針反映方針のののの策定策定策定策定 

平成18年度から進めてきた教員評価に関し、評価結果の反映方法等について検討した

結果、優秀な教員には、表彰状の授与、教育研究経費の配分や勤勉手当への反映を行い、

教育領域の活動が不十分な教員にはＦＤ研修への参加、研究領域の活動が不十分な教員

には関係する研修会への参加を義務付けるなどの方針を定め、20年度から実施すること

を決定した。 

○○○○    戦略資源配分戦略資源配分戦略資源配分戦略資源配分のののの評価評価評価評価のののの実施状況及実施状況及実施状況及実施状況及びびびび見直見直見直見直しししし状況状況状況状況 

戦略的プロジェクト経費のうち、競争的外部資金獲得のための戦略資源である研究プ

ロジェクト(拠点形成支援、融合研究)について、前年度(18年度)の実施研究課題を対象

に、研究成果発表会を開催し、公募時に採否審査に携わった学長、理事等が、評価委員

となり、計画に対する達成度を判定する事後評価を実施し、継続課題の19年度採否に反

映させたほか、当該評価結果(点数・コメント等)を本人並びに学部長等に通知し、検証

を促している。また、競争的外部資金獲得との関連性に関するアンケート調査を行うと

ともに、獲得結果について総合的に分析を行い実施方法を検証し、併せて当該分析結果

を学内に周知し一層の活性化を図った。 

    

④④④④    業務運営業務運営業務運営業務運営のののの効率化効率化効率化効率化にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    研究活動研究活動研究活動研究活動のののの進展進展進展進展にににに向向向向けたけたけたけた合理的合理的合理的合理的、、、、機動的機動的機動的機動的なななな対応対応対応対応 

新たに研究支援・社会連携部及び施設・環境部を設置し、いずれも担当理事に直結さ

せ、業務運営の合理化を図った。特に研究支援・社会連携部では、知的財産経営戦略本

部と㈱山梨ＴＬＯ、さらに従前から地域との連携事業を推進してきた地域共同開発研究

センターをワンフロアに集中配置し、それぞれの連携を強化するとともに、教員や企業

等の関係者にワンストップサービスを提供する体制を構築した。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    組織及組織及組織及組織及びびびび委員会委員会委員会委員会のののの見直見直見直見直しししし等等等等 

外部資金獲得強化、研究活動の充実や研究成果の社会への還元をより効率的に行うた

め、これら業務をすべて一元化した「産学官連携・研究推進機構」の20年度設置を決定

し、これにより19年度末の知的財産経営戦略本部経費の補助期間満了への対策も施した。 

また、教育研究評議会の委員交代に伴い、委員の一部を継続指名することによって審

議の継続性を保つ工夫をし、他の各委員会でも同様の扱いをすることとした。 

    

○○○○    事務組織事務組織事務組織事務組織のののの再編再編再編再編等等等等    

ＮＥＤＯによる「固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発」に新規採択されたこ

とを受け、国家的プロジェクト業務へ万全の体制を組むべく、「燃料電池研究拠点支援室」

を新たに整備して、専任職員を配置することを内容とする事務組織の再編策を決定した。 

また、事務組織の合理化を推進するため、附属病院外来窓口等業務のアウトソーシン

グ化の拡大を20年度に実施することを決定した。 

    

⑤⑤⑤⑤    収容定員収容定員収容定員収容定員をををを適切適切適切適切にににに充足充足充足充足したしたしたした教育活動教育活動教育活動教育活動にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】 

平成16～18年度の課程別定員充足率は 

①学士課程112.0％→111.9％→112.0％、②修士課程108.4％→113.0％→110.8％、 

③博士課程 103.0％→95.8％→86.5％であり、各年度いずれの区分においても収容定員

の85％以上を充足させている。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

平成19年度の定員充足率は、学士課程110.8％、修士課程98.6％、博士課程83.0％

であり、博士課程が90％以上を充足させていないことから、博士課程学生に対する経済

支援策を決定し、20年度に実施することとした。 

    

⑥⑥⑥⑥    外部有識者外部有識者外部有識者外部有識者のののの積極的活用積極的活用積極的活用積極的活用にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】 

学外有識者の大学経営への支援と積極的参画への体制構築のため、名誉顧問・名誉参

与・名誉博士・校友の称号授与制度を新設し、各称号授与者と名誉教授を一堂に会した

有識者懇談会を、統合記念日に合わせ開催し、広く意見を聴取した。 

 経営協議会においては、事前に活動状況資料を配布し会議時間の短縮化を図り、定め

られた事項の審議はもとより、経営方針、経営手段に関する大所、高所からの意見の聴

取、及び自由な意見交換に多くの時間を充てた。それにより出された意見として、職員

の意識改革の必要性、大学の認知度(ブランド名)を高めること、地域における役割の確

認、外部人材の登用、学長による人事評価権の確立などについて意見され、大学運営へ

の活用のために学内に公表し、これらの意見に対して職員等に疑問、質問、感想等を求

めた。これら外部有識者からの意見の汲み上げの結果、キャリアセンターの設置構想の

具体的内容や、事務組織再編によるワンストップサービスの実施などを具体化した。 

 その他では、同窓会との関係を強化し、同窓生に大学の現状や問題点を提示して意見

を聞く機会や、大学への要望を聞く機会を作り、理工系離れに端を発する工学部志願者
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数の減少対策に関する助言を受け、マスコミを通じた広報活動などにも協力を得られた。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    経営協議会経営協議会経営協議会経営協議会のののの活性化活性化活性化活性化    

    経営協議会の学外委員に対し、学長メッセージの毎月の月間活動報告書を随時配布し、

会議時以外での近況周知を行い、適宜に意見を聴取し、活性化を図った。 

○○○○    外部有識者外部有識者外部有識者外部有識者のののの登用登用登用登用    

キャリア教育の企画・運営に関し、大所からの識見に基づく方策を推進するため、民

間機関から有識者をキャリアアドバイザー（専任教員２名)として登用したほか、高度な

専門知識を要する知的財産マネージャー(２名)を、20年度に外部人材から登用すること

を決定した。 

    

⑦⑦⑦⑦    監査機能監査機能監査機能監査機能のののの充実充実充実充実にににに関関関関するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

法人化移行時から、学長直属機関の「監査室」を設置し、専任職員2名を配置し監査

組織の独立性を確保する中で、外部資金等監査のほか、業務執行や会計に係る内部監査

を実施し、併せて監事監査の補助員としての業務担当など、監事を補佐する体制とした。 

 各年度監査計画を策定し、当該監査計画に基づき、科学研究費補助金の内部監査、定

期監査として業務監査と会計監査の実施に加え、前年度の検討事項やヒアリングを通じ

た検討事項のフォローアップ監査を実施するとともに、大型の外部資金プロジェクトに

係る特別監査についても、適宜実施した。 

 一方、監事による監査結果に基づく提言に対し、迅速に運営に活用しており、取組み

として、①事務組織の改編、②予算単位毎の予算繰越制度の新設、③財務の流動性リス

ク対応用の当座貸越契約の締結、④マスコミ対応の体制整備について善処策を講じた。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

 監事による監査結果に基づく提言に対し、迅速に運営に活用しており、その取組みと

して、産学官連携という共通目的を保有する組織が分散され、活動が非効率となってい

るとの提言に対し、一元化した組織への改組に繋げた。 

⑧⑧⑧⑧    教育研究組織教育研究組織教育研究組織教育研究組織のののの柔軟柔軟柔軟柔軟かつかつかつかつ機動的機動的機動的機動的なななな編成編成編成編成・・・・見直見直見直見直しししし等等等等にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    教育研教育研教育研教育研究組織究組織究組織究組織のののの見直見直見直見直しししし等等等等のためののためののためののための検討検討検討検討 

将来の方向を勘案し、教員組織の活性化を図るため、教員は原則として公募により選

考することとした。また、任期制の拡大を図り、医学系において現職教員を含めた全員

を任期制の対象とするなど、客観性を確保した教員選考方法を実施した。  

    一方、本学の学生教育が社会や産業界のニーズに適合しているかどうか、また、山梨

県における社会や産業界がどんな分野のどんな素質を持った人材を望んでいるかを広範

囲に調査し、山梨大学のあり方、進むべき方向に関する参考とするため、学長の下に「現

代のニーズにマッチした学生教育のあり方に関する検討ＷＧ」を設け、山梨県内の公私

立高等学校１、２年生及びその保護者並びに企業、自治体等を対象に山梨大学への要望

を含めたアンケート調査を行った。そのアンケート結果を教育研究組織改革の検討資料

として活用し、修士課程専攻の改組に繋げるなど地域との協同性を高めることができた。 

 学部毎の取り組みにおいても、医学部で外部資金を活用した寄附講座の設置検討を行

った結果「肝疾患地域先端医療システム学講座」を設置し地域の要請に応えた。また、

工学部においては、全学組織と連動して教育力改善プロジェクトチームを学部長のもと

に組織し、教育研究組織の見直し検討を行った。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    教育研究組織教育研究組織教育研究組織教育研究組織のののの見直見直見直見直しししし等等等等のためののためののためののための検討検討検討検討    

「現代のニーズにマッチした学生教育のあり方に関する検討WG」において、山梨県

内における高校生、保護者及び産業界等のニーズを重視の上、本学の教育研究組織につ

いて検討を重ねた結果、大学院医学工学総合教育部修士課程工学領域の物質・生命工学

専攻を改組し、20 年度での応用化学専攻及び生命工学専攻の設置を決定したほか、21

年度を目指した同領域の改組・再編の検討を行った。 

また、教職専門職大学院や新学部設置構想について検討を開始したほか、新医師確保

総合対策に基づき、山梨県内への医師定着方策の一つとして、20年度から医学部医学科

の入学定員を10人増加することを決定した。さらに5人増加することについて21年度

に実現すべく、検討を開始した。 

さらに、工学部に寄附講座「有機ロボティックス講座」を新たに開設した。    

    

⑨⑨⑨⑨    法人全体法人全体法人全体法人全体としてのとしてのとしてのとしての学術研究活動推進学術研究活動推進学術研究活動推進学術研究活動推進にににに対対対対するするするする戦略的取組戦略的取組戦略的取組戦略的取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

大型プロジェクトの実現に繋がる学内の研究シーズのコーディネートについて、知的

財産経営戦略本部を中心とする全学的な支援体制を構築した結果、科学技術振興調整費

や補助金の新規獲得に至った。また、財政的な支援の裏付けを担保した事業として、学

内公募形式による「戦略的プロジェクト経費」を臨機に見直し、若手教員の研究環境の

活性化を目的としたスタートアッププロジェクトを創設し、競争的環境の醸成を図った

ほか、研究支援・社会連携部において科学研究費補助金申請の事前書面審査を強化する

など、全学的な工夫策を講じる中で、特に萌芽的な研究活動の掘り起こしに注力し、実
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施した。さらに、特許権の管理と活用を的確に実施するため、本学が所有する特許権(1

件)の管理、ライセンス交渉及び契約締結後の実務を三菱ＵＦＪ信託銀行に信託した。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

燃料電池研究の国際拠点化を推進するため、ＮＥＤＯによる「固体高分子形燃料電池

実用化戦略的技術開発（20 年度～の７年間）」の新規獲得に向け大学全体で取り組み、

近隣の県有地の無償提供などによる山梨県からの支援を得る中で、獲得を実現させた。 

また、全国唯一のワイン科学研究センターを全面改修して機能向上を図ったほか、特

別教育研究経費措置事項の「医学工学融合によるブドウ中の老化抑制物質の探索」に対

し、学内負担額を全学経費から捻出するなど、成果の見込まれる研究への選択と集中を

推進した。 

さらに、産学連携の国際化を推進すべく、新潟大学との連携により国際・大学知財本

部コンソーシアムを設立し、国際的な知財の活用を行い、知財事業の新しい展開を開始

するとともに、20年度以降に活動継続するための事業費獲得に向け、精力的に取組んだ。 

  

⑩⑩⑩⑩    従前従前従前従前のののの業務実績業務実績業務実績業務実績のののの評価結果評価結果評価結果評価結果のののの運営運営運営運営へのへのへのへの活用活用活用活用にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

国立大学法人評価委員会の評価結果を受けて、直ちにＨＰに掲載し全学周知を行うと

ともに、大学評価本部長(学長)から各学部長等など全学に対して改善すべき課題を通知

し、評価結果を踏まえた年度計画策定の取組みを指示した。 

 この指示により、各学部等は評価結果を認識して、各項目の取組みを行い、改善に努

めており、これに合わせ国立大学法人評価委員会からのコメントに適応する形式により、

年度計画に対応させた資料を作成し周知することで、活用への徹底を図った。 

 具体的指摘事項に対しては改善に向け迅速に取組んだところであり、その事項として 

①「学長裁量定員の進展が望まれる」とのコメントに対し、教員数約 500 名の 2.4％に

あたる助手12名を確保した。 

②「教員評価制度の今後の展開に期待したい」とのコメントに対し、評価方針、実施要

綱を策定し、教育研究活動のデータベース化を構築した上で、評価を実施した。 

③「教員採用の原則公募化が検討の開始にとどまっている」とのコメントに対し、公募

を原則とする規程を制定するとともに、予め選考計画書による学長承認を義務付けた。 

④「事務職員の評価について、業務の改善に役立てていくことが期待される」とのコメ

ントに対し、被評価者の業務内容に即した課題・目標・進め方等を期首に設定し、当

該設定に関する業務結果を評価することに改め、さらに、幹部職員については複眼的

視点の評価として上司評価だけでなく部下評価も加えた評価を実施した。 

⑤「企画・研究、教学、財務、総務の4常置委員会の自己点検評価を実施し、その結果、

企画立案機能の強化のため、平成18年度から教学常置委員会を廃止し、理事直轄の学生、

国際交流、進路支援の３委員会を設置することとしているが、運営が複雑化して効率化

に逆行しないように留意することが期待される」とのコメントに対し、大学教育研究開

発センターにその主な機能を移し、理事やセンター長、専任教員を中心にコンパクトな

組織で検討し、速やかに教育研究評議会で審議できる仕組みに変更し、意思形成の迅速

化、部局間の連絡調整の円滑化、関係する委員会等の役割の明確化と効率化を図った。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

従前と同様の方法により、本学の評価結果に関する学内への周知徹底を行い、併せて

他大学の評価結果の参照を促すとともに、これら評価結果の運営への活用について、大

学評価本部長が諸会議等の場を利用し啓発を図った。 

なお、18事業年度実績に対する具体的指摘事項はなかった。 
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((2222))))    財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善改善改善改善にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 
①①①①    外部研究資金外部研究資金外部研究資金外部研究資金そのそのそのその他他他他のののの自己収入自己収入自己収入自己収入のののの増加増加増加増加にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○外部研究資金、施設使用料、知的財産による収入などによって、自己収入の増加に努める。 
○教員の個人的な外部資金獲得活動に加え、新たに外部資金獲得のための組織を整備し、組織的な活動を展開することで、積極的に自己収入の増加に努める。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○科学研究費補助金、
受託研究、奨学寄附金
等外部資金増加に関
する具体的方策 

○科学研究費補助金、
受託研究、奨学寄附金
等外部資金増加に関す
る具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・外部資金獲得実績の評価を含めた教員の個人評価を実施するため、教育研究
活動のデータベース化と評価調査表作成システムを導入し、平成16・17年度実
績（研究領域は過去５年分）による評価を実施し、個人ごとの平成18年度重点
目標を定めた。 
・外部資金獲得に教員個々の意欲向上を図るため、獲得した外部資金の間接経
費額に応じた報奨金として、勤勉手当の成績率に反映させる方法を制度化し、
実施した。 

 【37】各教員の外部資
金獲得実績を評価す
るシステムを検討す
る。 

【37】外部資金獲得実
績評価を含む「教員の
個人評価」を引き続い
て実施し、評価基準を
検証し、より有効な評
価システムを構築す
る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【37】・外部資金獲得実績の評価を含む「教員の個人評価」を引き続き実施す
るとともに、評価結果を教員の処遇に反映する方針を決定し、平成20年度に実
施することとした。 
・より有効な評価を実施するため、評価実施組織の改正など、「教員の個人評
価方針」を見直した。 

・外部資金の獲得に応じた
報奨金制度を継続して実施
し、外部資金獲得への意識
高揚に努めるほか、外部資
金獲得実績評価を含めた
「教員の個人評価」を引き
続き実施し、結果を処遇等
に反映させ、このシステム
の充実を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・知的財産経営戦略本部を組み入れた研究支援・社会連携部を新設し、地域共
同開発研究センターと㈱山梨ティー・エル・オーと同一フロアに配置し、社会
連携業務のワンストップサービス体制を整えた。 
・リエゾン活動の活発化を図るため客員社会連携コーディネータを制度化し、
包括的連携協定先職員に委嘱するなど、協定先のネットワークを通じたリエゾ
ン活動や包括協定先との共同研究の推進等により、共同研究の契約実績が前年
度を大きく上回った。(68件・126百万→91件・133百万→116件・198百万) 
・山梨中央銀行や中小企業中央会等の機関紙に、本学の研究シーズを連載し、
積極的な情報発信を行った。 

 【38】知的財産経営戦
略本部、㈱山梨ティー
・エル・オー、地域共
同開発研究センター、
国際研究協力課が連
携し、知的財産を核と
して、事業を展開する
ことにより、民間等か
らの外部資金の増額
を図る。 

【38】・研究支援・社
会連携部､地域共同開
発研究センター及び㈱
山梨ティー・エル・オ
ーが一体的なコーディ
ネート活動を行い、産
業界等に対してワンス
トップサービスを継続
して提供し、共同研究、
受託研究を積極的に受
入れる。 
・客員社会連携コーデ
ィネータを中心に商工
会議所・金融機関等の
連携協定先とのネット
ワークを活用して学内
シーズと企業等の開発
ニーズとのマッチン等
リエゾン活動を拡大す
る。地域ニーズや情報
の収集を行う。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【38】・国際的な産学連携を展開するため、新潟大学と共同して国際・大学知
財本部コンソーシアムを立上げ、国際的な産学連携と人材育成を開始した。 
・全教員の研究シーズ集(517人、613テーマ）を作成、ＨＰで公開するととも
にCD-ROM版を連携協定機関、関係機関に配布し、コーディネート活動に供した。
また、山梨県中小企業団体中央会、金融機関等の広報誌に本学教員と研究シー
ズの連載を行い、県内企業への情報発信を行った。 
・客員社会連携コーディネータ38名を新たに委嘱して計45名体制とし、より広
範な地域ニーズ等情報収集を図った。 
・産学連携の充実・強化を図るために、引き続きワンストップサービスを提供
しつつ、研究支援・社会連携部と地域共同開発研究センターを一体化し、さら
に㈱山梨ティー・エル・オーを内部組織化してその技術移転部門とする「産学
官連携・研究推進機構」を学長直属の組織として新たに設置し、平成20年度当
初から稼動することを決定した。 

・産学官連携におけるワン
ストップサービスの実現の
ため、研究支援・社会連携
部と地域共同開発研究セン
ターを一体化し、さらに㈱
山梨ティー・エル・オーを
内部組織化した「産学官連
携・研究推進機構」を設置
して、知的財産を核とした
事業展開により、引き続き
外部資金の増加を図る。 
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○収入を伴う事業の
実施に関する具体的
方策 

○収入を伴う事業の実
施に関する具体的方策       

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・外部資金の公募情報をデータベース化し、イントラＨＰでの検索や様式等ダ
ウンロードを可能にした。また、重要な情報は、イントラ掲示板や一斉メール
等を活用し、全学的な周知を図った。 
・知的財産経営戦略本部の学内向ＨＰを構築し、知的財産セミナー等の関連ニ
ュースのほか、知的財産ポリシー、利益相反ポリシー、職務発明規程等の知的
財産関連諸規程の閲覧や、Web上での発明届等のサービスを開始した。また、
冊子版の知的財産関連ハンドブックを作成して全教員に配付したほか、知的財
産セミナーを定期的に開催した。 

 【39】教員に対する各
種情報提供等の体制
を整備する。 

【39】イントラ掲示板、
ＨＰなどの学内周知体
制により、教員に対し
て外部資金等に関する
各種情報を積極的に提
供する体制の充実を図
る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【39】・外部資金の公募情報をイントラ掲示板に掲載し、全学的周知を図った。 
・工学部ＨＰをリニューアルし競争的資金獲得の情報を共有するシステムを構
築した。 

・イントラ掲示板、ＨＰな
どにより、外部資金の公募
や講演会・セミナー開催な
どの各種情報を、教員に提
供する体制の一層の充実を
図る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・教育研究活動データベースを活用するため、ＣＳＶ形式での書出し機能を付
加するなど、各部局で容易に活用できるよう改善した。 
・学外に広く公開し調査や点検・評価などにも活用するため、項目や内容を見
直し、データベースからのＣＤ化や独立行政法人科学技術振興機構研究開発支
援総合ディレクトリ(ReaD)とデータ交換のための機能追加などのシステム改
善を行った。 

 【40】教員の研究業
績、研究領域を常時外
部に提供できるシス
テムを構築する。 

【40】業務支援の各シ
ステムを連携させ、教
員の研究業績等を外部
へ積極的に公開する。 

Ⅲ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【40】・教育研究活動ＤＢを大学ＨＰにおいて自動展開し、各部局で容易に活
用できるシステムを提供した。また、研究業績を学外に配付するため、研究シ
ーズ集のCD-ROM版を作成、連携協定先機関のネットワーク及び客員社会連携コ
ーディネータ、各参加イベントを通じて広く企業等に配布した。 

・引き続き、業務支援の各
システムを連携させ、教員
の研究業績等を外部へ積極
的に公開する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学長に直結した「同窓生との意見交換会」を設置し、教育研究支援基金によ
る事業計画などを審議する基金管理運営委員会を同時開催とし、大学事業と同
窓会事業との連携を図った。 
・各学部同窓会に学長・理事が出席し、教育研究支援基金への協力要請のほか、
学生の講義、実験・実習、進路支援活動への協力要請を行った。 
・東京リエゾンオフィスを同窓会に開放し、地区同窓会の開催などに利用した。 

 【41】同窓会組織との
連携充実を図る。 

【41】各学部同窓会の
代表者を加えた教育研
究支援基金管理運営委
員会を中心に、学生支
援の実施などにより連
携強化を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【41】・教育研究支援基金管理運営委員会を中心に同窓会との連携を図りつつ、
主に、学生表彰等の学生支援策を実施した。 
・教育人間科学部では、教員採用試験対策事業として模擬試験、面接授業の講
師等を同窓会に依頼し、実施した。 
・工学部では、同窓会との連携をより強力にするため、学内から選出される同
窓会の理事の選出方法の見直しを検討した。 

・これまでに実施している
同窓会との連絡会や教育研
究支援基金管理運営委員会
を通じ、同窓会組織との連
携強化を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・大学が所在する山梨県、甲府市、中央市と包括的連携協定を提携したほか、
個々の事業で関連ある自治体とも協定を締結し、それぞれに連絡協議組織を設
けて事業を展開した。 
・山梨県とは30件以上の連携事業を実施したほか、文部科学省による都市エリ
ア産学官連携促進事業と、地域再生計画に基づく科学技術振興調整費によるワ
イン人材生涯養成拠点事業、特別教育研究経費「地域社会連携融合プロジェク
ト」が採択され、事業を開始した。 
・山梨県との包括的連携協定に基づく人的交流事業において、研修の相互活用
を開始したほか、物的交流事業を進めるため、学内の機器を利用するための手
続きと環境を整備した。 

 【42】地方自治体との
連絡会を充実し、積極
的に共同事業を展開
できる体制を構築す
る。 

【42】・山梨大学・山
梨県連携推進協議会を
中心に連携事業を継続
して進めるとともに､
都市エリア事業､ワイ
ン人材生涯養成拠点事
業等の共同事業を推進
するほか、協定に沿っ
て機器の共同利用環境
を整え提供する。 
・包括的連携協定自治
体と連携推進協議会を
開催し､連携事業を推
進する。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【42】・山梨県と連携融合事業25テーマ､文部科学省による都市エリア産学官
連携促進事業､科学技術振興調整費によるワイン人材生涯養成拠点事業等の共
同事業を実施。また、県公共試験研究機関と連携し、相互利用可能な設備の利
用を開始した。 
・中央市、甲府商工会議所、湯村温泉旅館協同組合と連携した「地域ＩＣＴ利
活用モデル構築事業」が総務省事業に採択され、事業を開始した。 
・各包括的連携協定先自治体との連絡協議会を組織化、連携事業、プロジェク
トを実施した。 

・連携協定を締結した自治
体との協議会を定期的に開
催し､連携事業を継続して
進めるとともに、引き続き
文部科学省による都市エリ
ア産学官連携促進事業､科
学技術振興調整費によるワ
イン人材生涯養成拠点事
業、総務省による健康観光
ＩＣＴ利活用モデル事業等
の大型共同プロジェクト事
業を推進し、共同事業を展
開する体制を強化する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学生生活実態調査や学生との懇談会等で出された学生のニーズなど参考に、
甲府東キャンパスにコンビニエンス・ストアを、医学部キャンパスにコーヒー
ショップを誘致し、福利厚生業務委託や土地・施設の賃貸借契約による収益事
業を開始した。 

 【43】学生のニーズ等
を踏まえた収益事業
等の検討を行う。 

【43】学生のニーズ等
を踏まえて学内に開設
したコンビニエンス・
ストア、コーヒーショ
ップにより、収益増を
図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【43】・学生等のニーズを踏まえ、昨年度学内に設置したコンビニエンス・ス
トア、コーヒーショップとの土地・施設の賃貸借契約により、878万円の収益
増を図った。 

・男子学生寮の改修及び女
子学生寮の新築を行い、収
益増を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・体育施設、講義室、福利厚生施設等については教育等の支障がない範囲で社
会に積極的に開放するためＨＰに使用可能な施設、設備等を紹介し増収に努め
た。 
・宿舎跡地の有効活用として、職員の駐車場として整備し、増収を図った。 
・山梨県などとの包括的連携協定に沿って、利便性の向上や施設、設備の有効
活用などを図るため、ＨＰに使用可能な施設、設備の紹介や利用手順を掲載し
た。 
・大学等間での機器の相互利用のための化学系研究設備有効活用ネットワーク
の先行登録機器として、機器分析センターのオージェ電子分光装置を登録し
た。 
・総合情報処理センターでは、平成18年から大型プリンタ使用料金を変更し、
予約状況をＨＰ上に公開するなど、利用促進を図った。 

 【44】体育施設、講義
室、その他多目的施設
等各種機器類の貸し
出しによる増収を図
る。 

【44】ＨＰに学外研究
者・地域住民等が利用
可能な施設、設備等の
一覧表等を掲載し、利
用者の利便性に配慮し
ながら増収を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【44】・ＨＰに学外研究者・地域住民等が利用可能な講義室、多目的ホール等
の施設、設備の一覧表等を掲載し、利用者の利便性を図ることにより、58万円
の増収を図った。 
･新教育研究用システムの課金プリンタの運用を開始し、約140万円の増収を図
った。 
・山梨県との包括的連携協定を踏まえ、学内、学外者の利便性の向上並びに施
設、設備の有効活用等を図るため、引き続き、ＨＰに使用可能施設、設備の紹
介を掲載した。 

・学外研究者や地域住民が
利用可能な施設、設備等を
増加し、ＨＰに掲載するこ
とにより、一層の利用を促
進し増収を図る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・リエゾン活動の活発化を図るため客員社会連携コーディネータを制度化し、
包括的連携協定先職員に委嘱するなど、協定先のネットワークを通じたリエゾ
ン活動や包括協定先との共同研究の推進等により、共同研究の契約実績が前年
度を大きく上回った。(68件・126百万→91件・133百万→116件・198百万) 
・山梨中央銀行や中小企業中央会等の機関紙に、本学の研究シーズを連載し、
積極的な情報発信を行った。 
・本学ウェブサイト（研究者公開情報）に、原則として全教員の研究テーマな
どを公開するとともに、科学技術振興機構の研究成果展開総合データベースを
活用し、本学の研究シーズ、特許情報を公開した。 

 【45】各分野の受託可
能な研究項目や研究
内容、研究成果を広く
外部に公開するシス
テムを構築する。 

【45】・ＨＰにおいて
引続き教員の研究内
容､業績の公開を継続
するとともに外部向け
シーズ集を作成し､連
携協定締結先のネット
ワークを活用して広く
企業等に紹介を行う。 
・本学独自のコーディ
ネータ活動と併せ客員
社会連携コーディネー
タによる本学シーズの
紹介を推進する。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【45】・企業等外部向けの本学全教員の研究シーズ集(517人、613テーマ）を
作成、本学ＨＰで公開するとともに、CD-ROM版を作成、連携協定先機関のネッ
トワーク及び客員社会連携コーディネータ、各参加イベントを通じて広く企業
等に配布した。 
・リエゾン活動の活発化を図るため客員社会連携コーディネータ38名を新たに
委嘱して計45名体制とし、より広範な地域ニーズ等情報収集を図った。 

・ＨＰで教員の研究内容、
業績、研究シーズの公開を
継続するとともに、外部向
けシーズ集を作成して、連
携協定締結機関のネットワ
ークや客員社会連携コーデ
ィネータを活用して広く企
業等に紹介する。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・診療費の支払方法の多様化を図るため、カード決済方式を導入した。 
・生殖医療センターの設置に伴い、不妊治療諸料金の見直しを行ったほか、妊
産婦検診料の見直しにより、増収を図った。 
・平成18年度の附属病院収入は、平成17年度と比較して約413,000千円の増収
となり、主な要因は在院日数短縮と手術件数増加による入院患者診療単価のア
ップと、外来患者数の増加によるものであるが、このほか、患者給食の特別メ
ニュー導入やセカンドオピニオン外来の設置による増収もあった。また、平成
19年度実施に向け、特別個室料、処置料（死後処置料）、手術料（ＶＨＯ式陥
入爪矯正術）を新設し、診断書料、分娩介助料の増額改定を決定した。 
・救急救命士の気管挿管実習料や薬剤部での教育実習料を見直し、増収を図っ
た。 

 

【46-1】附属病院の諸
料金規程の見直し等に
より、引き続き自己収
入の増額を図る。 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【46-1】・助産師外来の開設に伴う料金の見直し（母乳外来 1,000円→1,910
円、母親学級 1,050円→1,430円、両親学級 2,100円→2,390円）及び新規に乳
房マッサージ 2,850円、妊産婦初期保健指導 2,850円を設定し、平成19年12月
以降の４ヶ月間で約53万円の増収を図った。 

 

【46-2】・引き続き病
院実習生、病院研修生
の受入れを積極的に行
うほか、救急救命士気
管挿管実習の受入件数
の増加を図る。 

Ⅲ 【46-2】・引き続き病院実習生、病院研修生の受入れを積極的に行ったほか、
救急救命士気管挿管実習の受入件数の増加を図った。（７名→10名） 

【46】附属病院の経営
改善による一般診療
収入の増額と施設、設
備等の利用による病
院実習生、研修生の積
極的受入れや民間か
らの受託研究などに
よる自己収入の増額
を図る。 

【46-3】・新看護基準
（７：１水準）の導入
に向けて検討体制を整
備し、推進する。 

Ⅳ 

Ⅲ 【46-3】・７対１看護体制整備に向け、折り込み広告等の広報や診療科医師に
よる診療科紹介など積極的に勧誘を行った。 

・附属病院の経営改善を進
め、新看護基準（７：１基
準）の導入に向けて体制を
強化し、附属病院の諸料金
規程の見直しや病院実習
生、研修生の積極的受入れ
等により、引き続き自己収
入の増加を図る。 

 

 

 Ⅲ  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・厚生労働省の治験施設の拠点施設となることを視野に、薬剤部と治験センタ
ーの組織再編について検討した。 

  【47】治験センターを
臨床研究連携推進部
に改組し、医薬品に係
る臨床研究契約だけ
でなく、病院実習生、
研修生の積極的受入、
民間との共同研究な
どの推進による外部
資金の増加を図る。 

【47】厚生労働省が決
定した、新薬治験の重
点病院としての中核・
拠点施設を視野に入
れ、治験センターの体
制整備を整備する。 

 Ⅲ 

 

（平成19年度の実施状況） 
【47】・厚生労働省の治験施設の拠点施設となることを視野に、薬剤部と治験
センターの組織再編について検討を重ねた。 
・民間等との共同研究及び受託研究の推進により、外部資金の増加を図った。 

・厚生労働省指定の治験の
中核・拠点施設を参考に、
治験センターの体制整備と
ともに、病院実習生、研修
生の積極的受入れ、民間と
の共同研究などの推進によ
り、引き続き自己収入の増
加を図る。 

  

 ウェイト小計   
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((2222))))    財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善改善改善改善にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 
②②②②    経費経費経費経費のののの抑制抑制抑制抑制にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○ＩＳＯ14001の導入、維持、管理的業務の効率化、合理化により、管理的経費の削減を目指す。 
○管理業務の節減を行うとともに効率的な施設運営を行うこと等により、固定的な経費の節減を図る。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○管理的経費の抑制
に関する具体的方策 

○管理的経費の抑制に
関する具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・平成15年度に認証取得したＩＳＯ14001の認証範囲を、平成16年度には医学
部キャンパスと附属小学校、附属養護学校にも拡大した。 
・甲府キャンパスで、学生の夏季休業中に３日間の一斉休業日を設け、光熱水
料約22万円の削減を図った。 
・甲府キャンパスの電力契約について東京電力㈱と協議し、見直しの結果、約
440万円の削減を図った。 
・医学部キャンパスで、ボイラー設備等の燃料の、高騰している重油から都市
ガスへの切替え、大口契約への変更などにより、約4,800万円の削減を図った。 
・医学部キャンパスで、井水を飲用化するための設備を学内資金により導入し、
次年度以降、約2,800万円の大幅なコスト削減が可能となった。 

 【48】ＩＳＯ14001の
認証取得機関として
その維持を行うこと
により、光熱水料等の
管理的経費の抑制を
継続する。 

【48】施設マネジメン
トの一環として、エネ
ルギーマネジメントを
推進し、光熱水料等の
抑制に努める。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【48】・医学部キャンパスにおいて今年度から運用開始した井水飲用化システ
ムにより、上水料金約2,200万円の削減を図った。 
・甲府キャンパスのＡ２号館、Ｊ号館、医学部キャンパス管理棟、基礎臨床研
究棟等の便所改修に伴い、節水型便器、小便器自動洗浄弁、自動手洗い水栓を
設置するなど光熱水料等管理的経費年間約35万円の削減を図った。 

・施設の基本機能を確保す
るための整備を進めなが
ら、高効率機器の採用など
により、さらに光熱水料の
削減に努めるとともに、エ
ネルギーの節約について学
生等に周知を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・委託契約等については毎年契約内容・コスト分析を行い、見直しの可能なも
のから順次実施し経費の抑制を図った。 
・平成16年度は、電力契約や購読紙（事務用雑誌、新聞）などの見直しや、継
続した光熱水の節減により、約1,077千円の経費節減を図った。 
・平成17年度は、業務のアウトソーシング、ガス契約の見直しや外国人教師宿
舎の借上げを廃止して職員宿舎に入居させるなどの方策により、約1,483千円
の経費節減を図った。 
・平成18年度は、業務のアウトソーシング範囲を拡大したほか、複写機契約や
医薬品契約の見直しにより、約4,512千円の経費節減を図った。また、工学部
の研究成果を活用し、学内で発生する廃食油をＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）
に精製し、キャンパス間のシャトルバスの燃料として利用することにより約６
万円の燃料費削減を図った。 

 【49】委託契約等につ
いては、契約内容の見
直しとコスト分析を
行い、経費抑制を図
る。 

【49】事業内容の必要
性と委託契約内容等に
ついて費用対効果を検
討しながらコスト削減
に努める。 

Ⅳ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【49】・ガス料金については、コンサルタントを導入し、契約方式を見直した
ことにより、平成18年度の旧契約方式で算定した金額と比較して、約220万円
の節約となった。 
・複写機・複合機の契約方式を見直し、契約期間を単年度契約から複数年契約
（４年間）にするなどの新契約方式を平成20年度に導入することにより、経費
の削減を図ることにしている。 
・委託契約を見直し、機械設備等運転管理業務を３ヵ年の複数年契約化とし、
約137万円削減した。 
・従来団地別に実施していた排水分析業務を一元化し約32万円の削減を実現し
た。 
・医学部においては、５件の複数年契約を締結するとともに、類似の委託契約
の見直しを行い、従来必ずしも一般競争契約でなかったものを含め、契約を一
本化し、一般競争契約とした。また、医薬品及び特定保険治療材料について、
それぞれ値引き交渉を行い、合わせて約750万円の経費を節減した。 
さらに、非常勤講師等宿泊施設の管理業務委託契約を見直し、約120万円の経
費を節減した。 

・委託契約等の契約内容及
びコストの分析を行い、さ
らに経費の抑制を図る。 
・複写機・複合機の契約方
式を見直し、契約期間を単
年度契約から複数年契約
（４年間）にするなどの新
契約方式を導入することに
より、契約の削減を図る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・附属病院ＭＥセンターに臨床工学技師を増員し、医療機器集中管理体制の充
実を図るとともに病棟を巡回し、機器実態調査を実施した。 
・工学部や総合分析実験センター、機器分析センターでは実技講習会や利用者
講習会を定期的に開催した。 

 【50】機器の取扱い等
に関する利用者講習
会や機器の管理体制
を強化し、機器の管理
的経費の抑制を図る。 

【50】・機器の取扱い
等に関する利用者講習
会の開催を通じ、管理
を徹底し経費抑制を図
る。 
・医学部附属病院では、
ＭＥセンターと血液浄
化療法部を連動させた
機器の集中管理を実施
する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【50】・機器分析センター、総合分析実験センターでは、機器の取扱い等に関
する利用者講習会を開催し、管理体制の強化と経費抑制に努めた。 
・附属病院ＭＥセンターに血液浄化療法部の臨床工学技師を集約化し、医療機
器集中管理体制を充実させた。 

・引き続き、機器の取扱い
等に関する利用者講習会に
より機器の管理を徹底する
とともに、附属病院ではＭ
Ｅセンターと血液浄化療法
部を連動させた機器の集中
管理を実施するなど、管理
的経費の抑制を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・附属病院に物流管理システムを導入したことにより、詳細な医療材料の購入、
消費データを得ることが可能となり、診療科別の比較分析データや、患者情報
から診断群別分類によるコストデータを作成することにより、管理会計的な経
営分析を実施した。 

 【51】物流管理システ
ム導入により、詳細な
医療材料の購入、消費
などの流通情報を得、
また、管理会計システ
ムの導入により、診療
科別、部門別の収支分
析が可能となり、具体
的で詳細な経費抑制
及びタイムリーな経
営管理の実現を図る。 

【51】物流管理システ
ムと管理会計システム
の連動により、診療科
別、部門別の各種デー
タのデータベース化を
試み、経営管理手法を
開発する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【51】・物流管理システムと管理会計システムの連動により、比較分析データ
を各診療科別にまとめ、診療科別・月別診療稼働額として公開した。さらに、
データ抽出を容易とするよう、現行システムの改良を行った。 

・物流管理システムと管理
会計システムの連動による
各種データのデータベース
化を進め、経費抑制やタイ
ムリーな改善計画の立案を
図る。 

 

 

 ウェイト小計   
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((2222))))    財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善改善改善改善にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 
③③③③    資産資産資産資産のののの運用管理運用管理運用管理運用管理のののの改善改善改善改善にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○大型特別設備の共同利用、学術資料等の附属図書館における集中管理、研究室等の改修による有効利用等により、資産の効率的運用を目指す。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○資産の効率的・効果的
運用を図るための具体
的方策 

○資産の効率的・効
果的運用を図るため
の具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・施設利用実態調査を基に、スペースの有効活用に向け、５ヵ年の営繕計画を
策定したほか、施設の運用管理ルールを改正して学内全ての施設を有期貸与方
式による使用許可方式とし、利用実態の把握により学長裁量スペースの確保
と、有効活用を可能とした。 
・研究棟の改修を実施し、多目的スペースの設置や研究スペースの大部屋化を
図った。 

 【52】研究室の改修によ
り、大部屋化を図るな
ど、非固定的スペースを
創出し、共同利用化を図
る。 

【52】改修工事によ
り研究室の大部屋化
を図り、引き続き共
同利用スペースの拡
大を図る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【52】・ワイン科学研究センタ－の２、３階研究実験室を大部屋に改修し、ス
ペースの効率的利用を図った。  
・医学部キャンパスの実験準備室の一部を共同利用の培養室に改修し、共同利
用化を図った。 
・甲府キャンパスのＢ１号館改修事業による移転工事に伴い空室となった研究
実験室等を学長裁量スペースとし公募により、使用者を募り、研究室、実験室
等に有効活用を図った。 
・施設スペースの利用実態調査を実施し報告書としてまとめ、学内に発信した。 

・施設利用実態調査結果等
を踏まえ、施設・スペース
流動化のための学長裁量ス
ペースの拡充を図り、共同
利用化やスペース再編な
ど、教育・研究の活性化を
図る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・施設実態調査図や工事設計図面の電子データ化を行った。 
・施設・スペースの利用実態を把握・整理し、情報公開の準備を進めた。 
・山梨県等の包括的連携協定を踏まえ、施設、設備の有効活用を図るため、Ｈ
Ｐに使用可能施設、設備の紹介と利用手順を掲載した。 

 【53】資産目録などを作
成し、情報として公開す
る。 

【53】資産目録等の
データの作成と、そ
の情報公開の準備を
進める。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【53】・資産目録等のデータである教育・研究スペ－スの利用状況図を学内イ
ントラに公開し、全ての職員が閲覧出来るようにした。また、既設建物設計図
の電子化等行った。 
・山梨県との包括的連携協定を踏まえ、引き続き、ＨＰに使用可能施設、設備
の紹介を掲載した。 

・引き続き、既存設計図等
の電子化を進める。また、
学内教育研究スペースの利
用状況図の公開範囲の拡大
など、教育研究スペースデ
ータの公開を推進する。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・施設利用実態調査結果を基に、施設・スペースの有効活用に向け、施設改善
計画の充実を図った。 
・施設の運用管理ルールを改正して学内全ての施設を有期貸与方式による使用
許可方式としたことにより、利用実態の把握が可能になり、改修や改築に関わ
らず学長裁量スペースを確保する方策を確立した。 

 【54】既存施設の点検評
価を実施し、有効利用に
ついての検討を行い、効
率的運用を推進する。 

【54】施設マネジメ
ント計画に基づき、
学長裁量スペースの
確保や施設の有効活
用を引き続き推進す
る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【54】・施設の運用管理ル－ルに基づき、施設・スペ－スの使用実態調査及び
既存施設の点検評価を行い、報告書を学内に配布した。 
・教育・研究スペ－スの利用状況を学内イントラに掲載し、情報公開を行った。 
・甲府キャンパスのＢ１号館改修事業による移転工事に伴い空室となった研究
実験室等を学長裁量スペースとし公募により、使用者を募り、研究室、実験室
等に有効利用を図った。 
・医学部キャンパスの実験準備室の一部を共同利用の培養室に改修し、効率的
運用を行った。 

・施設の運用ルールに基づ
いた施設利用実態調査結果
を踏まえ、学長裁量スペー
スの拡大、共用化の推進、
再編の可能性など有効活用
を図りつつ集約化、効率化
を図る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・附属病院の臨床工学技士２名を増員し、ＭＥセンターの円滑な運営と安全管
理を図った。さらに平成19年度に、１名の増員を図ることとした。 

 【55】医療機器の共有化
を図るため、統一的な管
理体制が行える資産管
理用システムを開発し、
資産の効率的運用を行
うため現在のＭＥセン
ターの機能を整備、充実
する。 

【55】医療機器の集
中管理と安全管理を
徹底するため、ＭＥ
センターの機能充実
と、より一層の体制
整備を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【55】・附属病院ＭＥセンターに血液浄化療法部の臨床工学技師を集約化し、
医療機器集中管理と安全管理体制を充実させた。 

・医療機器の集中管理と安
全管理を徹底するため、Ｍ
Ｅセンターの更なる機能充
実と、体制の整備を図る。 

 

 

ウェイト小計    
 
 

ウェイト総計   

 
    〔〔〔〔ウェイトウェイトウェイトウェイト付付付付けのけのけのけの理由理由理由理由〕〕〕〕 
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(２) 財務内容の改善 

  

 

１１１１．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    経費削減及経費削減及経費削減及経費削減及びびびび増収増収増収増収にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ    

財務担当理事の主導により「事業費削減及び増収に係る具体的取り組み」として、そ

の方針を取りまとめ、財務常置委員会が主体となって各種事業の見直し等による経費節

減及び増収対策を検討し、実施した。 

その結果、医学部キャンパスにおけるボイラー設備等の燃料について、高騰している

重油から都市ガスへの切り替えや大口契約への変更等により、年間約4,800万円の削減

に繋げるなどの成果が得られた。 

○○○○    財務状態等財務状態等財務状態等財務状態等のののの把把把把握握握握とととと改善改善改善改善    

財務状態等を把握し、自らの改善に資するため、17年度決算から財務分析を行ってお

り、分析結果の大学運営の改善への反映、特に年度計画の財政面からの検証等に活用し

た。分析手法として文部科学省が作成する「国立大学法人等17年度財務諸表(データ集)」

及び「国立大学法人等の役職員の給与等の水準の概要(17年度)」を基に、独自の財務指

標を作成し、同分類のグループである25大学との比較を中心に分析した。   

その結果、本学は、平均より高い評価の項目が多数あり、財務の健全性において上位

に位置していた。特に、効率性の指標である「人件費比率」及び「一般管理費比率」と、

収益性の指標である「自己収入比率」、「診療経費比率」及び「資金運用利回り」に関し、

非常に高いレベルにあるとの指標結果であり、さらなる向上のためには、教育研究経費

を維持することが必要であるとの分析結果が得られた。 

○○○○    総人件費改革総人件費改革総人件費改革総人件費改革へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ    

平成17年12月の閣議決定「行政改革の重要方針」の総人件費改革実行計画を踏まえ、

18～21年度までの４年間で概ね４％の人件費削減を図ることとし、教員７名と事務系職

員15名等の合計22名を削減する「定員削減計画」を策定し、18年度に４名の削減を実

施した。 

○○○○    外部資金間接経費獲得外部資金間接経費獲得外部資金間接経費獲得外部資金間接経費獲得へのへのへのへの報奨制度報奨制度報奨制度報奨制度    

外部資金獲得への教員個々の意欲向上を図るため、獲得した外部資金の間接経費額に

応じたインセンティブ(報奨金)として、勤勉手当の成績率に反映させる方法を制度化し、

実施した。 

    

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    経費削減及経費削減及経費削減及経費削減及びびびび増収策増収策増収策増収策    

「事業費削減及び増収に係る具体的取り組み」による対策の一環として、医学部キャン

パスへの井水飲用化設備の整備により、上水道料金を年間約2,200万円削減した。 

○○○○    財務財務財務財務状態状態状態状態のののの分析分析分析分析とととと財務情報財務情報財務情報財務情報公開公開公開公開 

18年度決算について、前年度の方法を踏襲し財務分析を行うことに加え、16～18年度

決算の比較を行い、当該分析・比較検証の結果を「財務報告書(平成18事業年度フィナ

ンシャルリポート)」として作成し、これを用い学内の各種会議において本学の財務状態

や運営状況への理解を促しただけでなく、ホームページへの掲載を行い、学外にも広く

公開することにより、社会に対する説明責任を果たした。 

また、分析結果としては、全国平均及び同分類の25大学グループと財務指標を比較す

ると、安全性、効率性及び収益性で特に高い数値が得られ、他においても平均より高い

評価の項目が多数あり、財務の健全性において上位に位置していることが、確認された。 

このことは、国立大学マネジメント研究会による「平成18年度国立大学法人財務状況

による財務総合ランキングの試み」の報告において、本学は総合で11位、８段階のうち

４段階までは、１位及び３位とトップクラスの結果を得たことで立証された。 

なお、本学作成の財務報告書は、多様な視点からの簡便な説明によりレーダーチャー

トを用いるなど視覚的に分かりやすい冊子となっており、閲覧者(学生、附属病院利用者、

企業、教職員)に大別した形での視点を加えるなどの工夫を施した。 

 

２２２２．．．．共通事項共通事項共通事項共通事項にににに係係係係るるるる取組状況取組状況取組状況取組状況 

①①①①    財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善改善改善改善・・・・充実充実充実充実にににに関関関関するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    経費削減及経費削減及経費削減及経費削減及びびびび増収増収増収増収にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制のののの強化強化強化強化    

教職員はもとより学生に対しても、機会ある毎に、法人化後の厳しい財務状況への対

応策に関しての啓発を行っている。特に経費の節減による支出経費の節減と、外部資金

及び自己収入の増加を図り、健全経営を行うための取り組みについて、業務見直し委員

会及び同ＷＧを設置し取組体制を強化した。 

また、財務担当理事の主導により「事業費削減及び増収に係る具体的取り組み」を策

定し、財務常置委員会が主体となって検討、管理を行い、計画の作成、目標値、達成度
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について、随時、役員及び全教職員に周知徹底を図り、具体には以下の成果に繋げた。 

○○○○    経費削減及経費削減及経費削減及経費削減及びびびび増収増収増収増収にににに向向向向けたけたけたけた具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組みみみみ、、、、成果等成果等成果等成果等 

(外注化によるコスト削減、又は外注化の廃止によるコスト削減の成果) 

・現業部門である守衛業務及びトイレ清掃業務の全てと、構内環境整備業務の一部に係

る外注化により、人件費を節減。(17'実施 約360万円) 

・教育人間科学部附属学校の用務員外注化により、人件費を節減(18'実施 約232万円) 

・従前外注化していたキャンパス間書類輸送業務について、職員対応によるシャトル便

の運行開始と併せ、それを活用することに見直し、経費を節減。(17'実施 約135万円) 

・外国人教師用の宿舎について、民間借上げから法人宿舎への入居に切り替えることに

より経費を節減。(17'実施 約114万円) 

(契約内容等見直しによるコスト削減) 

・定期刊行物等購読及び法規集追録等の見直しによる節減(16'～17'実施 約373万円) 

・業務用固定電話の契約(県内、県外、国際)について、契約先の見直し及び使用状況の

分析による各割引サービス制度活用の見直しによる節減。(17'実施 約680万円) 

・複写機の保守契約の方法の見直しによる節減。(18'実施 約602万円) 

・附属病院役務契約の複数年契約への移行などによる節減。(18'実施 約1,420万円) 

(光熱水料の節減) 

・光熱水の使用量、経費の比較表等について、学内ホームページでの閲覧が可能なエネ

ルギー情報システムを構築し、併せて全教職員に対してコスト意識に関する講演を開

催するなど、経費節減意識の高揚を図ったことによる節減。(16'実施 約758万円) 

・甲府キャンパスの電力契約方法の見直しによる節減。(18'実施 約440万円) 

・医学部キャンパスのボイラー燃料を、重油から都市ガスに切り替えたことによる節減

(18'実施 約4,800万円) 

・学内(附属学校給食)から発生する廃食油をバイオディーゼル燃料に精製し、シャトル

バス燃料として利用したことにより、燃料費に加え処分費も節減(18'実施 約6万円) 

(その他の節減) 

・附属病院の物流管理システム構築により、詳細な医療材料の購入、消費データ取得が

可能となり、在庫量と消費の適正化が図れ、経費節減はもとより省力化にも繋がった。 

・診療用医療機器について、ＭＥセンターでの統一的な管理体制を整備したことにより

経済性、効率性の向上が図れた。 

・これら以外にも、法人化で弾力化された制度を有効活用する中で、委託契約の見直し

など、不断の見直しを実施し、コスト削減に積極的に取り組み、成果を上げている。 

(附属病院における増収対策) 

附属病院収入は、自己収入の大部分を占めているため、様々な工夫を凝らし増収対策

を施し、以下の取り組みを主体に改善・充実を図り、着実に成果を上げた。 

① 診療体制を整備し、診療単価を上げるため、救急部、血液浄化療法部及び生殖医療

センターの整備を行い、医師(５名)及び臨床工学技師(４名)のスタッフを増員した。 

特に生殖医療センターは、従来の不妊治療センターの改組により新設したものであ

り、不妊治療対策としての体外受精・胚移植や顕微授精等、一連の母体のみならず胎児

や出生児を含めた周産期全体として生殖補助医療を一元的に行うことで、成果を上げた。 

② 患者給食への特別メニューとセカンドオピニオン料の新設、不妊治療諸料金、さらに

は平均在院日数の短縮、手術件数の増加策により、入院患者診療単価の上昇が図れた。 

③ 診療費の徴収漏れを防ぐ対策として、支払い方法の多様化を図ることとし、クレジッ

トカード等のカード決済が可能となるよう稼動させた。 

これらの取組みが増収に大きく起因し、診療報酬の低下にも拘らず、附属病院診療費

用請求額総計は、次のとおり毎年度着実に上昇した。 

 15'  109.3 億円（法人化前） 

 16'  109.8 億円（対前年度0.5億円（0.4％増）） 

 17'  117.0 億円（対前年度7.2億円（6.5％増）） 

 18'  119.1 億円（対前年度2.1億円（1.8％増）） 

(19'  120.9 億円（対前年度1.8億円（1.5％増）(見込)） 

(その他の増収対策) 

附属病院関係以外における取り組みでは、医学部キャンパスの職員駐車場と外来駐車

場管理を、財団への委託から大学管理に変更し約1,700万円の増収に繋げたほか、甲府

キャンパスの構内駐車場及び職員駐車場の有料化により約380万円の増収となった。 

また、施設スペースを有期貸与方式に改め、配置の工夫などによって企業への貸出し

スペースを確保し、研究成果の活用とともに増収を図ったほか、不要物品の売払いの活

用、実習料等の諸料金の見直しなど不断の見直しを実施している。 

○○○○    外部資金獲得外部資金獲得外部資金獲得外部資金獲得にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ    

外部資金の獲得について、重点施策として取り組んできており、以下の取り組みを主

体に改善・充実を図り、成果に繋げた。 

① 知的財産経営戦略本部を組み入れた、研究支援・社会連携部を新設し、地域及び産

業界に対するワンストップサービス体制を整えるなど、機動的な組織整備を図る中で、

外部資金の公募情報の周知徹底のためのデータベースの構築及び一斉メールによる伝

達のほか、ガイドブックの作成や説明会の開催により、啓発活動を推進した結果、受

託研究契約、共同研究契約、科学研究費補助金、特許権取得のいずれについても、毎
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年度、獲得件数を伸ばした。 

 ② リエゾン活動の活性化を図るための客員社会連携コーデネータの制度化等を行った

結果、共同研究契約について大きく伸ばすことができ、件数、獲得額共に法人化前に

比べ倍以上増加した。 

③ 外部資金に付随する間接経費について、新たな資金源としてその一部を全学共通経

費として管理し、教員評価の実施の財源に充てることを定め、具体には、教員個々の

意欲向上を図るため、獲得額に応じたインセンティブ(報奨)として、勤勉手当の成績

率に反映させる方法を制度化し、実施した。 

○○○○    財務情報財務情報財務情報財務情報にににに基基基基づくづくづくづく取組取組取組取組みみみみ実績実績実績実績のののの分析分析分析分析    

決算等において算出された数値等に関し様々な観点から比較検証を行い、自己の財務

状態等を把握することに努めており、客観的な評価データを用い独自の指標を作成し、

分析を行った。具体には、文部科学省が作成する「国立大学法人等17年度財務諸表(デ

ータ集)」及び「国立大学法人等の役職員の給与等の水準の概要(17 年度)」を基に、同

分類のグループである25国立大学法人間の比較を行い、安全性・効率性・収益性・成長

性・活動性の５分野について、全体で18項目の指標を作成し、併せてレーダーチャート

を用い、財務分析を行ったところである。その結果、本学は平均より高い評価の項目が

多数あり、財務の健全性において上位に位置しているとの分析結果が得られた。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    経費削減及経費削減及経費削減及経費削減及びびびび増収増収増収増収にににに向向向向けたけたけたけた具体的具体的具体的具体的取組取組取組取組みみみみ 

・水道料の抑制及び災害時のライフライン確保を目的に新たに整備した井水飲用化設備

について、19年度から運用開始し、約2,200万円の大幅な節減となった。 

・複写機、複合機の契約方式を見直し、単年度契約から複数年度(4 年間)契約への変更

や賃貸借料と保守料を包括するなど、現状比で大幅な節減が見込まれる新契約方式につ

いて、20年度からの導入を決定した。 

・外部資金の申請及び採択情報について、迅速かつ一元的に把握し、月別採択状況一覧

を学内ＨＰに掲載することで、外部資金獲得意識の啓発を図った。 

・企業等外部向けの本学全教員の研究シーズ集(613 ﾃｰﾏ)を作成し、本学ＨＰでの公開と

ともにCD-ROM版を作成し、多くの企業等に配布した。 

・附属病院の物流管理システムと管理会計システムの連動により、経営管理の医療材料

の購入や消費データ等の比較分析データを各診療科別に集計するなど、データベース化

による収支分析を行い、月別診療稼動額として公開することで競争的環境を醸成した。 

・附属病院の７:１看護の実施に向け、保育所の受入れ開始や20年度での看護師宿舎新

設(42戸)の決定など、看護師確保対策を強化した。 

○○○○    財務情報財務情報財務情報財務情報にににに基基基基づくづくづくづく取組取組取組取組みみみみ実績実績実績実績のののの分析分析分析分析    

18 年度決算に関し、他大学との指標比較や 16～18 年度決算の経年比較も組み込み、

財務報告書(平成18事業年度フィナンシャルリポート)」を作成し、これを用い教職員の

財務や運営状況への理解を促した。 

 

②②②②    人件費等人件費等人件費等人件費等のののの必要額必要額必要額必要額をををを見通見通見通見通したしたしたした財務計画財務計画財務計画財務計画のののの策定策定策定策定やややや適切適切適切適切なななな人員管理計画人員管理計画人員管理計画人員管理計画のののの策定等策定等策定等策定等をををを通通通通

じたじたじたじた、、、、人件人件人件人件費削減費削減費削減費削減にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ法人法人法人法人としてのとしてのとしてのとしての総合的総合的総合的総合的なななな観点観点観点観点からからからから戦略的戦略的戦略的戦略的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな資源資源資源資源

配分配分配分配分にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

人件費のシュミレーションを図る中で、17年度に策定した定員削減計画に基づき、18

年度に教員1名、事務系職員3名の定員削減を実施した。また、定年退職した事務職員

の後任には教室付職員を充て、当該教室付職員の後任を非常勤化するなどの異動方法の

工夫等による節減計画を企てた。さらに、諸手当の見直しによる削減や、アウトソーシ

ング化の検討を積極的に行い、早期の目標達成に向け取り組んだ。 

なお、これら人員管理計画を教職員に対し詳しく説明し、質問事項等についての対処

も行い、理解が得られるよう取り組んだ。また、毎年度、学長裁量による経費や定員措

置のほか、戦略的な予算配分方法や経費を設けるなど、その資源配分に取り組んだ。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

中期計画における総人件費改革を踏まえた人件費削減目標値達成計画に基づき、教員

２名と事務系職員３名の常勤定員を削減した。 

また、人件費削減策として、病院窓口業務のアウトソーシング化への移行拡大を 20

年度に実施することを決定したほか、定年退職する事務職員の後任に教室付職員を充て、 

その後任を非常勤職員により補完した。 

    

③③③③    従前従前従前従前のののの業務実績業務実績業務実績業務実績のののの評価結果評価結果評価結果評価結果のののの運営運営運営運営へのへのへのへの活用活用活用活用にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    資源配分資源配分資源配分資源配分にににに関関関関するするするする評価実施状況及評価実施状況及評価実施状況及評価実施状況及びびびび評価結果評価結果評価結果評価結果をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた見直見直見直見直しししし状況状況状況状況    

国立大学法人評価委員会の評価結果を受けて、直ちにＨＰに掲載し全学周知を行うと

ともに、大学評価本部長(学長)から各学部長等など全学に対して改善すべき課題を通知

し、評価結果を踏まえた年度計画策定の取組みを指示した。 

この指示により、各学部等は評価結果を認識して、各項目への取組みを行い、改善に

努めており、これに合わせ国立大学法人評価委員会からのコメントに適応する形式によ

り、年度計画に対応させた資料を作成し周知することで、活用への徹底を図った。 
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具体的指摘事項に対しては、改善に向け迅速に取り組んだところであり、 

①「科学研究費補助金等、競争的研究資金の獲得を向上させる方策について充実が期待

される」とのコメントに対し、全学対象の科研費説明会を２回から３回に増やし実施し

た。さらに、審査員経験教員による記載ポイント講習を行うなどの工夫をするとともに、

学内公募型研究経費(戦略的プロジェクト)の採択にあたり、競争的研究資金への申請及

び獲得状況を評価基準事項に追加することで、外部研究資金獲得の動機付け性格を鮮明

にした。 

また、研究支援・社会連携部を新設し、外部研究資金の獲得向上への体制を整備する

中で、申請書の書き方や内容チェックを行うなど、支援の充実を図った。 

さらに、教員個々の資金獲得への意欲向上を図るため、獲得額に応じたインセンティ

ブ(報奨)として、勤勉手当の成績率に反映させる方法を制度化し、実施した。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

従前と同様の方法により、本学の評価結果に関する学内への周知徹底を行い、併せて

他大学の評価結果の参照を促すとともに、これら評価結果の運営への活用について、大

学評価本部長が諸会議等の場を利用し啓発を図った。 

なお、18事業年度実績に対する具体的指摘事項はなかった 
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((3333))))    自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価及評価及評価及評価及びびびび当該状況当該状況当該状況当該状況にににに係係係係るるるる情報情報情報情報のののの提供提供提供提供 
①①①①    評価評価評価評価のののの充実充実充実充実にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○自己点検・評価及び第三者による外部評価を厳正に実施する。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○自己点検・評価の改善
に関する具体的方策 

○自己点検・評価の
改善に関する具体的
方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・大学評価本部を設置し、大学評価基本方針を定めた。 
・平成19年度に大学機関別認証評価を受審することとし、大学評価本部の下に
置く評価室を拡充し、自己点検・評価体制を充実させた。 
・「教員の個人評価」に関する基本方針などを定め、教員の個人評価を実施し、
評価結果の反映のための具体案作成の検討を開始した。 

 【56】あらゆる活動に関
して常時評価できる体
制として、大学評価本部
を立ち上げ、それぞれの
組織のＰＤＣＡが回せ
るよう、また、見直しの
ための情報を提供でき
る体制を整える。 

【56】独立行政法人
大学評価・学位授与
機構が行う認証評価
にあわせて、教育活
動を中心とした自己
点検・評価を引き続
いて実施する。また、
学外有識者による検
証結果、認証結果を
学内にフィードバッ
クする。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【56】・教育活動を中心とした自己点検・評価を大学評価・学位授与機構が行
う認証評価の受審にあわせて実施し、学外有識者による検証結果や認証評価結
果を学内にフィードバックした。 

・大学評価基本方針に沿っ
て、自己点検・評価及び第
三者機関による評価を実施
し、結果を大学運営や教育
研究の改善に活用する。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・平成19年度に大学機関別認証評価を受審することとし、自己点検・評価実施
方針を定め、各学部等の自己点検・評価を基に、大学全体の自己点検・評価を
実施した。 
・平成17年度から、学生による授業評価アンケートを年２回実施し、各教員の
教育活動にフィードバックし、改善点などを公表した。 

 

【57-1】独立行政法
人大学評価・学位授
与機構が行う認証評
価にあわせて、教育
活動を中心とした自
己点検・評価を引き
続いて実施する。 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【57-1】・教育活動を中心とした自己点検・評価を大学評価・学位授与機構が
行う認証評価の受審に併せて実施した。 

 

【57】自己点検・評価は
必要に応じて、学生によ
る授業評価は２年に一
度実施する。 

【57-2】学生による
授業評価を引き続き
実施し、結果を授業
改善策としてフィー
ドバックし、次年度
の電子シラバスで公
表する。 

Ⅳ 

Ⅳ 【57-2】・引き続き、学生による授業評価（記述式とマークシート）を６月と
12月に実施し、結果を学生にフィードバックするとともに、改善点をシラバス
で公表した。また、教員自らが授業の長所や改善点を確認できるシステムとす
るため、次年度から各学期の中間期（記述式）と期末（マークシート）に実施
することを決定した。 
・カリキュラムや教育方法などの教育システムの改善を図るため、卒業生・修
了生にアンケート調査を実施した。 

・中期目標期間評価に伴い、
中期目標・中期計画の達成
状況の自己点検・評価を実
施する。 
・引き続き学生による授業
評価を前・後期に実施して、
結果をフィードバックし、
改善策を電子シラバスで公
表する。また、授業評価ア
ンケートは、一層の授業改
善に資するよう評価方法・
評価項目等の検証を実施す
る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・評価基本方針を策定し、評価結果を社会に公表し、学内の教育・研究にフィ
ードバックするシステムを構築した。 
・大学機関別認証評価の受審に併せて行った自己点検・評価の結果を学内にフ
ィードバックし、各種改善や見直しを進めることにより、ＰＤＣＡの確立を図
ることとした。 

 【58】大学評価の結果に
ついては、社会に公表
し、学内の教育・研究に
フィードバックする。 

【58】独立行政法人
大学評価・学位授与
機構が行う認証評価
にあわせて、教育活
動を中心とした自己
点検・評価を引き続
いて実施する。また、
学外有識者による検
証結果、認証結果を
学内外に公表し、大
学運営や教育研究に
フィードバックす
る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【58】・教育活動を中心とした自己点検・評価を大学評価・学位授与機構が行
う認証評価の受審に併せて実施し、評価結果を学内外に公表するとともに学内
にフィードバックし、今後の教育活動改善に役立てた。 

・大学評価基本方針に沿っ
て、自己点検・評価及び第
三者機関による評価結果を
公表するとともに、大学運
営や教育研究にフィードバ
ックする。 
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○評価結果を大学運営
の改善に活用するため
の具体的方策 

○評価結果を大学運
営の改善に活用する
ための具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・大学評価基本方針を定め、教員の個人評価や、学生の授業評価アンケートの
結果に基づいた顕彰や、改善勧告や改善計画の提出などを実施した。 
・教員の個人評価を実施するため、教育研究活動のデータベース化を実施し、
評価結果を顕彰や改善などへ反映させる具体策の検討を開始した。 

 【59】評価結果に基づき
改善勧告及び顕彰を行
い、改善計画の提出を求
め、改善状況のフォロー
アップを行う現行の評
価システムをさらに充
実する。 

【59】独立行政法人
大学評価・学位授与
機構が行う認証評価
にあわせて、教育活
動を中心とした自己
点検・評価を引き続
いて実施する。また、
学外有識者による検
証結果、認証結果を
学内外に公表し、大
学運営や教育研究に
フィードバックす
る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【59】・教育活動を中心とした自己点検・評価を大学評価・学位授与機構が行
う認証評価の受審に併せて実施し、評価結果を学内外に公表するとともに学内
にフィードバックし、今後の教育活動改善に役立てた。 

・「教員の個人評価」を引
き続き実施し、必要に応じ
て活動改善報告による改善
状況の確認や、顕彰を実施
するほか、大学評価基本方
針に沿って、自己点検・評
価及び第三者機関による評
価結果を、大学運営や教育
研究の改善に活用し、評価
システムの充実を図る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・教育研究活動をデータベース化し、教員の個人評価に活用できるようにシス
テム化した。 
・大学運営データベースを構築し、大学が有するあらゆる資料を一元的に収集
・管理するシステムを構築した。 
・大学運営データベースや教育研究活動データを、大学評価・学位授与機構の
大学情報データベースや、科学技術振興機構の研究開発支援ディレクトリに活
用できるよう、項目や設定などの見直しを図った。 

 【60】点検・評価に必要
な各種データベースを
一元的に収集・管理する
システムを構築する。 

【60】既に構築した
教育研究活動データ
ベースについて、よ
り効果的に点検・評
価等(教員の個人評
価)に活用できるよ
う、関係部署と連携
してシステムの運用
を図る。 

Ⅲ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【60】・教育研究活動ＤＢを教員評価支援システムに、効果的に活用できるよ
う関係部署から要望を聴取し、安定運用を進めた。 

・引き続き、教育研究活動
データベースにより教員の
諸活動を一元的に収集・管
理する。また、大学評価・
学位授与機構が運営する大
学情報ＤＢに情報を提供す
る。これらによってデータ
ベースを一元的に収集・管
理するシステムを強化す
る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・平成15年度に認証取得したＩＳＯ14001の認証範囲を、平成16年度には医学
部キャンパスと附属小学校、附属養護学校に、平成18年度には附属中学校、幼
稚園にも拡大し、継続した環境活動を実施した。 
・外部講師による内部監査員養成講習会を開催し、学生を含む155名が資格取
得者となり、定期的な内部監査の実施や、学生への環境教育を実施した。 

 【61】ＩＳＯ14001の推
進・維持を行うことによ
り、学内の環境活動の評
価の充実に努める。 

【61】ＩＳＯ14001に
対応した環境マネジ
メントマニュアルの
随時見直しなど、よ
り効果的な推進体制
を整備し、学生への
環境教育の充実を図
る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【61】・委員会組織を整理・統合し、より機動的な推進体制を整備した。また、
環境マネジメントマニュアルを随時見直した。 
・外部講師による内部監査員養成講習会を開催し、学生を含む38名が内部監査
員の資格を取得し、116名が資格取得者となった。 
・全学共通教育科目のテーマ別教養科目の中で、ＩＳＯに関連した環境に関す
る授業科目を引き続き開講した。また、「大学基礎オリエンテーション」の中
で環境教育を含んだ授業を実施し、環境科目の講義・実習のカリキュラム説明
及び甲府市から実際のゴミの出し方などのガイダンスを実施した。 

・引き続き、ＩＳＯ14001
に対応した環境マネジメン
トマニュアルの随時見直し
など、より効果的な環境改
善推進体制を整備するとと
もに、学生への環境教育の
充実を図る。 

 

 

 ウェイト小計   
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((3333))))    自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価及評価及評価及評価及びびびび当該状況当該状況当該状況当該状況にににに係係係係るるるる情報情報情報情報のののの提供提供提供提供    
②②②②    情報公開等情報公開等情報公開等情報公開等のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○大学の情報を積極的に公開・提供する。 
○戦略的な広報手段・体制の確立を図る。 
○情報公開法の効率的・効果的な対応を図る。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○大学情報の積極的な
公開・提供及び広報に関
する具体的方策 

○大学情報の積極的
な公開・提供及び広
報に関する具体的方
策 

  

  

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・教育研究活動をデータベース化し、教員の個人評価に活用できるようにシス
テム化した。 
・大学運営データベースを構築し、大学が有するあらゆる資料を一元的に収集
・管理するシステムを構築した。 
・大学運営データベースや教育研究活動データを、大学評価・学位授与機構の
大学情報データベースや、科学技術振興機構の研究開発支援ディレクトリに活
用できるよう、項目や設定などの見直しを図った。 

 【62】大学情報のデータ
ベース化を含め、速やか
に公開できるシステム
の構築を図る。 

【62】・教育研究活
動データベースのデ
ータと独立行政法人
科学技術振興機構研
究開発支援総合ディ
レクトリ(ReaD)との
データ交換等につい
て、同機構と調整す
る。 
・ＪＳＯＸに対応で
きる体制の整備に着
手するほか、業務処
理効率の向上のため
に情報技術や情報シ
ステムの活用につい
て調整する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【62】・教育研究活動データベースのデータを独立行政法人科学技術振興機構
研究開発支援総合ディレクトリ(ReaD)とのデータ交換のため、ReaDに合わせた
データ書き出しが行えるようシステムを追加修正することとした。 
・ＪＳＯＸ等を視野に入れた体制の整備について引き続き検討することとし
た。業務処理効率の向上のために情報技術や情報システムの活用について調整
を各部署に呼びかけた。 

・教育研究データベースの
外部提供の自動化システ
ム、及び独立行政法人科学
技術振興機構研究開発支援
総合ディレクトリ（ReaD）
へ提供するデータ抽出の自
動化システムの構築を推進
し、大学・情報のデータベ
ース化と、これを公開する
システムの強化を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・情報セキュリティポリシーとその実施手順書を定め、説明会や掲示板を通じ
て学生や教職員に周知した。 
・ＢＳＡ（ビジネス・ソフトウエア・アライアンス：業務用ソフトウェアの著
作権監視団体）の国立大学法人支援プログラムへ参加し、平成18年度は事務系
職員と附属学校のソフトウェア調査を実施し、継続的なソフトウェア管理台帳
作成に着手した。 

 【63】大学の保有する情
報の特性を最大限考慮
し、必要なデータが提供
できる情報管理の在り
方を研究、確立する。 

【63】情報セキュリ
ティポリシーとその
実施手順書の見直し
を行いつつ、外部へ
の情報発信が行える
システム管理体制を
整備する。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【63】・情報セキュリティポリシーとその実施手順書の見直しに着手し、外部
への情報発信が行えるシステム管理体制を一元化することにより確立した。 

（19年度に実施済みのた
め、取組予定なし） 
 
 
 
 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・大学広報のあり方をコンサルタント会社の調査を基に検討し、ＨＰの改善を
図った。 
・アクセスカウンターによりＨＰの閲覧状況を確認し、閲覧が多い分野での情
報提供の充実や、入試情報の提供など、継続した改善を実施した。 

 【64】ＨＰ等の充実を図
り、積極的に大学情報の
発信を行う。 

【64】ＨＰ解析デー
タに基づき、大学関
係者の紹介ページを
充実するなど、大学
情報を積極的に発信
し、閲覧者の増加を
図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【64】・ＨＰ解析データに基づき、「ナシダイ仕事人」コーナーを新たに設け、
本学卒業生の活躍を紹介するなど、ＨＰを充実させたほか、受験産業出版社の
ＨＰに大学紹介の広告を掲載し、本学ＨＰへの誘引を図ったため、閲覧者が増
加した。 

・トピックスやイベント情
報など、ＨＰで大学情報を
積極的に発信するととも
に、英語版を充実させ、引
き続き閲覧者の増加を図
る。 

 

 

○戦略的な広報手段・体
制の確立を図る具体的
方策 

○戦略的な広報手段
・体制の確立を図る
具体的方策 

  
  

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学長に直属した広報室を設置し、外部の専門家の意見も参考に広報戦略（ア
クションプラン）を策定した。 
・広報資料の見直しを進め、広報誌の作成の一元化や、作成時期・内容などを
一新した大学案内を作成することとした。 

 【65】広報手段・体制を
見直し、将来必要とされ
る戦略的な広報活動の
研究を行い、新たな広報
体制を確立する。 

【65】「大学案内」
の配付場所、配付方
法等について検討す
るとともに、学生へ
のアンケート調査を
行い、内容の充実を
図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【65】・大学案内を高校訪問や講演会・セミナー等の開催にあわせ関係者に幅
広く配付した。 
・オープンキャンパス参加者及び県内高校の進路指導教員に対し、大学案内及
び広報誌Ｖｉｎｅについてのアンケート調査を実施した。アンケート結果に基
づき、2008年度版に反映させることとした。また、本学が世界に誇れる研究施
設であるワイン科学研究センター、クリスタル科学研究センター、クリーンエ
ネルギー研究センターについて、大学案内の説明内容を充実させることとし
た。 

・大学案内等に関するアン
ケート調査の結果等に基づ
き、更なる内容の充実を図
るとともに、広報手段と広
報体制の充実を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・ＨＰの閲覧解析ソフトを導入し、閲覧状況を詳細に把握し、問題点の抽出を
実施し、各種広報手段の検討を開始した。 

 【66】効果的な広報活動
についての検証を行う
ための評価システムの
研究を行う。 【66】ＨＰの閲覧状

況調査を引き続き実
施するとともに、学
外者からＨＰに関す
る意見を求めるため
の広報活動検証シス
テムを試行する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【66】・ＨＰの閲覧状況調査を引き続き実施した。また、広報活動検証システ
ムの試行として、アンケート調査により、マスコミ関係者等に本学広報に対す
る意見を求めた。 

・ＨＰの閲覧状況調査と学
外からの意見聴取を引き続
き実施し、広報活動評価シ
ステムの検証を行う。 

 

 

○情報公開法の効率的
・効果的な対応を図る具
体的方策 

○情報公開法の効率
的・効果的な対応を
図る具体的方策 

  
  

  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・文書管理システムの更新を行い、より現状に即した管理方法に改めた。 
・情報公開請求のオンライン化は、請求件数が少ないことから、当面の導入を
見送り、今後の状況に応じて対応することとした。 

 【67】情報公開法に基づ
く開示請求に即応でき
る行政文書等の文書管
理システムを確立する。 

【67】(16・17・18年
度に実施済みのた
め、19年度は年度計
画なし） 

Ⅲ 

 （平成19年度の実施状況） 
【67】 

(16・17・18年度に実施済み
のため、取組予定なし） 

 

 

ウェイト小計    
 
 ウェイト総計   

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
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(３) 自己点検・評価及び情報提供 

 

 

１１１１．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    評価実施体制評価実施体制評価実施体制評価実施体制のののの構築構築構築構築    

大学憲章に基づいた大学像を目指して、戦略的な改革を積極的に推し進め、適切で効

果的な大学評価を実施するために、大学評価本部を設置し「評価基本方針」の策定を行

い、適宜見直しを図る中で方向性を示したほか、評価室を設置して各評価の実施体制を

構築した。 

○○○○    評価結果評価結果評価結果評価結果のののの反映反映反映反映へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ及及及及びびびび情報発信情報発信情報発信情報発信のののの取組取組取組取組みみみみ    

「認証評価に併せて行う自己点検・評価実施方針」を策定し、学内の自己点検・評価結

果を実施したほか、「教員の個人評価方針」を定め、教員評価を実施し、評価結果を反映

する具体策の検討に取り組んだ。なお、当該教員評価の実施にあたり、教育研究活動デ

ータベースと教員評価システムを構築し、学外公開用の「研究者総覧」への連結を行う

など、情報公開にも取り組んだ。 

○○○○    事務系職員事務系職員事務系職員事務系職員のののの人事評価人事評価人事評価人事評価のののの実施実施実施実施    

事務系職員の人事評価について、「職員の人事評価に関する規程」を策定し、自己評価

と上司評価に加え、管理職員には複眼的視点として部下評価を追加して実施し、19年度

の給与から評価結果を反映することとした。 

○○○○    学生学生学生学生によるによるによるによる授業評価授業評価授業評価授業評価のののの実施実施実施実施 

学生による授業評価は、これまで２年に一回実施してきたが、17年度の授業評価から

授業の改善への実効性を伴うものになるように、毎年６月と12月の２回実施して、その

結果を直ちに各教員にフィードバックして、授業改善を図るとともに、自己点検・自己

評価を含めた教員評価にもその内容を反映させたほか、電子シラバスに公表するなど学

生へのフィードバックを図ってきた。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    改善課題等改善課題等改善課題等改善課題等のののの検証検証検証検証のののの徹底徹底徹底徹底    

教育活動を中心とした自己点検・評価を大学評価・学位授与機構が行う認証評価の受

審に併せて実施し、当該受審により得られた、学外有識者による検証結果や認証結果を

基に、改善すべき課題等について検証し、その内容を踏まえ、以後の年度計画策定に取

り組むよう大学評価本部長(学長)から通知するとともに諸会議等の際に指示することで、

フィ-ドバックを徹底した。 

○○○○    学生学生学生学生によるによるによるによる授業評価授業評価授業評価授業評価のののの改善改善改善改善、、、、充実充実充実充実 

学生による授業評価を継続して実施したほか、平成 20 年度から各学期の中間期

及び学期末に、原則としてすべての科目を対象に２回実施し、中間期については自

由記述とし、その結果を速やかに各教員にフィードバックして、各教員はそれを受

けて残りの授業改善を図る。また、教員自らが授業の長所や改善点を確認できるよ

う、学期末についてはマークシート方式として授業改善に資する情報の収集・分析・

検証を行って、教員自らが授業の長所や改善点を確認できるようにするなど実施時

期等を変更することを決定した。 

○○○○    教員教員教員教員のののの個人評価結果個人評価結果個人評価結果個人評価結果にににに係係係係るるるる反映方針反映方針反映方針反映方針のののの策定策定策定策定 

教員の個人評価結果に基づく、具体の反映策について検討を行い、優秀教員への表彰

状授与、勤勉手当の成績区分への反映、教育研究経費の配分の事項を設けることとする

反映方針を定め、20年度から実施することを決定した。 

 

２２２２．．．．共通事項共通事項共通事項共通事項にににに係係係係るるるる取組状況取組状況取組状況取組状況 

①①①①    情報公情報公情報公情報公開開開開のののの促進促進促進促進にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    戦略的広報体制戦略的広報体制戦略的広報体制戦略的広報体制のののの構築構築構築構築によるによるによるによる情報発信情報発信情報発信情報発信    

情報発信の統一化、能動化を図るため、18 年 10 月から学長を広報室長とした新体制

として広報委員会を設置し、大学広報の中に入試広報を取り込んだ戦略的な広報体制を

整備した。この体制の下、コンサルタント会社による広報活動の効果測定調査結果を基

に対応策を協議し、外部専門化の意見も取り入れ広報戦略(アクションプラン)を策定し

た。また、マスコミ関係者との対応に関する「マスコミ対応マニュアル」の作成を行う

ことで、大学のイメージアップを図り、さらに、「学長オフィスアワー」の中に、マスコ

ミ関係者用の時間帯を設けるなど、大学の活動状況を積極的に発信した。なお、発信に

あたっては、ＨＰの臨機のリニューアルのほか、アクセスカウンターによりＨＰでの閲

覧状況を確認し、閲覧が多い分野での情報提供の充実を図るなどの工夫を行った。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    情報発信情報発信情報発信情報発信のののの促進促進促進促進のためののためののためののための取組取組取組取組みみみみ 

外部への情報発信促進のため、システム管理体制の一元化を決定する中で、情報セキ

ュリティポリシーとその実施手順書の見直しに着手した。 
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 また、ＨＰの解析データに基づき、「ナシダイ仕事人」コーナーを新たに設け、本学卒

業生の活躍を紹介するなど、ＨＰを充実させたほか、広告会社のＨＰに大学紹介の広告

を掲載し、本学ＨＰへの誘引を図った結果、閲覧者が増加した。 

さらに、大学案内を高校訪問や講演会・セミナー等の開催に合わせ関係者に幅広く配

付した。 

○○○○    情報発信方法情報発信方法情報発信方法情報発信方法のののの充実充実充実充実へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ 

オープンキャンパス参加者及び県内高校の進路指導教員に対し、大学案内及び広報誌

Vineについてのアンケート調査を実施し、このアンケート結果を、2008年度版に反映さ

せることとした。 

また、広報活動検証システムの試行として、マスコミ関係者等に本学広報に対する意

見等に関するアンケート調査を実施した。 

 

③③③③    従前従前従前従前のののの業務実績業務実績業務実績業務実績のののの評価結果評価結果評価結果評価結果のののの運営運営運営運営へのへのへのへの活用活用活用活用にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    資源配分資源配分資源配分資源配分にににに関関関関するするするする評価実施状況及評価実施状況及評価実施状況及評価実施状況及びびびび評価結果評価結果評価結果評価結果をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた見直見直見直見直しししし状況状況状況状況    

国立大学法人評価委員会の評価結果を受けて、直ちにＨＰに掲載し全学周知を行うと

ともに、大学評価本部長(学長)から各学部長等など全学に対して改善すべき課題を通知

し、評価結果を踏まえた年度計画策定の取組みを指示した。 

この指示により、各学部等は評価結果を認識して、各項目の取組みを行い、改善に努

めており、これに合わせ国立大学法人評価委員会からのコメントに適応する形式により、

年度計画に対応させた資料を作成し周知することで、活用への徹底を図った。 

具体的指摘事項に対しては改善に向け迅速に取組んだところであり、主な事項として 

①「構築された評価システムにしたがって自己点検・評価を実施し、大学運営への活用

を実際に行っていくことが急がれる」とのコメントに対し、「認証評価に併せて行う自己

点検・評価実施方針」を策定し、学内の自己点検・評価結果を実施したほか、「教員の個

人評価方針」を定め、教員評価を実施し評価結果を反映する具体策の検討に取り組んだ。 

②「継続的に授業評価の活用を図っていくことが期待される」とのコメントに対し、学

生による授業評価を年2回実施し、各教員に評価結果をフィードバックして、授業改善

を図り、教員評価にもその内容を反映させるとともに、電子シラバスに公表するなど学

生へのフィードバックを図った。 

③「大学が所有する各種情報のデータベース化の検討を加速して自己点検・評価に活用

されることが期待される」とのコメントに対し、教育研究活動をデータベース化すると

ともに、教員の個人評価に対応させるシステムを構築し、「研究者総覧」への連結を行う

ことで、学外への情報提供にも繋げるなど改善を図った。 

④「戦略的広報について、調査検討の段階に止まっているため、検討の加速が望まれる」

とのコメントに対し、学長に直属した広報室を設置し、外部の専門化からの提案、意見

を取り入れる中で、広報戦略(アクションプラン)を策定した。また、広報資料の見直し

に取り組んだ結果、広報誌作成を一元化し、作成時期、内容などをリニューアルした新

たな「大学案内」の完成に繋げた。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

従前と同様の方法により、本学の評価結果に関する学内への周知徹底を行い、併せて

他大学の評価結果の参照を促すとともに、これら評価結果の運営への活用について、大

学評価本部長が諸会議等の場を利用し啓発を図った。 

なお、18事業年度実績に対する具体的指摘事項はなかった。 
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((4444))))    そのそのそのその他業務運営他業務運営他業務運営他業務運営にににに関関関関するするするする重要事項重要事項重要事項重要事項 
①①①①    施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの整備整備整備整備・・・・活用等活用等活用等活用等にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
 
期期期期 
 
目目目目 
 
標標標標 

○良好なキャンパス環境を形成するための基本方針 
・基礎的研究分野とともに世界水準に対応する新分野の教育研究環境の整備を行い、教育研究の活性化・社会貢献を推進する。 
・計画的な施設・設備の整備と既存施設の有効活用を図る。 
・豊かな心と独創性をもち、国際社会・地域社会に貢献できる人材を養成する場として潤いのあるキャンパス環境の整備を行う。 
・先端医療に対応した附属病院施設の整備と、地域高度医療施設のさらなる充実を図る整備を計画的に行う。 
・施設・設備の効率的運用のため、老朽化建物・設備の維持管理、施設のスペース管理、土地の有効利用を図る。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○施設等の整備に関
する具体的方策 

○施設等の整備に関す
る具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・施設の運用管理ルールを改正して学内全ての施設を有期貸与方式による使用
許可方式とし、利用実態の把握により学長裁量スペースの確保と、有効活用を
可能とした。 
・施設実態調査を行い、５ヵ年の営繕計画を策定し、これに沿って整備を進め
た。また実施結果をまとめ、学内に発信した。 
・施設マネジメントの確立に向け、施設系を理事・学長直結体制とした。 

 【68】施設の品質・供
給・財務を統括した施
設運営管理体制を確
立し、教育研究の基盤
となる施設の効率的
・効果的運用を目指し
た施設マネジメント
を推進する。 【68】施設マネジメン

ト計画を基に、引き続
き施設マネジメントを
推進する。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【68】・施設・スペースの施設利用実態調査を実施し、ハード面も含めた既存
施設の点検評価を行った。 
・施設整備事業において施工計画・品質管理を考慮し、４発注事業を総合評価
落札方式により実施した。 
・発注において電子入札方式など、競争的環境の醸成に努め、コスト削減を実
現した。 
・目的積立金による整備計画案、甲府キャンパス環境整備計画など、長期計画
を踏まえた各種企画立案を行った。 

・理事・学長に直結する施
設マネジメント実施体制を
基に、施設機能維持保全と
整備、スペースの効率的運
用管理、コスト削減など施
設マネジメントの一層の推
進を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
･将来予想される医学部キャンパス施設の老朽改善に備えるため、当面の課題
を甲府キャンパスの修学環境整備などに重点を置くとしたキャンパス施設整
備計画を策定し、計画に沿った施設基本機能の維持保全を実施した。 

 【69】教育研究の進展
に対応し長期・中期の
施設整備計画を策定
する。 

【69】施設の中長期計
画の見直しを随時行
い、教育研究の進展を
踏まえつつ、時代に対
応した施設整備計画の
策定及び見直しを行
う。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【69】・施設の中長期計画を見直し、医学部キャンパスの施設老朽化、甲府キ
ャンパス施設基本機能再生整備を含めた施設整備計画を立案した。 
・附属病院再開発計画と合わせ、医学部施設の再編計画の検討を進めた。 
・全学教育・研究施設・スペースの使用実態調査を行い、有効活用のための基
礎資料として報告書をまとめ、全学に発信した。 
・甲府キャンパスのＢ1号館改修事業による移転工事に伴い空室となった研究
実験室等を学長裁量スペースとして確保した。 

・施設中長期計画に基づき、
甲府キャンパス施設の基本
機能を確保・整備するとと
もに、医学部キャンパス整
備計画の策定を進め、教育
研究の進展に対応する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・大学院医学工学総合研究部・教育部のための整備計画を推進するため、附属
病院整備計画と連携した整備計画の検討を進めた。 
・大学院生用スペースを医学部キャンパス講義実習棟に確保した。 
・学内全ての施設を有期貸与方式による使用許可方式とし、学長裁量スペース
の確保が可能となり、既存スペースの有効活用を図った。 

 【70】大学院医学工学
総合研究部・教育部の
ための教育研究棟の
整備計画の推進に努
める。 

【70】教育・研究の進
展を踏まえつつ、引き
続き医学工学総合研究
部・教育部のための整
備計画の推進を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【70】・附属病院再開発計画と合わせ、既存西病棟の一部を大学院医学工学総
合研究部・教育部のためのスペース確保を含め、既存施設の有効活用に向け検
討を進めた。 

・医学部附属病院再開発計
画と合わせ、既存西病棟の
一部を、大学院医学工学総
合研究部・教育部のための
スペースに有効活用する再
編整備計画を推進する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・施設整備の新たな整備手法として、甲府キャンパスに全額業者負担によるコ
ンビニエンスストアを、医学部キャンパスに内装のみ業者負担のコーヒーショ
ップと、一部21世紀財団の補助金を受けた保育所を整備した。 
・節減額を返済原資として学内資金を借用した井水飲用化設備を設置した。 

 【71】ＰＦＩ事業等、
施設整備の新たな整
備手法の導入につい
て検討する。 

【71】ＰＦＩを含め、
すでに実現したコンビ
ニや保育所等、施設整
備の新たな整備手法に
ついて、引き続き調査
・検討を行い実現可能
な事業については、推
進を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【71】・目的積立金を活用した有料看護師宿舎、職員宿舎、学生寮の増改修計
画を企画立案した。 
・山梨県、経済産業省（新エネルギー・産業技術総合開発機構）と連携した燃
料電池関係の実用化研究施設の実現に向け検討を進めた。 

・目的積立金を活用した有
料看護師宿舎や職員宿舎、
学生寮の整備を推進すると
ともに、外部資金等を活用
した研究施設の整備を図
る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・キャンパス整備計画を策定し、修学環境の環境整備に重点を置いた取組みを
実施し、案内板や講義室、トイレなどの改修を実施した。 
・安全とともに、環境への意識を高めるため、ハイブリッド型の外灯を設置し
たほか、コンビニエンスストアやコーヒーショップを誘致した。 
・学生と教職員による学内環境美化運動として、毎月１回の清掃作業を実施し
た。 

 【72】教育研究の場と
して、また、生活の場
として、活気に満ち、
かつ魅力あるキャン
パス環境の実現を図
る。 

【72】キャンパス整備
計画に基づき、講義室
改修や植栽整備など修
学環境改善を継続して
推進する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【72】・キャンパス整備計画に基づき、甲府キャンパスのＬＣ号館・Ｋ号館 講
義室、Ｊ号館・Ａ２号館トイレの改修、キャリアセンター設置に伴う施設改修
等行った。 
・甲府キャンパス修学環境整備の一環として旧守衛所の解体撤去、ＡＴＭの移
設を行い学生交流スペースの充実を図った。 
・目的積立金を活用した老朽化の著しい学生寮の増改修計画を企画立案した。 
・教職員による構内環境美化運動を推進し、毎月１回構内一斉にゴミ拾いを引
き続き実施した。 

・魅力あるキャンパス環境
の充実に向け、甲府キャン
パスにおいては基幹・環境
整備による機能改善や正門
周辺整備など、医学部キャ
ンパスにおいては植栽環境
整備などを推進する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・全学の状況を調査し、施設・設備の改善整備計画を策定した。 
・この整備計画に基づき、身障者トイレ改修等のバリアフリー化やスロープ設
置などを盛り込み、順次整備した。 

 【73】バリアフリーに
配慮した施設・設備の
見直しを行い、ユニバ
ーサルデザインを念
頭に施設整備を行う。 【73】法律に基づいた

整備計画により、バリ
アフリー化を進める。 

  

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【73】・バリアフリー化を図る整備計画に基づき、甲府キャンパスのＢ２号館
及びワイン科学研究センターに身障者兼用エレベーターを設置した。さらに、
Ｔ１号館に自動ドアを、クリスタル科学研究センターにスロープを取り付け、
医学部キャンパス附属病院の便所に身障者用補助バーを取り付けると共に、床
の段差解消を実施した。 

・施設・設備の改善整備計
画に基づき、バリアフリー
対策を引き続き積極的に実
施する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・平成18年度に附属病院病棟の耐震補強工事を実施、安全・安心な病棟が実現
した。 
・附属病院の再開発整備計画の策定に向け、平成18年度にＷＧを設置して検討
を開始した。 

 【74】病棟改修等を含
めた耐震性能を確保
し、より快適で高度先
進医療を提供できる
先端的医療に対応し
た病院再整備計画の
推進に努める。 

【74】既存病棟耐震化
の実現を受け、さらに
高度先進医療を提供で
きる先端的医療に対応
した病院再整備計画を
引き続き推進する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【74】・高度先進医療を提供できる先端的医療に対応した病院再開発整備計画
(案）を作成し、他大学の実態調査を受け、医師を含めたＷＧで検討を進め、
文部科学省と協議を行った。 

・病院再開発整備計画を引
き続き推進する。 

 

 



山 梨 大 学 

 - 55 - 

○施設等の有効活用
及び維持管理に関す
る具体的方策 

○施設等の有効活用及
び維持管理に関する具
体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・財務常置委員会に施設マネジメント専門委員会を設置し、定期的な利用状況
調査や、調査結果に基づく改善計画の提案を行い、施設の有効活用を図った。 
・稼働率が低く老朽化していた福利厚生施設を廃止したほか、職員宿舎を留学
生宿舎に転用した。 
・施設の運用管理ルールを改正して学内全ての施設を有期貸与方式による使用
許可方式とし、利用実態の把握により学長裁量スペースの確保と、有効活用を
可能とした。 

 【75】既存施設の点検
評価を定期的に実施
し、全学共通スペース
の確保等、既存施設の
有効活用を施設マネ
ジメントの一環とし
て推進する。 

【75】施設マネジメン
ト計画を基に、学長裁
量スペースの確保等、
施設の有効活用など施
設マネジメントを推進
する。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【75】・施設・スペースの使用実態調査を実施し、ハード面も含めた既存施設
の点検評価を行った。 
・教育・研究スペースの利用状況図を学内イントラに掲載し、情報公開を行っ
た。 
・甲府キャンパスのＢ１号館改修事業による移転工事に伴い空室となった研究
実験室等を学長裁量スペースとして確保した。 
・医学部キャンパスの実験準備室の一部を共同利用の培養室に改修し、効率的
運用を行った。 

・施設の利用実態調査の結
果を踏まえた施設マネジメ
ント計画に基づき、学長裁
量スペースの確保や有効活
用など施設マネジメントを
推進する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
･施設実態調査の結果を基に５ヵ年の改善整備計画を策定し、老朽施設の解消
に取組んだほか、施設の経過年数が集中している医学部キャンパスへの今後の
対応を考慮し、優先的に甲府キャンパスの施設機能改善整備を実施した。 
・冷暖房設備の実態調査など棟別現況調査を実施して基幹環境整備計画を策定
したほか、附属病院施設の法定定期報告を自前で行うなどコスト削減を図っ
た。 

 【76】既存施設・設備
の老朽度など現状把
握に努め、予防保全を
図ることなどにより、
施設の長寿命化を推
進する。 

【76】施設・設備の老
朽度など現状把握に努
めるとともに、施設改
善整備計画に基づき、
計画的、一元的執行を
推進する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【76】・施設・設備の老朽度等の把握に努め、営繕工事５ヵ年計画を随時見直
しつつ、学内のコンセンサスを得て執行した。 
・建築基準法に基づく建物法定定期報告に合わせ、施設の実態調査を実施した。 
・宿舎の手すりや外灯の現状調査を実施し、老朽化した宿舎の改修計画を立案
した。 
・医学部キャンパスの停電時等の緊急時対応用の自家発電機の分解整備を実施
し、予防保全を図ることにより長寿命化を推進した。 

・施設・設備の現状把握に
努め、営繕事業５ヵ年計画
の随時見直しにより引き続
き予防保全を図るととも
に、キャンパス基幹・環境
整備事業を推進し、施設基
本機能の維持保全・長寿命
化を図る。 
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  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・甲府キャンパスで、学生の夏季休業中３日間の一斉休業日の設定や、電力契
約の見直しを図って光熱水料の節減（約22万円）や、電力契約について東京電
力㈱と協議・見直し、削減（約440万円）を図った。 
・医学部キャンパスで、ボイラー設備の燃料の、高騰している重油から都市ガ
スへの切り替えによる節減（約4,800万円）や、井水を飲用化するための設備
を学内資金で設置して次年度以降の大幅なコスト削減（約2,800万円）が可能
となった。 

 【77】施設・設備の維
持保全において、エネ
ルギー管理や契約方
法の改善等及び全学
的に情報公開を行う
ことによりコスト削
減に努める。 

【77】施設・設備の維
持保全において、エネ
ルギー使用実態の把握
と公表を随時行うとと
もに、保全業務の一元
化によるスケールメリ
ットや電子入札の活用
などコスト削減に努め
る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【77】・施設保全業務の一元管理によるスケールメリット化を推進するため、
電気・機械設備運転管理業務にファンコイル清掃、受水槽清掃を取り込みコス
ト縮減を図った。 
・医学部キャンパスのエネルギー使用状況を学内イントラに公表し、省エネ意
識の向上を図った。 
・医学部キャンパスにおいて運用開始した井水飲用化システムにより、上水料
金約2,200万円の削減を図った。 
・電子入札の活用により、コスト削減を図った。 
・電気・機械設備運転管理業務の複数年契約を実施し、３年で約400万円のコ
スト縮減を図った。 
・公共下水道への排水水質分析を一元化し、約30万円/年のコスト縮減を図っ
た。  

・保全業務の一元化やアウ
トソーシング、省エネルギ
ー化の推進、契約方法の工
夫などにより、引き続きコ
スト削減に努める。 

 

 

 ウェイト小計   
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ⅠⅠⅠⅠ    業務運営業務運営業務運営業務運営・・・・財務内容等財務内容等財務内容等財務内容等のののの状況状況状況状況    
((((4444))))    そのそのそのその他業務運営他業務運営他業務運営他業務運営にににに関関関関するするするする重要事項重要事項重要事項重要事項    
②②②②    安全管理安全管理安全管理安全管理にににに関関関関するするするする目標目標目標目標    

 

中中中中    
    

期期期期    
    

目目目目    
    

標標標標 

○実験・実習・実技に関する安全管理のための基本方針 
・安全教育、事故予防措置等について安全計画を策定し、周知、徹底を図る。 
○職員の安全管理のための基本方針 
・職員の安全と健康管理を図る。 
○学生の課外活動等に関する安全管理のための基本方針 
・サークル等の日常的な活動の適正かつ安全な運営を図る。 
○構内における学生の身体・財産等に関する安全管理のための基本方針 
・危機管理に対する対策を立て、安全なキャンパスづくりを目指し、防犯体制の実施及び地域との協力体制を確立し、学校施設の安全管理を策定する。 
○労働安全衛生法を踏まえた安全管理のための基本方針 
・薬品、放射線、廃棄物等の管理体制、安全教育のシステムを確立する。 
○附属病院における安全管理のための基本方針 
・医療事故防止対策、感染防止対策、防災対策に努め、医療従事者と患者との信頼関係を維持する。また、医療安全対策、感染対策、防災対策を総括して管理す
る機関を構築し、各対策が効率よく達成できるように努める。 

 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成19年度計画 

中
期 

年
度 

平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 
中
期 

年
度 

○学生等の安全確保
等に関する具体的方
策 

○学生等の安全確
保等に関する具体
的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・「時間外緊急事態発生時の学内緊急連絡の手引き」や「国際交流等に伴う危機
管理マニュアル」などを作成し、学生や教職員に周知した。 
・安全教育、事故予防措置等に関するマニュアルを活用し、学生への安全・事故
防止教育を行い、教職員と一体となった総合防止訓練を定期的に実施するととも
に、消火訓練や起震車体験を通じ、安全教育を実施した。 
・施設実態調査に基づき、構内の安全対策として入構車両と人の動線を分離する
ため守衛所を西キャンパス北側への移設や、ハイブリッド型外灯の設置など、環
境や安全に配慮した対策を実施した。 
・産業医と衛生管理者による職場巡視を定期的に実施し、その場での改善指導の
ほか、毎月開催する衛生委員会で報告し指導・改善を図った。 

 【78】学生及び職員の
安全確保のため、施設
・設備の安全点検を定
期的に実施するとと
もに、安全マニュアル
の見直しを行い、労働
安全衛生法を踏まえ
た安全マニュアルに
改訂する。また、改訂
マニュアルを活用し、
学生への安全・事故防
止教育を徹底する。 【78-1】安全教育、

事故予防措置等に
関する改訂マニュ
アルを活用し、学生
への安全・事故防止
教育を継続して行
う。 

Ⅲ 

Ⅲ 

 

（平成19年度の実施状況） 
【78-1】・安全教育、事故予防措置等に関する改訂マニュアルを活用し、学生及
び教職員への安全事故防止教育を行うとともに、平成20年４月にＨＰ上へ掲載す
るための準備を進めた。特に新入生に対しては、授業科目の中で安全教育の授業
を新たに開講した。 
・事故発生時の対応策としてＡＥＤを整備し、使用方法に関する講習会を開催し
た。 

・「危機管理マニュアル」
を活用し、学生及び職員へ
の安全・事故防止教育を徹
底して行う。また、構内の
定期的な巡回を行い、安全
安心なキャンパス整備を推
進する。 
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【78-2】産業医、衛
生管理者による職
場巡視を通じ、実態
調査を行い、衛生委
員会で指導・改善す
る。 

Ⅲ 【78-2】・産業医と衛生管理者による職場巡視を通じて安全確保の実態調査を行
い、改善事項についてはその場で指導を行うとともに、毎月開催する衛生委員会
で検証し、是正策を講じた。 

 

【78-3】安全確保の
ため、施設実態調査
を行い、評価結果を
基に施設・設備の改
善を行う。 

Ⅲ 【78-3】・建築基準法に基づく法定建物定期報告に合わせ、施設実態調査を行い、
施設の安全点検を実施した。 
・職員宿舎の手すりや外灯等点検調査を実施し、改善計画案を策定した。 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学生の実技器具等の点検整備を定期的に実施し、実技前の準備運動の徹底を実
施した。 

 【79】学生の実技器具
等の点検整備を行う
とともに、実技前の準
備運動の実施を徹底
する。 

【79】学生の実技器
具等の点検整備を
継続して行い、実技
前の準備運動を実
施する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【79】・引き続き、学生の実技器具等の点検整備を行い、実技前の準備運動の徹
底を図った。 

・学生の実技器具等の点検
整備を継続して行い、実技
前の準備運動を引き続き実
施し、徹底を図る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・新入生の入学手続の際に学生傷害保険への加入を勧めるとともに、在学生の加
入状況も把握し、未加入者には実験・実習等の授業の際に加入促進のための広報
を行った。 

 【80】学生傷害保険へ
の加入を推進する。 

【80】学生傷害保険
への加入状況の把
握と、未加入者への
加入促進の広報を
継続して行う。 

Ⅲ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【80】・新入生に対しては、入学手続の際に学生傷害保険への加入を勧めた。ま
た、在学生の加入状況リストを作成し、未加入者を対象に実験・実習等の授業の
際に加入促進を行うとともに、学内掲示による加入促進の広報を行った結果、増
加した。 

・引き続き、学生傷害保険
への加入状況を把握し、未
加入者への加入促進の広報
を積極的に行い、より一層
の加入推進を図る。 

 

 

○職員の安全管理の
ための基本方針 

○職員の安全管理
のための基本方針 

      

 Ⅳ  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・防災訓練結果に基づいた防災マニュアルの見直しを進め、改訂マニュアルの周
知とともに、総合防災訓練を開催した。 
・職員の健康管理に関するマニュアルの作成を進めた。 

 【81】職員の安全確保
と健康管理に関する
マニュアルを作成す
る。 

【81】・前年度の防
災訓練結果に基づ
き、防災マニュアル
の見直しを行う。 
・標準的な健診・保
健指導プログラム
の導入に向けた啓
発活動を実施する。 

 Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【81】・防災訓練結果に基づいた防災マニュアルの見直しを行い、改訂マニュア
ルの周知とともに総合防災訓練を実施した。また、緊急時に対応するため、緊急
放送設備を導入した。 
・健康管理に関する講演会の開催及び栄養指導のパンフレットを作成するととも
に、職員健康診断時に特定健診の検査項目を追加した。また、特定健康診断・特
定保健指導講演会を開催した。 
・メタボリックシンドローム健診義務化への対応策として、健康診断システムの
修正を行った。 

・防災訓練結果や緊急地震
速報の対応策に基づき、防
災マニュアルの見直しを行
う。また、特定健康診断・
特定保健指導に併せて、教
職員の健康保持増進のため
の取組みを強化するととも
に、健康管理に関するマニ
ュアルの作成を行う。 
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○学生の課外活動等
に関する安全管理に
関する具体的方策 

○学生の課外活動
等に関する安全管
理に関する具体的
方策  

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・リーダーシップの育成のほか危機管理意識の高揚やハラスメント防止など、課
外活動の健全運営を目指し、学生と教職員を対象としたリーダー研修会を定期的
に開催した。 

 【82】リーダー研修を
恒常的に実施し、各サ
ークル責任者のリー
ダーシップの育成や
危機管理意識の高揚
を図る。 

【82】リーダー研修
を実施し、各サーク
ル責任者のリーダ
ーシップの育成や
危機管理意識の高
揚に引き続き努め
る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【82】・リーダーシップの育成や危機管理意識の高揚、ハラスメントの防止等を
含む課外活動の健全運営を目指し、各サークルのリーダーと教職員を対象とした
リーダーズ研修会を実施し、多数が参加した。 

・リーダー研修を引き続き
実施し、学友会と連携して
各サークル責任者のリーダ
ーシップの育成や危機管理
意識の高揚に努める。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・山岳・海洋など自然環境を相手とする活動を実施する際には、高度な技術を持
つ指導者又は顧問職員の同行や指示を仰ぐことを、リーダー研修を通じて啓発し
た。 

 【83】高度な技術を持
つ指導者又は顧問教
員の同行などを検討
し、危険を伴う活動等
に対応する。 【83】山岳・海洋な

ど自然環境を相Ⅲ
とする活動につい
て、指導できる人材
の育成を図るとと
もに、高度な技術を
持つ指導者又は顧
問職員の同行など
について、昨年度の
検討結果を踏まえ
検討する。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【83】・各サークル責任者のリーダーシップの育成や危機管理意識の高揚を図る
ため、各サークルのリーダーと教職員を対象にリーダーズ研修会を実施した。昨
年度の検討結果を踏まえ、救急法の講習に「ＡＥＤ」の取扱いを導入した。また、
昨年同様に特に山岳・海洋など自然環境を相手とする活動については、顧問教員
等の同行や助言・指示を仰ぐことを徹底して実施した。 
・学生団体・部・サークル等が行う課外活動時における、顧問教員の監督責任の
範囲、労災適用等の諸問題について検討を進めた。 

・引き続き、山岳・海洋な
ど自然環境を相手とする活
動の指導ができる人材の育
成を図るとともに、高度な
技術を持つ指導者又は顧問
職員の同行などを推進す
る。 

 

 

○構内における学生
の身体・財産等に関す
る安全管理に関する
具体的方策 

○構内における学
生の身体・財産等に
関する安全管理に
関する具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・施設実態調査に基づき、外灯の増設や植栽管理による見通しの確保など防犯対
策を進めた。 
・学生自主学習室の使用について指導し、学生の防犯意識の向上を図った。 

 【84】外部侵入者によ
る学生への身体的危
害等の防止のため、防
犯設備の整備と防犯
意識の確立を図る。 【84】防犯設備等改

善整備計画に基づ
き、外灯の増設や植
栽管理による見通
しの確保など引き
続き防犯対策を進
めるとともに、計画
の見直し、充実を図
る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【84】・施設実態調査を実施して、甲府キャンパス総合案内所付近や医学部キャ
ンパステニスコート付近に外灯を設置するとともに、植栽管理による見通しの確
保を図り、防犯対策の見直しと整備を随時行った。 
・甲府キャンパス全域放送設備を設置した。 
・防犯カメラ、管理サーバを整備した。 
 

・甲府キャンパス全域放送
設備の活用や、植栽管理と
ともに外灯の増設などによ
り、さらに防犯対策を推進
し、防犯意識の確立を図る。 

 

 



山 梨 大 学 

 - 60 - 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・ロッカー室の整備に伴い、電子ロックを備えたロッカーを導入するなどの防犯
対策を実施した。 
・医学科生の臨床実習時の防犯対策として、実習を行う附属病院の病棟の一部に
防犯カメラを設置した。 
・特に更衣を必要とする体育の授業における貴重品の管理について、当該授業担
当教室と協議し、それぞれの体育施設における最適な管理方法を実施した。 

 【85】学生の財産的被
害の防止のため、防犯
環境の整備と自己防
衛意識の確立を図る。 

【85】安全安心なキ
ャンパス整備を図
るとともに、学生の
財産的被害の防止
及び防犯環境の整
備を継続して進め
る。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【85】・学生の財産的被害の防止及び防犯環境の整備を目的として、学内外の定
期的な巡回による整備状況の視察のほか、樹木剪定などの環境整備を継続して実
施した。 
・「安全な学生生活を送るために～学生のための危機管理マニュアル～」を作成
し、ＨＰに掲載することとした。 
・学生の財産的被害防止、災害時の緊急連絡用を兼ねて甲府キャンパスに構内一
斉放送設備を設置した。 
・大地震災害発生時に予測される被害の拡大防止のため、施設管理担当職員を対
象に応急危険度判定訓練を実施した。 

・引き続き、課外活動施設、
福利厚生施設等の定期的な
巡回を行い、安全安心なキ
ャンパス整備を図るととも
に、「危機管理マニュアル」
を活用して、学生の財産的
被害の防止及び自己防衛意
識の向上を推進する。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・防災マニュアルを策定し、学生と教職員が参加する総合防災訓練を実施して、
防災マニュアルの検証と安全教育を実施した。 
・附属病院では、地域住民も参加する大規模災害訓練を実施し、災害対策マニュ
アルの見直しやネームホルダーに携帯できる工夫をし、全スタッフに配付した。 

 【86】地域防災拠点と
しての地震や火災時
の避難・誘導体制等の
防災マニュアルの作
成及び地方自治体と
の防災ネットワーク
の構築を図る。 

【86】所轄消防署と
連携して災害対策
マニュアルに基づ
く大規模災害訓練
を実施し、その評価
結果を基に更なる
充実を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【86】・学生と教職員が一体で参加する総合防災訓練を実施し、防災マニュアル
の検証を行った。 
・附属病院では、消防署と合同でトリアージ訓練及び消防訓練を行い、その評価
結果に基づき、病院に収容した被災患者をその家族が効率的に探せるよう、被災
患者捜索用の家族カードを新たに作成した。 

・放送設備の設置により、
緊急地震速報に対応できる
よう、防災マニュアルの改
正を行う。また、所轄消防
署と連携して災害対策マニ
ュアルに基づく大規模災害
訓練を実施し、その評価結
果を基に更なる充実を図
る。 

 

 

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・ＩＳＯ14001の認証取得を通じ、策定した環境マネジメントマニュアルの継続的
な見直しを進め、学生を含めた内部監査体制や環境教育を実施した。 
・甲府キャンパスで、学生の夏季休業中の３日間の一斉休業日を設け、光熱水料
の抑制を図った。また、医学部キャンパスで、ボイラー設備の燃料を重油から都
市ガスに切り替える工夫や、井水を飲用化するための設備を学内資金により導入
するなど、継続的なコスト削減を図った。 
・排水処理施設解体工事で発生したコンクリートを構内で再生砕石とし、舗装材
として使用したほか、コーヒーショップ建設に伴い発生したインターロッキング
材を学内保育所の建設に使用するなど、学内で発生した環境負荷を外に出さない
対策を講じた。 

 【87】省エネルギーな
ど環境負荷を組織的
に抑えるためＩＳＯ
14001国際規格を基本
にした山梨大学環境
マネジメントシステ
ムを充実する。 

【87】環境マネジメ
ントマニュアルを
随時見直し、より効
果的な体制整備を
行う。 

Ⅳ 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【87】・環境マネジメントマニュアルの見直しを行った。 
・昨年度に整備し今年度から稼動させた医学部キャンパスの井水上水化システム
により、上水料金約2,200万円に削減できた。 
・学内のイントラ掲示板に、本学のエネルギー使用実績等を掲示することにより
周知を図るとともに、委員会組織を整備・統合し、より機動的な体制を構築した。 

・環境マネジメントマニュ
アルを随時見直しつつ、効
果的な山梨大学環境マネジ
メントシステムを構築す
る。 
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○労働安全衛生法を
踏まえた安全管理・事
故防止に関する具体
的方策 

○労働安全衛生法
を踏まえた安全管
理・事故防止に関す
る具体的方策 

      

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・労働安全衛生本部を設置し、産業医と衛生管理者による職場巡視を定期的に実
施し、その場での改善指導のほか、毎月開催する衛生委員会で報告し指導・改善
を図った。 
・薬品管理システムを導入し、劇物等の使用管理を徹底した。 
・機器分析センターのＸ線発生装置のすべてに作業主任者を置き管理した。 

 【88】労働安全衛生法
等に対応した安全管
理体制の整備を行う
とともに、劇物等の使
用管理に関するシス
テムを検討する。 

【88】薬品管理シス
テムを維持し、更に
劇物等の適正管理
や従事者の安全管
理に努める。 

Ⅲ 

Ⅲ （平成19年度の実施状況） 
【88】・薬品管理システムを更新することにより、毒劇物の使用管理、安全管理
について徹底を図った。 
・産業医と衛生管理者による職場巡視を通じて安全確保の実態調査を行い、改善
事項についてはその場で指導を行うとともに、毎月開催する衛生委員会で検証し、
是正策を講じた。 

・引き続き、薬品管理シス
テムを維持し、劇物等の適
正管理や従事者の安全管理
をさらに徹底する。 

 

 

○附属病院における
安全管理・事故防止に
関する具体的方策 

○附属病院におけ
る安全管理・事故防
止に関する具体的
方策  

      

 Ⅲ  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・防災・災害対策室を設置し、災害対策マニュアルや感染対策マニュアルの随時
見直しを実施した。 
・地域住民や学生も参加するトリアージ訓練を実施し、災害対策マニュアルへの
反映や災害対策意識の浸透を図った。 
・安全対策に関する研修会への参加を職員一人が年２回以上とし、実施した。 
・医療事故防止マニュアルを随時見直し、携帯版のマニュアルを作成して周知し
た。 
・インシデント報告システムを新たに稼動させ、再発防止のための手順や注意点
をリスクマネジメントニュースとして発信した。 
・感染対策マニュアルを随時見直し、感染状況の定期的な報告や、強化目標を定
め、安全管理室員が各部署をチェックするなどの活動を実施した。 
・事例検討会を、定期的に開催した。 
・安全強化月間を定め、重点的に安全管理意識の高揚を図った。 
・安全活動報告会を、定期的に実施した。 

 

【89-1】災害対策マ
ニュアルの適時改
正を行う。 

Ⅳ （平成19年度の実施状況） 
【89-1】・医学部と附属病院を合わせた災害対策マニュアルのほか、医療安全対
策医療スタッフマニュアル（携帯版）の内容の見直しを行い、改訂を行った。 
・医療安全対策医療スタッフマニュアル（携帯版）を改訂し、医療関係者に配布
した。 

 

【89-2】安全管理に
関する研修会を開
催する。 

Ⅲ 【89-2】・医療安全のための研修会（特別講演会）を２回実施した。（５月参加
者466名）、１月参加者374名）。 

 

【89】医療事故防止、
感染防止、防災対策に
関する教職員への教
育、マニュアルの整備
及びその適時改正を
実施する。また、リス
クマネジメント体制
の整備と組織強化を
検討し、実施する。 

【89-3】医療事故防
止マニュアルを適
時見直し、改正を行
う。 
 

 

Ⅲ 【89-3】・医療事故防止マニュアルの改正を迅速に行い、また、ポケット版も見
直し、修正・追加し病棟等に配布した。 

・安全対策等に係るマニュ
アルの適時改正を実施す
る。また、安全強化月間を
定めて、各種研修会や訓練
等により安全管理意識の高
揚を図り、リスクマネジメ
ント体制の整備と組織強化
を図る。 
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【89-4】感染対策マ
ニュアルの改訂を
行う。 

Ⅲ 【89-4】・感染対策マニュアルの記載内容を再検討し、抗菌薬使用ガイドライン
とともに来年度改訂することとした。 

 

【89-5】感染対策学
内研修会を開催す
る。 

Ⅲ 【89-5】・医療従事者に対する感染対策研修会を実施した。 
・感染対策研修会を９月と12月に外部講師を招き開催した。 

 

【89-6】防火・防災
訓練及び大規模災
害訓練を実施する。 

Ⅲ 【89-6】・大規模災害訓練（トリアージ訓練）を５月に実施した。  

【89-7】事例検討会
を実施する。 

Ⅲ 【89-7】・事例検討会を５月と７月に実施した。  

【89-8】安全強化月
間を定め、引き続き
重点的に安全管理
意識の高揚を図る。 

Ⅲ 【89-8】・年間の安全管理計画で安全強化月間を６月と11月に設定し、年間の重
点目標や各部署の強化目標を定め安全強化に努めると共に、安全管理室員が院内
をラウンドし、共通重点目標、部署強化目標の実践状況を確認するなど意識の高
揚を図った。 

 

【89-9】安全活動報
告会を実施する。 

Ⅲ 【89-9】・医療安全活動報告会を９月と２月に実施した。  

  （平成16～18年度の実施状況概略） 
・医療安全対策委員会と感染対策委員会を整備し、定期的に委員会を開催して内
容の充実を図った。 
・防災対策委員会を新たに整備し、その下に防災・災害対策室と防災・災害対策
チームを設置し、防災対策の充実を図った。 
・各委員会委員への相互乗り入れや感染対策委員会の審議状況を安全対策委員会
で確認するなど、整備した各委員会業務の円滑化と連携体制を確立した。 

 【90】病院の医療に係
わる安全対策の業務
を行う医療安全対策
委員会、病院の感染対
策の業務を行う感染
対策委員会、病院の防
災対策業務を行う防
災対策委員会を整備
する。また、これらの
委員会を総括するた
めに安全管理部を設
置し、各委員会の業務
の円滑化と密接な連
携を目指す。 

【90】（16・17年度
に実施済みのため、
19年度は年度計画
なし） 

Ⅳ 

 （平成19年度の実施状況） 
【90】 

（16・17年度に実施済みの
ため、取組予定なし） 

 

 

ウェイト小計    
 
 ウェイト総計   

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
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(４) その他業務運営に関する重要事項 

 

 

１１１１．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項 

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    施設施設施設施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの強化強化強化強化    

大学運営のトップマネジメントを支える重要な課題として施設マネジメントを位置付

け、「施設整備基本方針」を策定した。施設機能の維持・向上、安全確保、環境配慮、ス

ペースマネジメント、コストマネジメントの項目ごとに整備方策を立案して計画的な整

備を進めている。 

特に、従前の施設利用方法に捉われることなく、施設運用管理ルールの抜本的な改正

を行い、学内すべての施設を対象に有期貸与方式による使用許可方式制度を確立したこ

とにより、利用実態の把握が容易となり、学長裁量スペースの確保方策が確立され、有

効活用の強化が図れた。 

○○○○    危機管理対応危機管理対応危機管理対応危機管理対応へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ    

甲府キャンパスでは大地震等の大規模災害に関し、被害の未然防止や拡大防止により、

学生、職員等の安全と施設の機能を確保することを目的に、防災マニュァルを作成した

上で、安全教育、事故予防措置等に関するマニュアルを活用し、学生への安全・事故防

止教育を行っている。学生、職員等が一体となった総合防災訓練を実施するとともに、

消火訓練や起震車体験を通じ、安全教育を行っている。 

一方、附属病院(医学部キャンパス)では、東海地震防災対策地域内に位置し、基幹災

害支援病院としての役割を果たすべく、病棟耐震補強を施工し、また有事における適切

な対応を目的に、地域住民や医学部学生も参加する中で、定期的な防災トリアージ訓練

及び消防訓練を実施した。 

また、災害時における水源確保のため、保有する井戸水の飲用化設備を新たに整備し、

被災時のライフライン確保を実現するなど、ハード面での安全確保対策を講じた。    

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    大規模事業大規模事業大規模事業大規模事業のののの整備計画整備計画整備計画整備計画のののの策定策定策定策定    

目的積立金による財政基盤の確立が図られたと判断されたことから、目的積立金の取

り崩を原資に、20年度以降に大規模事業を実施することを決定し、具体には次の事業に

係る整備計画を構築した。 

・看護師確保及び職場環境整備のための看護師宿舎の新築 

・職場環境整備の一環としての職員宿舎の改修、新築 

・修学環境整備としての女子寮の新築及び男子学生寮の全面改修 

・大型教育研究設備の整備及び附属病院の大型診療設備の整備 

○○○○    ススススペペペペースースースース使用許可方式制度使用許可方式制度使用許可方式制度使用許可方式制度のののの充実充実充実充実    

前年度に確立した施設管理規程に基づき、スペースの有期貸与方式の具体的運用を推

進する方策として、スペースの利用実態調査、有効度判定調査を実施し、その結果を学

内に周知し有効活用に向けた再編計画案を策定した。 

 

２２２２．．．．共通事項共通事項共通事項共通事項にににに係係係係るるるる取組状況取組状況取組状況取組状況 

①①①①    施設施設施設施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント等等等等のののの適切適切適切適切なななな対応対応対応対応へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    施設施設施設施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント実施体制実施体制実施体制実施体制のののの強化及強化及強化及強化及びびびび活動状況活動状況活動状況活動状況    

施設マネジメント実施体制の強化のため、施設系を施設・環境部として独立させる改

組を行い、財務担当理事に直結させることで、トップマネジメントを支える体制を実現

した。 

この新体制のもと、各種施設マネジメント計画の企画・立案・報告等を行った結果、

施設・スペースの有期使用許可制度の導入や施設整備計画基本方針のキャンパスマスタ

ープランの策定を行い、それに沿った取り組みを実施し、さらに修学環境整備を進める

学長・理事の諸施策の迅速的な実現などに、その効果を発揮し具体的成果が得られた。 

○○○○    基本方針基本方針基本方針基本方針・・・・計画計画計画計画のののの策定策定策定策定 

将来予想される医学部キャンパス施設の老朽改善に備えるため、当面の課題を甲府キ

ャンパスの修学環境整備に重点を置くとした中長期的視点からのキャンパス施設整備計

画を策定した。 

一方、短期的対策として、優先的改善施設の掌握のための施設実態調査を実施した上

で、５ヶ年間の改善整備計画を策定し、当該内容について学内への周知を図る中で、計

画に沿い整備を行った。 

○○○○    施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの運用管理運用管理運用管理運用管理、、、、有効活用有効活用有効活用有効活用へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ 

施設・スペースの一元管理化を推進するため、利用状況調査や冷暖房設備実態調査な

どにより実態把握に努める中で、共同利用スペースの確保を主目的に教育・研究に供す

る施設・スペースの運用管理ルールを改正し、有期貸与方式による使用許可方式制度を

確立した。その結果、使用実態の詳細把握とともに、学長裁量スペースを確保するスキ
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ームが実現できた。 

また、稼動率が低く老朽化していた福利厚生施設の廃止や職員宿舎から留学生宿舎へ

の転用を行ったほか、稼働率の低い講義室を女子更衣室、相談室等に転用し学生のニー

ズに対応するなど、スペースの有効活用による修学環境改善を実現した。 

○○○○    施設施設施設施設のののの維持管理維持管理維持管理維持管理のののの計画的実施計画的実施計画的実施計画的実施 

 ５年ほどで経年30年に達し、老朽化のピークを迎える医学部キャンパスへの対応を念

頭に、老朽化が顕著な甲府キャンパスの施設基本機能の維持管理、改善を当面の課題と

することを基本方針としている。そして、集約化によるコスト削減や長寿命化を意識し

た予防保全対策をも図りつつ維持管理を実施した。 

その結果、両キャンパスのボイラー運転管理や電気設備管理の一元化などスケールメ

リットを生かしつつ、維持管理の充実とともにコスト削減化が図れたほか、従来、学部

等の判断によりスポット的に実施していたキャンパス内植栽管理について、５ヶ年サイ

クルでの実施計画を策定し一元化を行い、キャンパス環境の美化を低コストで実施した。 

○○○○    省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー対策等対策等対策等対策等のののの推進等推進等推進等推進等、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全対策対策対策対策のののの取組取組取組取組みみみみ等等等等 

ＩＳＯ14001認証取得機関として、環境活動を学生への環境教育の一環と捉えて全学に

広めるなど環境負荷軽減に向けた改善に積極的に取り組んでいる。甲府キャンパスでは、

夏季休暇を３日間の一斉休業日に変更したほか、学内ＨＰでリアルタイムでの閲覧が可

能なエネルギー情報システムを構築し、全教職員に対して意識高揚を図っている。 

さらに、トイレ等の自動水栓化、廊下等の人感センサー化、講義室の電灯タイマー化、

新たな外灯にハイブリッド型を２基設置するなど、コスト削減と併せ省エネルギー対策

に取り組んでいる。 

また、医学部キャンパスの熱源機器用燃料について、重油から都市ガスに切替えを行

い排気ガスの改善を図り、併せて大幅な経費節減を実現した。 

その他、環境負荷節減対策を実現したものとして、①排水処理施設の取壊し工事にお

いて発生したコンクリートを再生砕石化して、駐車場の路盤材として活用した。②コー

ヒーショップ建築で発生したインターロッキング材を新築保育所の舗装材等へ再利用し

た。③植栽管理で発生した剪定枝等を、構内でチップ化を行い低地部分に敷きならした。 

さらに、学内(附属学校給食)から発生する廃食油をバイオディーゼル燃料に精製して、

シャトルバスの燃料として利用することを他に先駆けて実行した。 

地域の多くの自治体等も本学を手本に同様方式を取り入れ、『環境首都山梨』を標榜す

る山梨県との地域連携活動に繋げた。 

 

 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    施設施設施設施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント等等等等のののの活動状況等活動状況等活動状況等活動状況等    

策定済の施設管理規程に基づき、財務常置委員会が中心となりスペースの利用実態調

査等を実施し、当該調査結果に基づき再編計画案を策定し検討を行ったほか、施設整備

計画を踏まえ整備した。具体には、施設整備費補助金により工学系総合研究棟改修とワ

イン科学研究センター改修などの教育研究環境改善整備を行ったほか、学内予算により

行う事業について、特に緊急性、有効性について十分に精査した上で措置事業を決定し、

トイレ改修や講義室改修などの修学環境整備を中心に整備した。 

また、公共下水道の共用化に伴い不要となった生活排水処理施設解体後の跡地を駐車

場とするなど有効活用を推進した。    

    さらに、基幹・環境整備事業計画を策定し、甲府キャンパス重油ボイラー暖房設備を

廃止し個別空調化する計画を立て、地球温暖化対策を推進している。 

 これら事業の実施にあたっては、コスト削減のため、一般競争入札や電子制度入札を

活用し、競争的環境の醸成に努めている。 

 

②②②②    危機管理危機管理危機管理危機管理へのへのへのへの対応策対応策対応策対応策にににに関関関関するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    全学的全学的全学的全学的・・・・総合的総合的総合的総合的なななな危機管理危機管理危機管理危機管理体制体制体制体制のののの整備整備整備整備 

甲府キャンパスでは大地震等の大規模災害において、被害の未然防止や拡大防止によ

り、学生、職員等の安全と施設の機能を確保することを目的に、防災マニュァルを作成

した。その上で、安全教育、事故予防措置等に関するマニュアルを活用し、学生への安

全・事故防止教育を行い、学生、職員等が一体となった総合防災訓練を実施するととも

に、消火訓練や起震車体験を通じ、安全教育を行っている。 

一方、附属病院では、東海地震防災対策地域内に位置し、基幹災害支援病院としての

役割を果たすべく、有事における適切な対応を目的に、地域住民や医学部学生も参加し

て、定期的な防災トリアージ訓練及び消防訓練を実施した。医療安全活動として、医療

事故防止マニュアル、携帯版医療スタッフマニュアル、ハラスメント対応マニュアル等

の作成を行い周知を図るなどの取組みを行った。 

また、セーフティマネージメントＷＧを設置し、災害等対策のための施設・設備の点

検調査を行う中で、附属病院病棟の耐震補強工事の実施やアスベスト除去工事、各施設

改修時におけるバリアフリー化を推進した。 

さらに、災害時における水源確保のため、保有する井戸水の飲用化設備を新たに整備

し、被災時のライフライン確保を実現するなど、ハード面での安全確保対策を講じた。 
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【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

○○○○    総合的総合的総合的総合的なななな危機管理体制危機管理体制危機管理体制危機管理体制のののの整備状況整備状況整備状況整備状況    

 大地震災害発生時に予測される被害の拡大防止のため、施設管理担当職員を対象に、

応急危険度判定訓練を実施した。甲府キャンパスに学内ＬＡＮを活用した構内一斉放送

設備を新たに整備し、緊急地震速報の受信や災害発生時における緊急連絡対策を講じ、

併せて設置済みの防犯カメラの映像記録を一元的に管理するシステムを構築した。 

○○○○    研究費研究費研究費研究費のののの不正使用防止不正使用防止不正使用防止不正使用防止のためののためののためののための体制体制体制体制・・・・ルールルールルールルール等等等等のののの整備整備整備整備 

文部科学省による研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインの決定を

受け、責任体系の明確化や基盤となる環境の整備、及び不正防止計画の策定・実施など

について、19年度からの実施に向け、本学の実状にあったコンプライアンス体制の整備、

関係規程等の整備を行った。また、不正防止のための納品確認を一元的に行う納品検収

センターを20年に設置することを決定した。 

 

③③③③    従前従前従前従前のののの業務実績業務実績業務実績業務実績のののの評価結果評価結果評価結果評価結果のののの運営運営運営運営へのへのへのへの活用活用活用活用にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みみみみ    

【【【【平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

国立大学法人評価委員会の評価結果を受けて、直ちにＨＰに掲載し全学周知を行うと

ともに、大学評価本部長(学長)から各学部長等など全学に対して改善すべき課題を通知

し、評価結果を踏まえた年度計画策定の取り組みを指示した。 

この指示により、各学部等は評価結果を認識して、各項目の取組みを行い、改善に努

めており、これに合わせ国立大学法人評価委員会からのコメントに適応する形式により、

年度計画に対応させた資料を作成し周知することで、活用への徹底を図った。 

なお、その他業務運営に関しては具体的指摘事項がなかった。 

【【【【平成平成平成平成19191919事業年度事業年度事業年度事業年度】】】】    

従前と同様の方法により、本学の評価結果に関する学内への周知徹底を行い、併せて

他大学の評価結果の参照を促すとともに、これら評価結果の運営への活用について、評

価本部長が諸会議等の場を利用し啓発を図った。 

なお、18事業年度実績に対する具体的指摘事項はなかった。 
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況 
((((1111))))    教育教育教育教育にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 
①①①①    教育教育教育教育のののの成果成果成果成果にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中    
期期期期    
目目目目    
標標標標 

【学士課程】 
・豊かな教養と深い専門性をもち、地域社会の調和と発展に寄与する、問題解決

能力に優れた人材を育成する。 

【大学院課程】 
・諸学の融合を図り新たな知の創造と継承を担う高度専門職業人及び研究者を育

成する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

【学士課程】 【学士課程】  
【91】教養教育は、教育人間科学
部、医学部、工学部の連携による
全学協力体制のもとで、人文社会
科学から自然科学、生命科学の各
分野からなる基本教養科目、総合
科目、共通外国語科目、共通保健
体育科目、主題別科目及び開放科
目を通じ、豊かな教養を育む。 

【91】教養教育について、新しく「人
間形成科目」「語学教育科目」「テー
マ別教養科目」基礎科目」「自発的教
養科目」からなる全学共通教育科目を
実施し、豊かな教養を育むとともに、
導入教育、語学教育、職業教育の充実
を図る。 

・全学共通教育を新たに「人間形成科目」「語学教育科目」「テーマ別教養科目」「基礎科目」
「自発的教養科目」の５つの枠に改編し、実施した。 
特に「人間形成科目」の中に新しく「大学基礎オリエンテーション」「生活と健康」の科目

を開設し大学教育への導入がスムーズに行われるようにし、また、進路支援、キャリア形成の
ための「職業選択支援プログラム」「就職のための作文演習」の科目を開設し選択必修とした。 
 さらに、専門教育のベースとなる基礎学力の充実を図るため、レベル別「基礎科目」を開設
した。他に英語においても新しくレベル別クラス編成授業を必修科目として実施し、「自発的
教養科目」も学生の自発性を引き出すものとなっている。 
・社会的ニーズに適宜対応して改善を図るために、「共通教育の方向性と理念」を策定した。 

【92】基礎的教養学力の達成につ
いての点検を行い、改善を図る。 

【92】基礎的教養学力の向上を目指し、
全学共通教育科目において、新入生を
対象に基礎科目の「数学」、「物理」
のプレースメントテストを実施し、そ
の結果によりクラス分けを行い習熟度
別授業を実施する。また、「英語」で
は、ＴＯＥＩＣ試験を受験させ、その
結果により同様の授業を実施する。 

・全学共通教育の基礎科目「数学」「物理」のプレースメントテストを実施し、その結果によ
りクラス分けを行い習熟度別授業を実施した。また、「英語」についても、ＴＯＥＩＣ試験を
受験させ、その結果によりクラス分けを行い習熟度別授業を実施した。 

【93】国際人としての資質を高め
るために交換留学制度等を通じ
英語によるコミュニケーション
能力や異文化理解を向上させる 

【93】国際人としての資質を高めるた
め、「異文化間コミュニケーション」
の授業の充実を図る。また、日本人学
生の英語コミュニケーション能力と異
文化適応能力の向上を図る。 

・共通科目「異文化間コミュニケーション」は、共通科目群の基幹科目として幅広い学部学科
からの履修者を受入れ、英語で意見交換を行うセッションを行うなどコミュニケーション能力
や異文化理解の向上を図った。 
・「日本事情」は、日本人学生と留学生の混在授業のうえ、新たに学生間のディスカッション
を取り入れ、有意義な教育活動を展開した。 
・共通科目の中に新設したＴＯＥＦＬ科目の中で会話力の伸長に重きを置き、コミュニケーシ
ョン能力の向上を図った。 
・学内でＴＯＥＦＬ®テストＩＴＰを11月と２月に実施し、海外留学の啓発活動を積極的に進め
た。 
・提携大学のイースタンケンタッキー大学へ３人、シドニー工科大学へ４人、ドレスデン工科
大学へ２人の交換留学生を派遣した。 
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【94】卒業後の進路等に関する目
標（就職、大学院への進学等）を
設定させ、目標に向かってその向
上を図る。 

【94】卒業後の進路等に関する目標を
意識付けさせるため、全学的なキャリ
ア教育を実施し、学生個々の大学生活
のあり方及び人生設計を図らせるな
ど、低学年次からの意識改革に努める。
また、インターンシップの必修化に向
けた、試行を実施する。 

・キャリア教育としてキャリア形成科目「人間形成論」「職業選択支援プログラム」「就職の
ための作文演習」を開講した。これにより学生個々の大学生活のあり方及び人生設計を考えさ
せることとしている。 
・低学年からの進路形成に必要な方策の策定・実施などを図るためキャリアセンターを開設し、
専任のキャリアアドバイザーを配置して、学生の進路支援・助言を行う体制を整備した。 
・教育人間科学部国際共生社会課程国際文化コースでは、必修化に向けて全員参加のインター
ンシップを実施した。また、必修化の課題・問題点をこれにより整理することとしている。 
・山梨県との連携によるキャンパスジョブカフェを開設し、職業観育成を含めた就職支援を行
った。 

【95】在学生の単位取得数の点検
・評価を実施する。 

【95】成績不振者への修学指導の徹底
を図り、学生をサポートする体制を整
えるため、学生カルテシステムを策定
する。 

・成績不振者への修学指導の徹底を図り、学生をサポートする体制を整えるため、学生支援シ
ステムとして学生カルテシステムを策定し、平成19年度「新たな社会的ニーズに対応した学生
支援プログラム」に申請したが、不採択となった。また、平成20年度から実施するＧＰＡ制度
を利用して修学・学生支援体制を強化するための学生支援システムを検討した。 

【96】各学部において取得できる
資格について、その資格取得状況
の点検・評価を行い、改善を図る。 

【96】取得できる資格の種類の取得者
及び取得希望者を、各学部単位でデー
タ化する。 

・取得できる資格の種類及び取得者を取りまとめ、データ化した。 

【97】在学生・卒業生・就職先企
業・自治体等に教育成果に関する
アンケート調査を定期的に実施
する。 

【97】就職先企業へ、教育成果に関す
るアンケート調査を実施し、過去の調
査結果との比較・分析を行い、人材の
育成教育の強化充実を図る。 

・過去５年間に卒業生が就職した企業(1,437機関)を対象にアンケート調査を行い、比較・分析
作業を実施した。また、この結果を受け、人材養成の課題・改善点としてまとめることとした。 

【大学院課程】 【大学院課程】  
【98】専門性を重視しつつ関連す
る学問分野との融合を図る。 
 

【98】関連した学問分野の融合を進め
るため、専門分野を異にする複数教員
による研究指導を推進し、他学部の卒
業生の受入れや研究発表の方法等を検
討する。 

・工学領域では、専門分野を異にする複数教員による研究指導を一層推進するため、指導教員
グループを導入するための規程改正を行った。 
・医学領域では、他学部の卒業生を医科学修士課程や博士課程に受け入れるための方策や、大
学院への受入れを促進するため、大学院教育支援プログラムの検討を開始し、また、研究発表
会の実施方法の変更を行った。 
・融合領域の学生増を図ることなどを目的として、修士課程に新専攻（人間システム工学専攻
（仮称））を創設するため、検討を行った。 
・工学領域では、専門分野を異にする複数教員による研究指導と、専門分野を異にする学生の
共同作業を強化した組込み型統合システム開発教育プログラムを開始した。 

【99】卒業後の進路等に関する目
標（就職、博士課程への進学等）
を設定させ、その達成を図る。 

【99】大学院生を対象としたキャリア
教育を実施する。 

・キャリア教育の企画･運営組織としてキャリアセンターを開設し、キャリアアドバイザーを配
置し、キャリアに関する相談･助言を行った。 
・医工学総合教育部では、大学院進学説明会において博士課程の学生による説明の機会を設け
た。さらに、博士課程学生と修士課程学生との交流機会を増やすために、博士課程学生による
「院生会」の設置（平成20年度設置予定）に向けて支援した。 

【100】在学生・修了生・就職先
企業・自治体等にアンケート調査
を定期的に実施する。 

【100】就職先企業へ、教育成果に関す
るアンケート調査を実施し、過去の調
査結果との比較・分析を行い、人材の
育成教育の強化充実を図る。 

・過去５年間に卒業生が就職した企業(1,437機関)を対象に教育成果に関するアンケート調査を
行い、比較・分析作業を実施した。また、この結果を受け、人材養成の課題・改善点について
まとめることとした。 
・卒業生の雇用者へのアンケートや高校生等へのアンケートの分析結果に基づき、企業で活躍
している卒業生による講演会を開催した。 
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況 
((((1111))))    教育教育教育教育にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 
②②②②    教育内容等教育内容等教育内容等教育内容等にににに関関関関するするするする目目目目標標標標 

 

中中中中    
 
 
   
期期期期    
 
 
 
目目目目    
 
 
 
標標標標 

【学士課程】 
○アドミッション・ポリシーに関する基本方針 
・少子化、高等教育の多様化、基礎学力の低下等の問題に対応し、受験生の能力
・適性を多角的に判定する選抜方法を検討する。 
○高等学校との連携に関する基本方針 
・高等学校関係者との相互理解の促進を図る。 
・高等学校の進路指導へ積極的に協力する。 
・高校生が大学教育に触れる機会を拡大する。 
○教育課程に関する基本方針 
・学習到達目標を提示して意欲的に学習に取り組めるよう配慮する。 
・社会のニーズや動向を先取りした教育内容や教育方法を検討するためのシステ

ムを構築する。 
・地域に対する関心を高め、地域に参画するカリキュラムを整備する。 
・学生の自主的で目的意識をもった学習態度を涵養するために履修単位の上限設

定を検討する。 
○教育方法に関する基本方針 
・学部横断的な少人数教育を充実する。 
・教養教育を充実する。 
・教員の教育能力の向上を図る。 
○成績評価に関する基本方針 
・厳格な成績評価システムを導入する。 
・成績評価基準、評価方法を学生に公表する。 

 
【大学院課程】 
○アドミッション・ポリシーに関する基本方針 
以下の方針に応じた選抜方法を検討する。 
・地域や社会のニーズをふまえた適正な人材を選抜する。 
・医学・工学・人間科学分野の知識・技術を基礎とする高度な研究者を目指す学

生を選抜する。 
・社会人・外国人留学生の受入れ態勢をさらに整備する。 
○教育課程に関する基本方針 
・教育体制の多様性について検討する。 
○教育方法に関する基本方針 
・対話型の授業形式を中心とする。 
○成績評価に関する基本方針 
・厳格な成績評価システムを導入する。 

 
 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

【学士課程】 【学士課程】  

○アドミッション・ポリシーに応
じた入学者選抜を実現するため
の具体的方策 

○アドミッション・ポリシーに応じた
入学者選抜を実現するための具体的方
策 

 

【101】入試広報体制を整備・充
実し、入学後の追跡調査結果等を
入試に反映する仕組みを確立す
る。 

【101】入試の実施方法や実施結果等
が、各学部のアドミッション・ポリシ
ーに整合しているかを検証し、入学後
の成績調査や卒業後の追跡調査等を引
き続き実施して、入試の充実に活用す
る。また、入試広報の充実をさらに進
める。 

・工学部においては、面接試験の際、アドミッション・ポリシーに沿った設問内容に切り替え
るなどして、アドミッション・ポリシーと選抜方法の整合性を図った。また、全学及び学部単
位で高校訪問を行うとともに、進学フェアの出席、ポスター作製、オープンキャンパス及び進
学説明会の開催、進学情報誌への掲載などにより、入試広報の充実に努めた。さらに、入学後
及び卒業後の追跡調査を行い、これらの結果を入試に反映させるための報告書を作成中である。 
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○高等学校との連携に関する具
体的方策 

○高等学校との連携に関する具体的方
策 

 

【102】高等学校関係者との定期
的な協議の場を設ける。 

【102】スムーズな高大接続のため、高
等学校関係者との定期的な協議による
連携を継続するとともに、本学教員の
担当分野などを判りやすい資料にまと
め、ＰＲ活動を実施する。 

・スムーズな高大接続について、高等学校関係者との協議会を年定期的に開催し意見交換を行
い、本学教員の担当分野（授業科目、研究分野）のパンフレットを作成し関係機関に配付した。 
・工学部では、オープンキャンパスの際に、県内高校の進路指導担当教諭との懇談会や、入試
に関する個別相談等を通じて高校側との意見交換や情報収集を行った。また、志願者を確保す
るため、県内外の100校以上の高校訪問を実施し、特に、本年度名古屋での学外入学試験を実施
するのに伴い、中京地区の高校訪問を実施した。 

【103】高校生対象の公開授業の
授業科目数を増やすなどして充
実を図る。 

【103】高校生対象の公開講座を、高校
生の受講しやすさを優先的に考慮し、
３学部合同で実施する。また、高校等
からの出前講義の依頼の際の参考にな
るように、本学教員の担当分野などを
判りやすい資料にまとめ、ＰＲ活動を
実施する。 

・高校生対象の公開講座を高校生の受講しやすさを優先的に考慮し、３学部合同で高校生の夏
休み期間に実施した。  
・高校生対象の出前講義を実施するにあたり、高校関係者に本学教員の担当分野を理解いただ
くため、教員個々の授業科目、研究分野のパンフレットを作成し配布した。 

○教育理念等に応じた教育課程
を編成するための具体的方策 

○教育理念等に応じた教育課程を編成
するための具体的方策 

 

【104】電子シラバスの記載項目
を増やすなど内容の充実を図る。 

【104】全学共通教育科目で、電子シラ
バスに記載する成績評価項目に成績評
価方法、成績評価基準を明確にし、成
績評価を実施する。また、前年度に実
施した学生による授業評価アンケート
による改善点を、電子シラバスに記載
する。 

・全学共通教育科目の中で、電子シラバスに記載する成績評価項目に成績評価方法、成績評価
基準を定め実施した。また、評価授業評価アンケートによる授業改善点等を次年度の電子シラ
バス上に反映させることとした。 
・共通教育の方向性と理念に関する検討を基に、平成20年度電子シラバスの到達目標に３つの
カテゴリー（知識と視野、能力と技能、人間性と倫理性）を定め学習成果を具体的に記載する
など内容の充実を図った。 

【105】教養教育等の共通教育カ
リキュラムに関しては、社会的ニ
ーズに適宜対応して改善を図る。 

【105】全学共通教育科目で、社会のニ
ーズや動向を先取りした導入教育、語
学教育、職業教育の充実を図る。 

・全学共通教育科目において、社会のニーズや動向を先取りした、導入教育で「大学基礎オリ
エンテーション」「生活と健康」を、語学教育ではレベル別クラス編成で一年生の英語教育を、
職業教育では「人間形成論」「職業選択支援プログラム」「就職のための作文演習」を新たに
開講し充実を図った。また、自発性涵養のための「自発的教養科目」を設置した。 
・社会的ニーズに適宜対応した改善を図るために、共通教育の方向性と理念に関するプロジェ
クトで検討を行い、「共通教育の方向性と理念」を策定した。 

【106】教養科目と専門科目の体
系的な整備を行う。 

【106】新入生から、全学共通教育科目
と専門科目を体系的に整備した新履修
規程により、新教育課程を開始する。 

・全学共通教育と専門教育を体系的に整備した新履修規程により、平成19年度新入生から新教
育課程を開始した。 
・全学ＦＤ研修会において、各学部の教育に係る取組や検討課題などの理解を深めるためのシ
ンポジウムを行った。 
・テーマ別教養教育科目を設置し、学生がテーマに沿った体系的な教養を学ぶことを明確にし、
幅広い教養と自己の専門との関連付けを自覚できるようにした。 

【107】ＩＳＯに関連した環境科
目の充実を図る。 

【107】全学共通教育科目のテーマ別教
養科目で、ＩＳＯに関連した環境教育
科目を引き続き開講し、また、学部専
門科目での環境関連科目の充実を図
る。 

・全学共通教育のテーマ別教養科目の中で、ＩＳＯに関連した環境に関する授業科目を引き続
き開講した。また、「大学基礎オリエンテーション」の中で環境教育を含んだ授業を実施し充
実を図るとともに、環境科目の講義・実習のカリキュラム説明及び甲府市から実際のゴミの出
し方などのガイダンスを実施した。 
・医学部では、ＩＳＯに関連した環境科目として「環境科学」などの講義・実習を実施した。 
・工学部では、全学共通教育科目の再編に伴い、ＩＳＯ活動学生委員会等の環境保護活動を自
発的教養科目の単位として認めた。 

【108】地域産業界等と連携し、
インターンシップ制度を充実す
る。 

【108】インターンシップの必修化に向
けての試行をするため、受入機関の確
保を進める。 

・山梨県におけるインターンシップ受入企業開拓事業委託機関となっている「山梨県中小企業
団体中央会」と協働して、インターンシップ参加学生への事前指導(マナー、企業選択)を行う
とともに、受入企業と参加を希望する学生との合同マッチング会を実施した。 
・県内企業訪問の際にインターンシップの受入要請を行うなど、受入機関の拡大を図った。 
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【109】１年間に修得できる単位
数の上限について検討する。 

【109】１年間に修得できる上限単位数
について、ＧＰＡ導入と関連させ、具
体策を策定する。 

・１年間に修得できる単位数の上限について、平成18年度にまとめたＧＰＡ導入についての中
間報告に基づき、平成20年度入学生から適用する共通教育科目の履修登録単位数の上限を定め
た。 

【110】適正な修得単位数につい
て検討するなど、卒業要件の見直
しを行う。 

【110】新入生から、全学共通教育科目
と専門科目を体系的に整備した新履修
規程により、適正な卒業要件を適用す
る。また、適正な修得単位数について、
ＧＰＡ導入と関連させながら、引き続
き見直しを進める。 

・平成19年度から実施した全学共通教育と専門教育を体系的に整備した新履修規程により、平
成19年度新入生から卒業要件の見直しを行った。なお、適正な修得単位数については、平成18
年度にまとめたＧＰＡ導入についての中間報告に基づき、平成20年度入学生から適用する共通
教育科目の履修登録単位数の上限を定めた。 
 

【111】教育人間科学部では、就
職と関連する資格取得を目指し
たカリキュラムの充実・改善を図
る。 

【111】教育人間科学部で、教師として
の実力を身に付けるための教員養成カ
リキュラム改革を実施し、その進行状
況を点検・評価する。 

・教師力養成少人数指導プログラムに基づき、２年生に対し「教育課程臨床論」(前期)及び「授
業分析論」(後期)を、１年生に対し「教育の現在」を開講した。この実施のために、計６回の
授業臨床部会運営委員会を開催し、教育実習委員会、教科教育連絡協議会を含む実施体制を整
備した。また、本プログラムを中核として、『持続的変態を促し育む教員養成プログラム』を
取りまとめ、「特色ある大学教育支援プログラム」に応募した。 
・新たに、日本語教員養成科目を平成20年度から開講することとした。 
・健康運動実践指導者の受験資格の取得を可能とした。 

【112】医学部では、保健所、診
療所等の地域医療の現場での実
習を一層推進する。 

【112】医学部では、地域医療現場での
実習の内容充実と実施に向けた検討を
さらに進め、ＥＣＥ・臨床実習・選択
実習の内容充実のため、学生及び教員
にアンケートを実施し、改善を進める。
また、関連教育病院運営協議会で、次
年度の臨床実習、選択実習に関する意
見交換を行い、内容充実を進める。 

・地域医療の現場での実習内容の充実及び実施に向けた検討を進め、ＥＣＥ・臨床実習・選択
実習の内容充実のため、学生及び教員からのアンケートを実施し、その結果、ＥＣＥ実習につ
いては、従来は介護老人保健施設、ケアセンター、障害児通園施設等を含んだ実習内容であっ
たが、平成20年度から全て病院での実習に切り替えることとした。 
・関連教育病院運営協議会で平成20年度の臨床実習、選択実習の実施について意見交換を実施
し、内容充実を図った。 

【113】工学部では、ものづくり
の楽しさや重要性を理解させる
ために｢ものづくり教育実践セン
ター｣の充実を図る。 

【113】工学部では、「実践ものづくり
実習」の授業内容を充実させ、後期開
講から通年開講とし、ものづくり教育
を推進する。また、ものづくり教育実
践センターに導入した設備の有効活用
を図り、実習教育の充実を進める。 

・工学部では、実践ものづくり実習を、通年開講し、計７テーマ（73人）開講した。 
・ガラス実習および機械加工実習を特別教育プログラムに採用したほか、ものづくり教育実践
センターに導入している設備を機械加工実習に有効活用させるなど、充実した実習を行った。 

【114】工学部では、日本技術者
教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）が教
育プログラムに要求する事項を
満たすようにカリキュラム及び
教育システムの改善を進める。 

【114】工学部では、ＪＡＢＥＥ教育プ
ログラムの、より一層の充実を進める。 

・共通教育科目のＪＡＢＥＥプログラムにおける学習教育目標との関連を明確にするために、
平成20年度から電子シラバスを改訂することとした。また、認定を受けている各プログラムに
おいては、ＪＡＢＥＥ教育プログラムが要求するカリキュラムや教育システムの一層の充実を
図った。 
・学部が掲げる理念・目的を実現するため、各学科のカリキュラム・コンセプトを工学系学域
教育委員会において作成した。 

○授業形態、学習指導法等に関す
る具体的方策 

○授業形態、学習指導法等に関する具
体的方策 

 

【115】異なる学部学生からなる
少人数教養ゼミを充実する。 

【115】全学共通教育科目のテーマ別教
養科目に、引き続き少人数ゼミを開講
し、さらに充実を図る。 

・全学共通教育の「テーマ別教養科目」の中で、少人数ゼミを新設科目も含め13科目開講した。
さらに、「人間形成科目」において少人数教育の「就職のための作文演習」を新たに開講し、
充実を図った。 



山 梨 大 学 

 - 71 - 

【116】少人数教育の効果を高め
る。 

【116】・全学共通教育教科目のテーマ
別教養科目に、引き続き少人数ゼミを
開講し、さらに充実を図る。 
・医学部では、３・４年次生に導入し
たチュートリアル教育を引き続き実施
し、更に内容充実を図るほか、4年次後
期に、医療面接及び各診療手技につい
ての断学実習(臨床前実習)を行い、そ
の教育効果の検証のため共用試験（Ｏ
ＳＣＥ、ＣＢＴ）を実施する。 

・全学共通教育の「テーマ別教養科目」の中で、少人数ゼミを新設科目も含め13科目開講した。
さらに、「人間形成科目」においてより少人数教育の効果の高い「就職のための作文演習」を
新たに開講し、充実を図った。 
・医学部では、チュートリアル教育を引き続き実施し、臨床実習開始前の４年次生の後期に、
基本的な診療技術及び知識の修得を目的として、学生を10グループに分けて医療面接及び各診
療手技についての診断学実習(臨床前実習)を行い、その教育効果の検証のため共用試験（ＯＳ
ＣＥ、ＣＢＴ）を実施した。 

【117】ＦＤを全学的に推進する
委員会を設置する。 

【117】合宿形式の全学ＦＤ研修会を継
続して実施するほか、全教員を対象と
した外部講師による講演会を実施し、
教育改革の啓蒙を図り、各学部固有の
ＦＤ活動の充実を図る。 

・昨年度に引き続き、学生参画型全学ＦＤ研修会を参加人数を増やして実施した。また、外部
講師による山梨大学を取り巻く環境をテーマとした特別講演を全職員、学生を対象に実施し、
さらに各学部の取り組みが紹介され、職員、学生の意見を求め約260人が参加した。 
・教育人間科学部では、教員養成改革動向に関するＦＤ講演会を実施したほか、計４回にわた
り、授業公開を実施した。また、公開授業の様子や当該授業の感想についてパンフレットを作
成し、学部内に配布した。 
・医学部では、チュートリアル教育導入に伴いチューターとしての注意点・心構えなどの研修
を実施した。 
・工学部では、授業評価調査をテーマに外部講師による特別講演を実施した。 

【118】教員の教育評価システム
を構築する。 

【118】教員の教育評価を含む「教員の
個人評価」を引き続き実施し、評価基
準を検証して、より有効な評価システ
ムを構築する。 

・教員の教育評価を含む「教員の個人評価」を引き続き実施するとともに、評価結果を教員の
処遇に反映する方針を決定し、平成20年度に実施することとした。 
・より有効な評価を実施するため、評価実施組織の改正など、「教員の個人評価方針」を見直
した。 

【119】授業時間以外の自主学習
（予習・復習等）環境の整備を図
る。 

【119】授業時間以外の自主学習環境の
改善のため、基礎科目の「数学」、「物
理」、語学教育科目の「英語」で、Ｅ
ーラーニングを取り入れた授業を開始
し、システムやコンテンツの充実を図
って自主学習環境を整備する。また、
医学部では、自習室の整備を引き続き
検討するほか、参考図書の充実を図る。 

・授業時間以外の自主学習環境の改善のため、全学共通教育の基礎科目の「数学」「物理」と
語学教育科目の「英語」においてeーラーニングを取り入れた授業を開始した。また、情報ネッ
トワーク、ハードウェア、ソフトウェア、コンテンツなどの情報環境を整備したほか、今後さ
らに、整備・充実を図ることとした。 
・医学部では、参考図書の整備や自習室としている福利棟食堂の環境整備を検討したほか、平
成20年度医学科入学定員10名増を視野に入れた環境整備の検討を進めた。 

○適切な成績評価等の実施に関
する具体的方策 

○適切な成績評価等の実施に関する具
体的方策 

 

【120】ＧＰＡ制度など適正な成
績評価方法について検討する。 

【120】ＧＰＡ制度の導入を基本方針と
し、これによる適正な成績評価方法に
ついて引き続き検討し、具体策を策定
する。 

・適正な成績評価方法について引き続き検討を進め、平成20年度からＧＰＡを導入することと
した。 
・全学共通教育科目において、電子シラバスに記載する成績評価項目に成績評価方法、成績評
価基準を定め実施した。 
・成績評価の厳格性・公平性を確保し、透明性のある成績評価を行なうため、教員個人に対し
て担当科目及び比較対象となる科目グループの成績分布資料の提示を決定した。 

【121】全科目について到達目標、
成績評価基準を検討し、電子シラ
バス上で公表することを推し進
める。 

【121】全学共通教育科目の各科目のＧ
ＰＡ導入を視野に入れた到達目標のほ
か、成績評価基準や評価方法を電子シ
ラバスで公表し、これによる成績評価
を実施する。 

・共通教育の方向性と理念に関する検討をもとに、電子シラバスにおける到達目標に３つのカ
テゴリー（知識と視野、能力と技能、人間性と倫理性）を定め学習成果を具体的に記載するな
ど内容の充実を図った。 
・全学共通教育科目の電子シラバスに記載する成績評価項目に成績評価基準、評価方法を定め
て公表した。 
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【大学院課程】 【大学院課程】  
○アドミッション・ポリシーに応
じた入学者選抜を実現するため
の具体的方策 

○アドミッション・ポリシーに応じた
入学者選抜を実現するための具体的方
策 

 

【122】大学案内、インターネッ
ト・ホームページ（日本語及び英
語）等で教育研究の体制・内容を
周知する。 

【122】大学案内やＨＰに掲載した教育
研究体制や内容等をさらに検討し、よ
り充実を図る。 

・新たに大学院案内を作成し充実を図った。また、大学ＨＰのリニューアル化に合わせ、入試
情報等の掲載内容を見直し、見易さ、扱いやすさの工夫を行ったほか、必要な掲載項目の追加
などの充実を図った。 

【123】長期履修学生制度の導入
を検討する。 

【123】教育学研究科で、引き続き長期
履修学生制度を実施するほか、医学工
学総合教育部の医学系修士課程・博士
課程で、平成19年度から長期履修学生
を受け入れる。 

・教育学研究科において引き続き長期履修学生制度を実施するとともに、医学領域では長期履
修学生制度を導入し、２名受け入れた。工学領域では、平成21年度の学生募集から導入するこ
ととした。 

【124】社会人の教育を充実する
ために昼夜開講制を推進する。 

【124】博士課程では、学生及び担当教
員が相談の上、適宜夜間開講を推進す
る。 

・医学領域では、昼夜開講制度を引き続き推進したほか、工学領域では、学生と講義担当教員
との相談による弾力的運用のもと実施した。 

○教育理念等に応じた教育課程
を編成するための具体的方策 

○教育理念等に応じた教育課程を編成
するための具体的方策 

 

【125】広い視野にたった学問分
野の融合的な研究教育体制を構
築する。 

【125】学部・修士６年一環教育プログ
ラムとして、医学工学総合教育部工学
系領域に導入した「ワイン科学特別教
育プログラム」と「クリーンエネルギ
ー特別教育プログラム」を、円滑に進
める 。 

・ワイン科学特別教育プログラム、クリーンエネルギー特別教育プログラム及び医学工学総合
教育部工学系修士課程の組込み型統合システム開発教育プログラムの３プログラムを円滑に進
めた。 

【126】電子シラバスの記載項目
を増やすなど内容の充実を図る。 

【126】医学工学総合教育部で、電子シ
ラバスへの掲載状況を点検するなど、
記述内容の充実を図る。 

・医学領域、工学領域において電子シラバスへの掲載状況の点検を行い、記載指導の徹底を図
った。 

○授業形態、学習指導法に関する
具体的方策 

○授業形態、学習指導法に関する具体
的方策 

 

【127】ゼミ形式による少人数教
育を充実する。 

【127】教育学研究科では、ゼミ形式に
よる少人数教育を引き続き充実させ
る。また、医学工学総合教育部工学領
域では、ゼミ形式による少人数教育の
拡充を検討して引き続き充実を図る。 

・教育学研究科では、ゼミ形式による少人数教育を充実し継続して実施した。 
・医学工学総合教育部工学領域では、１年次、２年次に開講される演習・研究においてゼミ形
式によるきめ細かい指導を行った。 

【128】複数の教員による多面的
な論文指導の充実を図る。 

【128】教育学研究科では、複数教員に
よる多面的な論文指導を引き続き実施
し、医学工学総合教育部では、学部の
壁を越えてさらなる充実を図る。 

・教育学研究科では、複数教員による多面的な論文指導を継続して実施した。 
・医学工学総合教育部医学領域では、異なる学部の教員による論文指導を実施し、工学領域で
は、新たに開設された組み込み型統合開発システムプログラムで、少なくとも３人の分野の異
なる教員による集団指導を行った。 

○適切な成績評価等の実施に関
する具体的方策  

○適切な成績評価等の実施に関する具
体的方策 

 

【129】最終試験の公開を原則と
する。 

【129】医学工学総合教育部工学領域で
は、最終試験評価基準を専攻内で公開
するための条件を策定する。 

・医学工学総合教育部工学領域における最終試験は、公聴会（発表会）と審査委員会による最
終試験から構成されており、発表会は引き続き公開している。審査委員会による最終試験は、
３名以上の審査員による合議制をとり、公平性、公明性を期している。さらに、修士課程の最
終試験については、成績評価の透明性を担保するために、共通の評価項目を設け、その比重を
専攻ごとに定めることとした。 
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況 
((((1111))))    教育教育教育教育にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 
③③③③    教育教育教育教育のののの実施体制等実施体制等実施体制等実施体制等にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
 
期期期期 
 
目目目目 
 
標標標標 

○教職員の配置に関する基本方針 
・社会の変化、ニーズに適合した教育を行うために人員を配置する。 
・教員の流動性を活発にし、教員以外の教育支援者を活用する。 
○教育環境の整備に関する基本方針 
・講義室及び自主学習に必要な施設・設備を整備する。 
・情報ネットワークを整備・拡充する。 
○教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針 
・高等教育の質的向上を図る。 
・教育方法の見直しと改善を継続的に行う。 
・学生による授業評価システムを充実する。 
・第三者による教育評価システムを検討する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○適切な教職員の配置等に関す
る具体的方策 

○適切な教職員の配置等に関する具体
的方策 

 

【130】大型研究プロジェクトな
どにおいて、任期制による優れた
研究者の採用により、研究を通じ
て高度教育の充実を図る。 

【130】有期雇用職員に係る就業規則に
基づき、優れた研究者の採用をさらに
促進し、高度教育の充実を図る。 

・有期雇用職員に係る就業規則に基づき、外部資金による大型プロジェクトや寄附講座などに、
民間研究機関等から積極的に優秀な研究者を採用し、高度教育の充実を図った。 

【131】非常勤講師の配置の見直
しを行い、バランスの取れた教育
を行う。 

【131】全学共通教育科目での非常勤講
師担当科目の実施状況を検証し、非常
勤講師の配置の適正化を図るほか、工
学部では、退職教員や卒業生の活用を
進める。 

・全学共通教育科目の非常勤講師担当科目の実施状況を検証し、教育体制充実のため、非常勤
講師の適正な配置の見直しを図った。 
・工学部では、定年後の本学教員に数学、物理等の基礎科学教育において非常勤講師として引
き続き協力を得た。また、本学出身者で民間企業のトップになった方々を招き、「プロジェク
トＹ：挑戦する先輩達」と称する学生のキャリアアップのための講演会を開催した。 

【132】医学・工学融合領域での
充実した教育を行うために必要
な指導教員の適正な配置につい
て検討する。 

【132】教員の所属専攻の見直し、定員
充足率の改善や教員の適正配置を図
る。 

・工学領域では、修士課程の改組及び入学定員の変更に伴い、教員を適正に配置することを決
定した。 
・医学領域では、専攻分野によっては４次募集まで行うなど定員の充足率の改善を図った。 

【133-1】ＴＡ制度の趣旨を踏まえ、そ
の教育効果の向上に配慮しつつ、ＴＡ
の有効活用を図る。 

・医学部の実験系教員の転任に伴い、実験補助者にＴＡを採用した。 
・工学部ではＴＡの有効な活用を検討し、学部大学院接続科目として、学部ものづくり教育の
企画立案およびリーダーとなるＴＡの養成科目や養成されたＴＡをリーダーとするプロジェク
トチーム型導入教育科目の新設について、具体的な教育プログラムの検討を始めた。 

【133】ＴＡ・技術職員等の具体
的配置方法を検討する。 

【133-2】技術職員等の適正配置につい
て、定員削減計画並びに常勤人件費削
減方法を勘案し、具体的に実施する。 

・医学部では、教室系技術職員１名を定員削減に充て、また、教室系事務職員３名を事務部門
に配置換し、その後任補充を非常勤職員とした。 
・工学部では、教室系事務職員１名を事務部門に配置換し、その後任補充を非常勤職員とした。 

【134】学外の有識者を特別講師
として招聘するなど、教育の幅を
広げる。 

【134】全学共通教育科目のテーマ別教
養科目で、引き続き学外有識者や卒業
生を特別講師とした科目を開講し、さ
らに充実を図る。 

・全学共通教育の人間形成科目及びテーマ別教養科目において、学外の有識者等を特別講師と
した授業科目を引き続き開講した。 
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○教育に必要な設備、情報ネット
ワーク等の活用・整備の具体的方
策 

○教育に必要な設備、情報ネットワー
ク等の活用・整備の具体的方策  

【135】講義室等キャンパス学習
環境整備計画を策定する。 

【135】基礎科目の「数学」、「物理」、
語学教育科目の「英語」で、Ｅーラー
ニングを取り入れた授業を開始し、学
内各部署と連携して、情報ネットワー
クやコンテンツの整備充実を図る。ま
た、更新した全学情報システムの問題
点の改善と安定した運用を図る。 

・全学共通教育の基礎科目の「数学」「物理」と語学教育科目の「英語」において、eーラーニ
ングを取り入れた授業を開始した。また、情報ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、
コンテンツなどの整備充実を図った。 
･eーラーニングサーバ安定運用を図ると共に、統合認証システム（YINSーSSO）、教務システム、
医学部キャンパス情報システム（YINSーCNS） など学内の他システムとの連携を行ない利便性
を高めた。 
･eーラーニングの自宅自習利用を促進するため、学外から学内ネットワークへのVPN 接続環境
を整備した 
・講義室等キャンパス学習環境整備計画の一環として、甲府キャンパスのＬＣ号館講義棟を昨
年の１階の整備に続き、２階講義室を整備した。 
・工学部では、今年度も専門高校・総合コース特別推薦入学者に対する入学前基礎教育として、
eラーニングによる数学教育を実施した。さらに一般推薦入学者についても導入を検討した。 

【136】情報支援体制の整備・拡
充を図る。 

【136】甲府キャンパスに導入したコミ
ュニケーション支援システム（ＣＮＳ）
を、医学部キャンパスにも展開し、情
報支援体制の整備・拡充を図る。また、
更新した全学情報システムの教育研究
用各種サーバの安定運用に努める。 

・学生、教員、職員の自由な意思伝達が可能なコミュニケーション支援システム（ＣＮＳ）を、
医学部キャンパスでも運用を開始し、情報支援体制の整備・充実を図った。 
・教育研究システムに係る各種サーバ等の問題点の改善を行い、安定運用に努めた。 

  

○教育環境の整備に関する具体
的方策 

○教育環境の整備に関する具体的方策 
 

【137】複数の講義室をマルチメ
ディア教室に改修するなど、多様
な授業形態に対応できる教育環
境の整備を計画する。 

【137】甲府キャンパスでは、講義室の
整備を引き続き実施し、開放型の学生
交流スペースなど多目的なスペースを
整備する。また、医学部キャンパスで
は、チュートリアル室を使用しない時
間帯はグループ学習に解放するなど
し、有効利用を図る。 

・講義室等キャンパス修学環境整備計画に基づき、甲府キャンパスのＬＣ棟２階の講義室の内
外装、空調改修及び教育機器を整備した。 
・甲府キャンパスのＬＣ棟に学生の交流､休憩等の交流スペースを設けた。 
・甲府キャンパスのＫ号館及びＭ号館３階講義室を少人数教育等の多様な授業形態に対応出来
るように改修し、教育機器の整備を行った。 
・甲府キャンパスのＪ号館３階ＬＬ教室をＣＡＬＬシステム教室に改修した。 
・医学部キャンパスでは、チュートリアル室を使用しない時間帯はグループ学習に解放するな
どし、有効利用を図った。 
・工学部では、社会に開かれたものづくり教育のための実習室をＢ１号館に設け、さらに学生
の教育の成果物の展示コーナーなど、より多目的な利用ができる専用スペースも設けた。 

【138】甲府キャンパスと玉穂キ
ャンパスとの授業交流を促進す
るための遠隔授業環境を充実す
る。 

【138】全学共通教育科目の基礎科目の
「数学」、「物理」と、語学教育科目
の「英語」で、Ｅーラーニングを取り
入れた授業を開始し、学内各部署と連
携して情報ネットワークやコンテンツ
の整備充実を図り、遠隔授業環境を整
備する。 

・全学共通教育の基礎科目の「数学」「物理」と語学教育科目の「英語」において、学習場所
を選ばないeーラーニングを取り入れた授業を開始した。 
・eーラーニングのための情報ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、コンテンツなどの
整備充実を図るとともに、遠隔授業支援のため eーLearning 用サーバを増強するなど、各種の
コンテンツの環境を整備した。 

【139】学生及び教員の交流スペ
ースの拡充を図る。 

【139】甲府キャンパスでは、講義室の
整備を引き続き実施し、多目的スペー
スとして学生と教員が交流できるスペ
ースを確保する。また、自習用スペー
スや大学院生談話室の整備を進め、学
生に開放し、交流スペースとして活用
を図る。 

・講義室等キャンパス修学環境整備計画に基づき、甲府キャンパスのＬＣ棟２階の講義室の整
備を引続き実施し内外装、空調改修及び教育機器を整備した。 
・甲府キャンパスのＬＣ棟に自習用スペースや学生の交流のためのスペースを設けた。 
・構外福利厚生施設（清里寮）の東屋を甲府西キャンパス大学会館北側広場に移設し、屋外交
流スペースの場を拡充した。 
・甲府キャンパス旧守衛所を解体撤去し、ＡＴＭを移設することにより正面広場を整備し、屋
外交流スペースの充実を図った。 
・医学部学生実習準備室を大学院談話室に改修し、大学院生交流スペースとして整備した。 
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【140】バリアフリー環境整備計
画の策定とキャンパス施設のユ
ニバーサルデザイン化に向けた
改善策を検討する。 

【140】法律に基づいた整備計画によ
り、バリアフリー化を進める。 

中期（年度）計画【73】の『計画の進捗状況』参照 

○教育活動の評価及び評価結果
等を質の改善につなげるための
具体的方策 

○教育活動の評価及び評価結果等を質
の改善につなげるための具体的方策  

【141】高等教育に関する研究・
調査を行う組織の設置を検討し、
高等教育の質的向上を図る。 

【141】大学教育研究開発センターに専
任教員を採用し、教育の質的向上を図
る。 

・大学教育研究開発センターに専任教員を１名採用し、共通教育科目の充実、学生による授業
評価、全学ＦＤ研修など高等教育の質的向上の充実を図った。 

【142】自己点検・自己評価結果
の教育活動へのフィードバック
体制を整備する。 

【142】・学生による授業評価を引き続
き実施し、結果を授業改善策としてフ
ィードバックし、次年度の電子シラバ
スで公表する。また、独立行政法人大
学評価・学位授与機構が行う認証評価
にあわせて、教育活動を中心とした自
己点検・評価を引き続いて実施し、学
外有識者による検証を加味した結果
を、学内にフィードバックする。 
・学生による授業評価を引き続き実施
し、結果を授業改善策としてフィード
バックし、次年度の電子シラバスで公
表する。 

・学生による授業評価（記述式とマークシート）を継続して６月と12月に実施し、結果をフィ
ードバックして改善点をシラバスで公表した。また、教員自らが授業の長所や改善点を確認で
きるシステムとするため、来年度から各学期の中間期（記述式）と学期末（マークシート）に
実施することを決定した。 
・教育活動を中心とした自己点検・評価を大学評価・学位授与機構が行う認証評価の受審にあ
わせて実施し、学外有識者による検証結果や認証評価結果を学内にフィードバックした。 

【143】学生による授業評価を実
施し、その結果を公表するととも
に、教員の授業改善につなげる現
行の評価システムを充実させる。 

【143】学生による授業評価を引き続き
実施し、結果を授業改善策としてフィ
ードバックし、次年度の電子シラバス
で公表する。 

中期（年度）計画【57-2】の『計画の進捗状況』参照 

【144】第三者による教育評価シ
ステムを検討し、その結果を授業
改善にフィードバックできる体
制を整える。 

【144】共通教育に対する学外委員から
の指導･助言に基づき新カリキュラム
の改善・充実を図る。また、工学部で
は、卒業生との意見交換のほか、高校
との連携を強化し、教育システムのマ
ネジメントサイクルを強化する。 

・教育改革の助言を受けるため学外有識者を交え委員会を開催し、これに基づき「大学基礎オ
リエンテーション」科目の中で、自分の大学の特徴などを理解させるため、大学の機能につい
ての事務職員の講義や大学の歴史などについての講義を実施した。 
・学外県内企業等へのアンケート結果に基づき、全学共通教養科目の中で、社会的教育ニーズ
の高い導入教育（コミュニケーション能力、キャリア形成）、語学教育（英語能力）、自発的
教養科目を開始した。 
・工学部では、高校訪問や出前講義などを通して高等学校との連携を強化するとともに、その
時に得られた情報を基にして教育評価システムの改善を行った。 

○教材、学習指導法に関する研究
開発及びＦＤに関する具体的方
策 

○教材、学習指導法に関する研究開発
及びＦＤに関する具体的方策  

【145】学習指導法を検討するた
めに、ＦＤを全学的に推進する委
員会を設置する。 

【145】合宿形式の全学ＦＤ研修会を継
続して実施するほか、全教員を対象と
した外部講師による講演会を実施し、
教育改革の啓蒙を図り、各学部固有の
ＦＤ活動の充実を図る。 

中期（年度）計画【117】の『計画の進捗状況』参照 
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○研究教育の実施体制等に関す
る特記事項 

○研究教育の実施体制等に関する特記
事項 

 

【146】21世紀ＣＯＥプログラム
｢アジアモンスーン域流域総合水
管理研究教育｣により、実践的に
研究教育するための拠点を形成
する。 

【146】研究拠点形成計画を実施するた
め、海外教育機関や国際機関との連携
を強化するほか、引き続き特別コース
学生を受入れ、国際学会への派遣や発
表を実施し、かつ留学生の修学環境の
充実を図る。 

・研究拠点形成計画の実施を踏まえ、21世紀ＣＯＥプログラムに関連して、インドネシアのブ
ラヴィジャヤ大学との部局間交流協定を締結したほか、博士課程(工学領域)国際流域水管理特
別コース４期生４名（国費留学生）の受け入れやバンコクと北京で同特別コースの入学希望者
の予備面接を行った。また、同特別コースの学生は、チェンマイで開催された国際学会で発表
を行った。 
・本学国際交流基金と外国人留学生後援会による留学生への経済的支援を継続して実施した。 

【147】経済活性化及び持続型社
会形成のための研究開発プロジ
ェクト｢次世代型燃料電池の研究
・開発プロジェクト｣に採択され
たクリーンエネルギーの研究開
発等を通じ、クリーンエネルギー
研究センターを核に該当分野の
人材育成拠点を形成する。 

【147】外国人研究者や企業経験技術者
等と共同した研究教育により、広い視
野を持つ人材育成に努める。また、引
き続き、企業技術者に高度教育を実施
し、広報・研修会・講演会等を通して、
教育と普及活動に努める。 

・外国人研究者５名（うち２名は客員教授）を招聘し、企業経験技術者等を活用し、基礎から
応用にわたる広い視野を持つ当該分野の人材を育成した。 
・企業技術者（博士課程学生６名）や研究員(８名採用、うち外国人２名)を採用して高度教育
を実施したほか、広報、研修会、講演会等を通して、教育、普及活動を行った。 
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況    
((((1111))))    教育教育教育教育にににに関関関関するするするする目標目標目標目標    
④④④④    学生学生学生学生へのへのへのへの支援支援支援支援にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○学生への学習支援に関する基本方針 
・学生相談体制を充実する。 
○学生への生活支援等に関する基本方針 
・学生の要望を反映させる体制を整備する。 
・福利厚生施設の効果的な利用を促進する。 
・就職支援体制を整備する。 
・課外活動への支援体制を確立・整備する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○学習相談・助言・支援の組織的
対応に関する具体的方策 

○学習相談・助言・支援の組織的対応
に関する具体的方策 

 

【148】オフィスアワーを設け、
学生の学習相談に応じられる体
制を検討し、整備する。 

【148】クラス担任制やオフィスアワー
での学習相談・助言等のあり方や実効
性について、前年度に行った調査結果
を検証し、学習相談体制のより一層の
充実を図る。 

・クラス担任制及びオフィスアワーにおける学習相談・助言等のあり方や実効性について、前
年度に行った調査結果を検証し、学習相談体制の充実を図るため、「学生相談対応事例集」「学
生生活に関する危機管理マニュアル」をクラス担任等の学生相談を担当する教職員に配布した
ほか、学生には、「安全な学生生活を送るために～学生のための危機管理マニュアル～」を作
成することにより学生相談体制の充実を図った。 

【149】学生相談室（保健関係以
外の事項）を設置するなど、体系
的な相談体制を構築する。 

【149】学生相談のあり方や学生相談室
の運用方法等について検討を進め、学
生相談体制の一層の充実を図る。 

・学生相談室を中心に、保健管理センター及びハラスメント相談員組織と連携を進めて、学生
相談体制の充実を図った。 
・「学生相談対応事例集」「学生生活に関する危機管理マニュアル」をクラス担任等の学生相
談を担当する教職員に配布したほか、学生には、「安全な学生生活を送るために～学生のため
の危機管理マニュアル～」を作成することにより学生相談体制の充実を図った。 
・大学で起きるハラスメントを防止及び大学の対応・手順等を周知するため、「キャンパス・
ハラスメント防止等に関するガイドライン」を作成し、全学生に配付した。併せてＨＰ上に掲
載した。また、学生・教職員を対象として「キャンパス・ハラスメントに関する研修会」を開
催した。 

○学生への生活支援等に関する
具体的方策 

○学生への生活支援等に関する具体的
方策 

 

【150】専門カウンセラーの配置
など保健管理センターを中心と
した学生相談体制の整備・充実を
図る（セクハラ・アカハラ対策を
含む）。 

【150】各学生相談組織の相談員で構成
する「学生相談連絡会」を活用し、よ
り利用しやすい相談窓口のあり方や学
生への的確な広報などを行い、さらに、
学生相談全般の整備・充実を図る。 

・学生相談各組織の相談員で構成する「学生相談連絡会」を活用し、より利用しやすい相談窓
口のあり方及び学生への的確な広報など学生相談全般の整備・充実を図るため、教職員向けに
は「学生相談対応事例集」「学生生活に関する危機管理マニュアル」を作成し、クラス担任等
の学生相談を担当する教職員に配布した。学生には「安全な学生生活を送るために～学生のた
めの危機管理マニュアル～」を作成した。 
・保健管理センターでは、ＨＰ等を活用し学生へのメンタルヘルスに関する広報活動を図った。
またメンタルヘルスに関する自己予防セミナー、グループワーク等を企画・開催した。 
・大学で起きるハラスメントを防止及び大学の対応・手順等を周知するため、「キャンパス・
ハラスメント防止等に関するガイドライン」を作成し、全学生に配付した。併せてＨＰ上に掲
載した。また、学生・教職員を対象として「キャンパス・ハラスメントに関する研修会」を開
催した。 
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【151】学生の抱える諸問題につ
いて適切に対応できる仕組みを
作るために、休・退学、留年など
の実態調査をきめ細かく実施・分
析する。 

【151】学生の抱える諸問題について適
切に対応するため、学生サポート等の
学生支援システムを検討する。また、
クラス担任を中心とした、成績不振者
に対する指導を引き続き行う。 

・学生の抱える諸問題について適切に対応するため、平成20年度から実施するＧＰＡ制度での
修学支援体制と関連付けて学生支援システムの具体化の検討を行った。 
・クラス担任を中心として、年２回保護者へ成績通知を行い、保護者と一体となって成績不振
者のサポートを行った。 

【152】留学生センターを中心と
して外国人留学生の経済的・社会
的問題に対応できる支援体制を
強化する。 

【152】留学生センターの相談機能を充
実させ、地域文化交流を進めるととも
に、日本での就職希望留学生に対する
就職支援活動を進める。また、継続的
な連携や学術情報の提供を進めるた
め、卒業生名簿を作成し同窓会組織の
創設を検討する。さらに、引き続き「教
育研究支援基金」「国際交流基金」「外
国人留学生後援会」による留学生への
経済的支援を実施する。 

・留学生センターの全教員が相談業務に携わる体制をとり、相談業務の実態把握を進めた。近
年増えてきている就職や進路に関しての相談について、大規模な進路希望調査を行い、より学
生のニーズに合った支援について検討した。 
・卒業生名簿作成に向けて現段階で住所を把握している卒業者に名簿作成への協力依頼と本学
の情報を郵送し、卒業生名簿のデータを収集するとともに、留学生同窓会組織の創設を検討し
た。 
・引き続き、布能奨学金により留学生５人に月額５万円の奨学金を支給した。また、20年度か
ら、より多くの留学生に支給できるよう取扱要項を改正した。 
・「教育研究支援基金」から「留学生生活援助金」(月額１万円、10人）の支給、研究発表会補
助、海外派遣保険への加入を行った。 
・提携大学からの留学生を含め、留学生を対象としてホームステイ/ビジットのプログラムを地
域の国際交流団体の協力を得て６月と２月に実施し、28名の留学生が参加した。また、８月に
医学部ｷｬﾝﾊﾟｽでたべもの異文化交流会、12月に甲府市岩窪地区との地域交流もちつき大会を実
施し、日本文化や生活習慣を学ぶ、草の根レベルの地域交流を進めた。 
・医学部では、留学初年度の私費留学生２名に対し、国際交流基金から生活費の一部支援とし
てそれぞれ毎月３万円、計36万円を支給した。 
・留学生後援会では、全留学生を対象に「留学生救援者費用保険」「学生教育研究災害傷害保
険」に加入するとともに、ホームステイ/ビジットへのお礼などの支援を行った。 

【153-1】教職員宿舎を用途変更し、留
学生宿舎として活用するほか、福利厚
生施設を有効利用することを検討し、
効果的な利用を促進する。 
・コンビニエンスストアの一部を福利
厚生施設として利用する。 

・前年度に引き続き職員宿舎１棟（６戸）を留学生宿舎に転用し、５人の留学生が入居した。
また、大学院生の入居の可能性についても学生寮（芙蓉寮）などの改修計画と併せて検討を進
めた。 
・福利厚生施設の有効活用を図るため、老巧化した学生寮（芙蓉寮）の全面改修及び職員宿舎
の敷地を利用した女子学生寮の設置を決定した。 
・医学部では、福利棟食堂を学生自習室の一部として活用し、引き続き有効利用を検討してい
る。 
・昨年度設置したコンビニエンスストアの２階に交流ラウンジを併設し福利厚生施設として利
用した。 

【153】福利厚生施設を多目的に
活用するシステムを整備する。 

【153-2】留学生の学生寄宿舎への入居
を進め、大学院生の入居の可能性につ
いても検討する。 

・前年度に引き続き職員宿舎１棟（６戸）を留学生宿舎に転用し、５人の留学生が入居した。
また、大学院生の入居の可能性についても学生寮（芙蓉寮）などの改修計画と合せて検討を進
めた。 

【154】就職支援組織の機能の拡
充及び人的配置を検討する。 

【154】専任のキャリアアドバイザーを
設置し、低年次からのキャリア教育を
企画・運営する「キャリアセンター」
として充実させる。 

・キャリアセンターを設置し、専任の教員による低年次からのキャリア教育を企画・運営する
体制を整備した。また、複数のキャリアアドバイザーを配置するだけでなく、ジョブカフェを
同センター内に設け、山梨県から派遣されたカウンセラーと一体となり、学生への就職相談・
助言を行うなどキャリアセンターの充実を図った。 

【155】キャリアアドバイザーを
常置し、個人のキャリア形成とい
う視点にたって、職業観や勤労観
を身に付ける指導のみでなく、自
己の個性を理解した上で、主体的
に進路を選択できる指導を実施
する。 

【155】キャリアセンターを設置し、キ
ャリアアドバイザーを配置して、低年
次からのキャリア教育を企画・運営す
る。 

中期（年度）計画【154】の『計画の進捗状況』参照 
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【156】後援会や同窓会などと連
携し、体育系・文化系サークルの
学生組織の整備・充実を支援する
とともに課外活動の活性化や、施
設の整備、学生表彰制度の充実を
図る。 

【156】各学部の後援会や同窓会と連携
し、継続して各サークル及び福利厚生
施設等の充実を図る。また、表彰制度
を活用し、課外活動やボランティア活
動等の活性化を図る。 

・前年度に引き続き教育人間科学部、工学部の各後援会からの経済支援により、関東甲信越大
学体育大会参加学生の交通費補助、参加登録料等補助、体育館などの備品の一部補助の支援、
及びサークル活動の活性化としてリーダーズ研修会、親善試合等の経費の一部補助を継続して
実施した。また、各学部の後援会と連携を図り後援会表彰を実施した。 
・地域社会や大学に対するボランティアなどの貢献活動を行っている学生個人や学生団体を表
彰し支援する「地域貢献活動及び大学支援活動プロジェクト」と「貢献賞」を創設し、プロジ
ェクトは９課題、貢献賞は５団体を表彰した。 
・昨年度に制定した特別待遇学生の制度により、今年度も各学部からの推薦に基づき、教育人
間科学部４名、医学部４名、工学部８名の計16名を決定し、後期分授業料の全額免除を実施し
た。 
・工学部では、同窓会による表彰及び海外発表の援助を行った。 

【157】リーダー研修を恒常的に
実施し、学生の自主的な活動を支
援する。 

【157】学生団体を統括する「学友会」
の活動を積極的に支援し、学生の自主
的な活動を活性化させ、継続してリー
ダー研修を実施する。 

・「学友会」「大学祭実行委員会」及び医学部「学生会」の代表メンバーを含め、各学部の学
年代表からなる山梨大学学生代表組織を立ち上げた。 
・課外活動の活性化を図り、各サークル責任者のリーダーシップの育成や危機管理意識の高揚
を図るため、リーダー研修を実施し、各サークルから124名の学生の参加があった。 
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況 
((((2222))))    研究研究研究研究にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 
①①①①    研究水準及研究水準及研究水準及研究水準及びびびび研究研究研究研究のののの成果等成果等成果等成果等にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○本学の研究基盤となる教育人間科学、医学、工学及び医工連携分野の幅広い基礎、応用研究の研究水準は国際的に評価される水準を目標とする。 
特に社会的需要の高い研究及び本学の特色のある先端的研究分野での研究水準は世界をリードする水準とする。 
得られた研究成果は積極的に国内外に発信し、文明の発展に寄与すると共に新産業創成の核とすることを目標とする。 

 
 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○目指すべき研究の方向性 ○目指すべき研究の方向性  
【158】基礎及び応用分野の基盤
的な研究を継続的に発展させる
とともに、学内外で行う特徴ある
諸学融合的プロジェクト研究を
発展させる。 

【158】・学内戦略的研究プロジェクト
に、引き続き融合研究領域を設けプロ
ジェクト研究を実施する。また、更な
る発展性が認められるものには引き続
き支援を行い、特別教育研究経費研究
課題を含む外部資金への申請を行う。
さらに、産学連携イベントへの出展、
企業等へのシーズ紹介も展開する。 
・寄附講座を開設し、民間企業との共
同研究を推進する 

・学内に戦略的研究プロジェクト経費を措置し、医工融合領域の研究課題のほか萌芽的な研究
課題などを公募し、審査の上、経費配分を行い、研究成果発表会を通じた評価を実施して、次
年度への継続や新たな展開を検討した。 
・学内戦略的研究プロジェクトとして研究を支援した課題が、平成19年度特別教育研究経費に
「医学工学融合によるブドウ中の老化抑制物質の探索」として採択され、事業を開始した。 
・地域活性化モデルの構築を目的とした産学官連携シンポジウムを山梨県と開催した。 
・全教員の研究シーズ集(517人、613テーマ）を作成、ＨＰで公開するとともに、CDーROM版を
連携協定先機関のネットワークや客員社会連携コーディネータ、各参加イベントを通じて広く
企業等に配布した。 
・工学部に寄附講座「有機ロボティックス講座」を新たに開設した。また医学部の寄附講座「肝
疾患地域先端医療システム学講座」においても、引き続き研究活動を推進した。 

【159】プロジェクト研究を進展
させるため、国内外の大学や研究
機関及び民間企業等の研究者の
人事交流を推進する。 

【159】・プロジェクト研究の進展のた
め、すでに整備した有期雇用制度、学
長裁量定員等を積極的に活用し、外部
からの人材の登用及び共同研究におけ
る研究者の相互交流を引続き推進す
る。 
・海外の連携校との人的交流を図る 

・大型プロジェクト事業を推進するため､有期雇用制度等の制度を活用し、民間企業人を都市エ
リア事業科学技術コーディネータや客員教授に、ＮＥＤＯ研究員をワイン人材生涯養成拠点特
任教授に採用するなど、引き続き国内外からの外部人材を登用した。 
・浙江大学科国家大学科技園と工学部の間で知的財産等の円滑な利活用と研究者及び技術者等
の人的資源の交流を図ることを目的とした産学連携及び技術移転に係る協力に関する覚書を締
結した。 
・21世紀ＣＯＥプログラム、ワイン人材生涯養成拠点等大型プロジェクトにおいて、引き続き
外国人研究員を雇用した. 

○大学として重点的に取り組む
領域 

○大学として重点的に取り組む領域 
 

【160】教育人間科学、医学、工
学及び医工連携の各研究分野に
おいて、それぞれに優れた基礎研
究と国際的に高い水準の研究及
び地域の特性を活かした分野で
の先端的研究を推進する。 

【160】・特別教育研究経費研究推進事
業等の研究課題の公募を通じて､優れ
た研究シーズの発掘を行い､競争的資
金等の獲得に向け､積極的に支援を行
う。 
・寄附講座「有機ロボティクス」を開
設し、この分野の研究を推進する。 
・山梨大学21世紀ＣＯＥプログラム関
連事業として掲げられた「国際流域環
境研究センター」を設置し、プロジェ
クトを推進する。 

・学内戦略的研究プロジェクトとして研究を支援した課題が、平成19年度特別教育研究経費に
「医学工学融合によるブドウ中の老化抑制物質の探索」として新規採択され、事業を開始した。 
・科学研究費補助金への全申請課題に対して、研究支援・社会連携部のコーディネータが申請
書記載等の指導等の支援を行った。 
・工学部に寄附講座「有機ロボティックス講座」を新たに開設し研究活動を推進した。 
・21世紀ＣＯＥプログラム関連事業として「国際流域環境研究センター」を設置し、プロジェ
クトを推進した。 
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【161-1】・中高連携を図るため、附属
中学校と甲府第一高等学校と協力して
各教科ごとに設けた研究推進協議会を
引き続き行う。 
・「山梨教育リサーチ・アーカイブ」
では、県教育センターと連携し、教育
行政・学校経営に関わるアーカイブと
して、山梨県の小・中・高・特別支援
学校の量的データの収集・整理を進め
る。 
・県教育委員会・甲府市教育委員会・
県教育センターと連携して「教員の資
質向上に関する研究会」を進める。 

・中高連携を図るため、附属中学校・甲府第一高等学校と協力して教科ごとに設けた研究推進
協議会のほか、ＷＧ会合等を引き続き実施した。 
・「山梨教育リサーチ・アーカイブ」では、山梨県教育センターと連携し、教育行政・学校経
営に関わるアーカイブとして、山梨県の小・中・高・特別支援学校の量的データの収集・整理
を進めた。 
・山梨県教育委員会・甲府市教育委員会・山梨県教育センターと連携して「教員の資質向上に
関する研究会」を２回実施し、現職教員の研修内容について、大学院研修のあり方、免許更新
講習の方法と内容、教員養成・採用と研修との関わりなどについて意見交換を行った。 

【161】教育人間科学部は、地方
自治体（県、市等）、学校、企業
等と連 
携した現代社会のニーズに対応
した研究を一層強化する。 

【161-2】研究連携協定を締結した企業
との共同研究を引き続き推進する。 

・研究連携協定を締結した企業が経営する関連企業との共同研究を開始し、企業ニーズに沿っ
た研究を推進している。 

【162】医学工学総合研究部医学
学域では、基礎医学研究及び実地
医療に有用な医学・看護学研究を
推進する。 

【162】医学工学総合研究部医学学域で
は、平成19年度文部科学省での予算化
を受け、山梨県の特産であるブドウ、
ワイン中のポリフェノールの健康増進
作用の解析を、医工融合研究体制によ
り、さらに発展させる。 

・特別教育研究経費（研究推進）に「医学工学融合によるブドウ中の老化抑制物質の探索」が
採択され、全学的な研究グループを組織化して、昨年度より多くの研究者の協力体制により実
施している。 

【163】医学工学総合研究部工学
学域では、科学技術立国の中核課
題をなす高機能物質の創製とナ
ノデバイスの開発、ソフトウェア
と情報通信及び機械システムの
融合研究、持続社会形成のための
技術開発と環境の管理・評価手法
の開発等の先進的研究に取組む。 

【163】・医学工学総合研究部工学学域
に寄附講座「有機ロボティクス」を開
設し、この分野の研究を推進する。 
・見直しを行った研究プロジェクトチ
ームからの外部資金への応募を積極的
に促し、組織立った研究の推進を図る。 

・医学工学総合研究部に寄附講座「有機ロボティックス講座」を開設し２名の特任教員を採用
し、この分野の研究を推進した。 
・工学系学域研究推進委員会で研究プロジェクトチームの再編を行い、外部資金への応募を積
極的に促し、組織立った研究の推進を図った。 

【164】医学工学総合研究部医学
工学融合学域では、生活しやすい
高度情報化された医療福祉社会
の実現や先進医療を推進するた
めの研究、及び健康予知医学研究
を推進する。 

【164】医学工学総合研究部医学工学融
合学域では、学内戦略的プロジェクト
（研究プロジェクト）の医学工学融合
研究プロジェクトに積極的に応募する
とともに、外部資金獲得にも努め、生
活しやすい高度情報化された医療福祉
社会の実現や先進医療を推進するため
の研究及び健康予知医学研究の融合研
究をさらに推進する。 

・学内戦略的プロジェクト（研究プロジェクト）に採択された医学工学融合研究プロジェクト
８件により、生活しやすい高度情報化された医療福祉社会の実現や先進医療を推進するための
研究及び健康予知医学研究の融合研究を推進した。（総額11,700千円） 
 また、医学工学融合学域として、科学研究費補助金に３件応募し、うち１件が採択され、外
部資金獲得にも努めた。 
・住民、行政との連携プロジェクトにより、山梨県内地域における長年の健康調査情報を活用
し、ＩＣＴ活用の生活習慣病予防システムを構築した。 
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【165-1】企業との共同研究で基礎研究
成果の実用性の評価を進める。また、
企業経験技術者や博士研究員の活用
で、研究促進と知的財産確保を図ると
共に、成果を国際誌に公表して当該分
野の研究・技術向上に引き続き取り組
む。 

・クリーンエネルギー研究センター所属教員が、IPHEのTechniocal Achievement Award（国際
賞）、山梨科学アカデミー奨励賞を受賞したほか、科研費等外部資金の獲得、国内外の特許取
得など、研究促進と知的財産確保に取り組んだ。 
・新たにＪＳＴのシーズ発掘試験研究や、機器開発先端計測技術・機器開発事業を継続した。 
・リーディングプロジェクト、ＮＥＤＯプロジェクトで、当初予定を上回る成果（論文25報、
特許申請中10件(国内７、国際３)）をあげ、国際誌に25報公表した。 
・都市エリアプロジェクト研究を継続し、基幹研究機関として地域企業および県研究センター
と連携して研究を推進した。 
・都市エリア産官学地域連携事業の一環として燃料電池プロジェクトを推進し、この実証実験
施設として100kWレベルの燃料電池発電システムを医学部キャンパスに設置し順調に稼働した。
これから改質水素を取り出し、水素スタンド用に超高純度水素に精製する研究も順調に展開で
きた。 
・水素・燃料電池に関する先端的研究がＮＥＤＯに採択されたことにより、燃料電池ナノ材料
研究センターを立ち上げ、国際拠点としてプロジェクトを推進することになった。 

【165】クリーンエネルギー研究
センターでは、21世紀の最重要課
題であるエネルギー・環境問題の
根本的対応策となる高効率・無公
害燃料電池や太陽電池・半導体用
材料に関し、世界をリードする研
究を展開する。 

【165-2】特別教育研究経費の研究推進
事業を活用し、研究プロジェクトを継
続する。 

・特別研究教育経費「持続可能な地球環境を目指す燃料電池プロジェクト」を活用し、クリー
ンエネルギー研究センターは工学部と協力して、燃料電池の電解質材料、電極触媒、水素製造、
セパレータ材料、触媒反応機構、材料評価、などについてさらに協働研究を進めた。 

【166-1】平成19年度の21世紀ＣＯＥプ
ログラムによる助成期間終了後への対
応のため、工学部附属施設として「国
際流域環境研究センター」を設置し、
事業継承体制を整える。 

・21世紀ＣＯＥプログラムによる助成期間終了後への対応のため、工学部に「国際流域環境研
究センター」を設置し、事業継承体制を整えた。 

【166】アジアモンスーン域流域
総合水管理に関する研究におい
て、世界拠点を形成する。 

【166-2】21世紀ＣＯＥプログラム成果
発表の国際会議を開催し、バーチャル
アカデミーコンテンツの高度化・新分
野創生のための研究等をさらに進め
る。 

・21世紀ＣＯＥプログラム成果発表の国際会議の開催やバングラデッシュ、ネパール等で海外
調査を行った。また、ＣＯＥプログラムの継承事業である「グローバルＣＯＥ」の採択に向け、
精力的に取り組んだ。 

○成果の社会への還元に関する
具体的目標 

○成果の社会への還元に関する具体的
目標 

 

【167】成果は積極的に国内外の
主要論文誌に掲載すると共に知
的財産権の取得、管理および活用
を積極的に行う。 

【167】・海外企業等との連携を進め､
産学連携の国際化を展開するととも
に､本学保有の燃料電池関連特許の信
託・証券化を進める。 
・特許法第30条(新規性喪失の例外)を
適用することなく特許出願できるよう
に、成果発表に関連して発明届出の提
出時期についての周知を図る。 

・産学連携の国際化を目的に新潟大学と国際・大学知財本部コンソーシアムを設立、国際的な
知財人材の育成と併せ事業を開始した。また、浙江大学科国家大学科技園と工学部の間で知的
財産等の円滑な利活用と研究者及び技術者等の人的資源の交流を図ることを目的とした産学連
携及び技術移転に係る協力に関する覚書を締結した。 
・燃料電池関連の特許を信託する事業で、２件目の契約が成立した。 
・特許法に定める成果発表と発明届出の例外を適用することなくタイムリーな届出を実施する
ため、産学連携ハンドブックへの再掲や各教員への通知配付など、周知を実施した。 

【168】研究成果の展示発表会を
定期的に開催する。 

【168】研究成果展示発表会の定期開催
や公開事業を行い、学外の会議や発表
会に積極的に引き続き参加する。 

・山梨県との連携による公開研究会やイノベーションジャパン、山梨テクノフェア等のイベン
トに出展し、本学の技術シーズや研究情報を発信した。 
・東京地区での学内シーズの定期的な発表のため、東京リエゾンオフィスのあるキャンパスイ
ノベーションセンターの入居大学と共同して新技術説明会を開催した。 
・学内戦略的研究プロジェクトの研究成果発表会を開催した。 
・公開講座に新たに研究シーズ発表分野を設け、教員が発表しやすい環境を整えた。 
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【169】㈱山梨ティー・エル・オ
ーを通じての特許取得率をあげ、
研究結果の民間への提供により
社会へ研究成果を還元する。 

【169】㈱山梨ティー・エル・オーとの
連携により、マッチングファンド等の
企業と共同で大型外部資金の獲得を推
進するとともに、民間企業等への技術
移転活動を活発に行い、研究成果の社
会還元をより推進する。 

・㈱山梨ティー・エル・オーと連携した技術評価を実施し、コーディネイト活動を通じてＮＥ
ＤＯマッチングファンド１件、ＪＳＴシーズ発掘試験事業４件が採択された。 
・山梨県・山梨大学連携研究公開事業、イノベーションジャパン・諏訪圏工業メッセ等への㈱
山梨ティー・エル・オーによる技術シーズの出展を通じて本学教員の研究シーズの情報発信を
行った。 
・より効率的に研究成果の社会への還元を行うため、㈱山梨ティー・エル・オーを内部組織化
して、技術移転部門とする「産学官連携・研究推進機構」を学長直属の組織として設置するこ
ととした。 

【170】知的財産の創出、取得、
管理及び活用のため、㈱山梨ティ
ー・エル・オーを積極的に活用す
る。 

【170】㈱山梨ティー・エル・オーと包
括的業務委託契約を継続し、技術評価
への協力、特許取得支援制度の活用、
セミナー等を通じ技術移転、知的財産
に関する学内への普及啓発活動を引き
続き実施する。 

・㈱山梨ティー・エル・オーと連携した技術評価や知的財産に関する普及啓発活動を実施し、
コーディネイト活動を通じてＮＥＤＯマッチングファンド１件、ＪＳＴシーズ発掘試験事業４
件が採択された。 
・㈱山梨ティー・エル・オー主宰の医療関連ものづくり交流会を通じて、附属病院のニーズ１
件が製品化されることとなった。 
・より効率的に研究成果の社会への還元を行うため、㈱山梨ティー・エル・オーを内部組織化
してその技術移転部門とする「産学官連携・研究推進機構」を学長直属の組織として新たに設
置し、平成20年度当初から稼動することを決定した。 

【171】兼業を促進する制度を検
討する。 

【171】常勤職員に対して利益相反自己
申告書の提出を求めるなど、実質的な
利益相反マネジメントを開始するとと
もに学内周知を図る。 

・常勤職員全員を対象に利益相反申告書の提出を実施（回収率100％）、利益相反に関するマネ
ジメントを開始し、兼業等の透明性を確保した産学官連携活動が可能となった。 
・学内に兼業申請の周知を図るとともに、４半期ごとに申請状況の報告を義務付けている。 

【172】研究成果物の電子化（メ
タデータベースの構築）を行い、
広く社会に開放する。 

【172】研究成果物の電子化（メタデー
タベース）を進めるため、学内コンテ
ンツ検索サービスの整備・拡充を図る。 

・全教員の研究シーズ集(517人、613テーマ）を作成し、ＨＰで公開するとともに、CDーROM版
を連携協定機関、関係機関、客員社会連携コーディネータに配布しコーディネイト活動に供し
た。 
・学内コンテンツの検索サービスを行うための検索サーバ（Googleーmini）の安定運用に努め
た。 

○研究の水準・成果の検証に関す
る具体的方策 

○研究の水準・成果の検証に関する具
体的方策 

 

【173】各部局及び個々の研究者
に至るまで研究目的・目標を明確
にし、研究成果を達成し、事後の
改善が可能となるように研究の
水準、成果の検証に関する評価シ
ステムの確立を図る。 

【173】研究の水準、成果の検証を含む
「教員の個人評価」を引き続いて実施
し、評価基準を検証して、より有効な
評価システムを構築する。 

・研究の水準、成果の検証を含む「教員の個人評価」を引き続き実施するとともに、評価結果
を教員の処遇に反映する方針を決定し、平成20年度に実施することとした。 
・より有効な評価を実施するため、評価実施組織の改正など、「教員の個人評価方針」を見直
した。 
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況 
((((2222))))    研究研究研究研究にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 
②②②②    研究研究研究研究実施実施実施実施体制等体制等体制等体制等のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
期期期期 
目目目目 
標標標標 

○研究者等の配置に関する基本方針 
・研究活動の活性化と高度化につながる研究体制の整備を目指す。 
○研究環境の整備に関する基本方針 
・特色ある研究、先端的研究の拠点となるための施設・設備の整備・充実を目指す。 
・研究の質の向上システムに関する基本方針 
・研究業績評価のシステムを構築する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○適切な研究者等の配置に関す
る具体的方策 

○適切な研究者等の配置に関する具体
的方策 

 

【174】新しい知の創造を目指し
た大規模プロジェクト研究に積
極的に参加できるよう、部局を超
えた研究グループの編成とそれ
を全学的に支援する体制を整備
する。 

【174】研究推進事業､戦略的プロジェ
クト事業等の応募課題から重点研究課
題を選定し、全学的な研究グループの
組織化と学長裁量定員を活用した教員
の配置等全学的支援を引き続き行う。 

・研究推進事業､戦略的プロジェクト事業等の応募課題から重点研究課題を選定、全学的な研究
グループを組織化して、平成19年度特別教育研究経費に申請した研究課題が、「医学工学融合
によるブドウ中の老化抑制物質の探索」として新規採択され事業を開始した。 
・学長裁量定員で教授１名を学長特別補佐として採用し、産学官連携の推進や外部資金の獲得
など専門的立場から活動を実施した。 
・定年退職した教授を配置して外部資金獲得の基となった研究及び職員、学生等への教育・指
導を行うことができるシニアリサーチプロフェッサーの制度を確立した。  
・医工融合研究は、数テーマの研究が進行し、計画している大学院改組と連動させながら、さ
らに融合領域での研究を進めることを計画している。 

【175】世界トップレベルで研究
を進めている研究者や研究グル
ープを時限付きで組織化し、部局
横断型の戦略的研究プロジェク
トを推進する。 

【175】・研究推進事業､戦略的プロジ
ェクト事業等の応募課題から重点研究
課題を選定し、全学的な研究グループ
の組織化と学長裁量定員を活用した教
員の配置等全学的支援を引き続き行
う。 
・ＣＯＥの成果として、「国際流域環
境研究センター」を設置し、プロジェ
クトを推進する。 

・研究推進事業､戦略的プロジェクト事業等の応募課題から重点研究課題を選定、全学的な研究
グループを組織化し、平成19年度特別教育研究経費に申請した研究課題が、「医学工学融合に
よるブドウ中の老化抑制物質の探索」として新規採択され事業を開始した。 
・学長裁量定員で教授１名を学長特別補佐として採用し、産学官連携の推進や外部資金の獲得
など専門的立場から活動を実施した。 
・定年退職した教授を配置して外部資金獲得の基となった研究及び職員、学生等への教育・指
導を行うことができるシニアリサーチプロフェッサーの制度を確立した。 
・医工融合研究は、数テーマの研究が進行し、計画している大学院改組と連動させながら、さ
らに融合領域での研究を進めることを計画している。 
・21世紀ＣＯＥプログラム関連事業として「国際流域環境研究センター」を設置し、プロジェ
クトを推進した。 

【176】大型競争資金獲得者に対
する人員の優遇配置を検討する。 

【176】大型プロジェクト経費獲得によ
る有期雇用職員の確保を引き続き推進
する。 

・特任教授(科学技術振興調整費によるワイン人材生涯養成拠点事業)、科学技術コーディネー
タ(文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業)、知的財産ディレクター・マネージャー(大学
知的財産本部整備事業)、ポスドクなどの有期雇用職員制度を活用し、プロジェクトに対応した
人材を配置した。 
・学長裁量定員で教授１名を学長特別補佐として採用し、産学官連携の推進や外部資金の獲得
など専門的立場から活動を行った。 
・定年退職した教授を配置して外部資金獲得の基となった研究及び職員、学生等への教育・指
導を行うことができるシニアリサーチプロフェサー制度を確立した。 
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【177】国際的に高い水準の研究
に対して人員の重点配分を検討
する。 

【177】研究推進事業､戦略的プロジェ
クト事業等の応募課題から重点研究課
題を選定し、全学的な研究グループの
組織化と学長裁量定員を活用した教員
の配置等全学的支援を引き続き行う。 

・学長裁量経費による研究推進事業､戦略的プロジェクト事業等の応募課題から重点研究課題を
選定、全学的な研究グループを組織化し、平成19年度特別教育研究経費に申請した研究課題が、
「医学工学融合によるブドウ中の老化抑制物質の探索」として新規採択され事業を開始した。 
・学長裁量定員で教授１名を採用し、学長特別補佐として産学官連携の推進や外部資金の獲得
など専門的立場から活動を実施した。 
・定年退職した教授を配置して外部資金獲得の基となった研究及び職員、学生等への教育・指
導を行うことができるシニアリサーチプロフェッサーの制度を確立した。 
・ＮＥＤＯからの「固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発」事業委託により、平成20年
度に設置する燃料電池ナノ材料研究センターにおいて、有期雇用制による教員を採用すること
とした。 

【178】サバティカル制度の導入
を検討するなど、一定期間、自由
に研究活動に専念できるように
研究時間を保証する制度の整備
を図る。 

【178】研究休職制度を活用するととも
に、研究活動の領域で優れた成果を上
げた者に対するサバティカル休暇の制
度導入について検討する。 

・教員評価結果の活用方法の一つとして、サバティカル制度の導入について検討した結果、講
義や実習等への影響を考慮し、研究時間を保証する制度として、当面は研究休職制度のより一
層の充実を図ることとした。平成19年度末現在で４名の教員がこの制度を利用して海外で研究
活動を行っている。 

○研究資金の配分システムに関
する具体的方策  

○研究資金の配分システムに関する具
体的方策 

 

【179】大型研究プロジェクトに
対し人員、施設、研究費の重点的
な配分を検討する。 

【179】大型研究プロジェクトを推進す
るため、「戦略的（公募）プロジェク
ト経費」を前年度と同規模予算確保す
るとともに、学長裁量定員及び学長裁
量スペースを可能な限り整備し、研究
体制を充実する。 

・戦略的（公募）プロジェクト予算を１億円を確保し、昨年度より早期に審査を終了し、拠点
形成支援、融合研究、基盤研究の各事業に予算措置を行い、研究推進を図った。 
その結果、応募件数は、拠点形成支援６件、融合研究12件、基盤研究63件あり、拠点形成支

援４件、融合研究12件、基盤研究17件を採択し、拠点形成支援1,000万円、融合研究1,670万円、
基盤研究2,170万円をそれぞれ配分した。 
・ＮＥＤＯからの「固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発」事業委託に対して、学内の
インキュベーションスペースの一部を貸与することとした。また、事務職員も一部学内から措
置することとした。 

【180】若手研究者については、
研究費について一定の額を確保
して配分する。 

【180】戦略的な研究経費としての「戦
略的（公募）プロジェクト経費」を前
年度と同規模予算確保し、研究推進を
図る。 

・戦略的プロジェクト経費として、若手教員等（37才以下の研究者）研究支援、若手研究者等
（37才以下の研究者及び大学院学生）の表彰の各事業に予算措置を行い、教育研究の活性化を
図った。 
その結果、応募件数は、若手教員等研究支援56件、表彰５件あり、若手教員等研究支援34件、

表彰２件を採択し、若手教員等研究支援1,198万円、表彰20万円をそれぞれ配分した。 
・平成18年度に新設した「スタート･アップ・プロジェクト」（1,230万円）に、今年度も引き
続き予算措置を行った。 

【181】優れた萌芽的研究を評価
するシステムを構築し、研究費の
一定額を配分する。 

【181】戦略的な研究経費としての「戦
略的（公募）プロジェクト経費」を前
年度と同規模予算確保し、研究推進を
図る。 

・戦略的プロジェクト経費として、特色ある萌芽的研究事業に予算措置を行い、教育研究の活
性化を図った。 
その結果、応募件数は、59件あり20件を採択し、1,120万円配分した。 

【182】国際的に高い水準の研究
に対して予算優遇措置を検討す
る。 

【182】戦略的な研究経費としての「戦
略的（公募）プロジェクト経費」を前
年度と同規模予算確保し、研究推進を
図る。 

・戦略的（公募）プロジェクト予算１億円を確保し、昨年度より早期に審査を終了し、拠点形
成支援、融合研究、基盤研究の各事業に予算措置を行い、研究推進を図った。 
その結果、応募件数は、拠点形成支援６件、融合研究12件、基盤研究63件あり、拠点形成支

援４件、融合研究12件、基盤研究17件採択し、拠点形成支援1,000万円、融合研究1,670万円、
基盤研究2,170万円をそれぞれ配分した。 

【183】評価結果を反映する予算
の傾斜配分を検討する。 

【183】「教員の個人評価」を引き続い
て実施し、評価結果を予算の傾斜配分
へ反映させる方法を策定する。 

・「教員の個人評価」を引き続き実施するとともに、評価結果を予算配分などに反映する方針
を決定し、平成20年度に実施することとした。 
・より有効な評価を実施するため、評価実施組織の改正など、「教員の個人評価方針」を見直
した。 
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○研究に必要な設備等の活用・整
備に関する具体的方策 

○研究に必要な設備等の活用・整備に
関する具体的方策 

 

【184】科学技術の革新に対応し、
設置機器の計画的な整備充実を
図る。 

【184】設備マスタープランに基づき、
計画的な導入・更新を行い、整備充実
を図る。 

・大学全体の設備マスタープランを作成し、計画的な整備充実を図った。 
・学内の余裕資金を活用した設備整備費資金貸付事業や大型設備等整備費を活用し、当該設備
の緊急性・必要性等を勘案した整備事業を計画的に実施した。 
・機器分析センター、総合分析実験センターでは、学内の研究動向に基づく教員の設置機器希
望調査を行い、設備整備計画を見直した。 

【185】共同利用機器の効果的な
利用を可能にするシステムを構
築する。 

【185】機器の利用予約システムの安定
的な運用に努めるとともに、現有機器
の利用状況を把握し機器の一層の効率
的な活用を引き続き推進する。 

・引き続き、学内共同利用機器の予約状況の確認と、予約・予約取り消しをWeb上で行えるシス
テムを運用し、利用者へのサービスを提供した。 
・引き続き、ＨＰに使用可能施設・設備の使用状況等を掲載し、利用者の利便性の向上や、施
設・設備の有効活用などを進めた。 
・現有機器の利用状況を把握し、効率かつ有効利用が可能となるよう、更新機器の検討や設置
環境の見直しを行った。 
・学内共同教育研究施設では、現有機器の効果的な利用につなげるために基本的使用法につい
てのセミナーや利用者講習会を開催した。 

【186】大型競争資金獲得者、国
際的に高い水準の研究に対して
スペースの優遇措置を検討する。 

【186】大型競争資金獲得者、国際的に
高い水準の研究に対してスペースの優
遇措置の拡大を引き続き図る。 

・｢次世代型燃料電池の研究・開発プロジェクト｣研究の機器の設置場所を確保するなど大型競
争資金獲得者、国際的に高い水準の研究に対してスペースの優遇措置の拡大を引き続き図った。 
・大型競争資金獲得に秀でた教員に対し、シニア・リサーチ・プロフェッサー制度のもと当該
教員の教育研究スペースを確保することとした。 

○知的財産の創出、取得、管理及
び活用に関する具体的方策 

○知的財産の創出、取得、管理及び活
用に関する具体的方策 

 

【187】知的財産経営戦略本部、
㈱山梨ティー・エル・オー、地域
共同開発研究センターが連携し、
共同研究等をコーディネイトし
つつ、本学の知的財産を核に共同
研究、受託研究を積極的に図り、
知的財産の創出、取得、管理及び
活用を推進する。 

【187】・知的財産経営戦略本部、㈱山
梨ティー・エル・オー、地域共同開発
研究センターが一体となったコーディ
ネイト活動とワンストップサービスを
提供し、共同研究、受託研究を積極的
に受け入れる。 
・客員社会連携コーディネータ活動な
ど､包括的連携協定先のネットワーク
を活用した学内シーズと企業等の開発
ニーズのマッチング等リエゾン活動を
拡大する。また、各協定先等の機関紙
を通じて教員・研究シーズの紹介を行
う。 

・研究支援・社会連携部、㈱山梨ティー・エル・オー、地域共同開発研究センターをワンフロ
アに配置し、地域の産業界等に対して共同研究、受託研究、技術指導等の積極的な受け入れを
目的としたワンストップサービスを提供した。 
・より効率的に研究成果の社会への還元を行うため、㈱山梨ティー・エル・オーを内部組織化
して、その技術移転機部門とする「産学官連携・研究推進機構」を新たに設置し、平成20年度
当初から稼動することを決定した。 
・全教員の研究シーズ集(517人、613テーマ）を作成、ＨＰで公開するとともにCDーROM版を連
携協定機関、関係機関に配布し、コーディネイト活動に供した。また、山梨県中小企業団体中
央会、金融機関等の広報誌に本学教員と研究シーズの連載を行い、県内企業への情報発信を行
った。 
・客員社会連携コーディネータ38名を新たに委嘱して計45名体制とし、より広範に地域ニーズ
等情報収集が可能となった。 
・国際的な産学連携を展開するため、新潟大学と共同して国際・大学知財本部コンソーシアム
を立上げ、国際的な産学連携と人材育成を開始し、米国での海外展示等及び欧・米・中・露・
韓の産学官連携事情研修等を行った。 
・㈱山梨ティー・エル・オー、甲府商工会議所と「医療関連ものづくり交流会」を引き続き開
催し、共同研究を経て、一部の製品化が決定した。 

【188】大学及び㈱山梨ティー・
エル・オー主催の研究成果展示発
表会で成果を公表する。 

【188】山梨県との共催による研究公開
事業を継続して開催、学内シーズを公
開する。また、学内戦略的研究プロジ
ェクトの研究成果発表会を引き続き開
催する。 

・山梨県・㈱山梨ティー・エル・オーと共催により研究公開事業を継続して開催した。 
・山梨県との共催による産学官連携シンポジウムを継続して開催した。 
・東京地区での学内シーズの定期的な発表のため、東京リエゾンオフィスのあるキャンパスイ
ノベーションセンターの入居大学と共同して新技術説明会を開催した。 
・学内戦略的研究プロジェクトの研究成果発表会を引き続き開催した。 
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○研究活動の評価及び評価結果
を質の向上につなげるための具
体的方策 

○研究活動の評価及び評価結果を質の
向上につなげるための具体的方策  

【189】部局毎及び個々の研究者
の研究活動を評価するシステム
を構築する。 

【189】個々の研究者の研究活動の評価
を含む「教員の個人評価」を引き続い
て実施し、評価基準を検証して、より
有効な評価システムを構築する。 

・個々の研究者の研究活動の評価を含む「教員の個人評価」を引き続き実施するとともに、評
価結果を教員の処遇に反映する方針を決定し、平成20年度に実施することとした。 
・より有効な評価を実施するため、評価実施組織の改正など、「教員の個人評価方針」を見直
した。 

【190】目標の達成度を自己評価
し、その結果を改善に結びつける
体制を整備する。 

【190】目標の達成度を自己評価し、そ
の結果を改善に結びつけることを含む
「教員の個人評価」を引き続いて実施
して、評価基準を検証し、より有効な
評価システムを構築する。 

・目標の達成度を自己評価し、その結果を改善に結びつけることを含む「教員の個人評価」を
引き続き実施するとともに、評価結果を教員の処遇に反映する方針を決定し、平成20年度に実
施することとした。 
・より有効な評価を実施するため、評価実施組織の改正など、「教員の個人評価方針」を見直
した。 

○全国共同研究、学内共同研究等
に関する具体的方策 

○全国共同研究、学内共同研究等に関
する具体的方策 

 

【191】国内だけでなく、海外の
研究機関との共同研究を積極的
に行う。 

【191】・学内戦略的プロジェクト経費
による在外研究員派遣プログラムを実
施し、海外の研究機関との交流を通じ、
共同研究の拡大を引き続き図る。 
・大型研究プロジェクトと関連して、
共同研究を他大学、民間等と引き続き
行う。 

・平成19年度戦略的（公募）プロジェクト経費の在外研究員派遣プログラムに１課題採用し、
海外の研究機関との共同研究を実施している。 
・外国企業(ARKEMA, FRANCE)との共同研究を継続して実施中である。 
・インドネシアのブラビジャヤ大学やネパールのＮＧＯとの交流協定に基づく共同研究を推進
した。 
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況 
((((3333))))    そのそのそのその他他他他のののの目標目標目標目標 
①①①①    社会社会社会社会とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、国際交流等国際交流等国際交流等国際交流等にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中 
 
期期期期 
 
目目目目 
 
標標標標 

○教育研究における社会との連携・協力に関する基本方針 
・地域社会と大学との将来にわたる真のパートナーシップを確立し、大学全体として地域連携の組織的・総合的な取組みを推進する。 
○産学官連携の推進に関する基本方針 
・地域の企業や研究機関との学術面、技術面における連携を積極的に推進する。 
○地域の公私立大学との連携・支援に関する基本方針 
・県内公私立大学との教育研究面における連携を積極的に推進する。 
○国際交流・協力等に関する基本方針 
・外国人留学生の積極的な受入れを図る。 
・日本人学生の海外派遣や外国人留学生の地域交流を推進するなど、学生の国際交流の活性化を図る。 
・本学の研究面における世界的な存在感を高めるために国際戦略を策定し実行する。 
・教職員の国際的な場での活動を促進する。 
・外国人に対する門戸を広げ、国際的な交流、連携、協力体制を整備する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○地域社会等との連携・協力、社
会サービス等に係る具体的方策 

○地域社会等との連携・協力、社会サ
ービス等に係る具体的方策 

 

【192】地域社会の大学に対する
ニーズを掘り起こすためのシス
テムを確立する。 

【192】包括的連携協定に基づく協議会
等を通じた地域ニーズの把握のほか、
客員社会連携コーディネータを中心に
したネットワークを活用した地域ニー
ズ情報の収集を進め、連携事業を促進
する。 

・包括的連携協定に基づく山梨県と連携融合事業25テーマ及び文部科学省による都市エリア事
業､科学技術振興調整費によるワイン人材生涯養成拠点事業等連携事業を継続して実施した。 
・農林水産省の「山梨県バイオマス発見・活用促進セミナー」に山梨大学バイオマスネットワ
ーク推進協議会が協力し、会場を提供した。 
・中央市、甲府商工会議所、湯村温泉旅館協同組合と連携した「地域ＩＣＴ利活用モデル構築
事業」が総務省事業に採択となり、事業を開始した。 
・㈱シャトレーゼと共同研究による健康増進プログラムを作成、滞在型健康プログラムを作成
した。 
・全教員(517人、613テーマ）の研究シーズ集を作成、ＨＰで公開するとともにCDーROM版を連
携協定機関、関係機関に配布し、コーディネイト活動に供した。 
・客員社会連携コーディネータ38名を新たに委嘱して計45名体制とし、より広範な地域ニーズ
等情報収集に努め、連携事業を促進した。 
・山梨市及び北杜市との連携事業の検討を開始した。 

【193】地域社会と真のパートナ
ーシップを築くため、「山梨大学
・山梨県連携推進協議会」を中心
に地域社会と大学が一体となっ
て連携事業を進める。 

【193】山梨県との包括的連携協定に基
づく事業のほか、都市エリア事業､ワイ
ン人材生涯養成拠点事業等の連携事業
を、継続して推進する。また、他の自
治体等との連携協定による事業計画を
立案し、実施する。 

・山梨県と連携融合事業25テーマ及び文部科学省による都市エリア事業､科学技術振興調整費に
よるワイン人材生涯養成拠点事業等連携事業を継続して実施している。 
・山梨県との物的資源の相互活用を促進するため、ＨＰに使用可能施設・設備の使用状況等を
掲載し、利用者の利便性の向上や、施設・設備の有効活用などを進めた。 
・山梨市及び北杜市との連携事業の検討を開始した。 
・中央市、甲府商工会議所、湯村温泉旅館協同組合と連携した「地域ＩＣＴ利活用モデル構築
事業」が総務省事業に採択となり、事業を開始した。 
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【194】国内外の地域社会の学習
意欲、ニーズを把握し、アジア諸
国の教育研究機関及び地域社会
における公開講座・出前講座（生
涯教育・リカレント教育）を推進
する。 

【194】全ての授業科目を原則として開
放する「市民開放授業」を引き続き実
施する。また、地域等からの要請を受
け出前講義を実施する。 

・従来実施している公開講座に加えて、実験、実習､実技等公開に馴染まない授業を除き、原則
全授業科目を一般市民に開放する「市民開放授業」を開講した。また、地域等からの要請があ
れば出前講義についても対応するため、パンフレットを市町村に配布した。 

【195-1】ＨＰに利用案内を掲載して利
用促進を図るとともに、包括的連携協
定先との人的資源の交流や物的資源の
相互活用を進める。 

・山梨県との物的資源の相互活用を促進するため、ＨＰに使用可能施設・設備の使用状況等を
掲載し、利用者の利便性の向上や、施設・設備の有効活用などを進めた。 

【195】大学の施設・人材の社会
への提供を積極的に行う。 

【195-2】自治体の審議会等への委員協
力により、地域との連携を進める。 

・地方公共団体等の審議会等への委員協力を行うことにより、積極的に地域との連携を図って
いる。 

【196】イベントの実施などによ
り大学教育のＰＲを積極的に行
う。 

【196】ＨＰや広報誌でのＰＲのほか、
マスコミ等への積極的な情報提供等を
通じ、引き続き積極的なＰＲを行う。 

・県内マスコミの支局長等の会（編集者会）との懇談会を２回開催し、大学教育等の積極的な
情報提供と意見交換を行った。 
・出版社とデパートの共催による大学ブランド食品を集めたイベントに大学ワインを出展し、
教育研究の成果をアピールした。 

【197】県内の教育情報に対する
サポート体制を確立する。 

【197】教育人間科学部を中心に、引き
続き県内の教育情報に対するサポート
を行う。 

・附属教育実践総合センターを中心に、期間採用者等研修会３回、山梨県との連携・教育研究
会７回教育フォーラム２回、特別支援基礎研修会及び若手教員研修会を開催するなど、県内教
育情報に対するサポートを実施した。 

【198】地域の情報教育のデータ
ベース化を推進する。 

【198】教育人間科学部を中心に、引き
続き地域の情報教育のデータベース化
へのサポートを行う。 

・附属教育実践総合センターが運営しているＪＥＬ システム（eーLearningシステムのModel）
のＬＭＳ（学習情報管理システム）機能を利用し、地域の情報教育のデータベースを高等学校
情報科教員・指導主事等が閲覧できるよう設定し、閲覧・活用する方法を山梨県高等学校教育
研究会情報科部会で説明した。 
・山梨県によるeーLearningを活用した地域の情報教育のデータベース化を支援するとともに、
山梨県総合教育センター情報教育部に対し聞き取り調査を行い、ニーズの把握を行った。 

○産学官連携の推進に関する具
体的方策 

 ○産学官連携の推進に関する具体的
方策 

 

【199】地域産業への直接的な指
導を行う。 

【199】地域共同開発研究センター、知
的財産経営戦略本部と㈱山梨ティー・
エル・オーが連携し一体的な窓口とな
って、継続して地域の産業界等に対し
て技術指導等のワンストップサービス
を提供するほか、客員社会連携コーデ
ィネータとの連携を図り、地域ニーズ
や情報の収集を行う。 

・研究支援・社会連携部、㈱山梨ティー・エル・オー、地域共同開発研究センターをワンフロ
アに配置し、地域の産業界等に対して共同研究、受託研究、技術指導等積極的な受け入れを目
的としたワンストップサービスを提供した。 
・より効率的に研究成果の社会への還元を行うため、㈱山梨ティー・エル・オーを内部組織化
して、技術移転部門とする「産学官連携・研究推進機構」を設置することとした。 
・全教員の研究シーズ集(517人、613テーマ）を作成、ＨＰで公開するとともにCDーROM版を連
携協定機関、客員社会連携コーディネータに配布し、コーディネイト活動に供した。 
・富士吉田商工会議所が主宰する富士北麓・東部地域産業クラスターと連携し、同技術部会と
教員が密接な技術協力を行った。 

【200】ベンチャー企業設立の促
進に貢献する。 

【200】学内のレンタルラボの増設、連
携協定機関を通じた助成制度、金融支
援等の起業支援体制の充実を図り、ベ
ンチャー起業シーズの発掘を図る。 

・科学技術振興機構（ＪＳＴ）の「独創的シーズ展開事業大学発ベンチャー創出推進」に１件
採択された。 
・インキュベーション施設に1企業から再貸与の申込みがあり、ドラゴンゲートプロジェクトと
して甲府商工会議所からの室料支援や、実用化に向けた市場調査の支援を受けた。 
・学内シーズを企業とより密接な形で結びつける方法として、地域共同開発研究センターを改
組し、平成20年度からインキュベーションセンターとして活用することを決定した。 
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【201】地方自治体が直面する課
題に対して学術的な側面から協
力する。 

【201】包括的連携協定を締結した自治
体との協議を中心に、連携事業等提案
課題に対応するほか、ワイン人材生涯
養成拠点事業や医師の定着方策など、
自治体固有の課題に対応した事業展開
を図る。 

・山梨県の地域再生計画に連動した､科学技術振興調整費によるワイン人材生涯養成拠点事業及
び地域の新産業創出を目的とした文部科学省による都市エリア産学官連携促進事業を継続して
実施した。 
・岡谷市とナノテクノロジー、保健、水資源の連携３プロジェクトを引き続き実施した。 
・中央市、甲府商工会議所、湯村温泉旅館協同組合と連携、本学技術シーズを活用した「地域
ＩＣＴ利活用モデル構築事業」が総務省事業に採択となり、事業を開始した。 
・山梨県との物的資源の相互活用を促進するため、ＨＰに使用可能施設・設備の使用状況等を
掲載し、利用者の利便性の向上や、施設・設備の有効活用などを進めた。 
・地域医療に関する各種委員会に参画し、県内の医療問題や県立病院の経営改善などに取り組
んだほか、地域の医師不足解消対策として、医学科定員10名増を図り、地域枠を設定した推薦
選抜を実施した。 

【202】受託研究、共同研究など
産学官共同研究事業を推進する。 

【202】知的財産経営戦略本部、㈱山梨
ティー・エル・オー、地域共同開発研
究センターが一体となったコーディネ
イト活動とワンストップサービスを提
供し、引き続き共同研究や受託研究を
積極的に受け入れる。また、客員社会
連携コーディネータを中心にしたネッ
トワークを活用し、学内シーズと企業
等の開発ニーズとのマッチング等リエ
ゾン活動を拡大するほか、各連携協定
先の機関紙等を通じた教員・研究シー
ズの紹介活動を引き続き実施する。 

・全教員の研究シーズ集(517人、613テーマ）を作成、ＨＰで公開するとともにCDーROM版を連
携協定機関、関係機関に配布し、コーディネイト活動に供した。また、山梨県中小企業団体中
央会、金融機関等の広報誌に本学教員と研究シーズの連載を行い、県内企業への情報発信を行
った。 
・国際的な産学連携を展開するため、新潟大学と共同して国際・大学知財本部コンソーシアム
を立上げ、米国でのシーズ展示等海外での活動を開始した。 
・客員社会連携コーディネータ38名を新たに委嘱して計45名体制とし、より広範な地域ニーズ
等情報収集に努め、連携事業を促進した。 
・㈱山梨ティー・エル・オー、甲府商工会議所と「医療関連ものづくり交流会」を引き続き開
催した。また、昨年度提案し、立ち上げたプロジェクトの内１件が共同研究を経て、製品化が
決定した。 
・産学官連携におけるワンストップサービスの実現のため、研究支援・社会連携部と地域共同
開発研究センターを一体化し、さらに㈱山梨ティー・エル・オーを内部組織化してその技術移
転部門とする「産学官連携・研究推進機構」を学長直属の組織として新たに設置し、平成 20
年度当初から稼動することを決定した。 

【203】本学で創出される知的財
産権を核にして、知的財産の地域
への還元、産業界への還元を行
う。 

【203】山梨県に燃料電池関連の新産業
創出をめざす都市エリア事業を推進
し､本学の技術による地域への貢献を
推進する。 

・山梨県と燃料電池関連の新産業創出を目的とした文部科学省による都市エリア産学官連携促
進事業を継続して実施し､本学の技術による地域への貢献を推進した。 

【204】社会に対し、学術・技術
情報の積極的な提供や相談事業
を行う。 

【204】地域共同開発研究センターを中
心に、知的財産経営戦略本部と㈱山梨
ティー・エル・オーと協力しながら、
地域に対する学術・技術情報の積極的
な提供、相談機会の提供、技術相談､
研究者情報の発信を行う。 

・地域共同開発研究センターを中心に、知的財産経営戦略本部と㈱山梨ティー・エル・オーと
協力しながら、山梨県との共催により研究公開事業、産学官連携シンポジウムを継続して開催
し、研究成果展示発表会で成果を公表した。また、県外でも「産学交流ネットワーク2007」等
を開催し、学術・技術情報の提供を行った。 
・全教員の研究シーズ集(517人、613テーマ）を作成、ＨＰで公開するとともにCDーROM版を連
携協定機関、関係機関に配布し、コーディネイト活動に供した。また、山梨県中小企業団体中
央会、金融機関等の広報誌に本学教員と研究シーズの連載を行い、県内企業への情報発信を行
っている。 
・客員社会連携コーディネータ38名を新たに委嘱して計45名体制とし、各人のネットワークを
通じてより広範に技術シーズ等情報発信に努め、連携事業を促進した。 
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【205】地域社会・産業と連携し
たネットワークを構築する。 

【205】連携協定機関との協議会や連携
事業を通じて、ネットワークを構築し、
客員社会連携コーディネータの活用等
により､企業等とのリエゾン活動を行
う。 

・全教員の研究シーズ集(517人、613テーマ）を作成、ＨＰで公開するとともにCDーROM版を連
携協定機関、関係機関に配布し、コーディネイト活動に供した。また、県中小企業団体中央会、
金融機関等の広報誌に本学教員と研究シーズの連載を行い、県内企業への情報発信を行ってい
る。 
・客員社会連携コーディネータ38名を新たに委嘱して計45名体制とし、より広範な地域ニーズ
等情報収集に努め、連携事業を促進した。 
・バイオマスネットワーク推進協議会を中心として、地域と連携した活動を実施し、持続可能
なエネルギーの事業化に向けて継続的に検討することとした。また、ＮＰＯや県や市町村と協
力しエネルギー食物栽培の促進活動を実施している。 

【206】知的・人的・物的資源を
社会で活用させるための学内組
織・制度を整備する。 

【206】研究支援・社会連携部､地域共
同開発研究センターと財務管理部が一
体となり､全ての外部資金の管理まで
含むワンストップサービスの実現に向
けて､社会連携機構(仮称)の整備を推
進する。 

・研究支援・社会連携部､地域共同開発研究センターの同一フロア配置による研究支援のワンス
トップサービスの提供と共に、財務管理課による全外部資金の集中管理体制を構築した。 
・産学官連携におけるワンストップサービスの実現のため、研究支援・社会連携部と地域共同
開発研究センターを一体化し、さらに㈱山梨ティー・エル・オーを内部組織化してその技術移
転部門とする「産学官連携・研究推進機構」を学長直属の組織として設置し、外部資金につい
ては、同機構の中に外部資金グループとして位置付け集中管理することとした。 

○地域の公私立大学との連携・支
援に関する具体的方策  

○地域の公私立大学との連携・支援に
関する具体的方策 

 

【207】県内公私立大学との連携
を密にし、情報交換を図る。 

【207】山梨県内の公私立大学が共同し
て設立したＮＰＯ法人「大学コンソー
シアムやまなし」により連携を密にし、
単位互換や授業公開などの相互交流を
推進する。 

・大学コンソーシアムやまなしのＮＰＯ法人化に伴い、一層連携を図りつつ、大学コンソーシ
アムやまなしが展開する単位互換に参加（派遣14人、受入11人）した。また、県民コミュニテ
ィカレッジ事業に参加し、県内公私立大学との連携を図った。 

○留学生交流その他諸外国の大
学等との教育研究上の交流に関
する具体的方策 

○留学生交流その他諸外国の大学等と
の教育研究上の交流に関する具体的方
策 

 

【208】インターネット等によっ
て外国を対象とした大学の教育
・研究に関わるＰＲを充実する。 

【208】日本留学フェアに参加するほ
か、海外での有効な広報活動の方法を
検討し、より効果的な広報活動を行う。
また、留学生の実態などを調査し、問
題点や改善点を明らかにする｡ 

・日本留学フェア（ベトナム）に参加するとともに、ホーチミンの高等学校、日本語学校、大
学で大学説明会を実施した。 
・ＨＰの内容更新を定期的に行うとともに、大学紹介、学生支援等について記した留学生セン
ターのパンフレット韓国語版を作成し、日韓理工系学部留学生プログラムの推進フェア等で配
布した。また、ベトナムでの日本留学フェアに合わせて、英語版（一部ベトナム語）を刊行し
た。 
・「山梨大学における学部交換留学生の大学生活に関する調査・報告」の結果を踏まえ、学部
交換留学生全員に対して聞き取り調査を行い、履修及び生活に関する指導体制の整備に向けて
の課題を明らかにした。 
・留学生センターと国際交流室のＨＰの統一を進めているほか、学部のＨＰを見直し、本学の
留学に関する情報を整備充実させた。 

【209】海外の大学の情報提供や
語学研修などにより、日本人学生
の海外派遣に対する支援施策を
充実する。 

【209】全学共通教育科目の留学特別ク
ラスと自学自習システムを活用し、日
本人学生の英語力の向上を図り、海外
派遣留学を推進する。また、留学経験
者のネットワークを構築し、留学希望
者に情報提供するなど、留学成果を共
有できる体制を検討する。 

・留学希望者向けのＴＯＥＦＬ対策講座を全学共通教育として開講し、英語力の向上を図った。
また、学内でＴＯＥＦＬ®テストＩＴＰを２回実施し、海外留学の啓発活動を積極的に進めた。 
・夏季に提携の２大学の英語研修への派遣（26人）を行い、帰国後の報告会とともに短期交換
留学経験者を交えて交換留学説明会を実施した。 
・短期交換留学希望者に、各々の協定大学の派遣経験者から個別に助言を得られる機会を設け
るとともに、派遣前の事前講習を試験的に２回開始した。 
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【210】提携外国大学との学術交
流、外国人留学生支援をさらに多
面的に推進する。 

【210】・大学教育の国際化推進プログ
ラム（長期海外留学支援）について検
討する。 
・提携外国大学との学術交流を進める
とともに、ホームステイ・ホームビジ
ットなど留学生の地域交流事業を積極
的に実施し、多面的な交流の推進を図
る。 

・「山梨大学における学部交換留学生の大学生活に関する調査・報告」の結果を踏まえ、学部
交換留学生全員に対して聞き取り調査を行い、履修及び生活に関する指導体制の整備に向けて
の課題を明らかにした。 
・留学生を対象としたホームステイ/ビジットのプログラムを地域の国際交流団体の協力を得て
２回実施し、28名の留学生が参加して草の根レベルの地域交流を進めた。 
・提携大学からの交換留学生の継続的な受入れのほかルートヴィヒスブルク教育大学やドレス
デン工科大学からの表敬訪問を受けるとともに、研究交流を行った。 

○教育研究活動に関連した国際
貢献に関する具体的方策 

○教育研究活動に関連した国際貢献に
関する具体的方策 

 

【211-1】外国人留学生や技術者の積極
的な受入れを引き続き行う。 

・提携大学からの交換留学生の継続的な受入れのほか、国費外国人留学生（研究留学生）の優
先配置を行う特別プログラムによる留学生の受入れを行った。 
・海外からの研究者として、教育人間科学部19人、医学部35人、工学部31人、クリーンエネル
ギーセンター５人 計90人の研究者を受け入れた。 
・医学部では、中国医科大学と内蒙古医学院との間で医学部先端医学講座を実施し、教員を現
地に派遣して本学の優れた研究及び先端医療技術等の特別講義を行うとともに、同大学から研
究者を受け入れている。 
・海外事業の公募情報を、学内電子掲示板、メール送信、部局長あての文書などの多くの手段
により積極的に学内に広報した。 
・本学国際交流基金による、国際貢献事業の支援として５件の国際的教育・研究活動経費支援
を行った。 

【211-2】研究休職制度を活用した海外
での研究活動を推進するため、学内に
海外事業の公募情報を発信する。 

・４人が研究休職制度を活用し、海外での研究活動を行った。 

【211】国際協力を推進するため
に、外国人留学生及び技術者を積
極的に受け入れるとともに、教職
員を現地に派遣し、現地での協力
関係を構築する。 

【211-3】国際交流基金を利用した教職
員の国際貢献事業を推進する。 

・本学国際交流基金による、国際貢献事業の支援として５件の国際的教育・研究活動経費支援
を行った。 

【212-1】学内プロジェクトとして実
施した留学生に対する教育研究指導体
制の調査結果に基づき、多面的な支援
や受け入れ体制の改善、ニーズにあっ
た日本語教材の開発を進め、より一層
の教育研究指導の充実を図る。 

・「山梨大学における学部交換留学生の大学生活に関する調査・報告」をもとに、受入れ支援
の充実を図るとともに、チューター制度がより効率的に機能するよう、各学部に活動の促進を
啓発を行った。 
・日本語力がそれほど高くない交換留学生については、定期的に理解度を見ながらeーlearning
を含む教育支援を行った。 
・平成18年度に試作したパワーポイントによる漢字導入教材を大学院入学前予備教育で本格的
に運用し、漢字教育をより効果的に行った。 

【212】外国人留学生受入体制を
整備し、そこで定める受入方針に
基づき、留学生に対するきめ細か
な教育研究指導の充実を図る。 

【212-2】「平成19年度国費外国人留学
生（研究留学生）の優先配置を行う特
別プログラム」に基づき留学生に対す
る教育研究指導の充実を図る。 

・国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラムによる国費留学生４人の
受け入れを行った。 

【213-1】有期雇用制度を活用した大型
プロジェクトへの外国人研究者の活用
を進める。 

・有期雇用制度を活用して、21世紀ＣＯＥ事業及び科学技術振興調整費によるワイン人材生涯
養成拠点事業で、外国人研究者を雇用している。 

【213】外国人研究者を積極的に
受け入れるための制度を検討し、
学術研究及び国際交流を推進す
る。 【213-2】日本学術振興会の二国間交流

事業によるハンガリーとの共同研究を
推進し、さらに、新たなプログラムに
積極的に応募する。また、海外の大学
との連携協定締結を推進する。 

・日本学術振興会の二国間交流事業によるハンガリーとの共同研究を進めているほか、新たな
二国間交流プログラムに応募した。また、国際学会派遣事業に２名が派遣されたほか、平成20
年度に２名が採用内定された。 
・工学部では、インドネシアのブラヴィジャヤ大学工学部と部局間交流協定を締結した。 



山 梨 大 学 

 - 93 - 

【214】海外の大学との教育・学
術交流の拡充を図り、受入・派遣
プログラムの充実を図る。 

【214】海外の大学との交流拡大のた
め、国際シンポジウムの開催のほか、
引き続き、英語圏を中心に交流協定校
を増やすための施策を推進し、受入・
派遣を進める。 

・日本学術振興会の国際研究集会に採択され、「第５回日中韓環論国際シンポジウム」を開催
した。 
・英語圏の交流協定校を増やすため、カナダフェアに参加し、情報を収集した。 
・工学部では、インドネシアのブラヴィジャヤ大学工学部と部局間交流協定を締結した。 
・クリスタル科学研究センターでは、「2007 クリスタル科学国際シンポジウム」を開催した。 

【215-1】学内プロジェクトによる在外
研究員派遣を引き続き実施して教員の
国際的活動を支援する。 

・学内戦略的プロジェクトで１名の在外研究員派遣を採択し、教員の国際的活動を支援した。 

【215-2】日本学術振興会の二国間交流
事業によるハンガリーとの共同研究を
推進し、さらに、新たなプログラムに
積極的に応募する。 

・日本学術振興会の二国間交流事業によるハンガリーとの共同研究を進めているほか、新たな
二国間交流プログラムに応募した。また、国際学会派遣事業に２名が派遣されたほか、平成20
年度に２名が採用内定された。 

【215】国際レベルでの共同研究
を推進する。 

【215-3】国際交流協定の締結を促進
し、研究者の交流を推進する。 

・工学部では、インドネシアのブラヴィジャヤ大学工学部と部局間交流協定を締結した。 

【216】国際会議・国際シンポジ
ウム等での発表のための資金的
支援制度を検討し、教員の国際的
な活動を推進する。 

【216】国際会議・国際シンポジウム等
での発表のための研究助成団体等から
の経費の確保に引き続き努め、本学独
自の資金的支援制度や同窓会での支援
制度を活用しながら、教員の国際活動
を支援する。 

・日本学術振興会の二国間交流事業によるハンガリーとの共同研究を進めているほか、新たな
二国間交流プログラムに応募した。また、国際学会派遣事業に２名が派遣されたほか、平成20
年度に２名が採用内定された。 
・学内戦略的プロジェクトで１名の在外研究員を派遣した。 
・本学国際交流基金を活用して協定締結等に関連する旅費等の活動支援をした。 
・医学部では、平成19年度は、学部運営充実経費から２件436千円を支援した。 
・工学部では、同窓会（山梨工業会）より若手教員および学生各２名の海外での研究発表に係
る資金的支援を受けた。 
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況    
(3)(3)(3)(3)    そのそのそのその他他他他のののの目標目標目標目標    
②②②②    附属病院附属病院附属病院附属病院にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

    

 
中中中中    
    

期期期期    
    

目目目目    
    

標標標標 

○診療水準及び診療の成果等に関する目標 
・高度な診療技術を身に付けた医師、看護師を養成する。 
・高度先進医療を推進する。 
・患者の意見を反映できる医療を推進する。 
・情報公開を推進する。 
○診療実施体制等の整備に関する目標 
・臓器別診療体制を確立する。 
・各診療科間の協力体制をより密接にする。 
・安全な医療体制の整備を推進する。 
・効率的な医療を推進する。 
・専門的で高度な医療に対応する。 
・地域医療に貢献する。 
・卒後臨床研修体制の充実を図る。 
・患者サービス体制の整備を図る。 
○診療における社会との連携等に関する目標 
・地域中核病院として地域医療に貢献する。 
・地域に対して最新の医学知識を提供する。 

 

判断理由（計画の進捗状況等） 
中期計画 平成19年度計画 

進捗 
状況 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 

ｳｪｲﾄ 

○診療水準及び診療の成
果等に関する目標を達成
するための措置 

○診療水準及び診療の成
果等に関する目標を達成
するための措置 

    

【217】卒後臨床研修にお
いて到達すべき臨床能力
のレベルを明確に示し、
その達成を支援する体制
を整える。 

 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） 
・卒後臨床研修センターを設置し、卒後臨床研修の到達すべき臨床能力の
レベルを明示した。 
・卒後臨床研究指導医講習会を修了した本学教員を講師として、指導医講
習会を実施した。 
・卒後臨床研修体制やプログラムの検証を行うととともに、さらなる内容
の充実を図るため、山梨県の協議会との連携を開始した。 
・平成16年度採用の研修医28名の修了判定で、ＥＰＯＣ（オンライン臨床
研修評価システム）のｂ以上の評価を得た。 
・卒後臨床研修センター運営委員会委員が、修了判定該当研修医の指導と
判定を行った。 
・各診療科で、専門医等の資格取得が可能となるようプログラムを作成し、
積極的に研修を実施した。 

・山梨県臨床研修病院等連
絡協議会と協力して、充実
したきめ細かな研修実施に
向け、指導医の資質向上を
図るための講習会を引き続
き開催し、支援体制を整備
する。 
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【217-1】山梨県との協議
会を中心に、指導医の資質
向上のための講習会を継
続して開催する。 

（平成19年度の実施状況） 
【217-1】・山梨県臨床研修病院等連絡協議会を中心に、充実したきめ細
かな研修実施に向け、指導医の資質向上を図るための講習会を開催した。 

 

【217-2】卒後臨床研修終
了後の専門医研修を各診
療科においてさらに充実
する。 

 

【217-2】・各診療科において卒後臨床研修後の専門医研修のプログラム
の見直しを行い、一部見直しを実施したことにより、同研修の充実を図っ
た。 

  

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・各診療科や看護部などで、最新の医療知識修得のための学習会を、定期
的に開催した。 
・専門医や認定医の資格取得や、大学院進学を積極的に推奨した。特に院
外研修への参加は平成17年度と比較して平成18年度は倍増するなど、効果
が表れ始めている。 

【218】医師、看護師に最
新の医療知識の修得を勧
め、さらに専門医、認定
医の取得を奨励する。 

【218】医師・看護師に対
して、高度な医療技術・知
識の習得を目的とした研
修への参加、大学院進学を
引き続き推進する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【218】・１名の看護職員が大学院医学工学総合教育部修士課程看護学専
攻に入学し、現在４名の看護職員が大学院で就学中である。また、認定看
護師の認定審査に２名の看護職員が合格した。（ＷＯＣ看護（創傷・オス
トミー・失禁看護）及び糖尿病看護） 
・２名の看護職員が認定看護師教育課程を受講する試験に合格した。 
・助教２名、医員２名が本学大学院に進学し、研修医１名が他大学大学院
に進学し、引続き大学院進学を推進した。 

・医師・看護師に対して、
高度な医療技術・知識の習
得を目的とした研修への参
加、大学院進学を引き続き
促し、また技師に対しても、
同様の研修への参加を促
す。さらに、専門医、認定
医の資格取得も引き続き奨
励する。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・病院情報システムを改良し、ＥＢＭ、ＥＢＮ（根拠（科学的データ）に
基づいた医療、看護）に活用できる情報提供環境を整備した。 
・病院医療情報端末の安全を確保しつつ、外部インターネット環境との接
続を行い、基本となる文献検索・情報収集を可能にした。 
・腫瘍センターの設置に併せ、がんに関する情報提供を行う基盤整備のた
め、がん登録部門を設置した。 

【219】ＥＢＭ
(Evidence-Based 
Medicine)、ＥＢＮ
(Evidence-Based 
Nursing)の実践を図る。 

【219】地域がん診療連携
拠点病院としての情報提
供を含めた、がん登録体制
を整備する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【219】・ＥＢＭ、ＥＢＮに活用できる情報環境の整備を図るため、腫瘍
センター（がん登録部門）に診療情報管理士２名を有期雇用職員として採
用し、がん登録体制の整備・充実を図り、平成19年度中に617件のがん疾
患患者の登録を行った。 

・地域がん診療連携拠点病
院としての情報提供を含め
た、がん登録体制をさらに
充実させ、ＥＢＭ、ＥＢＮ
の実践を図る。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・専用のガンマ線検出装置を整備し、高度先進医療「ＲＩを用いたセンチ
ネルリンパ節生検」の実施を可能にした。 
・生殖医療センターの設置においては、先端的医療を可能とする設備を設
置した。 
・設備マスタープランを策定し、計画的な高度先進医療機器の更新を、平
成18年度から開始した。 

【220】高度先進医療の開
発を支援する体制を強化
する。 

【220】設備マスタープラ
ンと併せ、医療機器の整備
計画を策定し、整備に当た
っては、先進医療開発支援
機器を優先する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【220】・医療機器整備計画を策定し、優先導入する先進医療開発支援機
器である、がん免疫療法用細胞プロセッシングシステムの平成20年度導入
を決定した。 

・設備マスタープランと医
療機器の整備計画に沿っ
て、高度先進医療開発支援
機器を優先的に整備し、支
援体制の強化を図る。 
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 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・病院経営管理部で、高度先進医療の実践に向けた環境整備の検討や、研
究開発状況の調査を実施した。 
・大学院医学工学融合領域との連携を推進するため、定期的な情報交換会
を実施することとした。 

【221】医学工学の融合領
域で開発された高度先進
医療の実践を推進する。 

【221】高度先進医療への
展開を視野に、医学工学融
合領域における情報交換
会を実施する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【221】・融合研究プロジェクトの計画策定の過程で、医学・工学両分野
の教員での情報交換を行い、８研究課題により、生活しやすい高度情報化
された医療福祉社会の実現や先進医療を推進するための研究及び健康予
知医学研究の融合研究を推進した。また、今後さらに、高度先進医療への
展開を視野に入れた情報交換会を実施することとし、実施方法を検討し
た。 

・医学工学融合領域におけ
る情報交換会を引き続き実
施し、高度先進医療の実践
をより推進する。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・医療福祉支援センターに、医療に対する苦情相談窓口を設置し、ＭＳＷ
（医療ソーシャルワーカー）を配置することとした。 
・医療メディエーター講習会に２名を派遣した。 

【222】医療福祉支援セン
ター、医療福祉相談、提
供した医療に対する苦情
を受ける窓口を整備す
る。 【222】地域がん診療連携

拠点病院としてがん相談
窓口の充実を図るととも
に、医療福祉支援センター
にＭＳＷを設置する具体
的方策を検討する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【222】・がん診療連携拠点病院連絡協議会の傘下の部会となる相談支援
部門部会を、医療福祉支援センター長を部会長として立ち上げた。また、
医療福祉支援センターにＭＳＷを配置することとした。 

・医療福祉センターにＭＳ
Ｗを配置し、福祉相談や苦
情対応の窓口の充実を図る
とともに、警察官ＯＢを配
置して苦情対応体制の強化
を図る。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・退院患者全員を対象に、アンケートによる入院患者満足度調査を継続し
て実施し、結果をコメント集としてまとめ、診療科や部門にフィードバッ
クした。 

【223】継続的なアンケー
トによる入院患者満足度
調査を実施し、提供した
医療に対する評価を四半
期ごとに診療科、部門に
提示し検討する。 

【223】継続的に入院患者
満足度調査を実施すると
ともに、納得度調査の実施
を検討する。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【223】・継続的なアンケートによる入院患者満足度調査を実施した。ま
た、外来患者満足度調査を実施し、提供した医療に対する評価を診療科、
部門に提示し患者に提供した医療に対する評価を診療科、部門に提示し
た。さらに、コメント集を作成し院内管理者に配付し、対策を各部署で検
討した。 
・納得度調査の実施方法について検討を行った。 

・入院患者満足度調査や外
来患者満足度調査を継続的
に実施し、結果を各診療科、
部門にフィードバックして
患者への対応改善を図る。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・関係法令を考慮し、公開事項の検討を行い、平均在院日数・疾病分類・
平均コストなどについて、公開することとした。 

【224】疾患ごとの生存
率、平均在院日数、平均
医療費等の公開を検討す
る。 【224】附属病院ＨＰリニ

ューアルに併せ、公開する
情報内容を精査する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【224】・附属病院のＨＰリニューアルに合わせ、治療実績及び疾患ごと
の平均在院日数、平均医療費等の公開する情報内容を精査した。 

・附属病院ＨＰで公開する
平均在院日数・疾病分類・
平均コストなどの情報内容
を精査し、充実をする。 
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○診療実施体制等の整備
に関する目標を達成する
ための措置 

○診療実施体制等の整備
に関する目標を達成する
ための措置 

    

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・臓器別診療実施体制の整備のため、病床の再配分や、内科外来と産科病
棟の改修などを実施した。 

【225】標榜診療科を臓器
別に再編し、専門外来を
理解しやすくする。 

【225】新病棟の建設を視
野に、臓器別診療体制を検
討する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【225】・病院再開発を視野に、他大学病院をも参考に臓器別等の診療体
制を検討した。 
・腫瘍センターを設置した。 

・腫瘍センターに続き、肝
疾患センターと細胞プロセ
ッシングセンターの平成20
年度内開設に向けた準備を
行い、院内の疾病別診療体
制の再編を進め、また、病
院再開発を契機とした臓器
別診療体制への移行プラン
を固める。さらに、ＨＰ、
院内掲示等外来診療案内の
専門外来案内を充実し、専
門外来を理解しやすくする
ための方策を構築する。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略）・医療チームセンター規程を整備し、
診療科や部門を越えた緩和ケアチームと褥瘡対策チームを設置した。 
・緩和ケアチームは、麻酔科医、精神科医、看護師、薬剤師で編成し、病
棟回診やチームカンファレンスのほか、患者家族向けのがんの痛みの治療
教室を開催した。 
・褥瘡対策チームは、皮膚科医、外科医、看護師、薬剤師、管理栄養士で
編成し、病棟回診やチーム会議を開催した。 
・医療福祉センターに専任の医師、看護師、事務職員を配置し、患者相談、
地域連携の窓口を一本化、本院のコンサルテーション・リエゾンサービス
機能の充実を図った。 

【226】コンサルテーショ
ン・リエゾンサービスの
充実を図り、専門性を活
かしたチーム医療の実践
を行う。 

【226】ＮＳＴ（栄養サポ
ートチーム）を立ち上げる
など、専門性を活かしたチ
ーム医療の実践を充実さ
せる。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【226】・医師、看護師、薬剤師、栄養士で構成するＮＳＴ（栄養サポー
トチーム）を立ち上げ、定期的な検討会を実施した。なお、チームによる
診療は、41名の患者に実施した。 

・緩和ケア・褥創対策・栄
養サポートの各チームの専
門性を活かした医療を、引
き続き実践する。また、７
：１看護体制を導入し、看
護の質の向上を図る。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・医療事故防止対策推進のため、安全管理室会議、安全対策委員会、リス
クマネージャー会議を毎月開催した。 
・安全対策に関する研修会を定期的に開催しているほか、防災・災害対策
室の防災対策に関する企画立案機能を病院単独から医学部キャンパス全
体に拡大した。 

【227】安全管理室を中心
とした、医療事故予防対
策を推進する。 

【227】安全管理対策に関
する研修会を引き続き開
催し、病院職員全員を対象
に医療安全の啓蒙を図る
ほか、医学部学生も参加す
るトリアージ訓練を実施
する。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【227】・安全管理に係る研修計画に基づき、医療安全のための研修会（特
別講演会）とＡＥＤ（自動体外式除細動器）勉強会をそれぞれ２回実施し
た。また、医学部学生も参加するトリアージ訓練を実施した。 

・医療安全の質的向上を図
るため、引き続き全職員を
対象に研修会等を開催し、
安全管理室を中心に医療事
故防止対策を推進する。 
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 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・リストバンドを活用した患者認証、照合、実施確認等のシステム化によ
り、病棟における安全対策の強化を支援した。 
・管理会計システムと輸血・注射実施確認による安全対策システムを導入
し、患者情報の漏出防止や患者認証などに重点を置いたシステムの強化を
図った。 

【228】情報システムによ
り、患者認証、実施確認
のシステムを強化し安全
対策を支援する。 

【228】個人情報保護にも
配慮しつつ、病院情報シス
テムによる安全対策支援
を引き続き実施する。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【228】・安全対策委員会及び感染対策委員会での検討を基に、個人情報
保護にも配慮した病院情報システムを活用した安全対策支援を実施した。 

・個人情報保護に配慮しつ
つ、病院情報システムの更
新による安全対策支援をさ
らに充実させる。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・クリニカルパス推進委員会を定期的に開催して作成状況を確認している
ほか、外部講師による講演会やクリニカルパス大会を開催して啓発を図っ
た。 

【229】クリニカルパスの
導入を促進し、在院日数
の短縮を図る。 

【229】クリニカルパス推
進委員会を随時開催して、
クリニカルパス作成推進
を定期的に促すほか、クリ
ニカルパス大会を開催し
て啓蒙を図る。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【229】・引き続き、クリニカルパス推進委員会を随時開催中で、クリニ
カルパス作成推進を定期的に促し、作成状況を確認した。また、院内クリ
ニカルパス大会を２回開催し、講演会も実施した。結果として、実施件数
が月平均80件であったものが100件と増加し、平均在院日数も約１日短縮
された。 
・院内で活用中のクリニカルパスは54本となり、一般病棟の平均在院日数
は平成16年度の20.7日から平成19年度は17.5日まで短縮された。 

・引き続き、クリニカルパ
ス推進委員会を随時開催し
てクリニカルパスの作成を
促し、クリニカルパス大会
を開催して啓蒙を図ること
により在院日数の短縮に努
める。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・生殖医療センターを開設した。 
・腫瘍センターを開設し、地域がん診療連携拠点病院の指定を受けた。 

【230】難治性疾患の治療
を行える設備体制を整備
する。 

【230】難治性疾患の治療
体制を整備するため、地域
がん診療連携拠点病院の
指定に合わせた、がんセン
ターの整備充実を図るほ
か、中央診療部門の人員配
置等を見直し、充実を図
る。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【230】・中央診療部門等の部長等の選考において、教授職に限らず人事
の刷新を図ることにより、治療体制の整備が進行した。 
・がん診療連携拠点病院の指定に合わせ設置した腫瘍センター内のがん登
録部門について、有期雇用職員を４月から２名増員して、業務の充実を図
った。 

・地域がん診療連携拠点病
院の指定に合わせ設置した
腫瘍センターの更なる整備
充実を図る。また、肝疾患
診療連携拠点病院の指定に
合わせ肝疾患センターを平
成20年度に設置し、整備を
図る。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・高度先進医療や、医学工学融合研究により開発された医療の実践に向け
た研究開発状況の調査を実施した。 
・学内での情報交換会の実施のほか、民間企業との情報交換会を開催し医
療機器開発と研究内容のマッチングを図った。 

【231】高度先進医療、医
学工学融合の研究により
開発された医療を実践す
る。 

【231】高度先進医療や医
学工学融合の研究により
開発された医療の実践に
向け、学内外との情報交換
会を実施する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【231】中期（年度）計画【221】の『計画の進捗状況』参照 

・引き続き学内外との情報
交換会を実施し、高度先進
医療や医学工学融合の研究
により開発された医療の実
践を推進する。 
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 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・救急部整備に関する検討を進め、専任教授とスタッフ３名を配置した。 
・初期及び二次救急の体制を整えつつ、三次救急を共に担う山梨県立中央
病院との協議により連携を図り、月平均の救急搬送患者数が約1.6倍(H17
→H18)となった。 

【232】三次救急医療機関
として、重症患者の受け
入れを行う。 

【232】救急部及び医療福
祉支援センターを中心に
した救急患者の積極的な
受け入れなどから、地域中
核病院としての役割強化
により地域連携を図る。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【232】・救急部が中心となり、引き続き、積極的に救急患者を受け入れ
た。また、医療福祉支援センターが中心となり、地域の病院等と連携を図
った結果、初診患者が昨年度に比べ５％アップし、地域中核病院としての
役割を果たした。 

・救急部及び医療福祉支援
センターを中心に、地域連
携を図り、重症救急患者を
積極的に受け入れ、三次救
急医療機関として地域中核
病院の役割を果たす。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・医療福祉センターを中心に、県内医療機関の訪問など、病病連携活動を
実施した。 

【233】病診・病病連携を
強化する。 

【233】病診・病病連携を
強化するため、医療福祉セ
ンターを中心に、県内医療
機関との連携を引き続き
推進する。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【233】・県内各関係機関（病院、医院、保健所、役場、訪問看護ステ-シ
ョン）に当院を紹介する「外来案内及び診療科別、曜日別担当医師一覧表」
等の送付を行い連携の強化を行った。また，地域との連携強化を図るため，
医療福祉支援センター長・看護師長・課長補佐の３名で訪問看護ステーシ
ョンを管轄する山梨県看護協会及び中央市役所地域包括支援センターを
訪問し，意見交換を行った。 
・返書送付システムの導入により、返書の発送件数が増加、地域医療機関
との連携がより図られた。患者紹介率が昨年度より1.5％増の65％に達し
た。 

・医療福祉センターを中心
に、県内各医療機関等との
連携を引き続き強化し、病
診・病病連携を推進する。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・医療福祉支援センターにＭＳＷを採用することとしたほか、紹介患者に
対する返書送付システムの運用を開始し、地域医療機関との連携を図っ
た。 
・医療福祉センターに専任の医師、看護師、事務職員を配置し、患者相談、
地域連携の窓口を一本化、退院時指導等を通じた地域医療関係機関との連
携機能の充実を図った。 

【234】医療福祉支援セン
ターに、地域連携室を整
備し地域医療機関との連
携を図る。 

【234】地域医療機関との
連携を推進するため、平成
18年度に導入した返書送
付システムの利用を推進
する。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【234】・返書送付システムの利用を推進するため、各診療科が取り組ん
だ結果、返書の発送件数が増加したことにより、地域医療機関との連携が
より図られた。 
・地域医療機関との連携を促進し、患者紹介率が昨年度より1.5％増の65
％に達した。 

・医療福祉支援センターの
地域連携部門が中心とな
り、導入済みの返書送付シ
ステムの利用を推進し、地
域医療機関との連携を強化
する。 
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 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・卒後臨床研修センターを設置し、部屋の拡充や什器類の整備などを実施
した。 
・後期卒後臨床研修プログラムをＨＰで公開し、積極的な広報活動を実施
した。 
・卒後臨床研修管理委員会に外部委員を１名加えたほか、県内臨床研修病
院で構成する協議会を設置し、協力しながら研修医の確保を図ることとし
た。 
・研修医を対象に研修システムの要望等をアンケート調査し、結果を卒後
臨床研修プログラムに反映させ、新たなプログラムを作成した。 
・卒後臨床研修センターで、共通教育用シミュレーターを用いた教育・実
習を実施することとし、演習室の整備を進めた。 

【235-1】山梨県と県内臨
床研修病院で構成する協
議会が設置されたので、こ
の協議会と協力し、臨床研
修病院の合同説明会を県
外で開催する。また、山梨
県臨床研修ガイドブック
を作成し、広報活動を実施
する。 

（平成19年度の実施状況） 
【235-1】・山梨県臨床研修病院連携協議会と協力し、県外での合同説明
会において臨床研修プログラムなどの説明を行った。また、「山梨県臨床
研修ガイドブック」を作成し、広く広報活動を行った。 

【235】卒後臨床研修セン
ターの設置を検討し、研
修体制の整備を図る。 

【235-2】卒後臨床研修セ
ンターで、院内共通教育用
シミュレーターを用いた
教育・実習を実施する。 

Ⅲ 

【235-2】・診療シミュレーション装置（臨床技能開発システム）を院内
に設置し、研修医がそれを活用し、臨床技能を向上させるための環境を整
えた。 

・臨床研修病院等連絡協議
会と協力して臨床研修病院
の合同説明会を県外で開催
し、「山梨県臨床研修ガイ
ドブック」及び「先輩研修
医コメント集」を作成して、
広く広報活動を行う。また、
臨床研修の効果をさらに高
める環境を整備する。 

 

 （平成 16～18 年度の実施状況概略） 
・管理栄養士を責任者とする栄養管理部を設置し、非常勤職員の雇用をフ
ルタイムに変更するなどの体制を充実させ、特別メニューを実施した。 

【236】栄養管理部門の充
実を図り、患者サービス
を推進するとともに、院
内・院外に対する栄養相
談体制の構築を図る。 

【236】栄養管理室へのＮ
ＳＴ（栄養サポートチー
ム）の設置に併せ、栄養管
理加算を実践し、栄養士、
調理師の多様化を推進す
る。 

Ⅲ 

 

 

 

（平成19年度の実施状況） 
【236】・ＮＳＴ（栄養サポートチーム）を立ち上げ、定期的な検討会を
実施した。なお、チームによる診療は、41名の患者に実施した。 
また、栄養管理加算については、施設基準を平成20年度に申請し、平成20
年度から算定することとした。 
なお、栄養士及び調理師が栄養管理加算算定に向けた症例検討会に積極的
に参加した。 

・ＮＳＴ（栄養サポートチ
ーム）の活動を充実させ、
患者サービスと栄養相談の
充実を図り、栄養士・調理
師の活動の多様化を推進
し、栄養管理部門の充実を
図る。 

 

【237】分かりやすい案内
表示、清潔な室内環境の
整備を推進する。 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・外来棟の案内表示や中央診療棟の階段表示を判りやすく統一するなど、
分かりやすい案内表示の工夫をし、病室壁紙の張替えなど室内環境を整備
した。 
・病院長の院内巡視や病院機能改善検討委員会での調査を継続して実施
し、修繕箇所の早期発見を実施した。 

 【237】病院長の院内巡視
や委員会答申に基づき、引
き続き院内環境整備を積
極的に実施する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【237】・病院長の院内巡視や委員会答申に基づき、院内環境整備の一環
としてエコロジーガーデンを設置し、患者さん、来院の方々にとってより
よい環境、健康空間を提供した。 

・患者さんの声及び患者満
足度調査の意見等をもと
に、病院執行部会で検討し、
引き続き院内環境整備を積
極的に実施する。 
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○診療における社会との
連携等に関する目標を達
成するための措置 

○診療における社会との
連携等に関する目標を達
成するための措置 

    

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・救急部整備に関する検討を進め、専任教授とスタッフ３名を配置した。 
・初期及び二次救急の体制を整えつつ、三次救急を共に担う山梨県立中央
病院との協議により連携を図り、月平均の救急搬送患者数が約1.6倍(H17
→H18)となった。 
・退院患者やその家族への看護を継続して支援するため、地域の看護支援
担当者とのカンファレンスを実施した。 

【238】地域における三次
救急医療機関として、重
症患者の診療に積極的に
関与する。 

【238】救急部の充実を図
り、救急患者の積極的受入
れに努める。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【238】・平成18年度に引き続き、積極的に救急患者を受け入れている。
また、初診患者数が、昨年度に比べ５％アップし、地域中核病院としての
役割を果たした。 

・救急部及び医療福祉支援
センターを中心に、地域連
携を図り、重症救急患者を
積極的に受け入れ、三次救
急医療機関として地域中核
病院の役割を果たす。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・地域医療機関からの照会に対する専門的立場からの支援体制を検討し、
地域がん診療連携拠点病院の指定を受け、他の医療機関への支援を進め
た。 
・セカンドオピニオン外来を設置した。 

【239】地域医療機関から
の照会について、専門的
立場から支援する。 

【239】地域がん診療連携
拠点病院として、他の医療
機関への支援体制の充実
を図る。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【239】・県内各医療機関も対象とした山梨大学医師会講座や、（財）癌
研究会癌有明病院から講師を招いた腫瘍センターセミナーを開催するな
ど、県内医療機関へ支援を行った。 

・地域がん診療連携拠点病
院、肝疾患診療連携拠点病
院として、他の医療機関へ
の支援の一層の充実を図
る。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・慢性疾患診療支援システムの運用を開始し、病院間での診療支援を実施
した。 
・次期電子計算機システムの更新(H20予定)時に、遠隔カンファランスを
実施するための支援体制を検討している。 

【240】関連病院間での専
用回線を利用した遠隔カ
ンファランスを実施す
る。 

【240】次期電算システム
の更新計画にあわせ、遠隔
カンファランスの実施を
含めた計画を検討する。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【240】・平成18年度に引き続き、次期病院情報（電算）システムの更新
計画に、画像・検査データなどを用いた遠隔カンファランスの実施を含め
た支援体制の検討を定期的に実施した。 

・慢性疾患診療支援システ
ムの運用支援を中心に遠隔
カンファランスの実施計画
を推進する。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・携帯用病院案内を作成し、院内での配布のほか、県内外の医療機関や自
治体に配布した。 
・患者向けの広報誌を発行し、院内での配布のほか、近隣市町村にも配布
した。 
・眼科で、急性緑内障の早期発見装置の開発等に関連し、地域へ医療知識
を提供した。 

【241】テレビ、新聞、広
報誌等を通じた医療知識
の提供を積極的に実施す
る。 

【241】・附属病院ＨＰを
リニューアルし、一般向け
情報の提供を推進する。 
・地域社会へ広報活動を拡
充させるための具体的方
策を検討し、実施する。 

Ⅲ 

 

（平成19年度の実施状況） 
【241】・附属病院ＨＰのリニューアルを行い、トピックスなどを随時更
新し一般向け情報提供の推進を行っている。また、患者（来院者）向けの
医療や健康情報を盛り込んだ広報誌を作成し、発行部数も約1.5倍に増刷
した。 

・附属病院ＨＰでの、一般
向けの情報提供を一層充実
する。また、広報誌等によ
り、医療知識に関する地域
社会への広報活動の拡充を
図る。 
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 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・山梨大学医師会講座と山梨先端医療研究会を活用して、継続的に講演会
を実施した。 
・病院経営改善の取組みについて、来院での研修・見学や講演依頼があり、
病院経営管理部で積極的に対応した。 

【242-1】山梨大学医師会
講座や山梨先端医療研究
会を活用した講演会を、引
き続き実施する。 

（平成19年度の実施状況） 
【242-1】・山梨大学医師会講座や山梨先端医療研究会を活用して県内医
療機関、医療従事者向けの講演会を開催した。 

【242】地域、職場、学校
等の公共機関における講
演会やカウンセリングを
実施する。 

【242-2】県内外からの講
演依頼を積極的に受け入
れ、実施する。 

Ⅲ 

【242-2】・県内外医療機関等及び東京都医師会から依頼のあった講演を
５件実施した。 

・山梨大学医師会講座や山
梨先端医療研究会を活用し
た講演会やカウンセリング
を引き続き実施する。また、
県内外からの講演依頼を積
極的に受け入れ、実施する。 

 

 ウェイト小計  
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況    
(3)(3)(3)(3)    そのそのそのその他他他他のののの目標目標目標目標    
③③③③    附属学校附属学校附属学校附属学校にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中    
期期期期    
目目目目    
標標標標 

○教育活動の基本方針 
・大学・学部との連携・協力体制のもとで、実践的能力をもち、子どもが見える教員の養成機能を発揮できる体制作りを目指す。 
・地域社会のカリキュラムセンターとしての機能を充実する。 
・児童・生徒および教育環境への医学的ケアを充実する。 
○学校運営の改善の方向性 
・地域社会に開かれた附属学校園の運営改善を図るための体制作りを検討する。 

 

判断理由（計画の実施状況等） 
中期計画 平成19年度計画 

進捗 
状況 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 

ｳｪｲﾄ 

○大学・学部との連携
・協力の強化に関する
具体的方策  

○大学・学部との連携
・協力の強化に関する
具体的方策 

    

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・附属学校運営協議会を定例的に開催しているほか、各種研究会・
公開研究会等への学部教員の参加などにより、学部と附属学校の連
携・協力を強化した。 
・学部長が小学校の教育実践研究に指導・助言を与えるスーパーバ
イザーを勤めているほか、教学担当理事を含めて将来計画を検討す
るなど、実質的な連携を図った。 
・附属学校と大学との連携について研究するため「共同研究会」を
設置し、定例的に会議を開催した。 
・教育実践総合センターに教育相談室を設置し、学外者を含む登録
教員54名で相談事項に対応した。また、特別支援学校の教育相談室
への支援体制を確立した。 

【243】大学・学部と
附属学校園との連携
・協力体制をさらに整
備する。 

【243】大学・学部と附
属学校園との連携・協
力体制を整備し、さら
に充実させる。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【243】・附属学校４校園主任、大学教員３名で組織された新共同
研究会を年６回開催した。また、附属小・中学校において公開研究
会を継続して実施することにより学部と附属学校園の連携を強化
した。 
・学部と附属学校園が一体化した教育相談を強化充実させるため、
学部の「教師のための教育相談」と附属特別支援学校の「相談支援
室」とが連携した教育相談事業を継続して実施したほか、大学と附
属校園の担当者による教育相談室連絡協議会を開催した。 
・教育実習事前指導では、附属学校４校園の実習担当の教員が指導
案作成などで学生に指導を行った。また、教育相談活動では、学部
教員が附属学校園のカウンセリング活動を行った。 

・学部と附属学校園が一体化した教育
相談を充実させる。また、共同研究会
などによる連携・協力体制をさらに進
展させる。 
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 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・主任連絡協議会の定例化をはじめ、児童生徒・教職員間の交流･
連携のための積極的な情報交換や意見交換のほか、授業協力やカリ
キュラムの相互見直し、学習交流などを行った。 
・学部教員も加わって、附属中学校と甲府第一高等学校とで、中高
連携に関する研究会を開始した。 

【244-1】附属学校園間
の交流・連携をさらに
強化し定着を図る。 

（平成19年度の実施状況） 
【244-1】・附属幼稚園では、附属小学校１年生との年間を通して
の交流や、附属中学校２年生との家庭科の授業での幼児観察による
活動の交流を行った。 

【244】附属学校園間
の交流・連携教育を充
実する。 

【244-2】大学教員も加
わって県内の高校と、
中高の連携に関わる研
究会を組織し運営を継
続する。 

Ⅳ 

【244-2】・県内の高等学校、附属中学校及び学部教員による中高
連携教育の会合とＷＧを開催し、交流・連携を図った。 

・引き続き、附属学校園の教員が相互
参加する公開研究会や学習交流会の開
催を推進する。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学部教員も加わったカリキュラム研究の体制を整備し、直接的な
参加や連携を進めた。 

【245】附属学校園の
カリキュラムを学部
等と協力して作成す
る。 【245】附属学校園のカ

リキュラムの内容につ
いて、学校園ごとに学
部教員と研究会等を通
じ研究を進める。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【245】・公開研究会と連携して、学部と協力して附属学校園のカ
リキュラム内容の検討を行った。 
・附属中学校、甲府第一高等学校と学部の教員が連携して、中高連
携教科カリキュラムの検討を行った。 

・研究会等における学部教員との討議
を通じて、附属学校園のカリキュラム
内容の充実を図る。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学部学生の授業観察や、その後の意見交換会の実施など、実践的
な教育プログラムの開発に取り入れた。 
・実践的教育プログラムの開発を進めるため、教育相談や情報交換
を進め、研究紀要や報告書としてまとめた。 

【246】実践的教育プ
ログラムを学部等と
協力して開発する。 

【246】学部等と協力し
て実践的教育プログラ
ムの開発を継続して検
討し、計画的な実施と
評価を進める。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【246】・学部２年生の「授業分析論」の授業で、観察実習や授業
参観を取り入れて、実践的教育プログラムを実施した。また、学部
の実践教育運営委員会だけでなく、授業臨床部会を立ち上げ、主体
となって学部学生の授業カリキュラム、観察実習、授業参観、教育
相談等を実施し、実践的教育プログラムの開発と実施、評価を行っ
た。 

・引き続き、学部等と協力して、実践
的教育プログラムの実施と評価を行
う。 
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 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・実践的教育プログラムに沿って、学部及び大学院のカリキュラム
に附属学校の授業等の観察を位置づけている。また、公開研究会に
は学部・専攻科・大学院学生の積極的な参加を推進した。 
・附属学校の教諭が学部科目を担当し、実践的な指導を行っている。 
・附属学校チューター制を導入、単位として認定し、継続して実績
を重ねている。 
・従来から実施していた学部学生によるボランティア活動を社会参
加実習の一環として単位化し、各学校の校外学習や教育活動に参加
している。 

【247-1】学部生･専攻
科生・大学院生のカリ
キュラムに附属学校園
での実践を導入をす
る。 

（平成19年度の実施状況） 
【247-1】・学部学生が附属４校園の授業等の観察を含むカリキュ
ラム「授業分析論」を実施した。また、附属学校の公開研究会には
学部学生、専攻科学生、大学院生が参加した。 
・附属学校園では、学部学生、専攻科生の大学科目で附属学校園の
授業観察を実施した。 

【247】学部生・大学
院生のカリキュラム
に附属学校園での実
践的プログラムを導
入する。 

【247-2】附属学校園チ
ューター制を推進す
る。 

Ⅲ 

【247-2】・附属学校園では、学校行事の補助、放課後の部活指導
の補助、保育・授業の観察記録等においてチューター制を導入し、
その推進を図った。 

・学部生・専攻科生・大学院生のカリ
キュラムにおける、附属学校園での実
践・実習を充実させる。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・医学部と保健管理センターが連携し、児童・生徒への健康診断の
実施や、教育環境等への医学的見地からのサポート体制、保護者・
生徒へのカウンセリングなどのサポートを継続して実施した。 

【248】児童・生徒及
び教育環境等への医
学的見地からのサポ
ート体制を整備する。 

【248】児童・生徒及び
教育環境等への医学的
サポートを、附属特別
支援学校を中心に一部
実施し、さらに体制の
整備を図る。 

Ⅲ 

 

 

 

 

（平成19年度の実施状況） 
【248】・附属特別支援学校ではＡＥＤ・心肺蘇生法の講習会、附
属小中学校では大学教員による保護者、生徒へのカウンセリングな
どの医学的サポートを実施した。 
・附属幼稚園では、医学部医師と連携し、保護者への健康相談・発
育相談・感染症対策等の医学的サポートを実施した。 

・本学教員による定期健康診断、カウ
ンセリングや、本学教員と連携した特
別な支援が必要な児童への指導体制・
指導方法の研究の実施のほか、医学的
講習会等を継続して実施する。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・附属幼稚園での国際交流デーの実施や、附属小学校・中学校での
総合的学習の時間を利用した外国人留学生との交流や異文化理解
を実施した。 

【249】外国人留学生
による補助教育の充
実により、児童・生徒
の国際的資質開発を
図る。 【249】外国人留学生と

の交流を通して異文化
理解をさらに充実させ
る。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【249】・附属幼稚園では、学部間交流協定校であるドイツのルー
ドヴィヒスブルグ教育大学から学生等を招き、園児との交流を行っ
た。これにより、ドイツの遊びや言葉等の異文化に触れることがで
きた。また、幼稚園教員と同大学教員とが教育環境について意見交
換を行った。 

・児童・生徒と外国人留学生との交流
を図り、異文化理解をさらに充実させ
る。 
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○学校運営の改善に
関する具体的方策 

○学校運営の改善に関
する具体的方策 

    

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・教学担当理事と附属学校教員との懇談会の実施のほか、正副校園
長会議や主任連絡協議会の定例化などにより連携を進めた。その結
果、学部教員と附属学校教員とで構成される附属学校運営協議会が
定例化され、学部と附属学校の連携強化、附属学校の組織体制の整
備に一定の成果が得られた。 

【250】附属学校園の
組織体制を検討する。 

【250】附属学校園の組
織体制の検討を継続
し、整備を図る。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【250】・学部と附属学校園との連携強化のために附属学校運営協
議会を継続して実施し、組織体制の強化を図った。 

・主幹教諭の適切な配置により、組織
体制の一層の整備を図る。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学校評議員会等の実施を通して、保護者やＯＢなど地域の意見を
学校運営に反映させるとともに、保護者へのアンケートや学校通信
の発行、ＰＴＡ連絡協議会などを通して、附属学校の効率的な運営
や学校開放のあり方について検討した。 
・同窓会入会式を実施して附属小・中・特別支援学校の卒業生が各
同窓会に入会したほか、附属学校の教員ＯＢ会を開催して、連携を
強化した。 

【251】保護者、ＯＢ
などによる地域の意
見を学校運営に反映
させることなどによ
り、附属学校園の効率
的な運営を図るため
の体制を充実する。 

【251】保護者、ＯＢな
どによる地域の意見を
継続的に学校運営に反
映させ、附属学校園の
効率的な運営をさらに
進め、地域への学校開
放のあり方について、
体制整備を行う。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【251】・学校評議会の実施を通して、保護者やＯＢなど地域の意
見を学校運営に反映させるとともに、学校通信、ＰＴＡ連絡協議会
等の実施を通して、附属学校園の効率的な運営や地域への学校開放
のあり方について検討し、公開学習会を開催することにより、研修
会やワークショップ等、保護者・ＯＢ・地域参加型学習体制を整備
した。 

・保護者へのアンケートや、学校評議
員会、ＰＴＡ連絡協議会を通じて地域
の意見を聴取し、効率的な学校運営と
学校開放を推進する。 

 

○附属学校園の目標
を達成するための入
学者選抜の改善に関
する具体的方策 

○附属学校園の目標を
達成するための入学者
選抜の改善に関する具
体的方策 

    

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・校内入試委員会や校内運営委員会で総合的な選考方法を検討し、
附属中学校での区域指定や抽選制を廃止したほか、附属小学校・幼
稚園で親子面談を取り入れた。 

【252】面接・学力検
査などによる総合的
な選考方法について
検討する。 

【252】面接・学力検査
などによる総合的な選
考方法および、入学者
募集方法について継続
して検討し、説明会・
入学相談を充実させ
る。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【252】・附属小学校では、入学者選考での親子面接、学校説明会、
入学相談のあり方について引き続き検討し、学校説明会で相談日の
予約を行い随時実施した。また、学力検査についても検討を重ねな
がら総合的な選考方法や募集方法を検討した。 
・附属中学校では、10月に説明会、１月に審査会を行った。 
・附属特別支援学校では、プレスクールを７月に実施した。また、
学校説明会、入学説明会は９月に実施した。入学相談は、学校説明
会で学部ごとに相談日の予約を行い随時実施した。  
・附属幼稚園では年間５回入園希望者の見学会を実施し、９月に説
明会、10月に発達調査・親子面接・審査会を実施した。   

・面接、学力試験などによる総合的な
選抜を実施するとともに、入学説明会
・入学相談を一層充実させる。 
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○公立学校との人事
交流に対応した体系
的な教員研修に関す
る具体的方策 

○公立学校との人事交
流に対応した体系的な
教員研修に関する具体
的方策 

    

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・公立学校教員との給与格差の是正措置を、継続して実施した。 
・中堅教員研修や海外事情視察研修への参加、教員の資質向上のた
めの人事評価制度を実施した。 
・公立学校との人事交流により採用になった教員に対して、公務・
研究・実習に関わる研修会を実施した。 
・履修科目や夜間開講科目を周知し、附属中学校・特別支援学校の
教諭を大学院生（内地研修員）として受入れた。 

【253-1】教員の人事交
流に対応した研修制度
・サポート体制をさら
に強化する。 

（平成19年度の実施状況） 
【253-1】・附属小学校と附属特別支援学校の教員が大学院の開講
科目の修得・研修し、人事交流に対応したサポート体制の強化を行
った。 
・11月に全国国立大学附属学校連盟関東地区研究集会を開催し、関
東地区附属学校園の人事交流にかかわる意見交換を行った。 

【253】教員の人事交
流に対応した研修制
度・サポート体制の充
実を図る。 

【253-2】附属学校園教
員の学部等での単位取
得・研修を推進する。 

Ⅲ 

【253-2】・研修制度を強化するため、附属小学校と附属特別支援
学校の教員が、大学院の開講科目の修得・研修を行った。 

・大学院への受入れなど研修制度・サ
ポート体制の一層の充実を図る。 

 

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・山梨県新採用教員研修会への講師派遣や、研修会会場の提供など
を通じ、附属学校の活用を図った。 
・附属学校が主催する公開研究協議会を通じて、公立学校教員の研
修を行った。  

【254】公立学校教員
の研修の場としての
附属学校園の機能を
充実する。 

【254】・公立学校教員
の研修の場として、継
続して附属学校園を活
用する。 
・附属学校園における
校内研究会への公立学
校教員の参加を促す。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【254】・附属学校園で公立学校の新規採用教員研修や中堅者研修
及び地域支援研修会などを実施し、多くの研修会の場として提供し
た。また、附属学校園における研修会や校内研究会を公立学校教員
の参加を得て実施した。 

・引き続き、校内研究会、公開研究会
の充実を図るとともに、公立学校教員
の参加を推進する。 
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○地域との連携・協力
の強化に関する具体
的方策 

○地域との連携・協力
の強化に関する具体的
方策 

    

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・山梨県教育委員会と協力して「地域連携 子どもと親と教師のた
めの教育相談事業」に関する覚書を締結し、平成19年度から事業を
実施することとした。 
・学部と附属養護学校が連携した「教育相談室」を設け、個別教育
相談を実施しているほか、地域向け特別研修会や講演会を開催し、
地域交流を推進した。 
・附属小学校の運動会に、地域の高齢者を招待して交流を図ったほ
か、附属中学校の全ての授業と校内行事を公開した。 

【255】地域コミュニ
ティセンター（仮称）
の整備などを検討し、
地域交流の推進を図
る。 

【255】・附属学校園の
地域交流と地域貢献を
推進する。 
・学部と一体化した教
育相談を地域向けに実
施する。 

Ⅳ 

（平成19年度の実施状況） 
【255】・学部の「教師のための教育相談」と附属特別支援学校の
「相談支援室」の教育相談事業が、山梨県教育委員会・教育四者（山
梨県ＰＴＡ協議会・山梨県公立小中学校長会・山梨県公立小中学校
教頭会・連合教育会）と連携した「地域連携子どもと親と教師のた
めの教育相談事業」として運営された。 
・学部と附属特別支援学校と共催で、特別支援教育基礎研修を開催
し、一般市民86名が参加した。また、教育相談事業のＨＰの更新作
業を進めるほか、大学の教育相談事業の改訂版パンフレットを作成
し、配布した。 

・附属学校園において学部と県内の教
育機関が一体化した教育相談を拡充
し、地域参加型の教育相談事業を推進
する。 

 

○附属学校園の学習
環境・安全管理に関す
る具体的方策 

○附属学校園の学習環
境・安全管理に関する
具体的方策 

    

 （平成16～18年度の実施状況概略） 
・学習環境と安全管理体制について、附属学校運営協議会と４校園
安全管理委員会で継続して検討し、着実な整備・充実を図った。 
・学部と附属学校が連携し、学生ボランティアの活用や携帯電話へ
のメールシステムの導入、防犯マップの作成や防犯訓練の実施な
ど、各種事業を実施した。 

【256】附属学校園の
学習環境及び安全管
理体制の整備・充実を
図る。 

【256】・附属学校園の
学習環境及び安全管理
体制について、昨年度
の検討結果を踏まえ引
き続き検討し、安全管
理教育を充実させる。 

Ⅲ 

（平成19年度の実施状況） 
【256】・附属学校園の学習環境や安全管理体制について、学部と
附属学校園が連携して検討し、不審者侵入を想定した避難訓練の実
施のほか、防犯カメラ・侵入者反応センサーチャイムの活用、教師
対象のＡＥＤ講習会の実施など、学校安全への取組みを実施した。 

・附属学校園の学習環境と安全管理体
制の一層の整備・充実を図る。 

 

 
ウェイト小計  
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況    
(3)(3)(3)(3)    そのそのそのその他他他他のののの目標目標目標目標    
④④④④    附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中    
期期期期    
目目目目    
標標標標 

○図書館機能を充実する。 
○学術資料、学術研究成果を地域へ還元する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

【257】図書館資料の集中的管理を
行い、全学的に利用できるよう効
率的運用を図る。 

【257】・図書館資料の集中管理をさら
に促進する。 
・図書館資料の集中利用システムにお
いて、資料の有効活用をさらに促進す
る。 

・書庫及び雑誌書架の再配架を行い収容効率を上げ、資料の探索を容易にした。また、退職教
員の研究室特別貸出資料の返却・引継手続運用基準に基づき、定年退職教員・転出教員・各講
座から資料の返却を受け、集中管理を促進すると共に、研究室の資料を希望者が利用できる集
中利用システムにより、資料の有効利用を促進した。 

【258】教育・学習に必要な図書館
資料の整備・充実を図る。 
 

【258】・収集方針等に基づき図書館資
料を計画的に購入する。 
・平成21年度以降の電子資料購入計画
を策定する。 

・学生用・留学生用図書については、収集方針等に基づき、教員選定、館員選書及び学生希望
など、多様化した選定方法で購入した。また、電子資料を含めた「平成21年度以降の図書館資
料費について」購入計画を策定した。 

【259】情報リテラシー教育の支援
を推進する。 

【259】情報リテラシー教育の支援を推
進するため、共通科目「大学基礎オリ
エンテーション」（図書館）及びカリ
キュラムに組み込まれた情報リテラシ
ー教育を全学部で実施する。また、情
報検索講習会を引き続き開催する。 
・情報リテラシー教育のためのWeb版テ
キスト（基本編）をさらに充実させる。 

・大学共通教養科目の人間形成科目「大学基礎オリエンテーション」のほか、新入生ガイダン
スや電子ジャーナル活用ガイダンスを実施した。 
・カリキュラムに組み込まれた教育支援として、全学部で情報リテラシー教育を実施し、Web
版テキスト（基本編）を更新した。 
・Journal Citation Reports 講習会、サイエンスダイレクト 電子ジャーナル利用講習会、EBSCO 
CINAHL利用講習会-パソコン演習-、OVID MEDLINE新機能 利用講習会など情報検索講習会を実
施した。 

【260】外国人留学生のための図書
資料及び利用環境の整備を図る。 

【260】外国人留学生の利用環境の整備
を図るため、留学生用の図書資料をさ
らに整備する。 

・短期交換留学生向けのものも含めて、日本語学習図書、対訳つきの文学作品など図書資料を
充実させたほか、医学分館にも留学生コーナーを整備した。 

【261】図書館資料の目録電子化・
データベース化・コンテンツの電
子化を推進する。 

【261】資料の目録電子化、データベー
ス化については、研究室特別貸出図書
館資料の目録の電子化を推進する。ま
た、学位論文の書誌情報のデータベー
ス化についても引き続き推進する。 
・機関リポジトリ導入について検討す
る。 

・図書（製本雑誌を含む）8,000件の目録と学位論文270件の書誌情報を電子化した。 
・機関リポジトリを構築するため、専門委員会を設置し検討した。次年度以降構築する方向と
なった。 

【262】学内の情報関連部署との連
携を図る。 

【262】機関リポジトリを構築するため
に、情報関連部署との連携体制を検討
する。 

・総合情報処理センター及び情報化推進室と連携して機関リポジトリ構築のため検討を開始し、
次年度以降構築する方向となった。 

【263】定型業務のアウトソーシン
グを推進する。 

【263】計画的に購入する学生用選定図
書について装備を外注する。 

・定型業務のアウトソーシングを念頭に、選定された学生用図書のうち、2,700冊を装備（小口
印の押印、磁気テープの装着）込みで発注した。 
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【264】ユビキタス社会に対応した
情報サービスの展開を図る。  

【264】電子資料を利用する環境を整備
する。 

・電子ジャーナルをより有効に利用できるようにするために、山梨大学で利用できる購読およ
びフリー提供の電子ジャーナルを一括管理する電子ジャーナル・タイトル管理システム「AtoZ」
を導入した。 

【265】学外利用者のための利用ス
ペースを改善し、イベントを通じ
ての地域貢献事業を実施する。 

【265】イベントを通じての地域貢献事
業として、本館においては近代文学文
庫関連イベントを引き続き開催する。
また、分館においては「生と死のコー
ナー」関連イベントを引き続き開催す
る。 

・本館では、近代文学文庫常設展示室の展示替えに合わせ、京都大学大学院人間・環境学研究
科准教授による文学小講義を実施した。また、医学分館では「生と死のコーナー」関連イベン
トとして、諏訪中央病院緩和ケア科部長による講演会「緩和ケアがあって助かった」を実施し
た。 

【266】子ども図書室などを利用し
た地域貢献事業を実施する。 

【266】子ども図書室などを利用した地
域貢献事業として、子ども図書室関連
イベントの開催を引き続き支援する。
また、子ども図書室の資料をさらに充
実する。 

・ 「山梨県子ども読書活動推進実施計画」に基づいた子どもの読書に関わる人材育成として、
「子どもの読書活動スキルアップ講座」を山梨県と共同で実施し、延べ488名が受講した。また、 
開室５周年記念行事として講演会「絵本の楽しみ～ぐりとぐらを中心に～」を開催した。 
・子ども図書室の資料については、計画的に選書し、絵本・児童図書を197冊受け入れた。また、
学生スタッフによる地域への図書貸し出し業務、及び季節等にあわせた子ども向けイベントを
実施した。 

【267】図書館施設の環境整備に努
める。 

【267】・本館の増築・改修基本計画に
基づいて、その実現に向けて関連部署
と引き続き協議する。 
・図書館資料の集中管理計画に基づい
て、図書館施設の環境整備を引き続き
推進する。 

・本館の増築・改修計画を踏まえて設備マスタープランの更新及び施設設備を充実のための協
議を行った。また、本館２階及び３階のタイルカーペットの敷設を行い、環境整備を図った。 
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ⅡⅡⅡⅡ    教育研究等教育研究等教育研究等教育研究等のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの状況状況状況状況    
(3)(3)(3)(3)    そのそのそのその他他他他のののの目標目標目標目標    
⑤⑤⑤⑤    学内共同教育研究施設等学内共同教育研究施設等学内共同教育研究施設等学内共同教育研究施設等にににに関関関関するするするする目標目標目標目標 

 

中中中中    
期期期期    
目目目目    
標標標標 

○学内共同教育研究施設等を整備・充実する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

【268】学内共同教育研究施設等の
内容・機能や運営方法を抜本的に
見直し、その再編を図るとともに、
重点的・個性的な整備を行う。 

【268】学内共同教育研究施設等の機
能、運営方法等を検証し、運営の一層
の効率化を図る。 

・産学連携の充実・強化を図るために、地域共同開発研究センターと研究支援・社会連携部と
を一体化し、さらに㈱山梨ティー・エル・オーを内部組織化してその技術移転部門とする「産
学官連携・研究推進機構」の設置を決定した。 
・設備マスタープランなどに基づき、機器、設備の管理運営の効率化を進めるとともに、機器
等の利用料金の設定の最適化の検討や、施設の設備内容や利用状況を調査する。 
・機器分析センターでは、地域共同開発研究センターに設置されている走査型電子顕微鏡と走
査プローブ顕微鏡を更なる効率利用のため、機器分析センターに移設した。 
・動物実験施設は、法規制に対応した飼養保管施設及び実験室として承認を受けた。 

【269】大型設備や特殊機器、研究
補助者や技術支援者などを集中的
に配置・整備し、多くの研究者が
共同して利用できる研究支援セン
ターの整備を検討する。 

【269】・設備マスタープランに基づき、
動物実験施設の改修案を策定し、多く
の研究者が共同して利用できる研究支
援センターとしての整備を検討する。 
・工学部附属ものづくり教育実践セン
ター所属の技術職員による機器の管理
運用と依頼分析を一部の機器で始め
る。また、研究支援推進員により透過
型電子顕微鏡の試料の受託調製を行
う。 

・引き続き、全学の設備マスタープランに沿った各センターの設備マスタープランに基づき、
教育研究設備を改善した。 
・緊急を要する設備更新を、学長裁量経費を活用して実施し、利用効率の向上と利用者層の拡
大を図った。 
・総合分析実験センターでは、動物実験施設を多くの研究者が共同して利用できる研究支援セ
ンターとして整備する改修案を策定した。 
・支援体制の整備を念頭に、工学系技術職員の再組織化や、電子顕微鏡試料の委託調製を実施
した。 
・工学部附属ものづくり教育実践センター技術職員によるＣＨＮ元素分析装置の管理運用と依
頼分析を開始した。また、研究支援推進員による透過型電子顕微鏡の試料の依頼調製を行い、
観察した顕微鏡像を添付することを始め、より利用者の便宜を図った。 

【270】学部・大学院・研究センタ
ー等を横断的に組織したプロジェ
クト研究を実施する支援体制を検
討する。 

【270】プロジェクト関係の研究を実施
するうえで、機器の良好な利用環境を
引き続き提供するなど、支援体制の充
実を図る。 

・各センターで、共同利用できる機器の良好な利用環境の整備を優先的に実施し、引き続き研
究支援環境を整備した。 

【271】全学的情報共有・情報交換
システムの整備・充実を図る。 

【271】ＩＴ推進本部、総合情報処理セ
ンターなどが連携を図り、更なる全学
的情報共有・情報交換システムの連携
を強化する。 

・新教育研究用システムのサービスとセキュリティに関する各種説明文書を総合情報処理セン
ターWebページ上に公開した。 
・ＩＴ推進本部と総合情報処理センターが連携し、全学的情報共有・情報交換システムなどの
整備充実を図った。 
・総合情報処理センターでは、ネットワークのセキュリティを確保するため、新しい教育研究
用システムを稼動させ、サービスの安定稼動及び各種説明文書を総合情報処理センターWebペー
ジ上に公開した。また、統合認証システム（YINS-SSO）による各種サーバ・サービスの連携を
強化し、全学のシステムへのアクセスを容易にし、利用効率の向上を図った。さらに、情報セ
キュリティ向上のために、文書共有システム（YINS-DOCS）の利用促進とより一層のサービス強
化を図った。 
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【272】国家的研究プロジェクトを
推進する。 

【272】・文部科学省リーディングプロ
ジェクト､21世紀ＣＯＥプログラム、都
市エリア事業､ワイン人材生涯養成拠
点事業等大型プロジェクトを推進す
る。 
・国家的研究プロジェクトにおいて機
器・実験室の利用が可能となる利用規
程を整備する。 

・リーディングプロジェクト､21世紀ＣＯＥプログラム、都市エリア事業､ワイン人材生涯養成
拠点事業等大型プロジェクトを継続実施した。 
・水素・燃料電池に関する先端的研究がＮＥＤＯに採択されたことにより、燃料電池ナノ材料
研究センターを立ち上げ、国際拠点としてプロジェクトを推進することになった。 
・より機動的な研究スペースの配分を行うため、プロジェクト用全学共通スペースの配分を、
平成20年度に設置する産学官連携・研究推進機構に一元化することとした。 
・国家的研究プロジェクトにおいて機器・実験室の利用のために基本となる機能解析分野利用
規程を策定した。 

【273】融合学際型研究の推進に寄
与するため、幅広い教育研究支援
業務を展開する。 

【273】・研究活動を広く紹介し、科学、
工学、あるいは研究開発に関わる組織
間の連携により、幅広い教育研究支援
業務の推進役の役割を積極的に担う。 
・融合学際型研究の研究支援業務に対
する、機器のニーズの掘り起こしとサ
ポートを行う。 

・機器分析センターでは、これまでに引き続き、新しい高機能材料や高性能デバイスの開発、
特異機能生物の探索に必要な、高分解能形状観察・構造解析・物性評価・表面分析・組成分析
・状態分析・遺伝子解析のデータを提供し、多様な研究を幅広く支援した。 
・総合分析実験センター：総合分析実験センターでは、医学部キャンパスだけでなく甲府キャ
ンパスの研究者からもより広く利用されるよう、研究支援および機器利用のニーズの掘り起こ
しとともにサポートを行った。 
・クリーンエネルギー研究センターでは、これまでに引き続いて研究活動を学内に限らず外部
に広く紹介し、科学、工学、研究開発組織間が連携した研究を推進することで、幅広い教育研
究支援業務の推進役の役割を担っている。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特別事項等 

 

 

○ 教育研究等の質の向上の状況 

１１１１．．．．教育方法等教育方法等教育方法等教育方法等のののの改善改善改善改善    

(1) (1) (1) (1) 一般一般一般一般教養教育教養教育教養教育教養教育のののの指導方法改善指導方法改善指導方法改善指導方法改善のためののためののためののための組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況    

○ 全学共通教育改革について 

新しい時代のニーズに応えるため、大学教育研究開発センターで検討を重ね、全学共

通教育カリキュラムを再編した。新カリキュラムでは、導入科目とキャリア形成科目を

それぞれ必修・選択必修として、大学教育へのスムーズな導入と職業観や自ら考え学ぶ

力を育むことを目指している。また、基礎学力向上を図るため、英語ではＴＯＥＩＣを

活用したレベル別クラス編成による授業を必修としたほか、数学・物理でもプレースメ

ントテストによる習熟度別授業を実施した。これらの科目では、学習場所を選ばない e

－ラーニングを有効に取り入れている。さらに、学生の自発性を引き出すためにボラン

ティア活動や自発的な研究活動の実績に応じて単位を認定する自発的教養科目を開設し

た。なお、社会のニーズに合わせて適宜改善を図るために、「共通教育の方向性と理念」

を策定した。 

(2) (2) (2) (2) 学部教育学部教育学部教育学部教育やややや大学院教育大学院教育大学院教育大学院教育一般一般一般一般教養教育教養教育教養教育教養教育のののの指導方法改善指導方法改善指導方法改善指導方法改善のためののためののためののための組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況    

○ ＦＤ研修会・特別講演会の実施 

例年に引き続き、学生参画型の全学ＦＤ研修会を合宿形式で実施し、各学部の教育活

動の取り組みや検討課題などについて理解を深めるためのシンポジウムを行った。また、

外部講師による山梨大学を取り巻く環境をテーマとした特別講演を教員・学生を対象に

実施し、約260人が参加した。一方、各学部でもＦＤ活動に積極的に取り組み、教育人

間科学部では、教員養成改革動向に関するＦＤ講演会を実施したほか、４回にわたり授

業公開を実施した。医学部では、チュートリアル教育導入に伴うチューターとしての注

意点・心構えなどをテーマとして、ＦＤ研修会を実施した。工学部では、授業評価調査

をテーマに外部講師による特別講演を実施し68名が参加した。 

○ 少人数教育 

今年度から実施した全学共通教育科目の「テーマ別教養科目」において少人数ゼミを

13 科目開講した。さらに、「キャリア形成科目」において少人数教育の「就職のための

作文演習」を新たに開講した。また、教育学研究科及び医学工学総合教育部では、ゼミ

においてさらにきめ細かな指導を行うなどの充実を図ったほか、複数教員による多面的

な論文指導を継続して行った。 

(3) (3) (3) (3) 学部教育学部教育学部教育学部教育やややや大学院学生大学院学生大学院学生大学院学生のののの成績評価方法等成績評価方法等成績評価方法等成績評価方法等のののの改善改善改善改善ののののためのためのためのための組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況    

○ 適切な成績評価等の実施 

ＧＰＡの導入検討プロジェクトにおける中間報告に基づき、適正な成績評価方法につ

いて引き続き検討を進めた結果、平成20年度からＧＰＡを導入することとした。また、

全学共通教育科目の電子シラバスに成績評価方法、成績評価基準を定め記載するなど成

績評価の厳格性・公平性を確保し、透明性のある成績評価を行うための方策を決定した。 

((((4444) ) ) ) 各法人各法人各法人各法人のののの個性個性個性個性・・・・特色特色特色特色のののの明確化明確化明確化明確化をををを図図図図るためのるためのるためのるための組織的組織的組織的組織的取組取組取組取組状況状況状況状況    

○ クリーンエネルギー／ワイン科学特別教育プログラムについて 

本学が世界に誇る特色ある研究分野を活かした「クリーンエネルギー／ワイン科学特

別教育プログラム」を開設した。このプログラムは、地域社会はもとより、産業界から

の人材需要に呼応した高度専門職業人や研究者の養成を行うことを目的として、学部入

学時から大学院(修士)までの６年間一貫のカリキュラムであり、学生には奨学一時金を

支給した。また、医学工学総合教育部修士課程の組込み型統合システム開発教育プログ

ラムも開始した。 

○ 21世紀ＣＯＥプログラム関連事業「国際流域環境研究センター」設置 

21世紀ＣＯＥプログラム「アジアモンスーン域流域総合水管理研究教育」の助成期間

終了後への対応のために「国際流域環境研究センター」を設立し、事業継承体制を整え

た。また、研究拠点形成計画の実施を踏まえ、インドネシアのブラウジャヤ大学と学術

交流協定を締結したほか、博士課程工学領域国際流域水管理特別コースの学生がチェン

マイで開催された国際学会で発表を行った。 

(5) (5) (5) (5) 他大学等他大学等他大学等他大学等でのでのでのでの教育内容教育内容教育内容教育内容、、、、教育方法等教育方法等教育方法等教育方法等のののの取組取組取組取組のののの情報収集及情報収集及情報収集及情報収集及びびびび学内学内学内学内でのでのでのでの情報提供情報提供情報提供情報提供のののの状況状況状況状況    

○ 大学コンソーシアムやまなしへの参加等 

県内12大学の連携を進めるＮＰＯ法人「大学コンソーシアムやまなし」が展開する単

位互換に参加し、14人が他大学の授業を受け、11人を他大学から受け入れた。また、県

民コミュニティカレッジ事業に参加し、県内公私立大学との連携を図ったほか、放送大

学との単位互換協定についての共同研究の覚書に基づき、単位互換を実施した。 

○ 教育に必要な情報ネットワークの整備 

甲府キャンパスですでに運用している学生・教職員の自在な意思伝達を可能にするコ

ミュニケーション支援システム(ＣＮＳ)を、医学部キャンパスにおいても本格運用を開

始し、情報支援体制の整備・充実を図った。また、新教育研究システムにおいて、遠隔
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授業支援のための環境として、e－ラーニング用サーバを増強し、各種のコンテンツを充

実させた。 

 

２２２２．．．．学生支援学生支援学生支援学生支援のののの充実充実充実充実    

(1) (1) (1) (1) 学生学生学生学生にににに対対対対するするするする学習学習学習学習・・・・履修履修履修履修・・・・生活指導生活指導生活指導生活指導のののの充実充実充実充実やややや学生支援体制学生支援体制学生支援体制学生支援体制のののの改善改善改善改善のためののためののためののための組織的取組織的取組織的取組織的取

組状況組状況組状況組状況    

○ 学生相談体制の充実 

修学指導等に係る相談体制として、ＧＰＡ制度の導入に合わせて現行のクラス担任制

及びオフィスアワーの有効活用を図ることの検討を進めた。また、引き続き保護者への

成績通知を行い、保護者と一体となって成績不振者のサポートを行った。さらに、学生

の学習・生活全般に対する相談体制の充実を図るため、「学生相談対応事例集」、「学生生

活に関する危機管理マニュアル」を学生相談担当の教職員に配布するとともに、学生向

けに「安全な学生生活を送るために－学生のための危機管理マニュアル－」を作成した。 

(2) (2) (2) (2) キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育、、、、就職支援就職支援就職支援就職支援のののの充実充実充実充実のためののためののためののための組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況 

○ 学生のキャリア形成支援の充実 

キャリア教育としてキャリア形成科目「人間形成論｣「職業選択支援プログラム｣「就

職のための作文演習｣を開講した。これにより学生個々の職業観育成、自ら考え学ぶ力を

育むことを目指した。また、低学年からの進路形成に必要な方策の策定・実施を図るた

めにキャリアセンターを開設して専任のキャリアアドバイザーを配置し、学生の進路支

援・助言を行う体制を整備した。同センターには、山梨県と連携してジョブカフェを設

け、県から派遣されたカウンセラーが、学生への就職相談・助言を行った。 

また、過去５年間に卒業生が就職した企業を対象にアンケート調査を行い、今後分析

結果を人材養成の課題・改善点として提言することとした。  

○ 留学生の相談体制の整備 

留学生センターの全教員が相談業務に携わる体制をとり、近年増えてきている就職や

進路に関しての大規模な進路希望調査を行い、より学生のニーズにあった支援について

検討した。また、卒業者名簿作成に向けて現段階で把握している卒業者情報を確認して

いく作業を行った。 

(3) (3) (3) (3) 課外活動課外活動課外活動課外活動のののの支援等支援等支援等支援等、、、、学生学生学生学生のののの厚生補導厚生補導厚生補導厚生補導のためののためののためののための組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況 

○「地域貢献活動及び大学支援活動プロジェクト」と「貢献賞」の創設 

各学部の後援会と連携を図り、体育大会等での成績優秀者・団体に対し後援会表彰を

実施した。また、地域社会や大学に対する貢献活動を行っている学生個人や学生団体を

支援する「地域貢献活動及び大学支援活動プロジェクト」と「貢献賞」を創設し、学内

公募の上、９課題の支援と５団体の表彰を行った。 

 

３３３３．．．．研究活動研究活動研究活動研究活動のののの推進推進推進推進    

(1) (1) (1) (1) 研究活動研究活動研究活動研究活動のののの推進推進推進推進のためののためののためののための有効有効有効有効なななな法人内資源配分等法人内資源配分等法人内資源配分等法人内資源配分等のののの取組状況取組状況取組状況取組状況    

○ プロジェクト経費による研究活動の推進 

教育・研究の活性化を図るために創設された「戦略的プロジェクト経費」を、事業の

早期推進のために昨年度に比べて早期に審査を終了し、この中で、研究については、「研

究プロジェクト」として、拠点形成支援、融合研究、基盤研究、特色ある萌芽的研究、

若手教員等研究支援の各事業に予算措置した。その結果、各分野において研究推進が図

られ、研究成果発表会により活動内容の評価を行い検証することで、多くの外部資金の

獲得につなげただけでなく、競争的環境の醸成に寄与した。また、これまで研究支援し

てきた課題のうち、「医学工学融合によるブドウの中の老化抑制物質の探索」が特別教育

研究費として採択され、事業を開始した。 

(2) (2) (2) (2) 若手教員若手教員若手教員若手教員、、、、女性教員等女性教員等女性教員等女性教員等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のためののためののためののための組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況 

○ 若手研究者等支援 

「戦略的プロジェクト」の内の「研究プロジェクト」の一つとして、若手教員等研究

支援に34件1,198万円を採択し、配分した。また、同プロジェクトの一環として、優れ

た若手研究者を支援するため、若手研究者等２名の表彰を行うとともに、若手教員に「ス

タートアッププロジェクト」で40件1,230万円を配分した。 

(3) (3) (3) (3) 研究活動研究活動研究活動研究活動のののの推進推進推進推進のためののためののためののための有効有効有効有効なななな組織組織組織組織編成編成編成編成のののの状況状況状況状況 

○ 外部研究資金獲得と研究活動推進のための方策 

学長裁量定員で教授１名を学長特別補佐として登用し、産学官連携の推進や外部資金

の獲得などに関する体制強化を図った。また、定年退職した教授を配置して、外部資金

獲得の基となった研究や教育の指導を継続することができるシニアリサーチプロフェッ

サーの制度を確立した。 

(4) (4) (4) (4) 研究支援体制研究支援体制研究支援体制研究支援体制のののの充実充実充実充実のためののためののためののための組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況 

○ 効率的な研究成果の社会還元のための組織立ち上げ 

研究成果のより効率的な社会への還元と産学官連携におけるワンストップサービスの

実現のため、研究支援・社会連携部と地域共同開発研究センターを一体化し、さらに（株）

山梨ＴＬＯを内部組織化して「産学官連携・研究推進機構」を学長直属の組織として設

置することを決定した。 

○ 教員の個人評価結果の反映方針の決定 

「教員の個人評価」の評価結果の反映方針を決定し、20 年度に優秀教員に対して表彰
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状の授与・勤勉手当の成績率加算・教育研究費の配分などを行い、教育研究の活性化を

図ることとした。 

 

４４４４．．．．社会連携社会連携社会連携社会連携・・・・地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献、、、、国際交流等国際交流等国際交流等国際交流等のののの推進推進推進推進    

((((1111) ) ) ) 大学等大学等大学等大学等とととと社会社会社会社会のののの相互発展相互発展相互発展相互発展をををを目指目指目指目指しししし、、、、大学等大学等大学等大学等のののの特性特性特性特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした社会社会社会社会とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、地域活地域活地域活地域活

性化性化性化性化・・・・地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献やややや地域医療等地域医療等地域医療等地域医療等、、、、社会社会社会社会へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献のためののためののためののための組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況組織的取組状況    

○ 地域社会等との連携・協力 

本学は、包括的連携協定を14の地方自治体などと締結し、地域の振興と相互の発展等

を目的に多様な事業を展開している。特に山梨県とは、連携融合事業25テーマのほか、

燃料電池関連技術をベースに共同して提案した都市エリア産学官連携促進事業、地域再

生計画と連動して地域ワイン産業再生のため、山梨県や山梨県ワイン酒造組合と提案し

た「ワイン人材生涯養成拠点等連携事業」を継続して実施した。また、ＮＥＤＯによる｢固

体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発事業」（７年間）が採択され、山梨県、産業界

と連携しつつ自動車用水素燃料電池の実用化に向けて国家的プロジェクトを推進するこ

とになった。さらに、中央市、甲府商工会議所、湯村温泉旅館協同組合と連携した総務

省による「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」や山梨市との「バイオマスプロジェクト」

などの連携事業がスタートした。 

(2) (2) (2) (2) 産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携、、、、知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略のためののためののためののための体制体制体制体制のののの整整整整備備備備・・・・推進状況推進状況推進状況推進状況 

○ 学長特別補佐の登用と産学官連携・研究推進機構の立ち上げ 

学長裁量定員で教員１名を学長特別補佐として登用し、産学官連携の推進や外部資金

の獲得などに関する体制を強化した。また、産学官連携、社会連携及び地域貢献の中核

となる「産学官連携・研究推進機構」を学長直属の組織として設置し、（株）山梨ＴＬＯ

を内部組織化して技術移転部門とすることを決定した。 

○ 国際的な産学連携の展開 

国際的な産学連携を展開するため、新潟大学と共同して国際・大学知財本部コンソー

シアムを立ち上げ、米国でのシーズ展示等海外での活動により、新たな知財の展開を開

始した。また、20年度以降の活動継続への事業費採択に向け、精力的に取り組んだ。    

○ 客員社会連携コーディネータによる産学連携の推進 

客員社会連携コーディネータ38名を新たに委嘱して計45名体制とし、より広範な地

域ニーズ等情報収集に努め、より積極的に産学連携事業を推進した。 

((((3333) ) ) ) 国際交流国際交流国際交流国際交流、、、、国際貢献国際貢献国際貢献国際貢献のののの推進推進推進推進のためののためののためののための組織的組織的組織的組織的取組取組取組取組状況状況状況状況    

○ 留学生の大学生活実態調査の実施 

「戦略的プロジェクト」の「教育関連プロジェクト」として実施した「山梨大学におけ

る学部における学部交換留学生の大学生活に関する調査・報告」の結果を踏まえ、継続

的に全員に対して聞き取り調査を行い、履修及び生活に関する指導体制の整備に向けて

の課題を明らかにした。 

○ 留学生のための経済的支援 

本学の国際交流基金である「布能奨学金」から留学生５人に月額５万円の奨学金を継

続して支給し、また、今後より多くの留学生に支給できるよう取扱要項を改正した。さ

らに、「教育研究支援基金」による「留学生総合支援制度」を立ち上げ、経済的困窮留学

生に対する生活援助金（月額1万円）、留学生等研究発表会補助などの支援を開始すると

ともに、職員宿舎の留学生等宿舎への用途変更、留学生後援会による「留学生救援者費

用保険」「学生教育研究災害傷害保険」などの支援を行った。 

○ 国際交流・国際貢献の推進 

夏季語学研修として、交流協定校である米国イースタン・ケンタッキー大学へ21名、

英国オックスフォード・ブルックス大学へ５名の学生を派遣し、帰国後の報告会ととも

に短期交換留学経験者を交えて交換留学説明会を実施した。また、工学部では、インド

ネシアのブラビジャヤ大学工学部と新たな部局間交流協定を締結した。さらに、日本学

術振興会の二国間交流事業によるハンガリーとの共同研究を進めた。 

 

○ 附属病院について 

    

１１１１．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    

(1) (1) (1) (1) 一般一般一般一般のののの病院病院病院病院とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる大学病院固有大学病院固有大学病院固有大学病院固有のののの意義意義意義意義・・・・役割役割役割役割をををを含含含含めめめめ、、、、教育研究診療教育研究診療教育研究診療教育研究診療のののの質向上質向上質向上質向上やややや

個性個性個性個性のののの伸長伸長伸長伸長、、、、地域連携地域連携地域連携地域連携やややや社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献のののの強化強化強化強化、、、、運営運営運営運営のののの活性化活性化活性化活性化等等等等をををを目指目指目指目指したしたしたした特色特色特色特色あるあるあるある取組取組取組取組    

【16～18事業年度】 

① 医師増員による診療体制の強化及び教育指導体制の整備を図るため、18年度にシニ

アレジテント(年俸制の診療助教)制度を独自に創設し、12名を採用した。 

② 地域ニーズに対応し、県内に専門科のなかった血液内科を新設し、18年度には入院

が１日あたり約14名、外来で年間約4,500名の患者を受入れた。また、セカンドオピ

ニオン外来を設置するとともに、要望の多かったクレジットカードによる診療費支払

システムを他に先駆けて導入(18年度利用件数約8,000件(全体の約３％))した。 

【19事業年度】 

① 文部科学省からの予算措置経費を活用し、医師不足分野(小児科、産科、救急)にシ

ニアレジテントを３名増員(12名→15名)し更なる強化を図った。また、同経費で看護

師に教育指導手当を支給するなど、当該分野を重点に人員確保や後進育成に注力した。 
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② 専門医不在地域への対策として、遠隔診断を行うべく構築してきた慢性疾患支援シ

ステムのセキュリティー体制を確立し、一部疾患での臨床的使用を開始した。 

    

(2) (2) (2) (2) 特特特特にににに、、、、社会的社会的社会的社会的・・・・地域的地域的地域的地域的ななななニーズニーズニーズニーズやややや重要重要重要重要かつかつかつかつ喫緊喫緊喫緊喫緊のののの政策課題等政策課題等政策課題等政策課題等へのへのへのへの、、、、顕著顕著顕著顕著なななな取組取組取組取組    

【16～18事業年度】 

① 救急部専任教授の新設及び専任スタッフの大幅増員(４名→８名)による、救急体制

の整備を行い、山梨県立中央病院との連携を図る中で積極的な受入れを行った結果、

救急車搬送による受入れ患者数は、整備前の1.5倍に増加した。 

② 不妊治療診療体制を強化すべく、全国に先駆けて生殖医療センターを開設し、先端

的な不妊治療の実施に併せ、新たな治療法の開発研究を進めており、患者数(不妊治療

件数)は、年間約1,300件を超え、開設前の約３倍に増加した。 

【19事業年度】 

① 確保に苦慮している産科医師の負担軽減や、妊婦のニーズへの対応策として、正常

分娩に係る妊婦検診を助産師に対応させる『助産師外来』を県内で始めて開設し、助

産師３人を週２日間充て、１ヶ月平均約60名の検診を担当した。 

② 緊急医師確保対策に係る山梨県との協議を重ね、対策強化の一環として県による本

学医学科学生への奨学資金制度の新設に導き152名(在籍者の約25％)の受給に至った。 

 

(3) (3) (3) (3) 大学病院大学病院大学病院大学病院にににに関連関連関連関連するするするする制度改正等制度改正等制度改正等制度改正等のののの動向動向動向動向やそのやそのやそのやその影響影響影響影響、、、、或或或或いはいはいはいは各各各各々々々々のののの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける大学大学大学大学

病院病院病院病院のののの位置位置位置位置づけやづけやづけやづけや期待期待期待期待されるされるされるされる役割役割役割役割などなどなどなど、、、、病院病院病院病院のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況やややや条件等条件等条件等条件等をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた

運営運営運営運営やややや教育研究診療活動教育研究診療活動教育研究診療活動教育研究診療活動をををを円滑円滑円滑円滑にににに進進進進めるためのめるためのめるためのめるための様様様様々々々々なななな工夫工夫工夫工夫やややや努力努力努力努力のののの状況状況状況状況    

【16～18事業年度】 

① 制度改正及び諸問題等への迅速な対応を行うため、副病院長を構成員としていた病

院長補佐会に事務部の課長等を加え、病院執行部会として強化を図り、院外処方の

100％実施への移行（結果70％→93％）を即断するなど、機能を果たしている。 

② 入院患者満足度調査を継続して実施し、年間約４千件の回答結果を運営改善の参考

とし、要望等に対しては、病院執行部会での意思決定等により迅速に対応した。 

【19事業年度】 

① 入院患者に限定していた患者満足度調査を外来患者にまで拡充し、当該意見を踏ま

え、病院駐車場を47台分拡張したほか、入院患者の家族に対し無料駐車パスカードの

措置を行い、自家用車依存が不可欠な地域特性への対応を図った。 

 

 

(4) (4) (4) (4) そのそのそのその他他他他、、、、大学病院大学病院大学病院大学病院をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく諸事情諸事情諸事情諸事情((((当該大学固有当該大学固有当該大学固有当該大学固有のののの問題問題問題問題))))へのへのへのへの対応状況等対応状況等対応状況等対応状況等、、、、当該項当該項当該項当該項

目目目目にににに関関関関するするするする平成平成平成平成16161616～～～～18181818事業年度事業年度事業年度事業年度のののの状況状況状況状況    

【16～18事業年度】 

① 東海地震防災対策地域内に位置するため、防災対策を強化しており、施設整備補助

金等による病棟耐震工事の実施や、保有する井戸水を飲用化設備に改修し、被災時の

ライフライン確保策を講じたほか、機関災害支援病院の役割を果たすべく、地域住民

や学生も参加する中で、防災トリアージ訓練及び消防訓練を毎年度実施した。 

② 首都圏近郊という不利な地理的条件などから、苦慮している看護師確保対策に重点

的に取組み、有期雇用職員制度の導入による常勤看護師の増員(63名)やナースアシス

タントの配置による負担軽減策のほか、保育所及びコーヒーショップ新設など労働環

境改善策を講じた。 

【19事業年度】 

① 保育所の受入れ開始や、看護師宿舎新設（20年度・42戸）決定など、更に看護師確

保対策を強化した結果、看護師離職率を前年度より20％減少させるとともに、20年度

当初採用者の大幅増加(前年度63名→114名)に繋げた。 

 

２２２２．．．．共通事項共通事項共通事項共通事項    

(1) (1) (1) (1) 質質質質のののの高高高高いいいい医療人育成医療人育成医療人育成医療人育成やややや臨床研究臨床研究臨床研究臨床研究のののの推進等推進等推進等推進等、、、、教育教育教育教育・・・・研究機能研究機能研究機能研究機能のののの向上向上向上向上のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな取取取取

組組組組みみみみ((((教育教育教育教育・・・・研究面研究面研究面研究面のののの観点観点観点観点))))    

【16～18事業年度】    

① 卒後臨床研究センターを設置し、学内の指導医講習会を開催したほか、山梨県立中

央病院や地域保健所との連携を構築するため、関連病院協議会などで検討を進め、随

時、卒後臨床研修プログラムの見直しを行った。 

② 医療現場ニーズと地域中小企業が持つシーズを結びつけ、共同での医療関連用品の

開発、研究を行うため、甲府商工会議所と協同して『やまなし医療関連ものづくり交

流会』を設置し、活動を開始した。 

【19事業年度】 

① 前年度に設置した腫瘍センターの実活動を開始し、がん治療の患者相談(134 件)対

応や情報提供を行ったほか、北里大学他８大学との共同プラン(文部科学省の補助採択

事業)を活用し、がん薬物療法専門医の養成に向け『山梨大学がんプロフェッショナル

プランインテンシブコース』の設置準備を進めた。 

② 『やまなし医療関連ものづくり交流会』プロジェクトでの、企業との共同研究成果

から、新型患者着衣の開発に繋げ、試作品について成果公表(報道発表)した。 
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(2) (2) (2) (2) 質質質質のののの高高高高いいいい医療医療医療医療のののの提供提供提供提供のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな取組取組取組取組。。。。((((診療面診療面診療面診療面のののの観点観点観点観点))))    

【16～18事業年度】    

① 腫瘍センターを設置し、地域がん診療連携拠点病院として指定を受け、がん登録部

門を設置し、がんに関する情報提供を行う体制を整備した。 

② 病棟耐震工事を完了したほか、新設した血液内科の無菌室整備や４室の特別個室の

増設や全病棟のトイレを全面改修するなど、アメニティーの改善に努めた。 

③ 全職員に２回以上の出席を義務付け、事例検討や医療事故防止マニュアル改正等を

周知徹底する医療事故防止研修会を定期的に開催した。(18年度参加者 延べ2,087名) 

④ 麻酔科医、精神科医、看護師、薬剤師で編成した緩和ケアチームが、週１回の定期

病棟回診や外来対応のほか、患者家族向けのがん痛みの治療教室を毎月１回開催した。 

⑤ 皮膚科医、外科医、看護師、薬剤師、栄養管理師による褥瘡対策チームを編成し、

週1回の定期病棟回診を実施した。 

【19事業年度】 

① 栄養不良状態患者のコンサルタントを行う栄養サポートチームを、医師、栄養士、

看護師で新たに編成し、20年度からの本格活動に向けた勉強会を11回開催した。 

(3) (3) (3) (3) 継続的継続的継続的継続的・・・・安定的安定的安定的安定的なななな病院運営病院運営病院運営病院運営のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな取組取組取組取組。。。。((((運営面運営面運営面運営面のののの観点観点観点観点))))    

【16～18事業年度】    

① 入院患者満足度調査(回答数年間約4,000通)を継続して実施し、当該結果の各部門

へのフィードバックによる検証やコメント集の作成により、改善に活用した。 

② 平均在院日数の短縮や手術件数の増加がもたらす診療費上昇効果について、診療科

別のデータを示すなど競争的環境を醸成した結果、共に着実に好転した。(下表参照) 

  

 

 

 

 

③ 物流管理システムを導入し、手術部を除く院内診療材料の一元管理及び適正在庫を

推進した。また、より安価な契約価格とするため、薬品の年間入札回数を２回から３

回に増やした結果、約700万円が節減できた。 

 

【19事業年度】 

① 入院患者に限定していた患者満足度調査を外来患者にまで拡充し、併せて当該調査

結果に関し、諸会議において検証を行い、改善対策等を迅速に行った。 

 (外来患者満足度調査、19’実施数:２日間、回答数659件) 

② 入院診療単価の３分の１を占める手術部門の診療単価上昇策に関し、外部に調査依

頼したほか、手術件数の増加策として、手術準備等業務を外部委託化し看護師の業務

内容の効率化を図った結果、前年度に対し、手術件数が180件、診療単価が315円、

収入額が約6,000万円増加した。 

③ 特別個室料を設置したほか、診断書料、死後処置料、分娩介助料等について、新料

金に改訂した結果、前年度に対し約200万円の増収が図れた。 

 

○ 附属学校について 

【16～18事業年度】 

① カリキュラムの共同研究、実践的教育プログラムの開発など、学部との連携協力に

より積極的に教育方法の改善を行った。また、各附属学校園の主任による連絡協議会

の定例化、児童生徒の交流、学習交流など、附属学校園相互の連携にも努力した。 

② 附属学校運営協議会等で検討し、学習環境と安全管理体制の整備・充実を図ってき

た。また、学部と連携した教育相談事業を積極的に実施してきた。さらに、多数の公

私立学校園教員の参加を得て公開研究会や公開学習会を実施し、附属学校園を各種研

修の場として活用してきた。 

【19事業年度】 

① 実習担当教員による教育実習指導案作成指導、学部教員によるカウンセリング活動

の実施など、相互の連携を深めつつ教育方法の改善を図った。また、附属中学校、甲

府第一高等学校及び学部の教員が連携・協力し、中高連携教科カリキュラムの検討を

行った。 

② 学部と連携して安全管理体制等について検討し、不審者侵入を想定した避難訓練や

ＡＥＤ講習会を実施した。また、山梨県教育委員会等と連携し「地域連携子どもと親

と教師のための教育相談事業」を運営した。 

   年  度 16年度 17年度 18年度 19年度 

一般病床平均在院日数 20.7   20.2   18.3 17.5 

手術件数(年間)   3,906    3,990   4,429   4,609 

処置手術区分診療単価  12,878  13,492  14,672  14,987 
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ⅢⅢⅢⅢ    予 算予 算予 算予 算 （（（（ 人 件 費 見 積人 件 費 見 積人 件 費 見 積人 件 費 見 積 も り をも り をも り をも り を 含含含含 むむむむ 。 ） 、。 ） 、。 ） 、。 ） 、 収 支 計 画 及収 支 計 画 及収 支 計 画 及収 支 計 画 及 びびびび 資 金 計 画資 金 計 画資 金 計 画資 金 計 画                             

 
※財務諸表及び決算報告書を参照 

 

ⅣⅣⅣⅣ    短短短短    期期期期    借借借借    入入入入    金金金金    のののの    限限限限    度度度度    額額額額  

 

中中中中    期期期期    計計計計    画画画画 年年年年    度度度度    計計計計    画画画画 実実実実    績績績績 

１１１１    短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金のののの限度額限度額限度額限度額 
27億円 

２２２２    想定想定想定想定されるされるされるされる理由理由理由理由 
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生 

等により緊急に必要となる対策費として借り 
入れすることも想定される。 

１１１１    短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金のののの限度額限度額限度額限度額 
27 億円 

２２２２    想定想定想定想定されるされるされるされる理由理由理由理由 
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等 

により緊急に必要となる対策費として借り入れす 
ることも想定される。 

 
該当なし 

 

ⅤⅤⅤⅤ    重 要 財 産重 要 財 産重 要 財 産重 要 財 産 をををを 譲 渡譲 渡譲 渡譲 渡 しししし 、、、、 又又又又 はははは 担 保担 保担 保担 保 にににに 供供供供 す るす るす るす る 計 画計 画計 画計 画                             

 

中中中中    期期期期    計計計計    画画画画 年年年年    度度度度    計計計計    画画画画 実実実実    績績績績 

・重要な財産を譲渡する計画 
職員宿舎の土地の一部（山梨県中巨摩郡玉 

穂町成島 1,559-1、16.38 ㎡）を譲渡する。 
教育人間科学部自然教育園の土地の一部 
（山梨県甲府市塚原町字科笠原 1,396 番 5、 
1,833.71 ㎡）を譲渡する。 

・担保に供する計画 
附属病院の施設・設備の整備に必要となる 

経費の長期借入に伴い、本学附属病院の敷地 
及び建物について担保に供する。 

・重要な財産を譲渡する計画 
自然教育園の土地の一部（山梨県甲府市塚原 

町字科笠原 1,396 番 5、1,833.71 ㎡）を譲渡する。 
 
 
・担保に供する計画 

附属病院の施設の整備に必要となる経費の 
長期借入に伴い、本学附属病院の敷地及び建 
物について担保に供する。 

・重要な財産を譲渡する計画 
自然教育園の土地の一部 （山梨県甲府市塚原町字科笠原1415外、1,826.51

㎡）を譲渡した。 
 
 
・担保に供する計画 

附属病院の施設の整備に必要となる経費の長期借入がなかったため、該当
なし 

 

ⅥⅥⅥⅥ    剰 余 金剰 余 金剰 余 金剰 余 金 のののの 使 途使 途使 途使 途                 
 

中中中中    期期期期    計計計計    画画画画 年年年年    度度度度    計計計計    画画画画 実実実実    績績績績 

・教育研究の質の向上及び組織運営の改善 
・職員に対するインセンティブに充てる。 

・教育研究の質の向上及び組織運営の改善 
・職員に対するインセンティブに充てる。 

平成 18 事業年度決算において発生した決算剰余金 365,470,404 円について、翌
事業年度繰越しにかかる文部科学大臣の承認を受けて、全額を目的積立金として
整理した。 
また、平成19事業年度において目的積立金8,183千円を取り崩して、教育研究の

質の向上及び組織運営の改善のために充てた。 
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ⅦⅦⅦⅦ    そ のそ のそ のそ の 他他他他         １１１１    施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備にににに関関関関するするするする計画計画計画計画 

  

中中中中    期期期期    計計計計    画画画画 年年年年    度度度度    計計計計    画画画画 実実実実    績績績績 

   

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

・高機能・安全手

術システム 

・小規模改修 

 総額 

７３０ 

施設整備費補助金 

（３０６） 

長期借入金 

（４２４） 

・ワイン科学研究

センター改修 

・耐震対策事業 

・小規模改修 

 総額 

６３８ 

施設整備費補助金 

（５８７） 

 

国立大学財務・経営セン

ター施設費交付金 

（５１） 

・ワイン科学研究

センター改修 

・耐震対策事業 

・小規模改修 

 総額 

６３８ 

施設整備費補助金 

（５８７） 

 

国立大学財務・経営センター

施設費交付金 

（５１） 

 

   

  

   

 

 

   

 

（注１） 
  金額ついては見込みであり、中期目標を達成するため
に必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備
や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加され
ることもある。 

（注２） 
  小規模改修について17年度以降は16年度同額として試
算している。 

  なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建造費補
助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金、長期
借入金については、事業の進展等により所要額の変動が
予想されるため、具体的な額については、各事業年度の
予算編成過程等において決定される。 

 

（注１） 
  金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を 
勘案した施設・設備の整備や、老朽度合等を勘案した施設
・設備の改修等が追加されることもあり得る。 

 

    
○○○○    計画計画計画計画のののの実施状況等実施状況等実施状況等実施状況等 

・ワイン科学研究センター改修 
・事業内容 

（北新）ワイン科学研究センター改修 
（完成） 平成 20 年 3 月 10 日 

・計画額と実績額の差異 
施設整備費補助金  （計画額） 250,687 千円 

（実績額） 250,687 千円 
※計画額と実績額の差異はなし 

 
 

 
・耐震対策事業 
・事業内容 

総合研究棟（Ｂ１号館）Ⅲ期改修 
（完成） 平成 20 年 3 月 10 日 

・計画額と実績額の差異 
施設整備費補助金  （計画額） 336,550 千円 

（実績額） 336,550 千円 
※計画額と実績額の差異はなし 
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・小規模改修 
・事業内容 

甲府西キャンパスＬ号館Ｃ棟（講義室）改修 
（完成） 平成 19 年 9 月 21 日 

甲府東キャンパスＡ－２号館男子便所改修 
（完成） 平成 19 年 10 月 12 日 

甲府西キャンパスＪ号館便所改修 
（完成） 平成 19 年 11 月 30 日 

甲府東キャンパスＡ１号館屋上防水改修 
（完成） 平成 20 年 3 月 10 日 

 
・計画額と実績額の差異 

施設費交付事業費  （計画額）  51,000 千円 
（実績額）  51,000 千円 

※計画額と実績額の差異はなし 
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ⅦⅦⅦⅦ    そ のそ のそ のそ の 他他他他         ２２２２    人事人事人事人事にににに関関関関するするするする計画計画計画計画 

 

中中中中    期期期期    計計計計    画画画画 年年年年    度度度度    計計計計    画画画画 実実実実    績績績績 

人事方針について 
１）教員人事について 
① 全学の教員定数管理、教員組織改編等に係る定
員移動等、教員の定数配分等については、大学、
学部等の理念・目標・将来計画等の方針及び基本
的な目標に基づき、適正に行う。 

 
 
 
 ② 教員の流動化を図り、教育研究を一層活性化す

るために可能な限り任期制を活用する。 
 
 
 
 ③ 国際交流を推進するため、若手教員の海外派遣

や外国人の採用等の環境を整備し、ひいては、世
界に通用する学生の輩出に努める。 

 
 
 ④ 教員の総合的業績評価を行う人事評価システム

を導入する。 
 
 
 
 
２）教員以外の職員の人事について 
 ① 事務職員については、大学の企画運営部門に深

く携わる専門職能集団としての機能を発揮する必
要があるため、民間企業も含めた他機関からの登
用など、幅広く人材を求めるほか、職員にその資
質を開発させるため、他機関との人事交流（概ね
３年）を推進するなど、計画的な人材養成を行う。 

 
 ② 事務職員、技術職員についても、能力開発のた

めに必要な研修等の制度の整備を図る。 
 
 
 
 
③ 事務職員、技術職員については、より効果的な
人事評価方法を構築し、その活用を図る。 

 

人事方針について 
１）教員人事について 
①  全学の教員の定数配分等については、大学、
学部等の理念・目標・将来計画等の方針及び基
本的な目標に基づき、適正に行う。また、学長
裁量定員(教授職６名分)を活用し、平成 19 年度
に、大学教育研究開発センターとキャリアセン
ターに、専任教員を採用する。 

 
② 教員の流動化を図り、教育研究を一層活性化
するために可能な限り任期制を活用し、平成 19
年度から、医学系教員のすべてに任期制を導入
する。 

 
③ 国際交流を推進するため、研究休職制度を活
用し、平成 19 年度は、若手教員４名を海外での
研究活動に専念させる。 

 
 
④ 平成 18 年度に引き続き、教員の個人評価を実
施し、さらに内容の充実を図る。また、評価結
果を、処遇などへ反映させる事項や方法の検討
を進める。 

 
 
２）教員以外の職員の人事について 
① 事務職員については、大学の企画運営部門に
深く携わる専門職能集団としての機能を果たす
役割が必要であるため、特に文部科学省への研
修や他機関との人事交流を中心とした、計画的
な人材養成に引き続き努める。 

 
 
② 事務職員は、人事院や国立大学協会が主催す
る研修やセミナーの活用や、放送大学の受講に
よる専門的な人材育成や能力開発を図ることと
しており、これらを人材育成計画としてまとめ
る。 

 
③ 教員以外の職員のうち常勤職員は、平成 18
年度から実施した人事評価制度を、引き続き実
施する。 

人事方針について 
１）教員人事について 
① 昨年に引き続き、各学部等から「選考計画書」をあら

かじめ学長に提出し、公募方法等を含めた可否を与える
こととした。また、学長裁量定員(教授職６名分）を活
用して、大学教育研究開発センターに専任教員、キャリ
アセンターにキャリアアドバイザー２名及び学長特別
補佐(教授)を採用した。 

 
② 「山梨大学教員の任期に関する規程」等を改正し、平
成19年度から、医学系の全教員に任期制を導入した。 

 
 
 
③ 長期研修及び研究休職制度を活用し、若手教員４名を
海外での研究に専念させた。 

 
 
 
④ 昨年に引き続き、教員の個人評価を実施するととも
に、評価結果を教員の処遇に反映する方針を決定し、平
成20年度に実施することとした。また、より有効な評価
を実施するため、評価実施組織の改正など、「教員の個
人評価方針」を見直した。 

 
２）教員以外の職員の人事について 
① 人事交流については、本年度新たに文部科学省に研修
形態で１名の職員を派遣しているほか、関係法人等へ２
名の職員を派遣している。 

 
 
 
 
 ② 国立大学協会主催の研修等に学長をはじめ17名の役

員・職員が参加した。また、放送大学研修を活用し、72
名を受講させた。また、事務系職員人材育成計画（人材
養成プログラム）を作成し、実施に向けての検討を進め
た。 

 
③ 昨年に引き続き、事務職員等の人事評価を実施し、評
価結果を６月の勤勉手当及び平成20年１月１日の昇給
に反映させた。 
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 
 
教育人間科学部 
 学校教育課程 
  （うち教員養成に係る分野） 
 生涯学習課程 
 国際共生社会課程 
 ソフトサイエンス課程 
 
医学部 
 医学科 
  （うち医師養成に係る分野） 
 看護学科 
 
工学部 
 機械システム工学科 
 電気電子システム工学科 
 コンピュータ・メディア工学科 
 土木環境工学科 
 物質・生命工学科 
応用化学科 

 生命工学科 
 循環システム工学科 
 

(a) 
(人) 

 
400  

     (400) 
 80  
160  
160  

 
 

600  
(600) 
260  

 
 

380  
290  
310  
300  

 注 
200  
140  
180  

 

(b) 
(人） 

 
442  

(442) 
88  

171  
165  

 
 

618  
(618) 
271  

 
 

460  
340  
374  
328  
10 

231  
155  
179  

 

(b)/(a)×100 
（％） 

 
110.5  

 
110.0  
106.9  
103.1  

 
 

103.0  
 

104.2  
 
 

121.1  
117.2  
120.6  
109.3  

 
115.5  
110.7  
99.4  

 
学士課程 計 3,460  3,832  110.8  

 
 
【修士課程】 
教育学研究科 
 学校教育専攻 
 障害児教育専攻 
 教科教育専攻 
 
医学工学総合教育部 
 医科学専攻 
 看護学専攻 
 機械システム工学専攻 
 電気電子システム工学専攻 
 コンピュータ・メディア工学専攻 
 土木環境工学専攻 
 物質・生命工学専攻 
自然機能開発専攻 
持続社会形成専攻 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

12  
6  

66  
 
 

40  
32  
72  
54  
60  
54  
60  
74  
54  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

12  
7  

56  
 
 

26  
33  
82  
73  
66  
51  
84  
55  
31  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

100.0  
116.7  
84.8  

 
 

65.0  
103.1  
113.9  
135.2  
110.0  
94.4  

140.0  
74.3  
57.4  

 
 
 
 
 

修士課程 計 584  576  98.6  

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 
 
【博士課程】 
医学工学総合教育部 
 先進医療科学専攻 
 生体制御学専攻 
 ヒューマンヘルスケア学専攻 
 人間環境医工学専攻 
機能材料システム工学専攻 

 情報機能システム工学専攻 
 環境社会創生工学専攻 
 
医学系研究科 
 形態系専攻 
 生化系専攻 
 生態系専攻 
 生理系専攻 
 
工学研究科 
 物質工学専攻 
 社会・情報システム工学専攻 
 

 
 
 
 

84  
48  
12  
54  
39  
36  
39  

 
 

 注 
 注 
 注 
 注 

 
 
 注 
 注 

 

 
 
 
 
72  
7  

16  
71  
35  
13  
31  

 
 

1  
1  
1  
3  

 
 

6  
2  

 

 
 
 
 

85.7  
14.6  

133.3  
131.5  
89.7  
36.1  
79.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

博士課程 計 312  259  83.0  

 
特別支援教育特別専攻科 
 障害児教育専攻 
 
附属小学校  学級数 18 
附属中学校  学級数 12 
附属特別支援学校 

 小学部 学級数 ３ 
       中学部 学級数 ３ 
       高等部 学級数 ３ 
附属幼稚園  組 数 ４ 
 

 
 

30  
 

720  
480  

 
18  
18  
24  

105  
 

 
 

11  
 

631  
472  

 
17  
17  
24  
92  

 

 
 

36.7  
 

87.6  
98.3  

 
94.4  
94.4  

100.0  
87.6  

 
 
 注：改組により、学生を受け入れていない学部・専攻については、収容定員を記

載していない  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

○ 別表別表別表別表１１１１    （（（（学部学部学部学部のののの学科学科学科学科、、、、研究科研究科研究科研究科のののの専攻等専攻等専攻等専攻等のののの定員未充定員未充定員未充定員未充    
足足足足のののの状況状況状況状況についてについてについてについて）））） 
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○○○○    計画計画計画計画のののの実施状況等実施状況等実施状況等実施状況等    
 
  ○教育学研究科・教科教育専攻 
   収容定員 66名  収容数 56名  定員充足率 84.8％ 
   [主な理由] 

教科教育専攻の定員充足率が若干低いのは、１）現職教員の派遣人数が
減少したこと、２）近年、教員採用率の上昇に伴って、学部卒で就職を望
む学生が増え、大学院進学が減少したこと、３）現段階では、専修免許取
得による給与・待遇面でメリットがないこと、の３点が上げられるが、研
究科の改組も視野に、魅力ある大学院を目指して検討していくこととする。
学費の実質的な軽減措置の具体化を急ぎ、これにより入学者の増加を目指
す。 

 
  ○医学工学総合教育部・医科学専攻 
   収容定員 40 名  収容数 26 名  定員充足率 65.0％ 
   [主な理由] 

 本専攻は、将来の生命科学研究を担う研究者の育成及び高度の先端技術と
学際的知識を持つ専門家の育成を目的としているが、近年、企業の求人倍率
の増加に伴い学部卒業後の就職希望者が多く本専攻の志願者が減少してい
る。今後、教育内容の一層の改善を図るとともに、学費の実質的な軽減措置
の具体化を急ぎ、これにより入学者の増加を目指す。 

 
  ○医学工学総合教育部・自然機能開発専攻 

収容定員 74 名  収容数 55 名  定員充足率 74.3％ 
   [主な理由] 

本専攻への進学者の主な母体である工学部各学科の卒業者数が留年等によ
り減少していること、また、推薦枠で合格可能であるのに一般選抜で合格し
た者が、他大学院に流れたことなどが主な理由である。これらに加えて、前
年度の入学生（現修士２年生）が少なかったことが尾を引いて、全体として
は定員を満たさない結果となった。これらの状況に鑑み、同専攻を発展的に
改組して平成 21 年度に人間システム工学を設置する予定である。 

 
  ○医学工学総合教育部・持続社会形成専攻 

収容定員 54 名  収容数 31 名  定員充足率 57.4％ 
   [主な理由] 

入学者の主な出身学科である循環システム工学科の卒業生の就職希望先と
して銀行など技術系以外の分野が増大傾向にあり、それにしたがって、学部
卒での就職を望む学生が増えてきた。特に一昨年来の就職状況の好転に伴い
その傾向は顕著である。また、全国的な修士課程定員増に伴い、同学科卒業
者の他大学進学が増えているのも、本専攻の充足率減につながっている。 
社会的ニーズを考慮に入れた教育カリキュラム、修士論文の指導方法等の

改善を平成 19 年度から実施したことに伴い、社会人、留学生の入学者は増
加した。しかしながら、同学科からの進学者の減少には歯止めがかからない。
現在、同学科を含む新学部構想の検討が始まっており、それに合わせた専攻
改組の検討を進める。 

 
  ○医学工学総合教育部・先進医療科学専攻 

収容定員 84 名  収容数 72 名  定員充足率 85.7％ 
   [主な理由] 

本専攻の大部分は医学部卒業者である。最近の傾向として専門医を目指す 
傾向にあり、大学院に入学して学位を取得しようとする志願者が少ない。こ 

 
 
のため、専門医と学位が同時に取得できるよう文部科学省の「がんプロ養成
プラン」が採択されたので、平成 21 年４月の開講を目指してカリキュラム
の改革を行うこととしている。また、今後、教育内容の一層の改善を図り、
入学試験の実施時期や実施方法について検討するとともに、学費の実質的な
軽減措置の具体化を急ぎ、これにより入学者の増加を目指す。 

 
  ○医学工学総合教育部・生体制御学専攻 

収容定員 48 名  収容数  7 名  定員充足率 14.6％ 
   [主な理由] 
    本専攻志願者は基礎系教員を中心に構成されているが,最近の傾向として

学位取得を希望する志願者が少ない。このため、文部科学省の「がんプロ養
成プラン」が採択されたので、 平成 21 年４月の開講を目指し、学位取得と
同時に専門医が取得できるようカリキュラムの改革を行うこととしている。
また、今後、教育内容の一層の改善を図り、入学試験の実施時期や方法につ
いて検討するとともに、学費の実質的な軽減措置の具体化を急ぎ、これによ
り入学者の増加を目指す。 

 
  ○医学工学総合教育部・機能材料システム工学専攻 

収容定員 39 名  収容数 35 名  定員充足率 89.7％ 
   [主な理由] 

団塊世代の退職を迎えて企業の新人採用が好調であり、修士の学位があ
れば希望する職種に就けるために修士課程からの博士課程への進学希望が
低調であることが主な原因である。また、博士課程進学による所得の放棄、
さらなる学費の負担も一因にある。今後、中高年の再教育の機会提供、あ
るいは学費の実質的な軽減措置の具体化を急ぎ、これにより入学者の増加
を目指す。 

 
  ○医学工学総合教育部・情報機能システム工学専攻 

収容定員 36 名  収容数 13 名  定員充足率 36.1％ 
   [主な理由] 

本学の修士課程修了者のほとんどが製造業等への就職を希望しており、
また修士課程修了者に対する求人も多い状況にある。したがって、博士課
程へ進学して更なる研究を極めることよりも、企業への就職を選択した学
生が多かった結果である。今後、産学連携による企業からの博士課程入学
者の募集とともに、学費の実質的な軽減措置の具体化を急ぎ、これにより
入学者の増加を目指す。また、修士課程学生に対して博士号取得のメリッ
トなどの広報に努めていく。 

 
  ○医学工学総合教育部・環境社会創生専攻 

収容定員 39 名  収容数 31 名  定員充足率 79.5％ 
   [主な理由] 

 本専攻の 21 世紀ＣＯＥは研究面・生活面において経済的支援体制が整っ
ており、留学生の確保に大きく貢献している。しかし、国内の学生に関して
は、修士課程修了生の就職状況が良いこと、および博士課程修了後の就職先
の不透明感から、進学者の確保は難しい状況が続いている。引き続き、ＣＯ
Ｅの継続により留学生の確保を図るとともに、本専攻修了者の活躍状況など
を企業の研究者や修士課程学生に対して広報し、また、学費の実質的な軽減
措置の具体化を急ぎ、これにより入学者の増加を目指す。 
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  ○特別支援教育特別専攻科・障害児教育専攻 

収容定員 30 名  収容数 11 名  定員充足率 36.7％ 
   [主な理由] 

1. 前身である臨時教員養成課程時代（昭和 51 年～昭和 53 年）及び特
別専攻科に改変後の５年間（昭和 54 年～昭和 59 年）には山梨県教育
委員会との協定が結ばれ、特殊教育特別専攻科枠の内地留学生が設け
られるなど、県からの積極的な受験者・入学者があった。現在この協
定はなく、現職の内地留学は事実上不可能である。 

２. 山梨県の特別支援教育教員採用枠は、近年増加傾向も見られるもの
の、設置当初に比べ大幅に減少しており、本専攻科に対する社会的要請
は大きく変化している。 

３． 以上のことから本専攻科の規模等について文部科学省とも協議を行
ってきている。 

 
  ○附属小学校 

収容定員 720 名  収容数 631 名  定員充足率 87.6％ 
   [主な理由] 
     少子化に伴い、本校の児童募集対象学区である甲府市内の児童の絶対数 

が、減少していることによる希望者の減少と、近年甲府市内に私立小学校
ができ希望者が流れていることが理由である。 

 
  ○附属幼稚園 

収容定員 105 名  収容数 92 名  定員充足率 87.6％ 
   [主な理由] 
     少子化による就園児の絶対数の減少と学区が甲府市内に限定されてい

ることが大きな理由となる。また、私立幼稚園へ希望者が流れていること
が要因となっている。 

 
 
 









○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）
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